
[令和７年５月　様式４]

 個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言

 評価書名

国税関係事務　全項目評価書

評価書番号
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国税庁は、国税関係事務における特定個人情報ファイルの取扱いに当たり、
特定個人情報ファイルの取扱いが個人のプライバシー等の権利利益に影響
を及ぼしかねないことを認識し、特定個人情報の漏えいその他の事態を発生
させるリスクを軽減させるために十分な措置を行い、もって個人のプライバ
シー等の権利利益の保護に取り組んでいることを宣言する。

 評価実施機関名

特定個人情報保護評価書（全項目評価書）

 公表日

国税庁長官

 個人情報保護委員会　承認日　【行政機関等のみ】

特記事項

・番号制度に関する税務上の措置として、納税申告書や法定調書等の税務関係書類に個人番号の記
載を求める措置が講じられたため、国税当局は特定個人情報を保有している。
・国税庁は、内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現を任務としており、賦課・徴収事務を行う
に当たって国税総合管理システム（ＫＳＫ２）、ガバメントソリューションサービス（GSS）を利用する。
・国税総合管理システム（ＫＳＫ２）は、全国の国税局（所）と税務署をネットワークで結び、申告・納税
の事績や各種情報を入力することにより、国税債権等を一元的に管理するとともに、関連するシステ
ムも活用してこれらを分析して税務調査や滞納整理に活用するなど、地域や税目を越えた情報の一
元的な管理により、税務行政の根幹となる各種事務処理の高度化・効率化を図るために導入されたコ
ンピュータシステムである。
・国税総合管理システム（ＫＳＫ２）では、オンプレミス環境及びクラウド環境のハイブリッド構成となるた
め、提出された特定個人情報は、オンプレミス環境及び認定クラウド等を含む特定のクラウド環境に
保管されるほか、業務上必要な範囲に限り、インターネットその他外部ネットワークに接続しない高性
能パソコンに保管される。
・ガバメントソリューションサービス（GSS）は、デジタル庁が提供する政府共通の標準的な業務実施環
境（業務用パソコンやネットワーク環境）を整備するサービスであり、特定個人情報は、特定のクラウド
環境に保管される。
・なお、オンプレミス環境に保管されるデータは、「ISO/IEC270001:2013及びJIS Q 27001:2014」の情報
セキュリティマネジメントシステムの認証を受けているデータセンターにおいて管理される予定である。
・また、クラウド環境に保管されるデータは、政府情報システムのためのセキュリティ評価制度
（ISMAP）に登録されたクラウドサービス上で管理される。
・国税総合管理システム（ＫＳＫ２）は、令和８年度の本格稼働を目指して開発を進めているところであ
り、今後の開発過程で、この評価書の記載に影響する事象が生じた場合は、順次適切に対応する。
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　（別添３）　変更箇所

Ⅵ　評価実施手続

Ⅴ　開示請求、問合せ

Ⅳ　その他のリスク対策

　（別添１） 事務の内容

項目一覧

Ⅰ　基本情報

　（別添２） 特定個人情報ファイル記録項目

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概要

Ⅲ　特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策
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・国税庁は、内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現等を任務としているところ、特定個人情報保護評
価における特定個人情報ファイルを取り扱う事務として、①個人番号が記載された所得税や消費税の申告書
等の収受（受付事務）、②受け付けた申告書等の処理、納税者からの納税の管理、納税者への還付金の支
払、税務調査による適正な申告がなされていることの確認及び期限内に納税がない者への滞納整理等（賦
課・徴収事務）がある。
・受付事務では、税務署等において、書面で個人番号が記載された申告書、法定調書、申請・届出書を収受
するほか、申告、法定調書、各種申請・届出について、書面に代えてインターネット、専用線又は認定クラウド
等※を通じて収受を行う。
・納税者等から、公金受取口座の登録を希望する所得税の還付申告書等の提出があった場合、当該登録を
希望した者に係る預貯金口座の情報を「口座情報登録システム」に連携する。
・納税者等から、公金受取口座の利用を希望する所得税の還付申告書等の提出があった場合、当該利用希
望者に係る預貯金口座の情報について、国税総合管理システム（ＫＳＫ２）から情報提供ネットワークシステム
又は公共サービスメッシュを通じて「口座情報登録システム」から受領し、当該口座に還付金を還付する。
・投資家の投資簿価残高の総額を最新の取引金融機関に提供するため、最新の投資者情報を認定クラウド
等（NISAクラウド）に連携する。
・納税者から、マイナポータル経由で自己情報の連携依頼があった場合、源泉徴収票や住宅取得資金に係る
借入金等の年末残高等調書の自己情報を国税総合管理システム（ＫＳＫ２）内で特定し、個人番号を含まな
い個人情報を連携する。
※「認定クラウド等」とは、申請等を行う者が利用するクラウドサービス又はオンプレミスで、申請等を行うため
又はNISAの各金融機関における投資簿価残高の合計額を算出し、当該合計額を最新の取引金融機関に提
供するために利用することを前提として提供事業者が国税庁長官の認定を受けているものをいう。
なお、提供事業者が国税庁長官の認定を受けるためには、認定の対象となるクラウドサービス又はオンプレ
ミスが、ISMAPのクラウドサービスリストに掲載されていること、提供事業者及び利用者各々の立場から安全
管理措置を講じられていること、サーバが日本国内に所在していることなど、国税庁告示で定める要件に適
合することが必要となる。
・賦課・徴収事務は、税務署において、納税者等から提出される個人番号が記載された所得税や消費税の申
告書等の情報の入力を行い、特定個人情報ファイルとして保存し、申告書等情報及び申告により確定する納
税額や還付金の管理を行うとともに、提出された申告の内容が適正かどうか税務調査により確認を行い、期
限内に納税がされない場合には財産の差押え等の滞納整理などを行うものである。
・賦課・徴収事務において、国税当局・地方公共団体間で、地方税ポータルシステム（eLTAX）を経由して、
国・地方税に係る特定個人情報（個人番号を含む課税・滞納情報）の提供を相互に行う。
・酒税法による酒類の製造免許、酒母もしくはもろみの製造免許又は酒類の販売業免許に関する事務は、申
請者等から提出される申請書等の情報の入力を行い、特定個人情報ファイルとして保存し、免許業者の管理
を行うとともに、当該事務に係る申請の受理、審査又はその申請に対する応答などを行うものである。
・これらの一連の業務には、国税総合管理システム（ＫＳＫ２）群のシステムが利用される。また、課税・徴収事
務の効率化・高度化を実現するために、ガバメントソリューションサービス（GSS）、ガバメントクラウド及びイン
ターネットその他外部ネットワークに接続しない高性能パソコンもあわせて利用し、申告漏れの可能性が高い
納税者等の判定や、滞納者の状況に応じた対応の判別を行うなど、これらの一連の業務で取得した情報を活
用したデータ分析を実施する。

Ⅰ　基本情報
 １．特定個人情報ファイルを取り扱う事務

 ①事務の名称 国税関係事務

 ②事務の内容　※

 ③対象人数 [ 30万人以上

＜選択肢＞
1) 1,000人未満
3) 1万人以上10万人未満
5) 30万人以上

2) 1,000人以上1万人未満
4) 10万人以上30万人未満

]
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・国税総合管理システム（ＫＳＫ２）は、全国の国税局(所)と税務署をネットワークで結び、申告・納税の事績や
各種の情報を入力することにより、国税債権などを一元的に管理するとともに、これらを分析して税務調査や
滞納整理に活用するなど、地域や税目を越えた情報の一元的な管理により、税務行政の根幹となる各種事
務処理の高度化・効率化を図るために導入されたコンピュータシステムである。
・国税総合管理システム（ＫＳＫ２）は、
①入力した申告・納税の事績等をシステム内に蓄積し、国税債権等の一元的な管理が可能となる。
②決算事績や資料情報等の蓄積した情報を基に、多角的な分析を行うことで、税務調査対象の選定や滞納
整理対象者の抽出を支援するなど、各種事務処理の充実が図られる。
③納税証明書をシステムで作成することにより、納税者からの問合せに対して、より的確かつ迅速に対応でき
るなど、税務行政の高度化・効率化や適正・公平な課税の実現及び納税者利便の向上に大きく寄与する。
なお、国税総合管理システム（ＫＳＫ２）は、電子申告や電子納税等の税務行政のＩCＴ化に不可欠な情報通信
基盤でもある。
・具体的なシステムの機能としては、
 ①納税者ごとに部内番号の確認・付番、 ②申告書等の入力（AI-ＯＣＲの活用）、 ③納税者に関する基本情
報や関係者情報の管理、 ④各種税目に係る申告、申請・届出等の情報の管理、 ⑤法定調書等の資料情報
の管理、⑥国税の債権債務の管理、納税証明書の作成、 ⑦税務調査対象者の選定等があるが、これらで個
人番号を取り扱う。
・令和４年１月より運用を開始した認定クラウド等を通じた申請等の受付については、申請等を行う者が認定
クラウド等の提出領域に申請等情報を記録し、かつ、税務署長に対して申請等情報を閲覧し及び国税総合管
理システム（ＫＳＫ２）に記録する権限（以下「アクセス権限」という。）を付与することにより、申請等を行うこと
ができるものである。法令上、申請等を行う者が提出領域に申請等情報を記録した時又は税務署長に対して
アクセス権限を付与した時のいずれか遅い時に提出があったものとみなされ、税務署長はアクセス権限に基
づき、認定クラウド等の提出領域にアクセスし、申請等情報の複製を国税総合管理システム（ＫＳＫ２）に記録
することとなる。こうした仕組み上、認定クラウド等の提出領域へは、申請等を行う者（認定クラウド等の利用
者）及びアクセス権限が付与されている税務署長のみアクセスが可能であり、認定クラウド等の提供事業者
はアクセスしない。
・令和８年１月より運用を開始する認定クラウド等（NISAクラウド）を通じた申請等の受付については、申請等
を行う者が認定クラウド等の提出領域に申請等情報を記録し、かつ、税務署長に対して申請等情報の閲覧及
び国税総合管理システム（ＫＳＫ２）に記録する権限（以下「アクセス権限」という。）を付与することにより、申
請等を行うことができるものである。法令上、申請等を行う者が提出領域に申請等情報を記録した時又は税
務署長に対してアクセス権限を付与した時のいずれか遅い時に提出があったものとみなされ、税務署長はア
クセス権限に基づき、認定クラウド等の提出領域にアクセスし、申請等情報の複製を国税総合管理システム
（ＫＳＫ２）に記録することとなる。また、税務署長は投資簿価残高の合計額を算出するため、認定クラウド等
（NISAクラウド）の所定の領域へ最新の投資者情報を提供することとなる。算出された投資簿価残高の合計
額は、認定クラウド等の提供事業者からのリクエストに基づき、認定クラウド等の所定の領域にアクセスし、申
請等情報の複製を国税総合管理システム（ＫＳＫ２）に記録することとなる。
・納税者等が公的給付支給等口座登録簿情報の提供の同意を行った上で、所得税の還付申告書等の提出
を行った場合、申告書又は申告書等データを収受し、国税総合管理システム（ＫＳＫ２）から口座情報登録シ
ステムへ公的給付支給等口座登録簿情報を連携する。
・納税者等が公的給付支給等口座の利用の希望をした上で、所得税の還付申告書等の提出を行った場合、
申告書又は申告書等データを収受し、国税総合管理システム（ＫＳＫ２）から情報提供ネットワークシステム又
は公共サービスメッシュを通じて口座情報登録システムへ公的給付支給等口座の利用の希望があった旨を
送信した後、口座情報登録システムから公的給付支給等口座登録簿情報の提供を受け、納税者等の公的給
付支給等口座に還付する。
・納税者から、マイナポータル経由で自己情報の連携依頼があった場合、源泉徴収票や住宅取得資金に係る
借入金等の年末残高等調書の自己情報を国税総合管理システム（ＫＳＫ２）内で特定し、個人番号を含まな
い個人情報を連携する。
・地方公共団体に対して、地方税ポータルシステム（eLTAX）を経由して、国税総合管理システム（ＫＳＫ２）に
記録されている納税者情報（個人番号を含む）を基に、地方税の課税・滞納情報に関する照会を行い、個人
番号を含む情報の提供を受ける。
　また、地方公共団体から、地方税ポータルシステム（eLTAX）を経由して、国税の課税・滞納情報に関する照
会を受け、個人番号を含む情報を提供する。
・課税・徴収の効率化・高度化を実現するため、各種データの分析等やAIの開発・活用を行う。

 ③他のシステムとの接続

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [

 ①システムの名称 国税総合管理システム（ＫＳＫ２）

 ②システムの機能

 ２．特定個人情報ファイルを取り扱う事務において使用するシステム

 システム1

[ ] 宛名システム等 [

[ ○ ] その他 （

法人番号システム、eLTAX、日本銀行システム、政府認証基盤（GPKI）、マルチ
ペイメントネットワーク（MPN）、歳入金電子納付システム、マイナポータル、共通
送受信システム(CTS)、口座情報登録システム、ガバメントソリューションサービ
ス（GSS）

] 庁内連携システム

）

] 税務システム

[ ○ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ] 既存住民基本台帳システム
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] 既存住民基本台帳システム

] 庁内連携システム

 システム2～5

 システム2

 ①システムの名称 ガバメントソリューションサービス（GSS）

 ②システムの機能

ガバメントソリューションサービス（GSS）は、デジタル庁が提供する政府共通の標準的な業務実施環境（業務
用パソコンやネットワーク環境）を整備するサービスである。
GSSパソコンを利用して、特定のクラウド環境にアクセスする。
特定のクラウド環境では行政文書等の各種情報を格納するためのフォルダが存在し、所属部署ごとに特定の
フォルダにアクセスすることができる。
また、各種アプリケーションやフローで扱うデータを安全に保管・管理するクラウド型データベースも利用す
る。

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [
 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ] 宛名システム等 [

] 庁内連携システム

 システム3

 ①システムの名称 公共サービスメッシュ機関間情報連携サービス（中間サーバー相当機能）

 ②システムの機能

公共サービスメッシュ機関間情報連携サービス（中間サーバー相当機能）（以下、「中間サーバー相当機能」
という。）は、インターフェイスシステムや既存システム等の各システムとデータの受け渡しを行うことで、符号
の取得や各情報保有機関で保有する特定個人情報の照会、及び各情報保有機関への情報提供等の業務を
実現する。
(1) 符号管理機能　情報照会、情報提供に用いる個人の識別子である「符号」を保管・管理する。
(2) 情報照会機能　情報提供ネットワークシステム又は公共サービスメッシュを介して、特定個人情報(連携対
象)の情報照会及び情報提供受領（照会した情報の受領）を行う。
(3) 情報提供機能　情報提供ネットワークシステム又は公共サービスメッシュを介して、情報照会要求の受領
及び当該特定個人情報(連携対象)の提供を行う。
(4) 既存システム接続機能　中間サーバー相当機能と既存システム等との間で情報照会内容、情報提供内
容、特定個人情報（連携対象）、符号取得のための情報等について連携する。
(5) 情報提供等記録管理機能　特定個人情報(連携対象)の照会、又は提供があった旨の情報提供等記録を
生成し、管理する。
(6) 情報提供データベース管理機能　特定個人情報（連携対象）を副本として、保持・管理する。データは機関
ごとに分散管理する。
(7) データ送受信機能　中間サーバー相当機能とインターフェイスシステムとの間で情報照会、情報提供、符
号取得のための情報等について連携する。
(8) セキュリティ管理機能　情報提供ネットワークシステム又は公共サービスメッシュに送信する情報につい
て、情報照会者から受領した暗号鍵で暗号化を適切に実施した上で提供を行う。（暗号化、復号機能と、鍵情
報及び照会許可用照合リストを管理する）
(9) 職員認証・権限管理機能　中間サーバー相当機能を利用する職員の認証と職員に付与された権限に基
づいた各種機能や特定個人情報(連携対象)へのアクセス制御を行う。
(10) システム管理機能　バッチの状況管理、業務統計情報の集計、稼動状態の通知、保管期限切れ情報の
削除を行う。
(11) 現行I/F互換機能　中間サーバー相当機能を利用する機関と中間サーバー相当機能を利用していない
（従来の中間サーバーを利用する）機関との番号連携を可能とする機能。

[ ○ ] その他 （ 国税総合管理システム（ＫＳＫ２） ）

] 税務システム

 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ○ ] 宛名システム等 [

[ ○ ] その他 （ インターフェイスシステム ）

] 税務システム

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ] 既存住民基本台帳システム

 システム6～10

 システム11～15

 システム16～20
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 ５．個人番号の利用　※

 法令上の根拠

１　行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成25年法律第27号）（以
下「番号法」という。）
・別表（第９条関係）　第25の項、第33の２項、第36の項、第57の項
・第19条（特定個人情報の提供の制限）第10号

２　国税通則法（昭和37年法律第66号）
・第124条（書類提出者の氏名、住所及び番号の記載）

３　その他、所得税法（昭和40年法律第33号）第194条（給与所得者の扶養控除等申告書）第１項、内国税の
適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律（平成９年法律第110号）第５
条（国外財産調書の提出）等

４　租税に関する相互行政支援に関する条約第６条（自動的な情報の交換）等

５　公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律
・第５条（登録の特例等）、第９条（公的給付支給等口座登録簿に関する情報の提供の要求）

 ６．情報提供ネットワークシステムによる情報連携 ※

 ①実施の有無 [ 実施する

 ３．特定個人情報ファイル名

(1) 収受・入力特定個人情報ファイル、(2)納税者情報管理特定個人情報ファイル、(3)所得税特定個人情報ファイル、（4）資産税特定個人情報
ファイル、（5）源泉所得税特定個人情報ファイル、（6）酒税特定個人情報ファイル、（7）間接諸税特定個人情報ファイル、（8）債権管理特定個
人情報ファイル、（9）非課税貯蓄限度額管理特定個人情報ファイル、(10)資料調査特定個人情報ファイル、(11)少額投資非課税口座管理特定
個人情報ファイル、 (12)法人税特定個人情報ファイル、(13)消費税特定個人情報ファイル、(14)査察特定個人情報ファイル、(15)不服申立・訴
訟・事前照会・外国公館等免税指定店舗関係特定個人情報ファイル、(16)徴収特定個人情報ファイル、(17)租税に関する法律に基づく調査
（犯則事件の調査を除く。）により取得した特定個人情報ファイル、(18)租税に関する法律に基づく犯則事件の調査により取得した特定個人情
報ファイル

 ４．特定個人情報ファイルを取り扱う理由

 ①事務実施上の必要性

・番号制度に関する税制上の措置として、納税申告書や法定調書等の税務関係書類に個人番号の記載を求
める措置が講じられた。
・このため、個人番号付きの納税申告書、法定調書等の税務関係書類を受付（収受）することとなり、受付（収
受）した納税申告書等は、原本として保存することとなるため、特定個人情報ファイルを保有することとなる。
・受付（収受）した納税申告書等は、国税総合管理システム（ＫＳＫ２）に入力し、特定個人情報ファイルとして
国税債権などを一元的に管理する必要があるため保有する。また、税務行政の高度化・効率化や適正・公平
な課税を実現するために、特定個人情報ファイルを分析して税務調査や滞納整理に活用する必要があるた
め保有する。

 ②実現が期待されるメリット

・個人番号が記載された納税申告書、法定調書等の税務関係書類が提出されることから、法定調書の名寄
せや納税申告書との突合がより正確かつ効率的に行えるようになり、所得把握の正確性が向上し、適正・公
平な課税につながるものと期待される。
・住民基本台帳ネットワークシステムの利用が可能となるため、住宅借入金等を有する場合の特別控除に係
る所得税の確定申告手続等における住民票の添付省略、また、国と地方に提出義務のある一定額以上の給
与・年金の源泉徴収票・支払報告書について、電子的提出を一元化できるなどの納税者利便の向上につな
がる。

]

＜選択肢＞
1) 実施する
2) 実施しない
3) 未定

 ８．他の評価実施機関

―

 ②法令上の根拠
○　番号法第19条第８号に基づく主務省令第２条の表
第50の項、第82の項

 ７．評価実施機関における担当部署

 ①部署 国税庁長官官房総務課情報公開・個人情報保護室

 ②所属長の役職名 国税庁長官官房総務課情報公開・個人情報保護室長
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 （別添1） 事務の内容

（備考）
【国税総合管理システム（ＫＳＫ２）の概要】
申告・納税の事績や各種情報を入力することにより、国税債権等を一元的に管理するとともに、これらを分析して税務調査や滞納整理に活用するなど、地域や税目を
越えた情報の一元的な管理を行うシステム

【国税総合管理システム（ＫＳＫ２）の主な機能】
(イ)申告書等の入力、(ロ)納税者に関する基本情報や関係者情報の管理、(ハ)各種税目に係る申告、申請・届出等の情報の管理、(ニ)法定調書等の資料情報の管
理、(ホ)国税の債権債務の管理、納税証明書の作成、(ヘ)税務調査対象者の選定

【国税総合管理システム（ＫＳＫ２）における賦課・徴収の事務の流れ】
①納税者等が申告書等の提出を行う、②申告書等の受付（収受）を行う、③申告書、法定調書等を国税総合管理システム（ＫＳＫ２）へ入力する、④申告書等を提出し
た者に係る個人番号について住民基本台帳ネットワークシステムへ本人確認情報の照会を行う、⑤申告書・法定調書情報等について、地方税当局への提供及び地
方税当局からの入手を行う、⑥必要に応じて税務調査、賦課決定等を行う。

※令和４年度よりクラウド環境上に構築したAI-OCRも併用し、データエントリー（データ入力）をしている。

【ガバメントクラウドの利用】
ガバメントクラウドにおいて、各種納税者情報を含むデータの加工・分析を行う。
なお、ガバメントクラウドとして採用されるクラウドサービスはISMAPのクラウドサービスリストに掲載されている。

【高性能パソコンの利用】
高性能パソコンにおいて、国税総合管理システム（ＫＳＫ２）内に格納された各税目のデータ及び調査で取得したデータを活用して分析を行う。
なお、高性能パソコンは、インターネットその他の外部ネットワークに接続せずに利用し、盗難または不正な持ち出しを防止するために、セキュリティーワイヤーで固定
する。
高性能パソコンと他システムとの間で、分析に利用するデータや成果物等を移動する際には、外付けHDD等の外部記録媒体を使用する。

国税総合管理システム（KSK2）

（賦課・徴収機能）

国
税
当
局

メッセージ

ボックス

納税者 法定調書提出義務者

納税者等

金融機関等

インターネット

回線又は専用線

政府認証基盤（ＧＰＫＩ）

(17) 租税に関する法律に基づく調査（犯則事件の調査を除く。）により取得した特定個人情報ファイル

(3) 所得税特定個人情報ファイル(所得税の申告情報等)

(4) 資産税特定個人情報ファイル(相続税の申告情報等)

(5) 源泉所得税特定個人情報ファイル(源泉所得税の申告情報等)

(6) 酒税特定個人情報ファイル(酒税の申告・免許情報等)

(7) 間接諸税特定個人情報ファイル(印紙税の申告情報等)

(10) 資料調査特定個人情報ファイル（法定調書情報等）

(8) 債権管理特定個人情報ファイル(納税額、還付金の管理情報等)

(12) 法人税特定個人情報ファイル(法人税の申告情報等)

(11) 少額投資非課税口座管理特定個人情報ファイル(NISA口座の申告情報等)

(9) 非課税貯蓄限度額管理特定個人情報ファイル(非課税貯蓄に係る申告情報等)

(2) 納税者情報管理特定個人情報ファイル(納税者等の基本情報)

日本銀行

（収受・入力機能）

書面

による受付

(1) 収受・入力特定個人情報ファイル

外部連携処理

外部委託業者

地方税共同機構（eLTAX）

地方公共団体情報システム機構

法人番号システム

（法人番号の付番等）

海外連携

電子納付

地方税連携

日本銀行連携

収納情報連携

法人番号連携

インターネット

回線又は専用線

(13） 消費税特定個人情報ファイル(消費税の申告情報等)

法定調書

情報の

データ化

証明書の有

効性の確認

外部機関等

各種お知らせの確認

外国税務当局（CTS）

IRS(IDES)

マルチペイメントネットワーク

会計センター(REPS)

情報提供ネットワークシステム

(コアシステム)

マイナポータル

収納代行業者

住民基本台

帳ネットワー

クシステム

を用いた本

人確認情報

の照会

J-LIS連携

委託先連携

電子納付

税務調査・

法定監査・

賦課決定

他省庁

特定個人情報の流れ

特定個人情報以外の流れ

【凡例】

特定個人情報ファイル

事務の内容

他省庁連携

ｅ－Ｔａｘによる提出
認定クラウド等

による提出 口座情報登録

システム

公的給付

支給等口座

登録簿情報

(14) 査察特定個人情報ファイル（犯則調査関係情報等）

(15） 不服申立て・訴訟・事前照会・外国公館等免税指定店舗関係特定個人情報ファイル

クレジットカード納付業者

スマホアプリ納付業者

申告書等情報の入力

税務署等で収受

AI-OCR

(16） 徴収特定個人情報ファイル(滞納整理に関する情報等)

各種お

知らせの

確認

お知ら

せ情報

の通知

マイナポータル

連携

ｅ－Ｔａｘ

による受付

認定クラウド等

による受付

ガバメントソリューションサービス（GSS）

(18) 租税に関する法律に基づく犯則事件の調査により取得した特定個人情報ファイル

ガバメントクラウドによるデータ分析

（データ分析・AI機能）

公共サービスメッシュ

（機関間情報連携サービス）

高性能パソコンによる

データ分析

メールによる提出

書面による提出

ファイル共有サービ

スによる提出
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 ⑥事務担当部署
課税総括課、個人課税課、資産課税課、法人課税課、酒税課、消費税室 、審理室、管理運営課、徴収課、国税不服審判
所、国際業務課、相互協議室

 その妥当性

個人番号、個人番号対応符号、５情報、その他識別番号（内部番号）及びその他住民票関係情報：対象者を正確に特定す
るために保有
５情報及び連絡先：対象者との連絡、各種通知書送付のために保有
国税関係情報：申告書等を受け付け、データベースへ格納・連絡するために保有
地方税関係情報：地方税当局への情報連携のために保有
公的給付支給等口座登録簿情報：国税の還付金を公金受取口座に還付するために保有

 全ての記録項目 別添２を参照。

 ⑤保有開始日 令和8年7月1日

[ ○ ] その他 （ 公的給付支給等口座登録簿情報 ）

[ ] 学校・教育関係情報

[ ] 災害関係情報

[ ] 雇用・労働関係情報 [ ] 年金関係情報

] 国税関係情報 [ ○ ] 地方税関係情報

・連絡先等情報

[ ○ ] 5情報（氏名、氏名の振り仮名、性別、生年月日、住所） [ ○ ] 連絡先（電話番号等）

] 障害者福祉関係情報

[ ] 生活保護・社会福祉関係情報 [ ] 介護・高齢者福祉関係情報

[ ] 健康・医療関係情報

[ ] 医療保険関係情報 [ ] 児童福祉・子育て関係情報 [

[ ○ ] 個人番号対応符号 [ ○ ] その他識別情報（内部番号）

2） 10項目以上50項目未満
3） 50項目以上100項目未満 4） 100項目以上

 主な記録項目　※

・識別情報

[ ○ ] 個人番号

 その必要性
・内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現のため、法定調書の名寄せや納税申告書等との突合が正確かつ効率的
にできるよう、個人番号を利用する。
・納税者が納税申告書を提出する際、住民票の添付が省略できるなどの納税者利便性の向上のために利用する。

 ④記録される項目

＜選択肢＞

[ 100項目以上 ] 1） 10項目未満

[ ○ ] その他住民票関係情報

・業務関係情報

[ ○

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概要
 １．特定個人情報ファイル名

(1)収受・入力特定個人情報ファイル

 ２．基本情報

 ①ファイルの種類　※

＜選択肢＞

[ システム用ファイル ]

2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ③対象となる本人の範囲　※
各税法等の規定により国税当局に提出される税務関係書類に個人番号を記載することとされている者（納税申告者、その
扶養親族、法定調書提出義務者、法定調書の対象となる金銭受領者等）。

1） システム用ファイル
2） その他の電子ファイル（表計算ファイル等）

 ②対象となる本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 1,000万人以上 ]
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インターネット回線（e-Taxによる受付）、共通送受信システム（CTS)、住民基本台帳ネッ
トワークシステム、認定クラウド等

）

 ③入手の時期・頻度

【本人又は本人の代理人、民間事業者、法定調書提出義務者からの紙、電子記録媒体、インターネット回線（e-Taxによる
受付）又は認定クラウド等による入手】
個人番号が記載された納税申告書、法定調書、各種申請・届出の書面又はデータを受付（収受）する都度、特定個人情報
を入手することとなる。
認定クラウド等では、特定ファイルに申請等情報が記録された時又は税務署長に対して当該申請等情報を閲覧し及び国
税総合管理システム（ＫＳＫ２）に記録する権限が付与された時のいずれか遅い時に特定個人情報を入手したものとみなさ
れることとなる。
また、認定クラウド等（NISAクラウド）では、２月上旬に特定個人情報を入手することとなる。
・上記の各種申請・届出の提出時期については、所得税法第120条（確定所得申告）第１項等の各税法に規定されていると
ころである。
例えば、
①所得税の確定申告書（所得税法第120条）については、２月16日から３月15日の期間
②贈与税の申告書については、２月１日から３月15日の期間
などとされている。

【外国税務当局からの入手】
租税条約等に基づき、毎年９月末までに、外国の税務当局から個人番号を含む情報（金融口座情報等）の提供を受ける。

【情報提供ネットワークシステム又は公共サービスメッシュからの入手】
国税総合管理システム（ＫＳＫ２）からの各種お知らせ情報の通知をマイナポータル利用者へ連絡する際に、個人番号対応
符号を取得する。
・公金受取口座の利用希望があった場合、納税者等の個人番号対応符号及び口座情報を入手する。

【地方公共団体からの入手】
課税・滞納情報に係る「①国税当局から地方公共団体への照会に係る回答」、「②地方公共団体から国税当局への照会」
の連絡を、地方公共団体から受けた際に特定個人情報を入手する。

 ④入手に係る妥当性

【本人又は本人の代理人、民間事業者、法定調書提出義務者からの紙、電子記録媒体、インターネット回線（e-Taxによる
受付）又は認定クラウド等による入手】
・国税の多くは申告納税制度であるため、本人から入手を行うとともに、的確な指導や税務調査に活用するために法定調
書の提出を義務付けており、法定調書提出義務者からの入手も行っている。これらの措置として、国税通則法第124条等
の国税関係法令に、税務関係書類に個人番号の記載を求める措置が規定されている。
・納税者等の利便性の向上のために書面だけでなく、インターネット回線（e-Taxによる受付）、電子記録媒体又は認定クラ
ウド等による提出も認めている。ただし、認定クラウド等による提出が可能な申請等は、国税庁長官が定めるものに限る。
・公金受取口座を登録するためには、国税総合管理システム（ＫＳＫ２）から専用線を通じて口座情報登録システムに口座
情報を連携する必要がある。

【外国税務当局からの入手】
租税条約等に基づき、個人番号を含む情報（金融口座情報等）の提供を受けることとされている。

【情報提供ネットワークシステム又は公共サービスメッシュからの入手】
国税総合管理システム（ＫＳＫ２）からの各種お知らせ情報の通知をマイナポータル利用者へ情報提供ネットワークシステ
ム又は公共サービスメッシュを経由して連絡する際に、個人番号対応符号を利用して対象者（マイナポータル利用者）を特
定する必要がある。
・公金受取口座を利用するためには、国税総合管理システム（ＫＳＫ２）から情報提供ネットワークシステム又は公共サービ
スメッシュを通じて口座情報登録システムから口座情報を取得する必要がある。

【地方公共団体からの入手】
税務調査や滞納整理において、国税当局・地方公共団体間で課税・滞納情報の確認を行う必要がある。

[ ] 庁内連携システム

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム

○ ] 地方公共団体・地方独立行政法人 （ 地方公共団体 ）

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。） [ ] フラッシュメモリ

[ ] 電子メール [ ○ ] 専用線
 ②入手方法

[ ○ ] 紙 [ ○

[ ○ ] その他 （

（ ）

[ ○ ] 行政機関・独立行政法人等 （ デジタル庁 ）

 ３．特定個人情報の入手・使用

 ①入手元　※

[ ○ ] 本人又は本人の代理人

[ ] 評価実施機関内の他部署

[ ○ ] その他 （ 法定調書提出義務者、外国税務当局、地方公共団体情報システム機構 ）

[ ○ ] 民間事業者 （ 金融機関の営業所等、金融商品取引業者等の営業所 ）

[
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 ⑨使用開始日 令和8年7月1日

 ⑧使用方法　※

・住所・氏名のほか、個人番号が記載された納税申告書を納税者から受け取る。
・住所・氏名のほか、個人番号が記載された法定調書（給与所得の源泉徴収票等）を法定調書提出義務者（企業等）から
受け取る。
・住所・氏名のほか、個人番号を含む情報（金融口座情報等）を外国税務当局から受け取る。
・受け取った電子情報をデータベースへ連絡し、国税債権等を一元管理するとともに、これらを分析して税務調査等に活用
する。
・受け取った書面をAI-OCRでデータ化（イメージ化・テキスト化）して、イメージを格納するとともに、テキストをデータベース
へ連絡し、国税債権等を一元管理するとともに、これらを分析して税務調査等に活用する。
・国税総合管理システム（ＫＳＫ２）からの各種お知らせ情報の通知をマイナポータル利用者へ連絡する際に、地方公共団
体情報システム機構に対し、個人番号による個人番号対応符号の提供依頼を行い、情報提供ネットワークシステム又は公
共サービスメッシュから個人番号対応符号を取得するとともに、個人番号対応符号を利用して対象者（マイナポータル利用
者）を特定し、マイナポータルのフォルダ開設有無を確認する。また、マイナポータルのフォルダの開設がある場合は、マイ
ナポータルから返却される開設結果連絡に格納された処理通番を利用して、マイナポータルの該当フォルダへお知らせ情
報の通知を行う。
・非課税口座の開設状況及び非課税限度額の管理を行う。
・公金受取口座の登録の希望があった書面申告書等については、国税総合管理システム（ＫＳＫ２）に入力後、国税総合管
理システム（ＫＳＫ２）から専用線を通じて口座情報登録システムに口座情報を連携する。
・国税総合管理システム（ＫＳＫ２）から情報提供ネットワークシステム又は公共サービスメッシュを通じて、個人番号対応符
号を取得するとともに、個人番号対応符号を利用して口座情報登録システムから対象者（公金受取口座の利用希望者）の
口座情報を取得し、当該公金受取口座に還付金を還付する。
・給与所得情報や年末残高情報の自動入力に際し、国税総合管理システム（ＫＳＫ２）内で給与所得情報等の特定に利
用。
・地方公共団体からの照会を受けた対象者や、地方公共団体からの回答に含まれる対象者・関係者と、国税当局で保有し
ている納税者を照合する。

 情報の突合　※ ―

 情報の統計分析
※

個人の属性・特徴等に着目した分析は行わず、受付件数等の統計処理のみ行う。

 権利利益に影響を
与え得る決定　※

―

2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満
5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ⑦使用の主体

 使用部署
※

企画課、課税総括課、個人課税課、資産課税課、法人課税課、酒税課、消費税室、審理室、査察課、調査課、管理運営
課、徴収課、国税不服審判所、国際業務課、相互協議室、税務大学校

 使用者数

＜選択肢＞

[ 1,000人以上 ] 1） 10人未満

 ⑤本人への明示

【本人又は本人の代理人、法定調書提出義務者、民間事業者からの入手】
国税通則法第124条等の国税関係法令に、税務関係書類に個人番号の記載を求める措置を規定することにより、国税当
局が個人番号を入手することが明示されている。
【地方公共団体情報システム機構からの入手】
番号法第14条第２項において、地方公共団体情報システム機構に対し機構保存確認情報の提供を求めることができる旨
が規定され、国税当局が地方公共団体情報システム機構から機構保存本人確認情報を入手することが明示されている。

 ⑥使用目的　※

・内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現のため、法定調書等の名寄せや納税申告書等との突合が正確かつ効率
的にできるよう、個人番号を利用する。
・納税者が納税申告書を提出する際、住民票の添付が省略できるなどの納税者利便性の向上のために利用する。
・所得税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現のため、非課税口座の開設状況及び非課税限度額の管理が正確かつ効
率的にできるよう、個人番号を利用する。
・国税総合管理システム（ＫＳＫ２）からの各種お知らせ情報の通知をマイナポータル利用者へ連絡する際に、対象者（マイ
ナポータル利用者）を特定するため、個人番号及び個人番号対応符号を利用する。
・国税総合管理システム（ＫＳＫ２）から専用線を通じて口座情報登録システムに口座情報を連携するため、個人番号を利
用する。
・国税総合管理システム（ＫＳＫ２）から情報提供ネットワークシステム又は公共サービスメッシュを通じて口座情報登録シス
テムから公金受取口座の口座情報を取得するため、個人番号及び個人番号対応符号を利用する。
・地方公共団体からの照会に対して、国税に関する課税・滞納情報を回答する際に利用する。

 変更の妥当性 ―
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 委託事項16～20

 委託事項11～15

 委託事項6～10

 ⑨再委託事項 税務データ分析及び分析結果の実用化に係る支援業務に関する個別分析テーマ

 委託事項2～5

] 1） 再委託する 2） 再委託しない

 ⑧再委託の許諾方法

契約によって、原則として再委託をしないこととしているが、あらかじめ書面により国税当局と協議し、承認を得た場合に限
り再委託を認める。
再委託先は、委託先と同様に国税当局が用意した高性能パソコンを利用して支援業務を行う。
国税当局は再委託先に対して、委託先と同等の基準により監督を行う。

 ⑤委託先名の確認方法 国税庁のホームページにて確認が可能。

 ⑥委託先名 国税庁のホームページに掲載する。

再
委
託

 ⑦再委託の有無　※

＜選択肢＞

[ 再委託する

[ ○ ] その他 （ 国税当局内の高性能パソコンに特定個人情報ファイルを格納する。 ）

[ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [ ] 紙

5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ ] 専用線 [ ] 電子メール

 ③委託先における取扱者数

＜選択肢＞

[ 10人以上50人未満 ] 1） 10人未満 2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満

4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 対象となる本人の
範囲　※

各税法等の規定により国税当局に提出される税務関係書類に個人番号を記載することとされている者（納税申告者、その
扶養親族、法定調書提出義務者、法定調書の対象となる金銭受領者等）。

 その妥当性
内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現のため、納税者の申告内容等を分析することにより、課税・徴収の効率化・
高度化に取り組む必要がある。

 対象となる本人の
数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 1,000万人以上 ] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満

 ②取扱いを委託する特定個人
情報ファイルの範囲

＜選択肢＞

[ 特定個人情報ファイルの一部 ] 1） 特定個人情報ファイルの全体
2） 特定個人情報ファイルの一部

（ 1 ）　件

 委託事項1 税務データ分析及び分析結果の実用化に係る支援業務

 ①委託内容 税務データ分析及び分析結果の実用化に係る支援業務

 ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託

 委託の有無　※
[ 委託する ] ＜選択肢＞

1） 委託する 2） 委託しない
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 提供先16～20

 提供先11～15

 提供先6～10

 ⑦時期・頻度 国税当局に所得税の申告書が提出された都度提供を行う。

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

番号利用開始以降、申告所得税に係る申告書を提出した者及びその扶養親族等

 ⑥提供方法

[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ○ ] 専用線

[

] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②提供先における用途 住民税の賦課決定

 ③提供する情報 所得税の申告書情報

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 1,000万人以上

 ⑦時期・頻度 国税当局に所得税の還付申告書等が提出された都度、口座情報登録システムへ提供を行う。

 提供先2～5

 提供先2 地方公共団体

 ①法令上の根拠 番号法第19条第10号、地方税法第325条等

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

所得税の還付申告書等を提出した者のうち、口座情報の提供に同意した者

 ⑥提供方法

[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ○ ] 専用線

[

] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②提供先における用途 公的給付の迅速かつ確実な支給のため

 ③提供する情報 公的給付支給等口座登録簿情報

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 1,000万人以上

 ①法令上の根拠 番号法第19条第２号、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第５条

[ ] 移転を行っている （ ） 件

 ５．特定個人情報の提供・移転（委託に伴うものを除く。）

 提供・移転の有無
[ ○ ] 提供を行っている （ 2 ） 件

[ ] 行っていない

 提供先1 内閣総理大臣（口座情報登録システム）
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 移転先16～20

 移転先11～15

 移転先6～10

 ⑦時期・頻度

 移転先2～5

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

 ⑥移転方法

[ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[

] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②移転先における用途

 ③移転する情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[

 移転先1

 ①法令上の根拠
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 ７．備考

・国税総合管理システム（ＫＳＫ２）の運用支援の委託を行う予定であるが、委託先のユーザ権限ではシステム内のファイルの内容にアクセスできない措置
を講じる。
・令和８年度よりAI-OCRも併用し、データ入力をする予定である。
・クラウドサービスの利用に当たっては、クラウドを提供する事業者はデータにはアクセスできない措置を講じる。
・認定クラウド等の提供事業者（法定調書クラウド）は、個人情報にはアクセスできない措置を講じる。

9） 20年以上
10） 定められていない

 その妥当性

「公文書等の管理に関する法律」（平成21年法律第66号）第10条第１項に基づき、国税庁における行政文書の管理につい
て必要な事項を定めた「国税庁行政文書管理規則」（平成23年国税庁訓令第１号）において、業務に係る行政文書の類型
ごとに、保存期間を定めている。
※1　上記のとおり、国税庁においては、業務に係る行政文書の類型ごとに保存期間が異なるため、20年以上にチェックを
している（保存期間の例として、納税申告書は７年間、申請書は承認の効力が消滅等する日に係る特定日以後７年などと
されている）。
※2　認定クラウド等においては、提出領域に申請等情報が記録される都度、当該申請等情報を一の単位として税務署長
に対してアクセス権限が付与される。税務署長に対してアクセス権限が付与されている申請等情報は、提出領域に申請等
情報が記録された日又は税務署長に対して申請等情報を閲覧した日及び国税総合管理システム（ＫＳＫ２）に記録する権
限が付与された日のいずれか遅い日から、当該権限を税務署長が解除した日までの期間（一年未満の範囲に限る。）保存
することが、法令で義務付けられている。
※3　認定クラウド等（NISAクラウド）においては、※２に加え、活用領域においてもデータを保有しているが、当該データに
ついては、翌年の投資簿価残高の総額を保有するときまで保存することとしている。

2） 1年 3） 2年

[ 20年以上 ] 4） 3年 5） 4年 6） 5年
7） 6年以上10年未満 8） 10年以上20年未満

 ６．特定個人情報の保管・消去

 ①保管場所　※

国税総合管理システム（ＫＳＫ２）では、オンプレミス環境及びクラウド環境のハイブリッド構成となるため、提出された特定
個人情報は、オンプレミス環境及び特定のクラウド環境に保管される。
認定クラウド等による提出の場合は、認定クラウド内に保管される。
ガバメントソリューションサービス（GSS）では、特定個人情報は、特定のクラウド環境に保管される。
ガバメントクラウドで特定個人情報を取り扱う場合、ガバメントクラウド上に保管される。
インターネットその他の外部ネットワークに接続しない高性能パソコンでは、特定個人情報はパソコン内に保管される。
各環境ごとの立入り・アクセス制限は以下のとおりである。
(1)オンプレミス環境における立入り・アクセス制限
・Ⅲ　７．⑤具体的な対策の内容(1)と同じ。
(2) クラウド環境における立入り・アクセス制限
・Ⅲ　７．⑤具体的な対策の内容(3)と同じ。
(3)認定クラウド等における立入り・アクセス制限
・国税庁長官の定めるクラウド認定基準に基づき、認定クラウド等の提供事業者及び利用者の責任において、提供事業者
及び利用者各々の立場から安全管理措置（立入り、アクセス制限を含む。）を講じた認定クラウド等で保管する。

 ②保管期間

 期間

＜選択肢＞
1） 1年未満

 ③消去方法

・国税総合管理システム（ＫＳＫ２）では、情報ごとに定められた保存期間を経過したデータについては、職員のオペレーショ
ン又はシステムにより自動的に消去する。
・認定クラウド等は、申請等を行う者（認定クラウド等の利用者）が通常業務で利用しているものであり、提出領域に記録さ
れている申請等情報は利用者の責任において消去されるが、税務署長に対してアクセス権限が付与されている申請等情
報は消去することができない。
また、所定の領域に記録されている投資簿価残高の合計額に係る情報については、翌年の最新の投資家情報を提供した
際に自動的に消去する。
・ガバメントソリューションサービス（GSS）、ガバメントクラウド及び高性能パソコンでは、情報ごとに定められた保存期間を
経過したデータについては、運用上の規程に従って消去する。
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 （別添２） 特定個人情報ファイル記録項目

利用者情報、利用者識別番号発番、事績集計別送書類情報、受付番号排他情報、口座情報、国庫金収納機関取扱情報、国際情報交換
データ、国際情報交換年番号、プレプリント対象者管理情報、所得申告取得用情報、期日指定納付情報、法人内訳書等情報、法人申告取
得用情報、法定調書管理情報、海外通知格納情報、申告時利用者情報、発送対象情報、登録免許税等情報、管理番号、納付区分番号、資
料化対象情報、送信事績、非課税口座届出書情報、ＣＳＶデータ格納情報、非課税適用確認結果一覧、連携対象者管理情報、法定調書お
知らせ管理情報、受信情報、個人申告管理情報、地方税連携ファイル情報、法人申告管理情報、連結法人みなし紐づけ情報、消費申告管
理情報、贈与申告管理情報、精算課税届出管理情報（贈与）、添付ファイル情報、更正通知書等情報、課税事績情報、帳票情報、イメージ
データ情報、符号管理情報、納付受託者、利用者識別番号、本人確認情報、法人発送対象情報、消費発送対象情報、所得発送対象情報、
所得プレプリント格納税理士情報、送付事績情報、返戻事績情報、回答状況管理情報、外部委託送付事績登録状況管理情報

15



Ⅱ　特定個人情報ファイルの概要
 １．特定個人情報ファイル名

(2)納税者情報管理特定個人情報ファイル

 ２．基本情報

 ①ファイルの種類　※

＜選択肢＞

[ システム用ファイル ]

2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ③対象となる本人の範囲　※
各税法の規定により国税当局に提出される税務関係書類に個人番号を記載することとされている者（申告書提出者、法定
調書提出義務者等）。

1） システム用ファイル
2） その他の電子ファイル（表計算ファイル等）

 ②対象となる本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 1,000万人以上 ]

[ ] 個人番号対応符号 [ ○ ] その他識別情報（内部番号）

2） 10項目以上50項目未満
3） 50項目以上100項目未満 4） 100項目以上

 主な記録項目　※

・識別情報

[ ○ ] 個人番号

 その必要性
内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現のため、納税者の申告内容を帳簿等で確認するなどの税務調査や原処分
が適正であったかどうか判断するための調査・審理を実施する際に、個人番号を利用するため。

 ④記録される項目

＜選択肢＞

[ 100項目以上 ] 1） 10項目未満

[ ○ ] その他住民票関係情報

・業務関係情報

[ ○ ] 国税関係情報 [ ] 地方税関係情報

・連絡先等情報

[ ○ ] 5情報（氏名、氏名の振り仮名、性別、生年月日、住所） [ ○ ] 連絡先（電話番号等）

] 障害者福祉関係情報

[ ] 生活保護・社会福祉関係情報 [ ] 介護・高齢者福祉関係情報

[ ] 健康・医療関係情報

[ ] 医療保険関係情報 [ ] 児童福祉・子育て関係情報 [

 その妥当性
個人番号、5情報及び、その他識別情報（内部番号）及びその他住民票関係情報：対象者を正確に特定するために保有
５情報及び連絡先：対象者との連絡、各種通知書送付のため保有
国税関係情報：申告事績等の照会・ 管理のために保有

 全ての記録項目 別添２を参照。

 ⑤保有開始日 令和8年7月1日

[ ] その他 （ ）

[ ] 学校・教育関係情報

[ ] 災害関係情報

[ ] 雇用・労働関係情報 [ ] 年金関係情報

 ⑥事務担当部署 課税総括課、個人課税課、資産課税課、法人課税課、酒税課、消費税室、管理運営課、徴収課、国税不服審判所
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（ ）

[ ] 行政機関・独立行政法人等 （ ）

 ３．特定個人情報の入手・使用

 ①入手元　※

[ ○ ] 本人又は本人の代理人

[ ] 評価実施機関内の他部署

[ ○ ] その他 （ 法定調書提出義務者、地方公共団体情報システム機構 ）

[ ○ ] 民間事業者 （ 金融機関の営業所等、金融商品取引業者等の営業所 ）

[ ] 地方公共団体・地方独立行政法人 （ ）

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。） [ ] フラッシュメモリ

[ ] 電子メール [ ○ ] 専用線
 ②入手方法

[ ○ ] 紙 [ ○

[ ○ ] その他 （

 ⑤本人への明示

【本人又は本人の代理人、法定調書提出義務者、民間事業者からの入手】
国税通則法第124条等の国税関係法令に、税務関係書類に個人番号の記載を求める旨を規定することにより、国税当局
が個人番号を入手することが明示されている。
【地方公共団体情報システム機構からの入手】
番号法第14条第２項において、地方公共団体情報システム機構に対し機構保存確認情報の提供を求めることができる旨
が規定され、国税当局が地方公共団体情報システム機構から機構保存本人確認情報を入手することが明示されている。

 ⑥使用目的　※

・内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現のため、法定調書の名寄せや納税申告書等との突合が正確かつ効率的
にできるよう、個人番号を利用する。
・納税者が納税申告書を提出する際、住民票の添付が省略できるなどの納税者利便性の向上のために利用する。
・税務調査や滞納整理において、国税当局・地方公共団体間で課税・滞納情報の確認を行う必要がある。

 変更の妥当性 ―

インターネット回線（e-Taxによる受付）、住民基本台帳ネットワークシステム ）

 ③入手の時期・頻度

【本人又は本人の代理人、法定調書提出義務者、民間事業者からの入手】
個人番号が記載された納税申告書、法定調書、各種申請・届出を受付（収受）することにより特定個人情報を入手するが、
その提出時期については、所得税法第120条第１項等の各税法に規定されているところである。
例えば、
①所得税の確定申告書（所得税法第120条）については、２月16日から３月15日の期間
②贈与税の申告書については、２月１日から３月15日の期間
③相続税の申告書については、死亡したことを知った日の翌日から10月以内
などとされている。
【地方公共団体情報システム機構からの入手】
上記により提出された申告書等に記載された個人番号の確認のため必要な時に、地方公共団体情報システム機構に対
し、機構保存本人確認情報の提供を求める。

 ④入手に係る妥当性

【本人又は本人の代理人、法定調書提出義務者、民間事業者からの入手】
・国税の多くは申告納税制度であるため、本人から入手を行うとともに、的確な指導や税務調査に活用するために法定調
書の提出を義務付けており、法定調書提出義務者からの入手も行っている。これらの措置として、国税通則法第124条等
の国税関係法令に、税務関係書類に個人番号の記載を求める旨が規定されている。
・納税者等の利便性の向上のために書面だけでなく、インターネット回線（e-Taxによる受付）又は認定クラウド等による提
出も認めている。
【地方公共団体情報システム機構からの入手】
番号法第14条（提供の要求）第２項において、地方公共団体情報システム機構に対し、機構保存本人確認情報の提供を
求めることができる旨が規定されている。

[ ] 庁内連携システム

[ ] 情報提供ネットワークシステム

2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満
5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ⑦使用の主体

 使用部署
※

企画課、課税総括課、個人課税課、資産課税課、法人課税課、酒税課、消費税室、審理室、調査課、査察課、管理運営課、徴収課、国税
不服審判所、国際業務課、相互協議室、税務大学校

 使用者数

＜選択肢＞

[ 1,000人以上 ] 1） 10人未満
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 ⑧使用方法　※

・納税者情報の登録を行う。
・納税者情報の異動情報を管理する。
・納税管理人等の関係者の管理を行う。
・住民基本台帳ネットワークシステムを通じて、地方公共団体情報システム機構から機構保存本人確認情報の提供を受
け、申告書等に記載された本人確認情報の確認を行う。
・個人番号及び法人番号を既存の部内番号との関連付けを行う。
・地方税の課税・滞納情報の照会を行う。

 情報の突合　※ ―

 情報の統計分析
※

―

 権利利益に影響を
与え得る決定　※

―

 ⑨使用開始日 令和8年7月1日
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 ②取扱いを委託する特定個人
情報ファイルの範囲

＜選択肢＞

[ 特定個人情報ファイルの一部 ] 1） 特定個人情報ファイルの全体
2） 特定個人情報ファイルの一部

（ 1 ）　件

 委託事項1 税務データ分析及び分析結果の実用化に係る支援業務

 ①委託内容 税務データ分析及び分析結果の実用化に係る支援業務

 ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託

 委託の有無　※
[ 委託する ] ＜選択肢＞

1） 委託する 2） 委託しない

4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 対象となる本人の
範囲　※

各税法の規定により国税当局に提出される税務関係書類に個人番号を記載することとされている者（申告書提出者、法定
調書提出義務者等）。

 その妥当性
内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現のため、納税者の申告内容等を分析することにより、課税・徴収の効率化・
高度化に取り組む必要がある。

 対象となる本人の
数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 1,000万人以上 ] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満

5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ ] 専用線 [ ] 電子メール

 ③委託先における取扱者数

＜選択肢＞

[ 10人以上50人未満 ] 1） 10人未満 2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満

 ⑤委託先名の確認方法 国税庁のホームページにて確認が可能。

 ⑥委託先名 国税庁のホームページに掲載する。

再
委
託

 ⑦再委託の有無　※

＜選択肢＞

[ 再委託する

[ ○ ] その他 （ 国税当局内の高性能パソコンに特定個人情報ファイルを格納する。 ）

[ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [ ] 紙

 ⑨再委託事項 税務データ分析及び分析結果の実用化に係る支援業務に関する個別分析テーマ

 委託事項2～5

] 1） 再委託する 2） 再委託しない

 ⑧再委託の許諾方法

契約によって、原則として再委託をしないこととしているが、あらかじめ書面により国税当局と協議し、承認を得た場合に限
り再委託を認める。
再委託先は、委託先と同様に国税当局が用意した高性能パソコンを利用して支援業務を行う。
国税当局は再委託先に対して、委託先と同等の基準により監督を行う。

 委託事項6～10

 委託事項11～15

 委託事項16～20
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[ ] 行っていない

 提供先1 地方公共団体

 ①法令上の根拠 番号法第19条第10号

[ ] 移転を行っている （ ） 件

 ５．特定個人情報の提供・移転（委託に伴うものを除く。）

 提供・移転の有無
[ ○ ] 提供を行っている （ 1 ） 件

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

調査対象者、滞納者及びその関係者

 ⑥提供方法

[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ○ ] 専用線

[

] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②提供先における用途 内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収のため。

 ③提供する情報 個人番号、５情報、照会情報

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 1,000万人以上

 ⑦時期・頻度 国税当局が調査・徴収事務において照会を行う都度提供を行う。

 提供先2～5

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 提供先6～10

 提供先11～15

 提供先16～20

 移転先1

 ①法令上の根拠

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

 ⑥移転方法

[ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[

] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②移転先における用途

 ③移転する情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[

 ⑦時期・頻度

 移転先2～5

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 移転先6～10

 移転先11～15

 移転先16～20
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 ６．特定個人情報の保管・消去

 ①保管場所　※

国税総合管理システム（ＫＳＫ２）では、オンプレミス環境及びクラウド環境のハイブリッド構成となるため、提出された特定
個人情報は、オンプレミス環境及び特定のクラウド環境に保管される。
ガバメントソリューションサービス（GSS）では、特定個人情報は、特定のクラウド環境に保管される。
ガバメントクラウドで特定個人情報を取り扱う場合、ガバメントクラウド上に保管される。
インターネットその他の外部ネットワークに接続しない高性能パソコンでは、特定個人情報はパソコン内に保管される。
各環境ごとの立入り・アクセス制限は以下のとおりである。
(1)オンプレミス環境における立入り・アクセス制限
・Ⅲ　７．⑤具体的な対策の内容(1)と同じ。
(2)クラウド環境における立入り・アクセス制限
・Ⅲ　７．⑤具体的な対策の内容(3)と同じ。

 ②保管期間

 期間

＜選択肢＞
1） 1年未満

 ③消去方法

国税総合管理システム（ＫＳＫ２）では、情報ごとに定められた保存期間を経過したデータについては、システムにより自動
的に消去する。
ガバメントソリューションサービス（GSS）、ガバメントクラウド及び高性能パソコンでは、情報ごとに定められた保存期間を経
過したデータについては、運用上の規程に従って消去する。

 ７．備考

・国税総合管理システム（ＫＳＫ２）の運用支援の委託を行う予定であるが、委託先のユーザ権限ではシステム内のファイルの内容にアクセスできない措置
を講じる。
・クラウドサービスの利用に当たっては、クラウドを提供する事業者はデータにはアクセスできない措置を講じる。

9） 20年以上
10） 定められていない

 その妥当性

「公文書等の管理に関する法律」（平成21年法律第66号）第10条第１項に基づき、国税庁における行政文書の管理につい
て必要な事項を定めた「国税庁行政文書管理規則」（平成23年国税庁訓令第１号）において、業務に係る行政文書の類型
ごとに、保存期間を定めている。

※　上記のとおり、国税庁においては、業務に係る行政文書の類型ごとに保存期間が異なるため、20年以上にチェックをし
ている。

2） 1年 3） 2年

[ 20年以上 ] 4） 3年 5） 4年 6） 5年
7） 6年以上10年未満 8） 10年以上20年未満
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 （別添２） 特定個人情報ファイル記録項目

納税者情報、税目住所等情報、お問い合わせ番号管理情報、連絡先情報、関係者情報、納税者異動履歴、法人更新情報、登記情報、管轄
転属情報、課金管理情報、住民基本情報、転出税目情報、要確認納税者情報、納税者併合事案情報、納税地併合事案情報
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Ⅱ　特定個人情報ファイルの概要
 １．特定個人情報ファイル名

(3)所得税特定個人情報ファイル

 ２．基本情報

 ①ファイルの種類　※

＜選択肢＞

[ システム用ファイル ]

2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ③対象となる本人の範囲　※ 所得税法等の規定により国税当局に提出される税務関係書類に個人番号を記載することとされている申告書提出者等。

1） システム用ファイル
2） その他の電子ファイル（表計算ファイル等）

 ②対象となる本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 1,000万人以上 ]

[ ] 個人番号対応符号 [ ○ ] その他識別情報（内部番号）

2） 10項目以上50項目未満
3） 50項目以上100項目未満 4） 100項目以上

 主な記録項目　※

・識別情報

[ ○ ] 個人番号

 その必要性
内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現のため、納税者の申告内容を帳簿等で確認するなどの税務調査を実施す
る際に、個人番号を利用するため。

 ④記録される項目

＜選択肢＞

[ 100項目以上 ] 1） 10項目未満

[ ] その他住民票関係情報

・業務関係情報

[ ○ ] 国税関係情報 [ ○ ] 地方税関係情報

・連絡先等情報

[ ○ ] 5情報（氏名、氏名の振り仮名、性別、生年月日、住所） [ ○ ] 連絡先（電話番号等）

] 障害者福祉関係情報

[ ] 生活保護・社会福祉関係情報 [ ] 介護・高齢者福祉関係情報

[ ] 健康・医療関係情報

[ ] 医療保険関係情報 [ ] 児童福祉・子育て関係情報 [

 その妥当性

個人番号、５情報及びその他識別情報（内部番号）：対象者を正確に特定するために保有
５情報及び連絡先：対象者との連絡、各種通知書送付のため保有
国税関係情報：申告事績等の管理のために保有
地方税関係情報：地方税当局への情報連携のために保有

 全ての記録項目 別添２を参照。

 ⑤保有開始日 令和8年7月1日

[ ] その他 （ ）

[ ] 学校・教育関係情報

[ ] 災害関係情報

[ ] 雇用・労働関係情報 [ ] 年金関係情報

 ⑥事務担当部署 個人課税課
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（ ）

[ ] 行政機関・独立行政法人等 （ ）

 ３．特定個人情報の入手・使用

 ①入手元　※

[ ○ ] 本人又は本人の代理人

[ ] 評価実施機関内の他部署

[ ] その他 （ ）

[ ] 民間事業者 （ ）

[ ○ ] 地方公共団体・地方独立行政法人 （ 地方公共団体 ）

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。） [ ] フラッシュメモリ

[ ] 電子メール [ ○ ] 専用線
 ②入手方法

[ ○ ] 紙 [

[ ○ ] その他 （

 ⑤本人への明示

【本人又は本人の代理人からの入手】
国税通則法第124条等の国税関係法令に、税務関係書類に個人番号の記載を求める旨を規定することにより、国税当局
が個人番号を入手することが明示されている。
【地方公共団体からの入手】
所得税の適正な課税を行うため、地方税法第72条の58、317条及び番号法第19条第10号等に基づき、地方税当局より必
要な情報の提供を受ける旨が規定されている。

 ⑥使用目的　※

・所得税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現のため、納税申告書と資料情報等の突合が正確かつ効率的にできるよ
う、個人番号を利用する。
・納税者が納税申告書を提出する際、住民票の添付が省略できるなどの納税者利便性の向上のために利用する。
・地方公共団体から照会を受けた対象者と国税当局で保有している納税者を照合する。

 変更の妥当性 ―

インターネット回線（e-Taxによる受付） ）

 ③入手の時期・頻度

【本人又は本人の代理人からの入手】
個人番号が記載された納税申告書、各種申請・届出書を受付（収受）することにより特定個人情報を入手するが、その提
出時期については、所得税法第120条第１項等の各税法に規定されているところである。
例えば、所得税の確定申告書（所得税法第120条）については、「２月16日から３月15日の期間」などとされている。
【地方公共団体からの入手】
所得税の適正な課税を行うため、地方税法（昭和25年法律第226号）第72条の58（道府県知事の通知義務）、317条（市町
村による所得の計算の通知）及び番号法第19条第10号等に基づき、地方税当局より必要な情報の提供を受ける旨が規定
されており、これらの法令に該当する際に提供を受ける。

 ④入手に係る妥当性

【本人又は本人の代理人からの入手】
・申告納税制度であるため、本人から入手を行っている。その措置として、国税通則法第124条等の国税関係法令に、税務
関係書類に個人番号の記載を求める旨が規定されている。
・納税者等の利便性の向上のために書面だけでなく、インターネット回線（e-Taxによる受付）又は専用線による提出も認め
ている。
【地方公共団体からの入手】
所得税の適正な課税を行うため、地方税法第72条の58、317条及び番号法第19条第10号等に基づき、地方税当局より必
要な情報の提供を受ける旨が規定されている。

[ ] 庁内連携システム

[ ] 情報提供ネットワークシステム

2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満
5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ⑦使用の主体

 使用部署
※

企画課、課税総括課、個人課税課、資産課税課、法人課税課、酒税課、消費税室、審理室、査察課、調査課、管理運営
課、徴収課、国際業務課、相互協議室、税務大学校

 使用者数

＜選択肢＞

[ 1,000人以上 ] 1） 10人未満
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 ⑧使用方法　※

Ⅰ所得税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務
　・納税者から提出された申告書に基づき、課税標準・税額の決定を行う。
　・加算税の賦課決定を行う。
Ⅱ所得税の課税標準の調査に関する事務
　・調査対象の選定を行う。
　・税務調査を行う対象者の申告内容の確認を行う。

 情報の突合　※
納税申告書に記載された情報と資料情報との突合を行い、課税標準や税額等の計算が所得税法等の規定に従っている
か確認する。

 情報の統計分析
※

・データベースに蓄積された所得税の申告内容や各種資料情報を基に、業種・業態・事業規模といった観点から分析して、
調査対象の選定を行う。
・受付件数などを統計処理している。

 権利利益に影響を
与え得る決定　※

納税申告書に記載された課税標準や税額等の計算が所得税法等の国税関係法律の規定に従っていなかった場合には、
更正又は加算税の賦課決定を行う。

 ⑨使用開始日 令和8年7月1日
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 ②取扱いを委託する特定個人
情報ファイルの範囲

＜選択肢＞

[ 特定個人情報ファイルの一部 ] 1） 特定個人情報ファイルの全体
2） 特定個人情報ファイルの一部

（ 1 ）　件

 委託事項1 税務データ分析及び分析結果の実用化に係る支援業務

 ①委託内容 税務データ分析及び分析結果の実用化に係る支援業務

 ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託

 委託の有無　※
[ 委託する ] ＜選択肢＞

1） 委託する 2） 委託しない

4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 対象となる本人の
範囲　※

所得税法等の規定により国税当局に提出される税務関係書類に個人番号を記載することとされている申告書提出者等。

 その妥当性
内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現のため、納税者の申告内容等を分析することにより、課税・徴収の効率化・
高度化に取り組む必要がある。

 対象となる本人の
数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 1,000万人以上 ] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満

5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ ] 専用線 [ ] 電子メール

 ③委託先における取扱者数

＜選択肢＞

[ 10人以上50人未満 ] 1） 10人未満 2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満

 ⑤委託先名の確認方法 国税庁のホームページにて確認が可能。

 ⑥委託先名 国税庁のホームページに掲載する。

再
委
託

 ⑦再委託の有無　※

＜選択肢＞

[ 再委託する

[ ○ ] その他 （ 国税当局内の高性能パソコンに特定個人情報ファイルを格納する。 ）

[ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [ ] 紙

 ⑨再委託事項 税務データ分析及び分析結果の実用化に係る支援業務に関する個別分析テーマ

 委託事項2～5

] 1） 再委託する 2） 再委託しない

 ⑧再委託の許諾方法

契約によって、原則として再委託をしないこととしているが、あらかじめ書面により国税当局と協議し、承認を得た場合に限
り再委託を認める。
再委託先は、委託先と同様に国税当局が用意した高性能パソコンを利用して支援業務を行う。
国税当局は再委託先に対して、委託先と同等の基準により監督を行う。

 委託事項6～10

 委託事項11～15

 委託事項16～20
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[ ] 行っていない

 提供先1 地方公共団体

 ①法令上の根拠 番号法第19条第10号、地方税法第325条等

[ ] 移転を行っている （ ） 件

 ５．特定個人情報の提供・移転（委託に伴うものを除く。）

 提供・移転の有無
[ ○ ] 提供を行っている （ 1 ） 件

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

番号利用開始以降、申告所得税に係る申告書を提出した者及びその扶養親族等
地方公共団体が指定した対象者

 ⑥提供方法

[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ○ ] 専用線

[

] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②提供先における用途 住民税の賦課決定・徴収

 ③提供する情報 所得税の申告書情報、申請書情報、決議書情報

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 1,000万人以上

 ⑦時期・頻度
国税当局に所得税の申告書が提出された都度提供を行う。
地方公共団体から照会があった都度提供を行う。

 提供先2～5

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 提供先6～10

 提供先11～15

 提供先16～20

 移転先1

 ①法令上の根拠

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

 ⑥移転方法

[ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[

] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②移転先における用途

 ③移転する情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[

 ⑦時期・頻度

 移転先2～5

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 移転先6～10

 移転先11～15

 移転先16～20
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 ６．特定個人情報の保管・消去

 ①保管場所　※

国税総合管理システム（ＫＳＫ２）では、オンプレミス環境及びクラウド環境のハイブリッド構成となるため、提出された特定
個人情報は、オンプレミス環境及び特定のクラウド環境に保管される。
ガバメントソリューションサービス（GSS）では、特定個人情報は、特定のクラウド環境に保管される。
ガバメントクラウドで特定個人情報を取り扱う場合、ガバメントクラウド上に保管される。
インターネットその他の外部ネットワークに接続しない高性能パソコンでは、特定個人情報はパソコン内に保管される。
各環境ごとの立入り・アクセス制限は以下のとおりである。
(1)オンプレミス環境における立入り・アクセス制限
・Ⅲ　７．⑤具体的な対策の内容(1)と同じ。
(2)クラウド環境における立入り・アクセス制限
・Ⅲ　７．⑤具体的な対策の内容(3)と同じ。

 ②保管期間

 期間

＜選択肢＞
1） 1年未満

 ③消去方法

国税総合管理システム（ＫＳＫ２）では、情報ごとに定められた保存期間を経過したデータについては、システムにより自動
的に消去する。
ガバメントソリューションサービス（GSS）、ガバメントクラウド及び高性能パソコンでは、情報ごとに定められた保存期間を経
過したデータについては、運用上の規程に従って消去する。

 ７．備考

・国税総合管理システム（ＫＳＫ２）の運用支援の委託を行う予定であるが、委託先のユーザ権限ではシステム内のファイルの内容にアクセスできない措置
を講じる。
・クラウドサービスの利用に当たっては、クラウドを提供する事業者はデータにはアクセスできない措置を講じる。

9） 20年以上
10） 定められていない

 その妥当性

「公文書等の管理に関する法律」（平成21年法律第66号）第10条第１項に基づき、国税庁における行政文書の管理につい
て必要な事項を定めた「国税庁行政文書管理規則」（平成23年国税庁訓令第１号）において、業務に係る行政文書の類型
ごとに、保存期間を定めている。

※　上記のとおり、国税庁においては、業務に係る行政文書の類型ごとに保存期間が異なるため、20年以上にチェックをし
ている。

2） 1年 3） 2年

[ 20年以上 ] 4） 3年 5） 4年 6） 5年
7） 6年以上10年未満 8） 10年以上20年未満
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 （別添２） 特定個人情報ファイル記録項目

青色申請書情報、納税地外更新情報、電子申請書情報、識別番号通知書情報、納税地異動対象者、個別事績引継受信情報、転出入基本
情報、転入事績、申告書情報、申告書誤り連絡せん、決算書等誤り連絡せん、所得消費索引情報、決算書等情報、課税台帳索引対象者、
国外調書情報、業務雑所得者名簿情報、電子留保対象者、イメージ訂正対象者、還付留保未済者、還付留保解除済、電子明細情報、財産
債務データ、申告書誤り作成者名簿、番号照会個別情報、番号確認票、住民登録情報確認票、期中・事後処理登録結果、番号照会情報、
予定納税額通知書、予定納税異動事績、予定納税額入力情報、121条・特農見込者、関係者情報、予定納税通11条対象者、予定確定変換
除外者、予定基準額確認対象者、特殊収支封入対象業種、決算書付表封入対象業種、確定申告書発送対象者、青色決算書発送対象者、
確定申告書発送対象者転入情報、高額所得者情報、新規見込対象情報、納税相談、記帳指導等対象者、一次選定基準、基準金額、分布
状況確認表等集計、業種別売上階級情報、同業者順位付け情報、要事後処理対象者、簡易事後処理対象者、扶養是正仮登録対象者、要
実地調査対象者、推計抽出結果、概況確認対象者、署内基本情報照会結果、関連納税地等照会結果、業種別指導対象者、ランダム抽出
情報、任意抽出情報、補完対象者、納税者索引簿抽出情報、住所納税抽出情報、事業所納税抽出情報、住所地用抽出情報、事業所用抽
出情報、事業承継納税者抽出情報、納税管理人抽出情報、地域別納税者抽出情報、法人支店情報、住所納税名簿、事業所納税名簿、住
所地用名簿、事業所用名簿、不正還付者抽出情報、分析カ－ド個別対象者、活用対象者抽出情報、申請用情報、一般用情報、加算税用情
報、別表用情報、重加算税用情報、過少申告加算税情報、誤り連絡せん用情報、課税事績更新情報、処理事績更新情報、処理加算税更新
情報、処理繰損事績更新情報、受領証対象情報、不徴収決議書入力対象者、国外加算税用情報、復興税関連情報、施行解除対象者、電
子連絡決議事績情報、電子連絡不可事績情報、住宅控除情報、住宅控除証明書情報、税源移譲控除申告書情報、番号移行抽出情報、重
複申告検索対象者、申告審理分析情報、番号記載申告蓄積情報、調査手続情報、課税事績第二表情報、個人課税台帳索引情報、電子明
細書給与情報、電子明細書特定口座情報、期限延長情報、永年追加除外情報、業種平均分析情報、組合等基本情報、本人確認済情報、
事後処理管理、会計検査院情報、加算税状況情報、居住期間情報、個別管理情報、概況確認事績、管理抽出基準情報、関与税理士情報、
還付連絡用情報、決算書等損益情報、会計検査院対象者情報、確認対象者管理、課税事績公的年金情報、決算書等給与情報、課税事績
情報、地方税連絡データ情報、農業免税所得申告者管理、納税相談事績、納税地等個別情報、資料情報抽出基準情報、災害地域指定情
報、調査損益情報、消費事後処理事績、調査申告情報、証明事績、指導（各説明会）等事績、申告審理情報、課税処理情報、申請書事績、
申告審理事績、所得事後処理事績、調査事績、短期累犯事績管理情報、転出入事績管理、適正申告のしょうよう事績、予定納税事績、税源
移譲計算明細書情報、調査是否認情報、財産債務情報

29



Ⅱ　特定個人情報ファイルの概要
 １．特定個人情報ファイル名

(4)資産税特定個人情報ファイル

 ２．基本情報

 ①ファイルの種類　※

＜選択肢＞

[ システム用ファイル ]

2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ③対象となる本人の範囲　※
所得税法、相続税法等の規定により国税当局に提出される税務関係書類に個人番号を記載することとされている申告書
提出者等。

1） システム用ファイル
2） その他の電子ファイル（表計算ファイル等）

 ②対象となる本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 1,000万人以上 ]

[ ] 個人番号対応符号 [ ○ ] その他識別情報（内部番号）

2） 10項目以上50項目未満
3） 50項目以上100項目未満 4） 100項目以上

 主な記録項目　※

・識別情報

[ ○ ] 個人番号

 その必要性
内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現のため、納税者の申告内容を帳簿等で確認するなどの税務調査を実施す
る際に、個人番号を利用するため。

 ④記録される項目

＜選択肢＞

[ 100項目以上 ] 1） 10項目未満

[ ] その他住民票関係情報

・業務関係情報

[ ○ ] 国税関係情報 [ ○ ] 地方税関係情報

・連絡先等情報

[ ○ ] 5情報（氏名、氏名の振り仮名、性別、生年月日、住所） [ ○ ] 連絡先（電話番号等）

] 障害者福祉関係情報

[ ] 生活保護・社会福祉関係情報 [ ] 介護・高齢者福祉関係情報

[ ] 健康・医療関係情報

[ ] 医療保険関係情報 [ ] 児童福祉・子育て関係情報 [

 その妥当性
個人番号、５情報及びその他識別情報（内部番号）：対象者を正確に特定するために保有
５情報及び連絡先：対象者との連絡、各種通知書送付のために保有
国税関係情報：申告事績等の管理のために保有

 全ての記録項目 別添２を参照。

 ⑤保有開始日 令和8年7月1日

[ ] その他 （ ）

[ ] 学校・教育関係情報

[ ] 災害関係情報

[ ] 雇用・労働関係情報 [ ] 年金関係情報

 ⑥事務担当部署 資産課税課
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（ ）

[ ] 行政機関・独立行政法人等 （ ）

 ３．特定個人情報の入手・使用

 ①入手元　※

[ ○ ] 本人又は本人の代理人

[ ] 評価実施機関内の他部署

[ ] その他 （ ）

[ ] 民間事業者 （ ）

[ ] 地方公共団体・地方独立行政法人 （ ）

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。） [ ] フラッシュメモリ

[ ] 電子メール [ ] 専用線
 ②入手方法

[ ○ ] 紙 [

[ ○ ] その他 （

 ⑤本人への明示
国税通則法第124条等の国税関係法令に、税務関係書類に個人番号の記載を求める旨を規定することにより、国税当局
が個人番号を入手することが明示されている。

 ⑥使用目的　※

・所得税、相続税、贈与税等の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現のため、納税申告書と資料情報等の突合が正確かつ
効率的にできるよう、個人番号を利用する。
・納税者が納税申告書を提出する際、住民票の添付が省略できるなどの納税者利便性の向上のために利用する。
・地方公共団体から照会を受けた対象者と国税当局で保有している納税者を照合する。

 変更の妥当性 ―

インターネット回線（e-Taxによる受付） ）

 ③入手の時期・頻度

個人番号が記載された納税申告書、各種申請・届出書を受付（収受）することにより特定個人情報を入手するが、その提出
時期については、所得税法第120条第１項などの各税法に規定されているところである。
例えば、
①所得税の確定申告書（所得税法第120条）については、２月16日から３月15日の期間
②贈与税の申告書については、２月１日から３月15日の期間
③相続税の申告書については、死亡したことを知った日の翌日から10月以内
などとされている。

 ④入手に係る妥当性
・申告納税制度であるため、本人から入手を行っている。その措置として、国税通則法第124条等の国税関係法令に、税務
関係書類に個人番号の記載を求める旨が規定されている。
・納税者等の利便性の向上のために書面だけでなく、インターネット回線（e-Taxによる受付）による提出も認めている。

[ ] 庁内連携システム

[ ] 情報提供ネットワークシステム

 ⑧使用方法　※

Ⅰ譲渡所得等に係る所得税、相続税及び贈与税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務
　・納税者から提出された申告書に基づき、課税標準・税額の決定を行う。
　・加算税の賦課決定を行う。
Ⅱ譲渡所得等に係る所得税、相続税及び贈与税の課税標準の調査に関する事務
　・調査対象の選定を行う。
　・税務調査を行う対象者の申告内容の確認を行う。

 情報の突合　※
納税申告書に記載された情報と資料情報との突合を行い、課税標準や税額等の計算が所得税法等の規定に従っている
か確認する。

 情報の統計分析
※

・データベースに蓄積された所得税等の調査事績や申告事績と法定調書・資料情報との関連性を分析して、調査対象の選
定を行う。
・受付件数などを統計処理している。

 権利利益に影響を
与え得る決定　※

納税申告書に記載された課税標準や税額等の計算が所得税法等の規定に従っていなかった場合には、更正又は加算税
の賦課決定を行う。

2） 10人以上50人未満

3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満

5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ⑦使用の主体

 使用部署
※

企画課、課税総括課、個人課税課、資産課税課、法人課税課、酒税課、消費税室、審理室、査察課、調査課、管理運営
課、徴収課、国際業務課、相互協議室、税務大学校

 使用者数

＜選択肢＞

[ 1,000人以上 ]
1） 10人未満

 ⑨使用開始日 令和8年7月1日
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 ②取扱いを委託する特定個人
情報ファイルの範囲

＜選択肢＞

[ 特定個人情報ファイルの一部 ] 1） 特定個人情報ファイルの全体
2） 特定個人情報ファイルの一部

（ 1 ）　件

 委託事項1 税務データ分析及び分析結果の実用化に係る支援業務

 ①委託内容 税務データ分析及び分析結果の実用化に係る支援業務

 ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託

 委託の有無　※
[ 委託する ] ＜選択肢＞

1） 委託する 2） 委託しない

4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 対象となる本人の
範囲　※

所得税法、相続税法等の規定により国税当局に提出される税務関係書類に個人番号を記載することとされている申告書
提出者等。

 その妥当性
内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現のため、納税者の申告内容等を分析することにより、課税・徴収の効率化・
高度化に取り組む必要がある。

 対象となる本人の
数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 1,000万人以上 ] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満

5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ ] 専用線 [ ] 電子メール

 ③委託先における取扱者数

＜選択肢＞

[ 10人以上50人未満 ] 1） 10人未満 2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満

 ⑤委託先名の確認方法 国税庁のホームページにて確認が可能。

 ⑥委託先名 国税庁のホームページに掲載する。

再
委
託

 ⑦再委託の有無　※

＜選択肢＞

[ 再委託する

[ ○ ] その他 （ 国税当局内の高性能パソコンに特定個人情報ファイルを格納する。 ）

[ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [ ] 紙

 ⑨再委託事項 税務データ分析及び分析結果の実用化に係る支援業務に関する個別分析テーマ

 委託事項2～5

] 1） 再委託する 2） 再委託しない

 ⑧再委託の許諾方法

契約によって、原則として再委託をしないこととしているが、あらかじめ書面により国税当局と協議し、承認を得た場合に限
り再委託を認める。
再委託先は、委託先と同様に国税当局が用意した高性能パソコンを利用して支援業務を行う。
国税当局は再委託先に対して、委託先と同等の基準により監督を行う。

 委託事項6～10

 委託事項11～15

 委託事項16～20
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[ ] 行っていない

 提供先1 地方公共団体

 ①法令上の根拠 番号法第19条第10号、地方税法第325条等

[ ] 移転を行っている （ ） 件

 ５．特定個人情報の提供・移転（委託に伴うものを除く。）

 提供・移転の有無
[ ○ ] 提供を行っている （ 1 ） 件

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

地方公共団体が指定した対象者

 ⑥提供方法

[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ○ ] 専用線

[

] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②提供先における用途 住民税の賦課決定・徴収

 ③提供する情報 所得税の申告書情報、申請書情報、決議書情報

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 1,000万人以上

 ⑦時期・頻度 地方公共団体から照会があった都度提供を行う。

 提供先2～5

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 提供先6～10

 提供先11～15

 提供先16～20

 移転先1

 ①法令上の根拠

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

 ⑥移転方法

[ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[

] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②移転先における用途

 ③移転する情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[

 ⑦時期・頻度

 移転先2～5

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 移転先6～10

 移転先11～15

 移転先16～20
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 ６．特定個人情報の保管・消去

 ①保管場所　※

国税総合管理システム（ＫＳＫ２）では、オンプレミス環境及びクラウド環境のハイブリッド構成となるため、提出された特定
個人情報は、オンプレミス環境及び特定のクラウド環境に保管される。
ガバメントソリューションサービス（GSS）では、特定個人情報は、特定のクラウド環境に保管される。
ガバメントクラウドで特定個人情報を取り扱う場合、ガバメントクラウド上に保管される。
インターネットその他の外部ネットワークに接続しない高性能パソコンでは、特定個人情報はパソコン内に保管される。
各環境ごとの立入り・アクセス制限は以下のとおりである。
(1)オンプレミス環境における立入り・アクセス制限
・Ⅲ　７．⑤具体的な対策の内容(1)と同じ。
(2)クラウド環境における立入り・アクセス制限
・Ⅲ　７．⑤具体的な対策の内容(3)と同じ。

 ②保管期間

 期間

＜選択肢＞
1） 1年未満

 ③消去方法

国税総合管理システム（ＫＳＫ２）では、情報ごとに定められた保存期間を経過したデータについては、システムにより自動
的に消去する。
ガバメントソリューションサービス（GSS）、ガバメントクラウド及び高性能パソコンでは、情報ごとに定められた保存期間を経
過したデータについては、運用上の規程に従って消去する。

 ７．備考

・国税総合管理システム（ＫＳＫ２）の運用支援の委託を行う予定であるが、委託先のユーザ権限ではシステム内のファイルの内容にアクセスできない措置
を講じる。
・クラウドサービスの利用に当たっては、クラウドを提供する事業者はデータにはアクセスできない措置を講じる。

9） 20年以上
10） 定められていない

 その妥当性

「公文書等の管理に関する法律」（平成21年法律第66号）第10条第１項に基づき、国税庁における行政文書の管理につい
て必要な事項を定めた「国税庁行政文書管理規則」（平成23年国税庁訓令第１号）において、業務に係る行政文書の類型
ごとに、保存期間を定めている。

※　上記のとおり、国税庁においては、業務に係る行政文書の類型ごとに保存期間が異なるため、20年以上にチェックをし
ている。

2） 1年 3） 2年

[ 20年以上 ] 4） 3年 5） 4年 6） 5年
7） 6年以上10年未満 8） 10年以上20年未満
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 （別添２） 特定個人情報ファイル記録項目

相続税申告情報、物件情報、納税相談事績情報、申告事績情報、転出入情報、相法第５８条通知書情報、出力依頼書情報、固定資産税評
価倍率情報、相続税還付情報、加算税処分理由情報、加算税特例管理情報、相続税口座取消情報、相続税被相続人情報、相続税管理情
報、相続税統計資料情報、相続税財産取得者情報、相続税申告案内情報、周知文基準情報、相続税周知文対象者情報、相続税調査指令
情報、相続税調査対象者情報、資産税情報保有年数情報、相続税電子申告情報、相続税減額連絡蓄積情報、資産税法人納付事績情報、
資産税法人理事等情報、相続税実地調査情報、相続税査察事績管理情報、申告状況集計情報、相続税決議連絡蓄積情報、相続税更正決
定情報、相続税還付連絡蓄積情報、相続税更正請求理由情報、相続税加算税情報、相続税更正請求情報、相続税還付留保解除情報、資
産税社団法人等情報、相続税債権連絡蓄積情報、相続税申告審理情報、相続税統計資料情報、相続税調査情報、相続税事案情報、財産
取得者情報、贈与調査情報、災害等延長期限情報、贈与減額連絡蓄積情報、贈与事案情報、贈与受贈者情報、教育資金情報、贈与過去
事案情報、贈与更正決定理由情報、贈与決議連絡蓄積情報、暦年課税贈与者情報、贈与申告情報、贈与査察事績管理情報、精算課税受
贈者情報、贈与更正請求理由情報、贈与更正請求情報、贈与申告審理情報、贈与資料せん情報、贈与資料索引情報、精算課税申告情
報、精算課税届出情報、新増築情報、精算課税贈与者情報、贈与電子申告情報、贈与本人確認蓄積情報、贈与住借情報、贈与買入情報、
贈与加算税情報、贈与債権連絡蓄積情報、贈与基本情報、贈与特例情報、物件情報、調査事績明細情報、調査対象者所得連絡情報、調
査事績情報、調査決裁済情報、はがき対象者情報、返戻情報、事案情報、要処理選定除外基準情報、譲渡住借情報、譲渡申告情報、譲渡
者住所情報、株式審理申告分析情報、株式調査事績情報、国外送金情報、国外移管情報、人格付過年分資料、株式人格情報、株式審理
株式調査情報、譲渡局別基準、株式審理過年分資料情報、株式審理階級分析情報、株式申告情報、株式人格履歴情報、株式審理所得調
査情報、基礎控除額、計算明細書報、株式申告審理情報、株式審理株式資料情報、株式申告事績集計情報、株式審理特定口座情報、株
式審理対象者情報、株式審理課税事績情報、資料明細情報、譲渡内訳書情報、納税相談情報、プレプリント対象者情報、資料情報、譲渡
署別基準、申告審理情報、資料索引情報、申告事績集計情報、国外転出事案情報、譲渡内訳書情報、超大口資産家詳細情報、グループ管
理連絡情報、人的管理情報、株式納税猶予情報、会社情報異動事績蓄積情報、特別関係者詳細情報、株式納税猶予処理事績情報、株式
納税猶予承継贈与者情報、株式納税猶予贈与計算書情報、継続管理対象者情報、納税猶予異動事績蓄積情報、資産税住所変更情報
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Ⅱ　特定個人情報ファイルの概要
 １．特定個人情報ファイル名

(5)源泉所得税特定個人情報ファイル

 ２．基本情報

 ①ファイルの種類　※

＜選択肢＞

[ システム用ファイル ]

2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ③対象となる本人の範囲　※ 所得税法等の規定により国税当局に提出される税務関係書類に個人番号を記載することとされている届出提出者等。

1） システム用ファイル
2） その他の電子ファイル（表計算ファイル等）

 ②対象となる本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 1,000万人以上 ]

[ ] 個人番号対応符号 [ ○ ] その他識別情報（内部番号）

2） 10項目以上50項目未満
3） 50項目以上100項目未満 4） 100項目以上

 主な記録項目　※

・識別情報

[ ○ ] 個人番号

 その必要性
内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現のため、納税者の申告内容を帳簿等で確認するなどの税務調査を実施す
る際に、個人番号を利用するため。

 ④記録される項目

＜選択肢＞

[ 100項目以上 ] 1） 10項目未満

[ ] その他住民票関係情報

・業務関係情報

[ ○ ] 国税関係情報 [ ] 地方税関係情報

・連絡先等情報

[ ○ ] 5情報（氏名、氏名の振り仮名、性別、生年月日、住所） [ ○ ] 連絡先（電話番号等）

] 障害者福祉関係情報

[ ] 生活保護・社会福祉関係情報 [ ] 介護・高齢者福祉関係情報

[ ] 健康・医療関係情報

[ ] 医療保険関係情報 [ ] 児童福祉・子育て関係情報 [

 その妥当性
個人番号、５情報及びその他識別情報（内部番号）：対象者を正確に特定するために保有
５情報及び連絡先：対象者との連絡及び各種通知書送付のために保有
国税関係情報：申告事績等の管理のために保有

 全ての記録項目 別添２を参照。

 ⑤保有開始日 令和8年7月1日

[ ] その他 （ ）

[ ] 学校・教育関係情報

[ ] 災害関係情報

[ ] 雇用・労働関係情報 [ ] 年金関係情報

 ⑥事務担当部署 法人課税課
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（ ）

[ ] 行政機関・独立行政法人等 （ ）

 ３．特定個人情報の入手・使用

 ①入手元　※

[ ○ ] 本人又は本人の代理人

[ ] 評価実施機関内の他部署

[ ] その他 （ ）

[ ] 民間事業者 （ ）

[ ] 地方公共団体・地方独立行政法人 （ ）

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。） [ ] フラッシュメモリ

[ ] 電子メール [ ] 専用線
 ②入手方法

[ ○ ] 紙 [

[ ○ ] その他 （

 ⑤本人への明示
国税通則法第124条等の国税関係法令に、税務関係書類に個人番号の記載を求める旨を規定することにより、国税当局
が個人番号を入手することが明示されている。

 ⑥使用目的　※
源泉徴収が適正に行われているか確認するため、納付情報と資料情報との突合が正確かつ効率的にできるよう、個人番
号を利用する。

 変更の妥当性 ―

インターネット回線（e-Taxによる受付） ）

 ③入手の時期・頻度
個人番号が記載された納税申告書、各種申請・届出書を受付（収受）することにより特定個人情報を入手するが、その提出
時期については、所得税法第230条（給与等の支払をする事務所の開設等の届出）等に規定されているところである。
例えば、給与等の支払をする事務所の開設等の届出については、事実があった日から１月以内などとされている。

 ④入手に係る妥当性

・源泉徴収義務者の徴収義務及び納税が適正に履行されているか確認を行うため、源泉徴収義務者から入手を行ってい
る。その措置として、国税通則法第124条等の国税関係法令に、税務関係書類に個人番号の記載を求める旨が規定されて
いる。
・納税者等の利便性の向上のために書面だけでなく、インターネット回線（e-Taxによる受付）による提出も認めている。

[ ] 庁内連携システム

[ ] 情報提供ネットワークシステム

 ⑧使用方法　※

Ⅰ源泉徴収に係る所得税の賦課に関する事務
　・源泉徴収義務者の納税義務の有無を確認する。
　・加算税の賦課決定を行う。
Ⅱ源泉徴収に係る所得税の調査に関する事務
　・調査対象の選定を行う。
　・税務調査を行う対象者の源泉徴収の確認を行う。

 情報の突合　※ 納付情報と資料情報との突合を行い、課税標準や税額等の計算が所得税法等の規定に従っているか確認する。

 情報の統計分析
※

・データベースに蓄積された納付情報や各種資料情報を基に、業種・業態・事業規模といった観点から分析して、調査対象
の選定を行う。
・受付件数などを統計処理している。

 権利利益に影響を
与え得る決定　※

源泉徴収義務者による所得税の徴収及び納付が所得税法等の国税関係法律の規定に従っていなかった場合には、納税
の告知又は加算税の賦課決定を行う。

2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満
5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ⑦使用の主体

 使用部署
※

企画課、課税総括課、個人課税課、資産課税課、法人課税課、酒税課、消費税室、審理室、査察課、調査課、管理運営
課、徴収課、国際業務課、相互協議室、税務大学校

 使用者数

＜選択肢＞

[ 1,000人以上 ] 1） 10人未満

 ⑨使用開始日 令和8年7月1日
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 ②取扱いを委託する特定個人
情報ファイルの範囲

＜選択肢＞

[ 特定個人情報ファイルの一部 ] 1） 特定個人情報ファイルの全体
2） 特定個人情報ファイルの一部

（ 1 ）　件

 委託事項1 税務データ分析及び分析結果の実用化に係る支援業務

 ①委託内容 税務データ分析及び分析結果の実用化に係る支援業務

 ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託

 委託の有無　※
[ 委託する ] ＜選択肢＞

1） 委託する 2） 委託しない

4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 対象となる本人の
範囲　※

所得税法等の規定により国税当局に提出される税務関係書類に個人番号を記載することとされている届出提出者等。

 その妥当性
内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現のため、納税者の申告内容等を分析することにより、課税・徴収の効率化・
高度化に取り組む必要がある。

 対象となる本人の
数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 1,000万人以上 ] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満

5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ ] 専用線 [ ] 電子メール

 ③委託先における取扱者数

＜選択肢＞

[ 10人以上50人未満 ] 1） 10人未満 2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満

 ⑤委託先名の確認方法 国税庁のホームページにて確認が可能。

 ⑥委託先名 国税庁のホームページに掲載する。

再
委
託

 ⑦再委託の有無　※

＜選択肢＞

[ 再委託する

[ ○ ] その他 （ 国税当局内の高性能パソコンに特定個人情報ファイルを格納する。 ）

[ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [ ] 紙

 ⑨再委託事項 税務データ分析及び分析結果の実用化に係る支援業務に関する個別分析テーマ

 委託事項2～5

] 1） 再委託する 2） 再委託しない

 ⑧再委託の許諾方法

契約によって、原則として再委託をしないこととしているが、あらかじめ書面により国税当局と協議し、承認を得た場合に限
り再委託を認める。
再委託先は、委託先と同様に国税当局が用意した高性能パソコンを利用して支援業務を行う。
国税当局は再委託先に対して、委託先と同等の基準により監督を行う。

 委託事項6～10

 委託事項11～15

 委託事項16～20
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[ ○ ] 行っていない

 提供先1

 ①法令上の根拠

[ ] 移転を行っている （ ） 件

 ５．特定個人情報の提供・移転（委託に伴うものを除く。）

 提供・移転の有無
[ ] 提供を行っている （ ） 件

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

 ⑥提供方法

[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

[

] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②提供先における用途

 ③提供する情報

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[

 ⑦時期・頻度

 提供先2～5

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 提供先6～10

 提供先11～15

 提供先16～20

 移転先1

 ①法令上の根拠

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

 ⑥移転方法

[ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[

] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②移転先における用途

 ③移転する情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[

 ⑦時期・頻度

 移転先2～5

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 移転先6～10

 移転先11～15

 移転先16～20
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 ６．特定個人情報の保管・消去

 ①保管場所　※

国税総合管理システム（ＫＳＫ２）では、オンプレミス環境及びクラウド環境のハイブリッド構成となるため、提出された特定
個人情報は、オンプレミス環境及び特定のクラウド環境に保管される。
ガバメントソリューションサービス（GSS）では、特定個人情報は、特定のクラウド環境に保管される。
ガバメントクラウドで特定個人情報を取り扱う場合、ガバメントクラウド上に保管される。
インターネットその他の外部ネットワークに接続しない高性能パソコンでは、特定個人情報はパソコン内に保管される。
各環境ごとの立入り・アクセス制限は以下のとおりである。
(1)オンプレミス環境における立入り・アクセス制限
・Ⅲ　７．⑤具体的な対策の内容(1)と同じ。
(2)クラウド環境における立入り・アクセス制限
・Ⅲ　７．⑤具体的な対策の内容(3)と同じ。

 ②保管期間

 期間

＜選択肢＞
1） 1年未満

 ③消去方法

国税総合管理システム（ＫＳＫ２）では、情報ごとに定められた保存期間を経過したデータについては、システムにより自動
的に消去する。
ガバメントソリューションサービス（GSS）、ガバメントクラウド及び高性能パソコンでは、情報ごとに定められた保存期間を経
過したデータについては、運用上の規程に従って消去する。

 ７．備考

・国税総合管理システム（ＫＳＫ２）の運用支援の委託を行う予定であるが、委託先のユーザ権限ではシステム内のファイルの内容にアクセスできない措置
を講じる。
・クラウドサービスの利用に当たっては、クラウドを提供する事業者はデータにはアクセスできない措置を講じる。

9） 20年以上
10） 定められていない

 その妥当性

「公文書等の管理に関する法律」（平成21年法律第66号）第10条第１項に基づき、国税庁における行政文書の管理につい
て必要な事項を定めた「国税庁行政文書管理規則」（平成23年国税庁訓令第１号）において、業務に係る行政文書の類型
ごとに、保存期間を定めている。

※　上記のとおり、国税庁においては、業務に係る行政文書の類型ごとに保存期間が異なるため、20年以上にチェックをし
ている。

2） 1年 3） 2年

[ 20年以上 ] 4） 3年 5） 4年 6） 5年
7） 6年以上10年未満 8） 10年以上20年未満
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 （別添２） 特定個人情報ファイル記録項目

基本情報、災害延長情報、併合管理情報、合計表情報、源泉区分履歴管理情報、個別管理履歴情報、納期延長届出確認情報、実地以外
調査情報、調査除外期間、金融機関情報、未成年者口座課税管理情報、扶養是正支払者情報、扶養是正受給者情報、源泉併合情報、源
泉転出入異動履歴管理情報、源泉統合情報、担当者設定情報、納税者管理情報更新情報、基本事故個情報、基本事故法情報、電子異動
申請情報、電子異動排他情報、源泉個別移行管理情報、不明計算書情報、科目更正情報、引継計算書情報、引受計算書情報、累積計算
書情報、還付請求書管理連絡情報、加算税決議情報、不徴収決議情報、加算税賦課対象義務者情報、本税徴収情報、形式未納付者抽出
情報、指導件数管理情報、把握対象者決算書情報、分析同業種平均情報、帳票用納付事績情報、帳票用申告事績情報、分析結果情報、
連結グル－プ情報、自己株取得情報、退職金高額支払情報、源泉預り金情報、調査事績書情報、決議書情報、是認通知書情報、調査結果
説明書情報、義務者基本情報、調査事績書除外期間情報、年調給与額情報、所得控除後給与額情報、年税額計算情報、税額情報、決議
控除限度額情報、決議排他情報、調査結果説明書記号情報、扶養是正通知対象者情報、扶養是正引継支払者情報、扶養是正引継受給者
情報、扶養是正引受支払者情報、扶養是正引受受給者情報、管轄変更対象口座取消情報、電磁提供申請届出情報、電子利用者要否情
報、公益法人情報、共通情報、法人決算書情報、個人決算書情報、扶養是正受給者情報、調査情報、追徴情報、還付情報、納期特例情
報、支払確定情報、益金賞与情報、非居住情報、俸給等情報、報酬情報、上場株式情報、内書情報、年末調整情報、利子情報、償還差益
情報、定期積金情報、分析情報、年末調整還付情報、租税条約還付情報、災免用還付情報、租税利子還付情報、配当情報
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Ⅱ　特定個人情報ファイルの概要
 １．特定個人情報ファイル名

(6)酒税特定個人情報ファイル

 ２．基本情報

 ①ファイルの種類　※

＜選択肢＞

[ システム用ファイル ]

2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ③対象となる本人の範囲　※
酒税法（昭和28年法律第６号）の規定により国税当局に提出される税務関係書類に個人番号を記載することとされている
申告書・申請書提出者等。

1） システム用ファイル
2） その他の電子ファイル（表計算ファイル等）

 ②対象となる本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満 ]

[ ] 個人番号対応符号 [ ○ ] その他識別情報（内部番号）

2） 10項目以上50項目未満
3） 50項目以上100項目未満 4） 100項目以上

 主な記録項目　※

・識別情報

[ ○ ] 個人番号

 その必要性
内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現のため、納税者の申告内容を帳簿等で確認するなどの税務調査の実施及
び免許者の管理等に、個人番号を利用するため。

 ④記録される項目

＜選択肢＞

[ 100項目以上 ] 1） 10項目未満

[ ] その他住民票関係情報

・業務関係情報

[ ○ ] 国税関係情報 [ ] 地方税関係情報

・連絡先等情報

[ ○ ] 5情報（氏名、氏名の振り仮名、性別、生年月日、住所） [ ○ ] 連絡先（電話番号等）

] 障害者福祉関係情報

[ ] 生活保護・社会福祉関係情報 [ ] 介護・高齢者福祉関係情報

[ ] 健康・医療関係情報

[ ] 医療保険関係情報 [ ] 児童福祉・子育て関係情報 [

 その妥当性
個人番号、５情報及びその他識別情報（内部番号）：対象者を正確に特定するために保有
５情報及び連絡先：対象者との連絡、各種通知書送付のために保有
国税関係情報：申告事績・免許等の管理のために保有

 全ての記録項目 別添２を参照。

 ⑤保有開始日 令和8年7月1日

[ ] その他 （ ）

[ ] 学校・教育関係情報

[ ] 災害関係情報

[ ] 雇用・労働関係情報 [ ] 年金関係情報

 ⑥事務担当部署 酒税課
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（ ）

[ ] 行政機関・独立行政法人等 （ ）

 ３．特定個人情報の入手・使用

 ①入手元　※

[ ○ ] 本人又は本人の代理人

[ ] 評価実施機関内の他部署

[ ] その他 （ ）

[ ] 民間事業者 （ ）

[ ] 地方公共団体・地方独立行政法人 （ ）

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。） [ ] フラッシュメモリ

[ ] 電子メール [ ] 専用線
 ②入手方法

[ ○ ] 紙 [

[ ○ ] その他 （

 ⑤本人への明示
国税通則法第124条等の国税関係法令に、税務関係書類に個人番号の記載を求める旨を規定することにより、国税当局
が個人番号を入手することが明示されている。

 ⑥使用目的　※
酒税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現のため、納税申告書や申請書等との突合が正確かつ効率的にできるよう、個
人番号を利用する。

 変更の妥当性 ―

インターネット回線（e-Taxによる受付） ）

 ③入手の時期・頻度

個人番号が記載された納税申告書、各種申請・届出書を受付（収受）することにより特定個人情報を入手するが、その提出
時期については、酒税法第30条の２（移出に係る酒類についての課税標準及び税額の申告）等に規定されているところで
ある。
例えば、酒税の納税申告書については、酒類の移出・戻入れ等のあった月の翌月末日まで、などとされている。

 ④入手に係る妥当性
・申告納税制度であるため、本人から入手を行っている。その措置として、国税通則法第124条等の国税関係法令に、税務
関係書類に個人番号の記載を求める旨が規定されている。
・納税者等の利便性の向上のために書面だけでなく、インターネット回線（e-Taxによる受付）による提出も認めている。

[ ] 庁内連携システム

[ ] 情報提供ネットワークシステム

 ⑧使用方法　※

Ⅰ酒税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務
　・納税者から提出された申告書に基づき、課税標準・税額の決定を行う。
　・加算税の賦課決定を行う。
Ⅱ酒税の課税標準の調査に関する事務
　・調査対象の選定を行う。
　・税務調査を行う申告内容の確認を行う。
Ⅲ免許者の管理に関する事務
　・免許情報の登録・管理を行う。

 情報の突合　※
納税申告書に記載された情報と資料情報との突合を行い、課税標準や税額等の計算が酒税法等の規定に従っているか
確認する。

 情報の統計分析
※

・データベースに蓄積された酒税の申告内容や各種資料情報を基に、調査対象の選定を行う。
・受付件数などを統計処理している。

 権利利益に影響を
与え得る決定　※

納税申告書に記載された課税標準や税額等の計算が国税関係法令の規定に従っていなかった場合には、更正又は加算
税の賦課決定を行う。

2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満
5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ⑦使用の主体

 使用部署
※

企画課、法人課税課、酒税課、査察課、管理運営課、徴収課、税務大学校

 使用者数

＜選択肢＞

[ 1,000人以上 ] 1） 10人未満

 ⑨使用開始日 令和8年7月1日
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 ②取扱いを委託する特定個人
情報ファイルの範囲

＜選択肢＞

[ 特定個人情報ファイルの一部 ] 1） 特定個人情報ファイルの全体
2） 特定個人情報ファイルの一部

（ 1 ）　件

 委託事項1 税務データ分析及び分析結果の実用化に係る支援業務

 ①委託内容 税務データ分析及び分析結果の実用化に係る支援業務

 ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託

 委託の有無　※
[ 委託する ] ＜選択肢＞

1） 委託する 2） 委託しない

4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 対象となる本人の
範囲　※

酒税法（昭和28年法律第６号）の規定により国税当局に提出される税務関係書類に個人番号を記載することとされている
申告書・申請書提出者等。

 その妥当性
内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現のため、納税者の申告内容等を分析することにより、課税・徴収の効率化・
高度化に取り組む必要がある。

 対象となる本人の
数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満 ] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満

5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ ] 専用線 [ ] 電子メール

 ③委託先における取扱者数

＜選択肢＞

[ 10人以上50人未満 ] 1） 10人未満 2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満

 ⑤委託先名の確認方法 国税庁のホームページにて確認が可能。

 ⑥委託先名 国税庁のホームページに掲載する。

再
委
託

 ⑦再委託の有無　※

＜選択肢＞

[ 再委託する

[ ○ ] その他 （ 国税当局内の高性能パソコンに特定個人情報ファイルを格納する。 ）

[ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [ ] 紙

 ⑨再委託事項 税務データ分析及び分析結果の実用化に係る支援業務に関する個別分析テーマ

 委託事項2～5

] 1） 再委託する 2） 再委託しない

 ⑧再委託の許諾方法

契約によって、原則として再委託をしないこととしているが、あらかじめ書面により国税当局と協議し、承認を得た場合に限
り再委託を認める。
再委託先は、委託先と同様に国税当局が用意した高性能パソコンを利用して支援業務を行う。
国税当局は再委託先に対して、委託先と同等の基準により監督を行う。

 委託事項6～10

 委託事項11～15

 委託事項16～20
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[ ○ ] 行っていない

 提供先1

 ①法令上の根拠

[ ] 移転を行っている （ ） 件

 ５．特定個人情報の提供・移転（委託に伴うものを除く。）

 提供・移転の有無
[ ] 提供を行っている （ ） 件

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

 ⑥提供方法

[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

[

] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②提供先における用途

 ③提供する情報

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[

 ⑦時期・頻度

 提供先2～5

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 提供先6～10

 提供先11～15

 提供先16～20

 移転先1

 ①法令上の根拠

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

 ⑥移転方法

[ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[

] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②移転先における用途

 ③移転する情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[

 ⑦時期・頻度

 移転先2～5

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 移転先6～10

 移転先11～15

 移転先16～20
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 ６．特定個人情報の保管・消去

 ①保管場所　※

国税総合管理システム（ＫＳＫ２）では、オンプレミス環境及びクラウド環境のハイブリッド構成となるため、提出された特定
個人情報は、オンプレミス環境及び特定のクラウド環境に保管される。
ガバメントソリューションサービス（GSS）では、特定個人情報は、特定のクラウド環境に保管される。
ガバメントクラウドで特定個人情報を取り扱う場合、ガバメントクラウド上に保管される。
インターネットその他の外部ネットワークに接続しない高性能パソコンでは、特定個人情報はパソコン内に保管される。
各環境ごとの立入り・アクセス制限は以下のとおりである。
(1)オンプレミス環境における立入り・アクセス制限
・Ⅲ　７．⑤具体的な対策の内容(1)と同じ。
(2)クラウド環境における立入り・アクセス制限
・Ⅲ　７．⑤具体的な対策の内容(3)と同じ。

 ②保管期間

 期間

＜選択肢＞
1） 1年未満

 ③消去方法

国税総合管理システム（ＫＳＫ２）では、情報ごとに定められた保存期間を経過したデータについては、システムにより自動
的に消去する。
ガバメントソリューションサービス（GSS）、ガバメントクラウド及び高性能パソコンでは、情報ごとに定められた保存期間を経
過したデータについては、運用上の規程に従って消去する。

 ７．備考

・国税総合管理システム（ＫＳＫ２）の運用支援の委託を行う予定であるが、委託先のユーザ権限ではシステム内のファイルの内容にアクセスできない措置
を講じる。
・クラウドサービスの利用に当たっては、クラウドを提供する事業者はデータにはアクセスできない措置を講じる。

9） 20年以上
10） 定められていない

 その妥当性

「公文書等の管理に関する法律」（平成21年法律第66号）第10条第１項に基づき、国税庁における行政文書の管理につい
て必要な事項を定めた「国税庁行政文書管理規則」（平成23年国税庁訓令第１号）において、業務に係る行政文書の類型
ごとに、保存期間を定めている。

※　上記のとおり、国税庁においては、業務に係る行政文書の類型ごとに保存期間が異なるため、20年以上にチェックをし
ている。

2） 1年 3） 2年

[ 20年以上 ] 4） 3年 5） 4年 6） 5年
7） 6年以上10年未満 8） 10年以上20年未満
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 （別添２） 特定個人情報ファイル記録項目

販売数量情報、表示基準実施状況情報、移出情報、自動販売機情報、課税情報、製成情報、免許申請、酒類免許場、酒類免許場異動事
績、酒類製造免許、酒類業者異動事績、酒類業者、酒類蔵置所、販売管理調査、販売数量、期限付販売数量、表示基準実施状況、自動販
売機、酒類販売管理者、資料情報、取引実態調査、輸出酒類販売場事績管理、研修実施事績、小売実態調査、卸売実態調査、製造実態調
査基本情報、ビール実態調査、しゅうちゅう焼酎実態調査、果実酒実態調査、酒類製造免許情報、輸出清酒ラベル管理、製成、清酒製造状
況、申請区分、販売業区分、異動区分、小売区分、卸売区分、製造実態、卸売実体、小売実態、果実実態基本１、果実実態国産ぶどう、果
実実態輸入原料、果実実態未納税取引、果実実態ワイン輸入、果実実態原価等、原料用酒類受払状況、酒類用原料使用状況、移出数量
明細、移出数量、販売数量（OP）、清酒製造状況（歩）、資料せん情報、自動販売機、酒税課税高（税関用）、申告決議、還付留保事績情報、
免許者、管轄変更、免許事績、理由事績、返れい氏名、輸出酒類販売場事績管理（OP）、体験製造場事績管理、聴聞通知事績、期限延長
事績、酒類分割保存、申請相談、団体管理、酒類担保事績、免許決議、解除要件事績、申告承認事績、必要行為継続免許、本店管理、外
国法人住所、納税申告書、税額算出表、税額計算書、決議書情報、滞納情報、是認通知書情報、電子通知、清酒製造実態、酒類卸売実
態、酒類小売実態、果実実態基本２、清酒製造状況（OP）、製造状況等報告書、全国市販清酒調査表、清酒製造業者設備・機械調査、酒税
課税高等報告書、清酒製造者実態調査、果実実態未納税引取、製造総括、販売総括、調査決議書、製造管理カード情報、販売管理カード
情報、課税事績合算、製成移出事績合算、販売事績合算、他の製造販売場、課税事績業者別、免許者氏名
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Ⅱ　特定個人情報ファイルの概要
 １．特定個人情報ファイル名

(7)間接諸税特定個人情報ファイル

 ２．基本情報

 ①ファイルの種類　※

＜選択肢＞

[ システム用ファイル ]

2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ③対象となる本人の範囲　※
揮発油税法（昭和32年法律第55号）、印紙税法（昭和42年法律第23号）及び航空機燃料税法（昭和47年法律第７号）等の
規定により国税当局に提出される税務関係書類に個人番号を記載することとされている申告書提出者等。

1） システム用ファイル
2） その他の電子ファイル（表計算ファイル等）

 ②対象となる本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満 ]

[ ] 個人番号対応符号 [ ○ ] その他識別情報（内部番号）

2） 10項目以上50項目未満
3） 50項目以上100項目未満 4） 100項目以上

 主な記録項目　※

・識別情報

[ ○ ] 個人番号

 その必要性
内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現のため、納税者の申告内容を帳簿等で確認するなどの税務調査を実施す
る際に、個人番号を利用するため。

 ④記録される項目

＜選択肢＞

[ 100項目以上 ] 1） 10項目未満

[ ] その他住民票関係情報

・業務関係情報

[ ○ ] 国税関係情報 [ ] 地方税関係情報

・連絡先等情報

[ ○ ] 5情報（氏名、氏名の振り仮名、性別、生年月日、住所） [ ○ ] 連絡先（電話番号等）

] 障害者福祉関係情報

[ ] 生活保護・社会福祉関係情報 [ ] 介護・高齢者福祉関係情報

[ ] 健康・医療関係情報

[ ] 医療保険関係情報 [ ] 児童福祉・子育て関係情報 [

 その妥当性
個人番号、５情報及びその他識別情報（内部番号）：対象者を正確に特定するために保有
５情報及び連絡先：対象者との連絡、各種通知書送付のために保有
国税関係情報：申告事績等の管理のために保有

 全ての記録項目 別添２を参照。

 ⑤保有開始日 令和8年7月1日

[ ] その他 （ ）

[ ] 学校・教育関係情報

[ ] 災害関係情報

[ ] 雇用・労働関係情報 [ ] 年金関係情報

 ⑥事務担当部署 消費税室
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（ ）

[ ] 行政機関・独立行政法人等 （ ）

 ３．特定個人情報の入手・使用

 ①入手元　※

[ ○ ] 本人又は本人の代理人

[ ] 評価実施機関内の他部署

[ ] その他 （ ）

[ ] 民間事業者 （ ）

[ ] 地方公共団体・地方独立行政法人 （ ）

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。） [ ] フラッシュメモリ

[ ] 電子メール [ ] 専用線
 ②入手方法

[ ○ ] 紙 [

[ ○ ] その他 （

 ⑤本人への明示
国税通則法第124条等の国税関係法令に、税務関係書類に個人番号の記載を求める旨を規定することにより、国税当局
が個人番号を入手することが明示されている。

 ⑥使用目的　※
揮発油税、印紙税及び航空機燃料税等の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現のため、納税申告書と資料情報等の突合
が正確かつ効率的にできるよう、個人番号を利用する。

 変更の妥当性 ―

インターネット回線（e-Taxによる受付） ）

 ③入手の時期・頻度

個人番号が記載された納税申告書、各種申請・届出書を受付（収受）することにより特定個人情報を入手するが、その提出
時期については、揮発油税法第10条、印紙税法第11条及び航空機燃料税法第14条等の各税法に規定されているところで
ある。
例えば、
①揮発油税の納税申告書については、揮発油の移出のあった月の翌月末日まで
②印紙税の納税申告書については、書式表示の承認に係る課税文書を作成した月の翌月末日まで
③航空機燃料税の納税申告書については、航空機燃料の航空機への積込みを行った月の翌月末日まで
などとされている。

 ④入手に係る妥当性
・申告納税制度であるため、本人から入手を行っている。その措置として、国税通則法第124条等の国税関係法令に、税務
関係書類に個人番号の記載を求める旨が規定されている。
・納税者等の利便性の向上のために書面だけでなく、インターネット回線（e-Taxによる受付）による提出も認めている。

[ ] 庁内連携システム

[ ] 情報提供ネットワークシステム

 ⑧使用方法　※

Ⅰ間接諸税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務
　・納税者から提出された申告書に基づき、課税標準・税額の決定を行う。
　・加算税の賦課決定を行う。
Ⅱ間接諸税の課税標準の調査に関する事務
　・調査対象の選定を行う。
　・税務調査を行う申告内容の確認を行う。

 情報の突合　※ ―

 情報の統計分析
※

・データベースに蓄積された諸税の申告内容や各種資料情報を基に、業種・業態・事業規模といった観点から分析して、調
査対象の選定を行う。
・受付件数などを統計処理している。

 権利利益に影響を
与え得る決定　※

納税申告書に記載された課税標準や税額等の計算が印紙税法等の国税関係法律の規定に従っていなかった場合には、
更正又は加算税の賦課決定を行う。

2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満
5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ⑦使用の主体

 使用部署
※

企画課、課税総括課、個人課税課、資産課税課、法人課税課、酒税課、消費税室、審理室、査察課、調査課、管理運営
課、徴収課、国際業務課、税務大学校

 使用者数

＜選択肢＞

[ 1,000人以上 ] 1） 10人未満

 ⑨使用開始日 令和8年7月1日
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 ②取扱いを委託する特定個人
情報ファイルの範囲

＜選択肢＞

[ 特定個人情報ファイルの一部 ] 1） 特定個人情報ファイルの全体
2） 特定個人情報ファイルの一部

（ 1 ）　件

 委託事項1 税務データ分析及び分析結果の実用化に係る支援業務

 ①委託内容 税務データ分析及び分析結果の実用化に係る支援業務

 ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託

 委託の有無　※
[ 委託する ] ＜選択肢＞

1） 委託する 2） 委託しない

4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 対象となる本人の
範囲　※

揮発油税法（昭和32年法律第55号）、印紙税法（昭和42年法律第23号）及び航空機燃料税法（昭和47年法律第７号）等の
規定により国税当局に提出される税務関係書類に個人番号を記載することとされている申告書提出者等。

 その妥当性
内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現のため、納税者の申告内容等を分析することにより、課税・徴収の効率化・
高度化に取り組む必要がある。

 対象となる本人の
数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満 ] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満

5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ ] 専用線 [ ] 電子メール

 ③委託先における取扱者数

＜選択肢＞

[ 10人以上50人未満 ] 1） 10人未満 2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満

 ⑤委託先名の確認方法 国税庁のホームページにて確認が可能。

 ⑥委託先名 国税庁のホームページに掲載する。

再
委
託

 ⑦再委託の有無　※

＜選択肢＞

[ 再委託する

[ ○ ] その他 （ 国税当局内の高性能パソコンに特定個人情報ファイルを格納する。 ）

[ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [ ] 紙

 ⑨再委託事項 税務データ分析及び分析結果の実用化に係る支援業務に関する個別分析テーマ

 委託事項2～5

] 1） 再委託する 2） 再委託しない

 ⑧再委託の許諾方法

契約によって、原則として再委託をしないこととしているが、あらかじめ書面により国税当局と協議し、承認を得た場合に限
り再委託を認める。
再委託先は、委託先と同様に国税当局が用意した高性能パソコンを利用して支援業務を行う。
国税当局は再委託先に対して、委託先と同等の基準により監督を行う。

 委託事項6～10

 委託事項11～15

 委託事項16～20
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[ ○ ] 行っていない

 提供先1

 ①法令上の根拠

[ ] 移転を行っている （ ） 件

 ５．特定個人情報の提供・移転（委託に伴うものを除く。）

 提供・移転の有無
[ ] 提供を行っている （ ） 件

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

 ⑥提供方法

[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

[

] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②提供先における用途

 ③提供する情報

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[

 ⑦時期・頻度

 提供先2～5

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 提供先6～10

 提供先11～15

 提供先16～20

 移転先1

 ①法令上の根拠

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

 ⑥移転方法

[ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[

] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②移転先における用途

 ③移転する情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[

 ⑦時期・頻度

 移転先2～5

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 移転先6～10

 移転先11～15

 移転先16～20
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 ６．特定個人情報の保管・消去

 ①保管場所　※

国税総合管理システム（ＫＳＫ２）では、オンプレミス環境及びクラウド環境のハイブリッド構成となるため、提出された特定
個人情報は、オンプレミス環境及び特定のクラウド環境に保管される。
ガバメントソリューションサービス（GSS）では、特定個人情報は、特定のクラウド環境に保管される。
ガバメントクラウドで特定個人情報を取り扱う場合、ガバメントクラウド上に保管される。
インターネットその他の外部ネットワークに接続しない高性能パソコンでは、特定個人情報はパソコン内に保管される。
各環境ごとの立入り・アクセス制限は以下のとおりである。
(1)オンプレミス環境における立入り・アクセス制限
・Ⅲ　７．⑤具体的な対策の内容(1)と同じ。
(2)クラウド環境における立入り・アクセス制限
・Ⅲ　７．⑤具体的な対策の内容(3)と同じ。

 ②保管期間

 期間

＜選択肢＞
1） 1年未満

 ③消去方法

国税総合管理システム（ＫＳＫ２）では、情報ごとに定められた保存期間を経過したデータについては、システムにより自動
的に消去する。
ガバメントソリューションサービス（GSS）、ガバメントクラウド及び高性能パソコンでは、情報ごとに定められた保存期間を経
過したデータについては、運用上の規程に従って消去する。

 ７．備考

・国税総合管理システム（ＫＳＫ２）の運用支援の委託を行う予定であるが、委託先のユーザ権限ではシステム内のファイルの内容にアクセスできない措置
を講じる。
・クラウドサービスの利用に当たっては、クラウドを提供する事業者はデータにはアクセスできない措置を講じる。

9） 20年以上
10） 定められていない

 その妥当性

「公文書等の管理に関する法律」（平成21年法律第66号）第10条第１項に基づき、国税庁における行政文書の管理につい
て必要な事項を定めた「国税庁行政文書管理規則」（平成23年国税庁訓令第１号）において、業務に係る行政文書の類型
ごとに、保存期間を定めている。

※　上記のとおり、国税庁においては、業務に係る行政文書の類型ごとに保存期間が異なるため、20年以上にチェックをし
ている。

2） 1年 3） 2年

[ 20年以上 ] 4） 3年 5） 4年 6） 5年
7） 6年以上10年未満 8） 10年以上20年未満
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 （別添２） 特定個人情報ファイル記録項目

諸税基本情報、課税件数情報、異動件数情報、管轄変更、営業等開廃情報、営業等異動情報、課税物件情報、移出入者管理情報、移出入
等明細情報、処分通知情報、納税地特例等情報、委託製造等情報、未納税移出先情報、特定用途免税物品移入情報、担保提供情報、電
子申請情報、旅客税情報、旅客税異動情報、旅客税出入国港管理情報、旅客税納付情報、旅客税過誤納還、旅客税賦課決定、旅客税調
査事績、旅客税是認通知、申告期限等延長申請情報、賦課決定事績情報、手持品課税情報、還付留保事績情報、加算税情報、電子通知
情報、製造場等態様別状況情報、調査事績情報、印紙税関連情報、反面調査情報、連携調査情報、銀行調査情報、犯則事績情報、買上･
検査事績情報、分析結果情報、自動車重量税徴収情報、過怠税事績情報、是認通知書情報、資料情報、収集活用事績集計情報、試料番
号自動配番管理情報、仕入先情報、運輸連絡情報、自重還付管理情報、自重決議対象情報、自重還付決議情報、申請データ情報、原本情
報、代理受領者情報、未納税製造たばこ移出情報、未納税製造たばこ移入情報、たばこ税納税申告書情報、たばこ税納税申告計算書情
報、たばこ税納税控除計算書情報、たばこ税申告状況情報、駐留軍用指定小売店舗情報、外交官等用免税移出情報、駐留軍等用免税情
報、未納税揮発油移入情報、特定用途免税揮発油移入情報、特定石油化学製品移入情報、免税揮発油移動情報、免税取引揮発油移入情
報、引取揮発油事前承認情報、石油化学製品移出数量情報、揮発油税納税申告書情報、揮発油税申告計算書情報、揮発油税控除計算書
情報、揮発油税申告状況情報、航空機燃料税納税申告書情報、航空機燃料税申告状況情報、販売代金領収不能承認情報、課税石油ガス
重量計算情報、石油ガス税納税申告書情報、石油ｶﾞｽ税申告計算書情報、石油ガス税控除計算書情報、石油ガス税申告状況情報、石油化
学製品製造承認情報、石油税納税申告書情報、石油税申告計算書情報、石油税控除計算書情報、石油石炭税還付申請情報、石油税相当
額還付特定情報、石油税申告状況情報、取引所情報、取引所税徴収高計算書情報、取引所税過誤納申請書情報、取引所税申告状況情
報、印紙税一括納付管理情報、納付計器等製造販売情報、納付計器設置承認情報、被交付文書押なつ承認情報、書式表示承認情報、印
紙税印押なつ請求書情報、印紙税納付計器使用請求情報、印紙税納税申告書情報、印紙税過誤確認充当請求情報、印紙税申告状況情
報、自動車重量税過誤納還付額請求情報、自動車重量税被災還付申請情報、自動車重量税申告状況情報、源開発促進税納税申告書情
報、電源開発促進税申告状況情報
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Ⅱ　特定個人情報ファイルの概要
 １．特定個人情報ファイル名

(8)債権管理特定個人情報ファイル

 ２．基本情報

 ①ファイルの種類　※

＜選択肢＞

[ システム用ファイル ]

2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ③対象となる本人の範囲　※ 各税法の規定により国税当局に提出される税務関係書類に個人番号を記載することとされている申告書提出者等

1） システム用ファイル
2） その他の電子ファイル（表計算ファイル等）

 ②対象となる本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 1,000万人以上 ]

[ ] 個人番号対応符号 [ ○ ] その他識別情報（内部番号）

2） 10項目以上50項目未満
3） 50項目以上100項目未満 4） 100項目以上

 主な記録項目　※

・識別情報

[ ○ ] 個人番号

 その必要性
内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現のため、納税者の申告内容を帳簿等で確認するなどの税務調査を実施す
る際に、個人番号を利用するため。

 ④記録される項目

＜選択肢＞

[ 100項目以上 ] 1） 10項目未満

[ ] その他住民票関係情報

・業務関係情報

[ ○ ] 国税関係情報 [ ] 地方税関係情報

・連絡先等情報

[ ○ ] 5情報（氏名、氏名の振り仮名、性別、生年月日、住所） [ ○ ] 連絡先（電話番号等）

] 障害者福祉関係情報

[ ] 生活保護・社会福祉関係情報 [ ] 介護・高齢者福祉関係情報

[ ] 健康・医療関係情報

[ ] 医療保険関係情報 [ ] 児童福祉・子育て関係情報 [

 その妥当性
個人番号、５情報及びその他識別情報（内部番号）：対象者を正確に特定するために保有
５情報及び連絡先：対象者との連絡、各種通知書送付のために保有
国税関係情報：申告事績等の管理のために保有

 全ての記録項目 別添２を参照。

 ⑤保有開始日 令和8年7月1日

[ ] その他 （ ）

[ ] 学校・教育関係情報

[ ] 災害関係情報

[ ] 雇用・労働関係情報 [ ] 年金関係情報

 ⑥事務担当部署 管理運営課
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（ ）

[ ] 行政機関・独立行政法人等 （ ）

 ３．特定個人情報の入手・使用

 ①入手元　※

[ ○ ] 本人又は本人の代理人

[ ] 評価実施機関内の他部署

[ ] その他 （ ）

[ ] 民間事業者 （ ）

[ ] 地方公共団体・地方独立行政法人 （ ）

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。） [ ] フラッシュメモリ

[ ] 電子メール [ ○ ] 専用線
 ②入手方法

[ ○ ] 紙 [ ○

[ ○ ] その他 （

 ⑤本人への明示
国税通則法第124条等の国税関係法令に、税務関係書類に個人番号の記載を求める旨を規定することにより、国税当局
が個人番号を入手することが明示されている。

 ⑥使用目的　※
内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現のため、納税申告書と資料情報等の突合が正確かつ効率的にできるよう、
個人番号を利用する。

 変更の妥当性 ―

インターネット回線（e-Taxによる受付）、認定クラウド等 ）

 ③入手の時期・頻度

個人番号が記載された納税申告書、法定調書、各種申請・届出書を受付（収受）することにより特定個人情報を入手する
が、その提出時期については、所得税法第120条第１項等の各税法に規定されているところである。
例えば、
①所得税の確定申告書（所得税法第120条）については、２月16日から３月15日の期間
②贈与税の申告書については、２月１日から３月15日の期間
③相続税の申告書については、死亡したことを知った日の翌日から10月以内
などとされている。

 ④入手に係る妥当性

・申告納税制度であるため、本人から入手を行っている。その措置として、国税通則法第124条等の国税関係法令に、税務
関係書類に個人番号の記載を求める旨が規定されている。
・納税者等の利便性の向上のために書面だけでなく、インターネット回線（e-Taxによる受付）、専用線又は認定クラウド等
による提出も認めている。

[ ] 庁内連携システム

[ ] 情報提供ネットワークシステム

 ⑧使用方法　※

Ⅰ徴収決定　納税者からの申告等に基づき納税額を決定し管理する。
Ⅱ還付支払　納税者からの申告等に基づき還付金の支払を行う。
Ⅲ収納整理　納税者からの納税情報の管理を行う。
Ⅳ督促　　　　期限内に納付のない納税者に対して、督促状を作成する。
Ⅴ報告　　　　国の歳入金の報告書を作成する。

 情報の突合　※ ―

 情報の統計分析
※

受付件数などを統計処理している。

 権利利益に影響を
与え得る決定　※

徴収決定、還付の支払決定を行う。

2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満
5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ⑦使用の主体

 使用部署
※

企画課、課税総括課、個人課税課、資産課税課、法人課税課、酒税課、消費税室、審理室、査察課、調査課、管理運営
課、徴収課、国際業務課、税務大学校

 使用者数

＜選択肢＞

[ 1,000人以上 ] 1） 10人未満

 ⑨使用開始日 令和8年7月1日
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 ②取扱いを委託する特定個人
情報ファイルの範囲

＜選択肢＞

[ 特定個人情報ファイルの一部 ] 1） 特定個人情報ファイルの全体
2） 特定個人情報ファイルの一部

（ 1 ）　件

 委託事項1 税務データ分析及び分析結果の実用化に係る支援業務

 ①委託内容 税務データ分析及び分析結果の実用化に係る支援業務

 ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託

 委託の有無　※
[ 委託する ] ＜選択肢＞

1） 委託する 2） 委託しない

4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 対象となる本人の
範囲　※

各税法の規定により国税当局に提出される税務関係書類に個人番号を記載することとされている申告書提出者等

 その妥当性
内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現のため、納税者の申告内容等を分析することにより、課税・徴収の効率化・
高度化に取り組む必要がある。

 対象となる本人の
数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 1,000万人以上 ] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満

5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ ] 専用線 [ ] 電子メール

 ③委託先における取扱者数

＜選択肢＞

[ 10人以上50人未満 ] 1） 10人未満 2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満

 ⑤委託先名の確認方法 国税庁のホームページにて確認が可能。

 ⑥委託先名 国税庁のホームページに掲載する。

再
委
託

 ⑦再委託の有無　※

＜選択肢＞

[ 再委託する

[ ○ ] その他 （ 国税当局内の高性能パソコンに特定個人情報ファイルを格納する。 ）

[ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [ ] 紙

 ⑨再委託事項 税務データ分析及び分析結果の実用化に係る支援業務に関する個別分析テーマ

 委託事項2～5

] 1） 再委託する 2） 再委託しない

 ⑧再委託の許諾方法

契約によって、原則として再委託をしないこととしているが、あらかじめ書面により国税当局と協議し、承認を得た場合に限
り再委託を認める。
再委託先は、委託先と同様に国税当局が用意した高性能パソコンを利用して支援業務を行う。
国税当局は再委託先に対して、委託先と同等の基準により監督を行う。

 委託事項6～10

 委託事項11～15

 委託事項16～20
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[ ○ ] 行っていない

 提供先1

 ①法令上の根拠

[ ] 移転を行っている （ ） 件

 ５．特定個人情報の提供・移転（委託に伴うものを除く。）

 提供・移転の有無
[ ] 提供を行っている （ ） 件

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

 ⑥提供方法

[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

[

] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②提供先における用途

 ③提供する情報

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[

 ⑦時期・頻度

 提供先2～5

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 提供先6～10

 提供先11～15

 提供先16～20

 移転先1

 ①法令上の根拠

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

 ⑥移転方法

[ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[

] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②移転先における用途

 ③移転する情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[

 ⑦時期・頻度

 移転先2～5

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 移転先6～10

 移転先11～15

 移転先16～20
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 ６．特定個人情報の保管・消去

 ①保管場所　※

国税総合管理システム（ＫＳＫ２）では、オンプレミス環境及びクラウド環境のハイブリッド構成となるため、提出された特定
個人情報は、オンプレミス環境及び特定のクラウド環境に保管される。
ガバメントソリューションサービス（GSS）では、特定個人情報は、特定のクラウド環境に保管される。
ガバメントクラウドで特定個人情報を取り扱う場合、ガバメントクラウド上に保管される。
インターネットその他の外部ネットワークに接続しない高性能パソコンでは、特定個人情報はパソコン内に保管される。
各環境ごとの立入り・アクセス制限は以下のとおりである。
(1)オンプレミス環境における立入り・アクセス制限
・Ⅲ　７．⑤具体的な対策の内容(1)と同じ。
(2)クラウド環境における立入り・アクセス制限
・Ⅲ　７．⑤具体的な対策の内容(3)と同じ。

 ②保管期間

 期間

＜選択肢＞
1） 1年未満

 ③消去方法

国税総合管理システム（ＫＳＫ２）では、情報ごとに定められた保存期間を経過したデータについては、システムにより自動
的に消去する。
ガバメントソリューションサービス（GSS）、ガバメントクラウド及び高性能パソコンでは、情報ごとに定められた保存期間を経
過したデータについては、運用上の規程に従って消去する。

 ７．備考

・国税総合管理システム（ＫＳＫ２）の運用支援の委託を行う予定であるが、委託先のユーザ権限ではシステム内のファイルの内容にアクセスできない措置
を講じる。
・クラウドサービスの利用に当たっては、クラウドを提供する事業者はデータにはアクセスできない措置を講じる。

9） 20年以上
10） 定められていない

 その妥当性

「公文書等の管理に関する法律」（平成21年法律第66号）第10条第１項に基づき、国税庁における行政文書の管理につい
て必要な事項を定めた「国税庁行政文書管理規則」（平成23年国税庁訓令第１号）において、業務に係る行政文書の類型
ごとに、保存期間を定めている。

※　上記のとおり、国税庁においては、業務に係る行政文書の類型ごとに保存期間が異なるため、20年以上にチェックをし
ている。

2） 1年 3） 2年

[ 20年以上 ] 4） 3年 5） 4年 6） 5年
7） 6年以上10年未満 8） 10年以上20年未満
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 （別添２） 特定個人情報ファイル記録項目

金融機関情報、還付基本情報、徴定情報、異動情報、申請情報
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Ⅱ　特定個人情報ファイルの概要
 １．特定個人情報ファイル名

(9)非課税貯蓄限度額管理特定個人情報ファイル

 ２．基本情報

 ①ファイルの種類　※

＜選択肢＞

[ システム用ファイル ]

2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ③対象となる本人の範囲　※
所得税法第10条（障害者等の少額預金の利子所得等の非課税）の規定等により国税当局に提出される税務関係書類に
個人番号を記載することとされている申告書提出者等。

1） システム用ファイル
2） その他の電子ファイル（表計算ファイル等）

 ②対象となる本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 100万人以上1,000万人未満 ]

[ ] 個人番号対応符号 [ ○ ] その他識別情報（内部番号）

2） 10項目以上50項目未満
3） 50項目以上100項目未満 4） 100項目以上

 主な記録項目　※

・識別情報

[ ○ ] 個人番号

 その必要性
内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現のため、納税者の申告内容を帳簿等で確認するなどの税務調査を実施す
る際に、個人番号を利用するため。

 ④記録される項目

＜選択肢＞

[ 100項目以上 ] 1） 10項目未満

[ ] その他住民票関係情報

・業務関係情報

[ ○ ] 国税関係情報 [ ] 地方税関係情報

・連絡先等情報

[ ○ ] 5情報（氏名、氏名の振り仮名、性別、生年月日、住所） [ ○ ] 連絡先（電話番号等）

] 障害者福祉関係情報

[ ] 生活保護・社会福祉関係情報 [ ] 介護・高齢者福祉関係情報

[ ] 健康・医療関係情報

[ ] 医療保険関係情報 [ ] 児童福祉・子育て関係情報 [

 その妥当性
個人番号、５情報及びその他識別情報（内部番号）：対象者を正確に特定するために保有
５情報及び連絡先：金融機関の営業所等との連絡、各種通知書送付のために保有
国税関係情報：申告事績等の管理のために保有

 全ての記録項目 別添２を参照。

 ⑤保有開始日 令和8年7月1日

[ ] その他 （ ）

[ ] 学校・教育関係情報

[ ] 災害関係情報

[ ] 雇用・労働関係情報 [ ] 年金関係情報

 ⑥事務担当部署 法人課税課
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（ ）

[ ] 行政機関・独立行政法人等 （ ）

 ３．特定個人情報の入手・使用

 ①入手元　※

[ ○ ] 本人又は本人の代理人

[ ] 評価実施機関内の他部署

[ ] その他 （ ）

[ ○ ] 民間事業者 （ 金融機関の営業所等 ）

[ ] 地方公共団体・地方独立行政法人 （ ）

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。） [ ] フラッシュメモリ

[ ] 電子メール [ ] 専用線
 ②入手方法

[ ○ ] 紙 [

[ ○ ] その他 （

 ⑤本人への明示
国税通則法第124条等の国税関係法令に、税務関係書類に個人番号の記載を求める旨を規定することにより、国税当局
が個人番号を入手することが明示されている。

 ⑥使用目的　※
所得税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現のため、非課税貯蓄限度額の管理が正確かつ効率的にできるよう、個人
番号を利用する。

 変更の妥当性 ―

インターネット回線（e-Taxによる受付） ）

 ③入手の時期・頻度
個人番号が記載された非課税貯蓄申告書を受付（収受）することにより特定個人情報を入手するが、その提出時期につい
ては、所得税法第10条に規定されており、随時、金融機関の営業所等を経由して提出される。

 ④入手に係る妥当性
・申告納税制度であるため、本人から入手を行っている。その措置として、国税通則法第124条等の国税関係法令に、税務
関係書類に個人番号の記載を求める旨が規定されている。
・納税者等の利便性の向上のために書面だけでなく、インターネット回線（e-Taxによる受付）による提出も認めている。

[ ] 庁内連携システム

[ ] 情報提供ネットワークシステム

 ⑧使用方法　※
・非課税貯蓄限度額の管理を行う。
・利子所得の源泉所得税調査対象の選定を行う。

 情報の突合　※ 非課税貯蓄限度額の管理を行い、課税上問題がある事項の把握を行う。

 情報の統計分析
※

・データベースに蓄積された申告情報を基に、非課税貯蓄限度額を超過している者等の抽出を行う。
・受付件数などを統計処理している。

 権利利益に影響を
与え得る決定　※

源泉徴収義務者（金融機関の営業所等）による非課税貯蓄限度額の管理が所得税法等の国税関係法令の規定に従って
いなかった場合には、納税告知等を行う。

2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満
5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ⑦使用の主体

 使用部署
※

企画課、法人課税課、税務大学校

 使用者数

＜選択肢＞

[ 1,000人以上 ] 1） 10人未満

 ⑨使用開始日 令和8年7月1日
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 ②取扱いを委託する特定個人
情報ファイルの範囲

＜選択肢＞

[ 特定個人情報ファイルの一部 ] 1） 特定個人情報ファイルの全体
2） 特定個人情報ファイルの一部

（ 1 ）　件

 委託事項1 税務データ分析及び分析結果の実用化に係る支援業務

 ①委託内容 税務データ分析及び分析結果の実用化に係る支援業務

 ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託

 委託の有無　※
[ 委託する ] ＜選択肢＞

1） 委託する 2） 委託しない

4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 対象となる本人の
範囲　※

所得税法第10条（障害者等の少額預金の利子所得等の非課税）の規定等により国税当局に提出される税務関係書類に
個人番号を記載することとされている申告書提出者等。

 その妥当性
内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現のため、納税者の申告内容等を分析することにより、課税・徴収の効率化・
高度化に取り組む必要がある。

 対象となる本人の
数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 100万人以上1,000万人未満 ] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満

5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ ] 専用線 [ ] 電子メール

 ③委託先における取扱者数

＜選択肢＞

[ 10人以上50人未満 ] 1） 10人未満 2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満

 ⑤委託先名の確認方法 国税庁のホームページにて確認が可能。

 ⑥委託先名 国税庁のホームページに掲載する。

再
委
託

 ⑦再委託の有無　※

＜選択肢＞

[ 再委託する

[ ○ ] その他 （ 国税当局内の高性能パソコンに特定個人情報ファイルを格納する。 ）

[ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [ ] 紙

 ⑨再委託事項 税務データ分析及び分析結果の実用化に係る支援業務に関する個別分析テーマ

 委託事項2～5

] 1） 再委託する 2） 再委託しない

 ⑧再委託の許諾方法

契約によって、原則として再委託をしないこととしているが、あらかじめ書面により国税当局と協議し、承認を得た場合に限
り再委託を認める。
再委託先は、委託先と同様に国税当局が用意した高性能パソコンを利用して支援業務を行う。
国税当局は再委託先に対して、委託先と同等の基準により監督を行う。

 委託事項6～10

 委託事項11～15

 委託事項16～20
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[ ○ ] 行っていない

 提供先1

 ①法令上の根拠

[ ] 移転を行っている （ ） 件

 ５．特定個人情報の提供・移転（委託に伴うものを除く。）

 提供・移転の有無
[ ] 提供を行っている （ ） 件

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

 ⑥提供方法

[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

[

] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②提供先における用途

 ③提供する情報

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[

 ⑦時期・頻度

 提供先2～5

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 提供先6～10

 提供先11～15

 提供先16～20

 移転先1

 ①法令上の根拠

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

 ⑥移転方法

[ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[

] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②移転先における用途

 ③移転する情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[

 ⑦時期・頻度

 移転先2～5

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 移転先6～10

 移転先11～15

 移転先16～20
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 ６．特定個人情報の保管・消去

 ①保管場所　※

国税総合管理システム（ＫＳＫ２）では、オンプレミス環境及びクラウド環境のハイブリッド構成となるため、提出された特定
個人情報は、オンプレミス環境及び特定のクラウド環境に保管される。
ガバメントソリューションサービス（GSS）では、特定個人情報は、特定のクラウド環境に保管される。
ガバメントクラウドで特定個人情報を取り扱う場合、ガバメントクラウド上に保管される。
インターネットその他の外部ネットワークに接続しない高性能パソコンでは、特定個人情報はパソコン内に保管される。
各環境ごとの立入り・アクセス制限は以下のとおりである。
(1)オンプレミス環境における立入り・アクセス制限
・Ⅲ　７．⑤具体的な対策の内容(1)と同じ。
(2)クラウド環境における立入り・アクセス制限
・Ⅲ　７．⑤具体的な対策の内容(3)と同じ。

 ②保管期間

 期間

＜選択肢＞
1） 1年未満

 ③消去方法

国税総合管理システム（ＫＳＫ２）では、情報ごとに定められた保存期間を経過したデータについては、システムにより自動
的に消去する。
ガバメントソリューションサービス（GSS）、ガバメントクラウド及び高性能パソコンでは、情報ごとに定められた保存期間を経
過したデータについては、運用上の規程に従って消去する。

 ７．備考

・国税総合管理システム（ＫＳＫ２）の運用支援の委託を行う予定であるが、委託先のユーザ権限ではシステム内のファイルの内容にアクセスできない措置
を講じる。
・クラウドサービスの利用に当たっては、クラウドを提供する事業者はデータにはアクセスできない措置を講じる。

9） 20年以上
10） 定められていない

 その妥当性

「公文書等の管理に関する法律」（平成21年法律第66号）第10条第１項に基づき、国税庁における行政文書の管理につい
て必要な事項を定めた「国税庁行政文書管理規則」（平成23年国税庁訓令第１号）において、業務に係る行政文書の類型
ごとに、保存期間を定めている。

※　上記のとおり、国税庁においては、業務に係る行政文書の類型ごとに保存期間が異なるため、20年以上にチェックをし
ている。

2） 1年 3） 2年

[ 20年以上 ] 4） 3年 5） 4年 6） 5年
7） 6年以上10年未満 8） 10年以上20年未満
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 （別添２） 特定個人情報ファイル記録項目

営業所管理情報、人格情報、申告書情報、電子申告情報、通知対象者申告状況一覧情報、補正通知・無効通知年次情報、申告者照会情
報
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Ⅱ　特定個人情報ファイルの概要
 １．特定個人情報ファイル名

(10)資料調査特定個人情報ファイル

 ２．基本情報

 ①ファイルの種類　※

＜選択肢＞

[ システム用ファイル ]

2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ③対象となる本人の範囲　※

所得税法、消費税法、相続税法及び内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する
法律等の規定により、国税当局に提出される税務関係書類に個人番号を記載することとされている者（法定調書提出義務
者、法定調書の対象となる金銭受領者及び申告書提出者等）。
・租税に関する法律の規定による質問、検査等の対象者及びその取引先の関係者。

1） システム用ファイル
2） その他の電子ファイル（表計算ファイル等）

 ②対象となる本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 1,000万人以上 ]

[ ] 個人番号対応符号 [ ○ ] その他識別情報（内部番号）

2） 10項目以上50項目未満
3） 50項目以上100項目未満 4） 100項目以上

 主な記録項目　※

・識別情報

[ ○ ] 個人番号

 その必要性
内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現のため、納税者の申告内容を帳簿等で確認するなどの税務調査を実施す
る際に、個人番号を利用するため。

 ④記録される項目

＜選択肢＞

[ 100項目以上 ] 1） 10項目未満

[ ] その他住民票関係情報

・業務関係情報

[ ○ ] 国税関係情報 [ ○ ] 地方税関係情報

・連絡先等情報

[ ○ ] 5情報（氏名、氏名の振り仮名、性別、生年月日、住所） [ ○ ] 連絡先（電話番号等）

] 障害者福祉関係情報

[ ] 生活保護・社会福祉関係情報 [ ] 介護・高齢者福祉関係情報

[ ] 健康・医療関係情報

[ ] 医療保険関係情報 [ ] 児童福祉・子育て関係情報 [

 その妥当性

個人番号、５情報及びその他識別情報（内部番号）：対象者を正確に特定するために保有
５情報及び連絡先：対象者との連絡のために保有
国税関係情報：申告事績等の管理及び租税に関する調査のために保有
地方税関係情報：地方税当局への情報連携のために保有

 全ての記録項目 別添２を参照。

 ⑤保有開始日 令和8年7月1日

[ ] その他 （ ）

[ ] 学校・教育関係情報

[ ] 災害関係情報

[ ] 雇用・労働関係情報 [ ] 年金関係情報

 ⑥事務担当部署 課税総括課
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（ ）

[ ] 行政機関・独立行政法人等 （ ）

 ３．特定個人情報の入手・使用

 ①入手元　※

[ ○ ] 本人又は本人の代理人

[ ] 評価実施機関内の他部署

[ ○ ] その他 （ 法定調書提出義務者、調査対象者の取引先等の関係者、外国税務当局 ）

[ ] 民間事業者 （ ）

[ ○ ] 地方公共団体・地方独立行政法人 （ 地方公共団体 ）

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。） [ ] フラッシュメモリ

[ ] 電子メール [ ○ ] 専用線
 ②入手方法

[ ○ ] 紙 [ ○

[ ○ ] その他 （

 ⑤本人への明示

【本人又は本人の代理人、法定調書提出義務者等、外国税務当局からの入手】
国税通則法第124条等の国税関係法令に、税務関係書類に個人番号の記載を求める旨を規定することにより、国税当局
が個人番号を入手することが明示されている。
・国税通則法第74条の２（当該職員の所得税法等に関する調査に係る質問検査権）等の規定により、調査に係る質問及び
検査等を行うことができる旨が明示されている。
また、番号法19条15号、番号法施行令25条において、租税に関する法律の規定に基づく質問、検査等の際に特定個人情
報の提供を受けることができる旨が明示されている。
【地方公共団体からの入手】
所得税の適正な課税を行うため、地方税法第72条の58、317条及び番号法第19条第10号等に基づき、地方税当局より必
要な情報の提供を受ける旨が規定されている。

 ⑥使用目的　※
内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現のため、法定調書等の名寄せや納税申告書との突合が正確かつ効率的
にできるよう、個人番号を利用する。

 変更の妥当性 ―

インターネット回線（e-Taxによる受付）、共通送受信システム（CTS)、認定クラウド等 ）

 ③入手の時期・頻度

【本人又は本人の代理人、法定調書提出義務者等からの入手】
個人番号が記載された法定調書を収受することにより特定個人情報を入手するが、その提出時期については、所得税法
第226条（源泉徴収票）第１項等の各税法に規定されているところである。
例えば、
①給与所得の源泉徴収票については、その年において支払の確定した給与等について、その年の翌年１月31日までに提
出
②退職所得の源泉徴収票については、その退職の日以後１月以内に提出
などとされている。
また、租税に関する法律に基づく調査の際に、必要に応じて入手する。
【地方公共団体からの入手】
所得税の適正な課税を行うため、地方税法（昭和25年法律第226号）第72条の58（道府県知事の通知義務）、317条（市町
村による所得の計算の通知）及び番号法第19条第10号等に基づき、地方税当局より必要な情報の提供を受ける旨が規定
されており、これらの法令に該当する際に提供を受ける。
【外国税務当局からの入手】
租税条約等に基づき、毎年９月末までに、外国の税務当局から個人番号を含む情報（金融口座情報等）の提供を受ける。

 ④入手に係る妥当性

【本人又は本人の代理人、法定調書提出義務者等からの入手】
・的確な指導や税務調査に活用するために法定調書の提出を義務付けており、法定調書提出義務者から入手を行ってい
る。これらの措置として、国税通則法第124条等の国税関係法令に、税務関係書類に個人番号の記載を求める旨が規定さ
れている。
・納税者等の利便性の向上のために書面だけでなく、インターネット回線（e-Taxによる受付）、電子記録媒体又は認定クラ
ウド等による提出も認めている。
・租税に関する法律に基づく調査の際に、個人番号が記載された税務関係書類の確認を行う必要がある。
【地方公共団体からの入手】
所得税の適正な課税を行うため、地方税法第72条の58、317条及び番号法第19条第10号等に基づき、地方税当局より必
要な情報の提供を受ける旨が規定されている。
【外国税務当局からの入手】
租税条約等に基づき、個人番号を含む情報（金融口座情報等）の提供を受けることとされている。

[ ] 庁内連携システム

[ ] 情報提供ネットワークシステム
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 ⑧使用方法　※

・法定調書等の資料情報を名寄せする。
・法定調書等の資料情報を管理する。
・法定調書等の提出事績を管理する。
・法定調書等の提出に関する監査手続を管理する。
・納税申告書に記載された情報と資料情報との突合を行い、課税標準や税額等の計算が正しく行われているか確認する。

 情報の突合　※
納税申告書に記載された情報と資料情報との突合を行い、課税標準や税額等の計算が所得税法等の規定に従っている
か確認する。

 情報の統計分析
※

・データベースに蓄積された所得税の申告内容や各種資料情報を基に、業種・業態・事業規模といった観点から分析して、
調査対象者の選定を行う。
・受付件数などを統計処理している。

 権利利益に影響を
与え得る決定　※

納税申告書に記載された課税標準や税額等の計算が所得税法等の国税関係法律の規定に従っていなかった場合には、
更正又は加算税の賦課決定を行う。

2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満
5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ⑦使用の主体

 使用部署
※

企画課、課税総括課、個人課税課、資産課税課、法人課税課、酒税課、消費税室、審理室、査察課、消費税室、審理室、査察課、調査
課、管理運営課、徴収課、国際業務課、税務大学校

 使用者数

＜選択肢＞

[ 1,000人以上 ] 1） 10人未満

 ⑨使用開始日 令和8年7月1日
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 ②取扱いを委託する特定個人
情報ファイルの範囲

＜選択肢＞

[ 特定個人情報ファイルの一部 ] 1） 特定個人情報ファイルの全体
2） 特定個人情報ファイルの一部

（ 2 ）　件

 委託事項1 法定調書に係るデータエントリー（データ入力）業務

 ①委託内容 法定調書に係るデータエントリー（データ入力）業務

 ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託

 委託の有無　※
[ 委託する ] ＜選択肢＞

1） 委託する 2） 委託しない

4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 対象となる本人の
範囲　※

税法に規定されている法定調書の提出義務者、法定調書の提出の対象となる金銭受領者等である。

 その妥当性
内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現のため、納税者の申告内容を帳簿等で確認するなどの税務調査を実施す
ることから、書面で提出される大量の法定調書の情報を効率的にデータ化して、国税総合管理システム（ＫＳＫ２）に入力す
る必要がある。

 対象となる本人の
数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 1,000万人以上 ] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満

5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ ○ ] 専用線 [ ] 電子メール

 ③委託先における取扱者数

＜選択肢＞

[ 1,000人以上 ] 1） 10人未満 2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満

 ⑤委託先名の確認方法
官報における「落札者等の公示」の欄により確認が可能である。
なお、同内容について国税庁のＨＰにおいても公表している。

 ⑥委託先名 多数のため国税庁ホームページに掲載

再
委
託

 ⑦再委託の有無　※

＜選択肢＞

[ 再委託しない

[ ] その他 （ ）

[ ○ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [ ] 紙

 ②取扱いを委託する特定個人
情報ファイルの範囲

＜選択肢＞

[ 特定個人情報ファイルの一部 ] 1） 特定個人情報ファイルの全体
2） 特定個人情報ファイルの一部

 ⑨再委託事項

 委託事項2～5

 委託事項2 税務データ分析及び分析結果の実用化に係る支援業務

 ①委託内容 税務データ分析及び分析結果の実用化に係る支援業務

] 1） 再委託する 2） 再委託しない

 ⑧再委託の許諾方法

4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 対象となる本人の
範囲　※

所得税法、消費税法、相続税法及び内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する
法律等の規定により、国税当局に提出される税務関係書類に個人番号を記載することとされている者（法定調書提出義務
者、法定調書の対象となる金銭受領者及び申告書提出者等）。
・租税に関する法律の規定による質問、検査等の対象者及びその取引先の関係者。

 その妥当性
内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現のため、納税者の申告内容等を分析することにより、課税・徴収の効率化・
高度化に取り組む必要がある。

 対象となる本人の
数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 1,000万人以上 ] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満

5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ ] 専用線 [ ] 電子メール

 ③委託先における取扱者数

＜選択肢＞

[ 10人以上50人未満 ] 1） 10人未満 2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満

[ ○ ] その他 （ 国税当局内の高性能パソコンに特定個人情報ファイルを格納する。 ）

[ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [ ] 紙
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 ⑤委託先名の確認方法 国税庁のホームページにて確認が可能。

 ⑥委託先名 国税庁のホームページに掲載する。

再
委
託

 ⑦再委託の有無　※

＜選択肢＞

[ 再委託する

 ⑨再委託事項 税務データ分析及び分析結果の実用化に係る支援業務に関する個別分析テーマ

] 1） 再委託する 2） 再委託しない

 ⑧再委託の許諾方法

契約によって、原則として再委託をしないこととしているが、あらかじめ書面により国税当局と協議し、承認を得た場合に限
り再委託を認める。
再委託先は、委託先と同様に国税当局が用意した高性能パソコンを利用して支援業務を行う。
国税当局は再委託先に対して、委託先と同等の基準により監督を行う。

 委託事項6～10

 委託事項11～15

 委託事項16～20
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[ ] 行っていない

 提供先1 地方公共団体

 ①法令上の根拠 番号法第19条第15号、地方税法第20条の11

[ ] 移転を行っている （ ） 件

 ５．特定個人情報の提供・移転（委託に伴うものを除く。）

 提供・移転の有無
[ ○ ] 提供を行っている （ 1 ） 件

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

番号利用開始以降、国税当局に提出される法定調書のうち、地方税の調査において必要な法定調書の記載の対象となる
者

 ⑥提供方法

[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ○ ] 専用線

[

]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②提供先における用途 住民税等の賦課決定

 ③提供する情報 地方税の調査において必要な法定調書情報

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 1,000万人以上

 ⑦時期・頻度 年２回

 提供先2～5

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 提供先6～10

 提供先11～15

 提供先16～20

 移転先1

 ①法令上の根拠

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

 ⑥移転方法

[ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[

] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②移転先における用途

 ③移転する情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[

 ⑦時期・頻度

 移転先2～5

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 移転先6～10

 移転先11～15

 移転先16～20
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 ６．特定個人情報の保管・消去

 ①保管場所　※

国税総合管理システム（ＫＳＫ２）では、オンプレミス環境及びクラウド環境のハイブリッド構成となるため、提出された特定
個人情報は、オンプレミス環境及び特定のクラウド環境に保管される。
ガバメントソリューションサービス（GSS）では、特定個人情報は、特定のクラウド環境に保管される。
ガバメントクラウドで特定個人情報を取り扱う場合、ガバメントクラウド上に保管される。
インターネットその他の外部ネットワークに接続しない高性能パソコンでは、特定個人情報はパソコン内に保管される。
各環境ごとの立入り・アクセス制限は以下のとおりである。
(1)オンプレミス環境における立入り・アクセス制限
・Ⅲ　７．⑤具体的な対策の内容(1)と同じ。
(2)クラウド環境における立入り・アクセス制限
・Ⅲ　７．⑤具体的な対策の内容(3)と同じ。

 ②保管期間

 期間

＜選択肢＞
1） 1年未満

 ③消去方法

国税総合管理システム（ＫＳＫ２）では、情報ごとに定められた保存期間を経過したデータについては、システムにより自動
的に消去する。
ガバメントソリューションサービス（GSS）、ガバメントクラウド及び高性能パソコンでは、情報ごとに定められた保存期間を経
過したデータについては、運用上の規程に従って消去する。

 ７．備考

・国税総合管理システム（ＫＳＫ２）の運用支援の委託を行う予定であるが、委託先のユーザ権限ではシステム内のファイルの内容にアクセスできない措置
を講じる。
・クラウドサービスの利用に当たっては、クラウドを提供する事業者はデータにはアクセスできない措置を講じる。
・令和４年度よりクラウド環境上に構築するAI-OCRも併用し、データエントリー（データ入力）をしている。なお、クラウド環境上のAI-OCRで処理したデータに
ついては、処理後、システムにより自動的に消去する。また、クラウドサービスの利用に当たり、クラウドを提供する事業者はデータにはアクセスできない措
置を講じている。

9） 20年以上
10） 定められていない

 その妥当性

「公文書等の管理に関する法律」（平成21年法律第66号）第10条第１項に基づき、国税庁における行政文書の管理につい
て必要な事項を定めた「国税庁行政文書管理規則」（平成23年国税庁訓令第１号）において、業務に係る行政文書の類型
ごとに、保存期間を定めている。

※　上記のとおり、国税庁においては、業務に係る行政文書の類型ごとに保存期間が異なるため、20年以上にチェックをし
ている。

2） 1年 3） 2年

[ 20年以上 ] 4） 3年 5） 4年 6） 5年
7） 6年以上10年未満 8） 10年以上20年未満
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 （別添２） 特定個人情報ファイル記録項目

資料調査収集納管情報、資料せん情報、法人事業年度別情報、法人連結グループ情報、法人連結事業年度別情報、資料調査重要資料等
事績管理、資料調査重要資料等異動履歴、資料調査重要資料等処理事績、資料調査重要資料等照会履歴、個人・法人関連入力対象者情
報、個人・法人関連グループ情報、個人・法人関連法人関係者情報、個人・法人関連管理簿情報、個人・法人関連監査実施状況、個人・法
人関連各種連絡せん情報、個人・法人関連資料ファイルデータ情報、売上階級判定、住所、個人一次選定基準、個人分布状況確認表等集
計、個人業種別売上階級情報、個人同業者順位付け情報、個人要事後処理対象者、個人要実地調査対象者、個人関係者情報、個人分析
カ－ド個別対象者、個人活用対象者抽出情報、個人申告審理分析情報、個人台帳番号管理情報、個人業種平均分析情報、個人住宅控除
情報、個人事後処理管理、個人業種平均情報、個別管理情報、個人概況確認事項、個人決算書等損益情報、個人決算書等給与情報、個
人課税事績情報、個人納税相談事績、個人納税地等個別情報、個人調査申告情報、個人指導（各説明会）等事績、個人申告審理基本情
報、個人申請書事績管理、個人申告審理事績、個人調査事績、個人調査是否認情報、法人一事案基本情報、法人海外取引形態情報、法
人海外取引種別情報、法人海外取引調査情報、法人海外進出投資形態情報、法人海外増減差所得情報、法人業種別管理情報、法人局選
定基準情報、法人局別分析情報、法人景況分析、法人決議処理情報、法人決議書情報、法人決議対象事業年度情報、法人個別管理資料
受払情報、法人支店所得調査情報、法人支店情報、法人事業年度別概況書情報、法人事業年度別情報、法人質的判定情報、法人実質経
営者情報、法人実地調査事績情報、法人消費税主要科目、消費法人対比情報、法人申告書情報、法人税理士情報、法人選定基準結果、
法人増減差合計情報、法人損益分岐点分析、法人着眼点分析、調査課法人情報、法人不正発見事績情報、法人不正発見分析項目情報、
法人不正発見簿外金融資産情報、法人分析情報、法人分析比率、法人補完調査情報、法人会等加入情報、法人付随情報、法人申請情
報、法人税決算書、法人税主要科目、法人未納滞納情報、優良申告法人候補者情報、法人相関分析情報、法人個別帰属明細情報、法人
課税基本項目情報、法人課税グループ単位情報、法人課税基本項目関係情報、法人課税構成員単位情報、法人組合せ分析結果、法人統
計分析結果（累積）、法人調査必要度結果（累積）、法人分析科目情報、法人分析表収集情報、法人個別所得情報、法人部門別選定状況情
報、法人選定回数採番情報、法人選定済情報、法人選定法人抽出情報、法人絞り込み情報、法人金融機関情報、法人書面通知事業年度
情報、法人諸税印紙税情報、法人書面照会情報、法人特定資料情報、特定人格情報、源泉災害延長、源泉合計表、源泉分析同業種平均、
源泉帳票用納付事績、源泉帳票用申告事績、源泉分析結果、源泉連結グル－プ情報、源泉電磁提供申請届出、源泉電子利用者要否、源
泉基本情報、源泉共通情報、源泉調査情報、源泉追徴情報、源泉支払確定情報、源泉俸給等情報、源泉分析情報、収集対象者管理情報、
法定資料収集事績、法定監査、法定監査資料、納税地等事務管理、収集納管情報、異動把握情報、合計表事績、義務化対象情報、 承認
申請書情報、財産監査情報、一般収集情報、一般確認情報、法定外事績、連絡せん情報、一般資料対象者入力表、名寄せ済資料せん、番
号付番情報、資料せん情報、調査課事業所情報、調査課法人番号情報、料調特定納税者情報、屋号解明管理情報、屋号資料情報、資料
情報活用事績情報、金融機関情報、ＣＲＳ情報、ＣＡＲＦ情報、ＦＡＴＣＡ情報、ＮＴＪ情報、個人所得把握情報、個人資料情報保有者抽出情
報、無申告法人処理状況情報、法人接触事績情報、法人調査資料情報、法人ＣｂＣ情報、源泉国外扶養控除情報、マイナポータル対象者、
名寄せ情報、自動的情報交換資料情報、口座異動情報管理、統合検索情報、法消費届出履歴情報、法消費申告・決議事績情報、消費調
査処理状態情報、消費法非違内訳情報、合併消費申告・決議事績情報、消費合併調査処理状態情報、消費合併消費調査事績非違内訳情
報、消費法課税期間口座情報、消費合併課税期間口座情報、個消費届出履歴情報、個消費申告・決議事績情報、消費個調査処理状態情
報
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Ⅱ　特定個人情報ファイルの概要
 １．特定個人情報ファイル名

(11)少額投資非課税口座管理特定個人情報ファイル

 ２．基本情報

 ①ファイルの種類　※

＜選択肢＞

[ システム用ファイル ]

2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ③対象となる本人の範囲　※
租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第37条の14（非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税）等の
規定により国税当局に提出される税務関係書類に個人番号を記載することとされている届出提出者等。

1） システム用ファイル
2） その他の電子ファイル（表計算ファイル等）

 ②対象となる本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 1,000万人以上 ]

[ ] 個人番号対応符号 [ ○ ] その他識別情報（内部番号）

2） 10項目以上50項目未満
3） 50項目以上100項目未満 4） 100項目以上

 主な記録項目　※

・識別情報

[ ○ ] 個人番号

 その必要性
内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現のため、納税者の申告内容を帳簿等で確認するなどの税務調査を実施す
る際に、個人番号を利用するため。

 ④記録される項目

＜選択肢＞

[ 100項目以上 ] 1） 10項目未満

[ ] その他住民票関係情報

・業務関係情報

[ ○ ] 国税関係情報 [ ] 地方税関係情報

・連絡先等情報

[ ○ ] 5情報（氏名、氏名の振り仮名、性別、生年月日、住所） [ ] 連絡先（電話番号等）

] 障害者福祉関係情報

[ ] 生活保護・社会福祉関係情報 [ ] 介護・高齢者福祉関係情報

[ ] 健康・医療関係情報

[ ] 医療保険関係情報 [ ] 児童福祉・子育て関係情報 [

 その妥当性
個人番号、５情報及びその他識別情報（内部番号）：対象者を正確に特定するために保有
国税関係情報：申告事績等の管理のために保有

 全ての記録項目 別添２を参照。

 ⑤保有開始日 令和8年7月1日

[ ] その他 （ ）

[ ] 学校・教育関係情報

[ ] 災害関係情報

[ ] 雇用・労働関係情報 [ ] 年金関係情報

 ⑥事務担当部署 法人課税課
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（ ）

[ ] 行政機関・独立行政法人等 （ ）

 ３．特定個人情報の入手・使用

 ①入手元　※

[ ] 本人又は本人の代理人

[ ] 評価実施機関内の他部署

[ ] その他 （ ）

[ ○ ] 民間事業者 （ 金融商品取引業者等の営業所 ）

[ ] 地方公共団体・地方独立行政法人 （ ）

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。） [ ] フラッシュメモリ

[ ] 電子メール [ ] 専用線
 ②入手方法

[ ○ ] 紙 [

[ ○ ] その他 （

 ⑤本人への明示
国税通則法第124条等の国税関係法令に、税務関係書類に個人番号の記載を求める旨を規定することにより、国税当局
が個人番号を入手することが明示されている。

 ⑥使用目的　※
所得税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現のため、非課税口座の開設状況の管理が正確かつ効率的にできるよう、
個人番号を利用する。

 変更の妥当性 ―

インターネット回線（e-Taxによる受付）、認定クラウド等（NISAクラウド） ）

 ③入手の時期・頻度
租税特別措置法第37条の14等の規定により非課税適用確認書に個人番号が記載され、随時、金融商品取引業者等の営
業所から国税当局に提出されることとなる。
また、認定クラウド等（NISAクラウド）からは、毎年２月以降、適時、特定個人情報を入手することとなる。

 ④入手に係る妥当性
・国税通則法第124条等の国税関係法令に、税務関係書類に個人番号の記載を求める旨が規定されている。
・納税者等の利便性の向上のために書面だけでなく、インターネット回線（e-Taxによる受付）又は認定クラウド等による提
出も認めている。

[ ] 庁内連携システム

[ ] 情報提供ネットワークシステム

 ⑧使用方法　※ 非課税口座の開設状況の管理を行う。

 情報の突合　※ 非課税口座の開設状況の管理を行い、課税上問題がある事項の把握を行う。

 情報の統計分析
※

・データベースに蓄積された口座開設情報等を基に、重複して非課税口座を開設している者等の抽出を行う。
・受付件数などを統計処理している。

 権利利益に影響を
与え得る決定　※

源泉徴収義務者（金融商品取引業者等の営業所）による非課税口座の開設が租税特別措置法等の規定に従っていなかっ
た場合や、投資額が非課税限度額を超えている場合には、納税告知等を行う。

2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満
5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ⑦使用の主体

 使用部署
※

企画課、課税総括課、個人課税課、資産課税課、法人課税課、酒税課、消費税室、審理室、査察課、調査課、管理運営
課、徴収課、国際業務課、税務大学校

 使用者数

＜選択肢＞

[ 1,000人以上 ] 1） 10人未満

 ⑨使用開始日 令和8年7月1日
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 ②取扱いを委託する特定個人
情報ファイルの範囲

＜選択肢＞

[ 特定個人情報ファイルの一部 ] 1） 特定個人情報ファイルの全体
2） 特定個人情報ファイルの一部

（ 2 ）　件

 委託事項1 非課税口座に係る投資簿価残高の合計額の算出業務

 ①委託内容 非課税口座に係る投資簿価残高の合計額の算出業務

 ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託

 委託の有無　※
[ 委託する ] ＜選択肢＞

1） 委託する 2） 委託しない

4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 対象となる本人の
範囲　※

税法に規定されている非課税口座開設者

 その妥当性
内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現のため、納税者の申告内容を帳簿等で確認するなどの税務調査を実施す
ることから、各投資家の投資簿価残高の合計額の情報を効率的にデータ化して、国税総合管理システム（ＫＳＫ２）に入力
する必要がある。

 対象となる本人の
数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 1,000万人以上 ] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満

5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ ] 専用線 [ ] 電子メール

 ③委託先における取扱者数

＜選択肢＞

[ 1,000人以上 ] 1） 10人未満 2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満

 ⑤委託先名の確認方法 国税庁ホームページにて確認が可能。

 ⑥委託先名 今後委託予定（委託した際には、国税庁ホームページに掲載）

再
委
託

 ⑦再委託の有無　※

＜選択肢＞

[ 再委託しない

[ ○ ] その他 （
インターネット回線（e-Taxによる受付）と認定クラウド等（NISAクラウド）間のみ
が利用可能な回線

）

[ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [ ] 紙

 ②取扱いを委託する特定個人
情報ファイルの範囲

＜選択肢＞

[ 特定個人情報ファイルの一部 ] 1） 特定個人情報ファイルの全体
2） 特定個人情報ファイルの一部

 ⑨再委託事項

 委託事項2～5

 委託事項2 税務データ分析及び分析結果の実用化に係る支援業務

 ①委託内容 税務データ分析及び分析結果の実用化に係る支援業務

] 1） 再委託する 2） 再委託しない

 ⑧再委託の許諾方法

4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 対象となる本人の
範囲　※

租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第37条の14（非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税）等の
規定により国税当局に提出される税務関係書類に個人番号を記載することとされている届出提出者等。

 その妥当性
内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現のため、納税者の申告内容等を分析することにより、課税・徴収の効率化・
高度化に取り組む必要がある。

 対象となる本人の
数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 1,000万人以上 ] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満

5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ ] 専用線 [ ] 電子メール

 ③委託先における取扱者数

＜選択肢＞

[ 10人以上50人未満 ] 1） 10人未満 2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満

[ ○ ] その他 （ 国税当局内の高性能パソコンに特定個人情報ファイルを格納する。 ）

[ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [ ] 紙
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 ⑤委託先名の確認方法 国税庁のホームページにて確認が可能。

 ⑥委託先名 国税庁のホームページに掲載する。

再
委
託

 ⑦再委託の有無　※

＜選択肢＞

[ 再委託する

 ⑨再委託事項 税務データ分析及び分析結果の実用化に係る支援業務に関する個別分析テーマ

] 1） 再委託する 2） 再委託しない

 ⑧再委託の許諾方法

契約によって、原則として再委託をしないこととしているが、あらかじめ書面により国税当局と協議し、承認を得た場合に限
り再委託を認める。
再委託先は、委託先と同様に国税当局が用意した高性能パソコンを利用して支援業務を行う。
国税当局は再委託先に対して、委託先と同等の基準により監督を行う。

 委託事項6～10

 委託事項11～15

 委託事項16～20
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[ ○ ] 行っていない

 提供先1

 ①法令上の根拠

[ ] 移転を行っている （ ） 件

 ５．特定個人情報の提供・移転（委託に伴うものを除く。）

 提供・移転の有無
[ ] 提供を行っている （ ） 件

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

 ⑥提供方法

[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

[

] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②提供先における用途

 ③提供する情報

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[

 ⑦時期・頻度

 提供先2～5

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 提供先6～10

 提供先11～15

 提供先16～20

 移転先1

 ①法令上の根拠

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

 ⑥移転方法

[ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[

] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②移転先における用途

 ③移転する情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[

 ⑦時期・頻度

 移転先2～5

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 移転先6～10

 移転先11～15

 移転先16～20
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 ６．特定個人情報の保管・消去

 ①保管場所　※

国税総合管理システム（ＫＳＫ２）では、オンプレミス環境及びクラウド環境のハイブリッド構成となるため、提出された特定
個人情報は、オンプレミス環境及び特定のクラウド環境に保管される。
認定クラウド等による提出の場合は、認定クラウド内に保管される。
ガバメントソリューションサービス（GSS）では、特定個人情報は、特定のクラウド環境に保管される。
ガバメントクラウドで特定個人情報を取り扱う場合、ガバメントクラウド上に保管される。
インターネットその他の外部ネットワークに接続しない高性能パソコンでは、特定個人情報はパソコン内に保管される。
各環境ごとの立入り・アクセス制限は以下のとおりである。
(1)オンプレミス環境における立入り・アクセス制限
・Ⅲ　７．⑤具体的な対策の内容(1)と同じ。
(2) クラウド環境における立入り・アクセス制限
・Ⅲ　７．⑤具体的な対策の内容(3)と同じ。
(3)認定クラウド等における立入り・アクセス制限
・国税庁長官の定めるクラウド認定基準に基づき、認定クラウド等の提供事業者及び利用者の責任において、提供事業者
及び利用者各々の立場から安全管理措置（立入り、アクセス制限を含む。）を講じた認定クラウド等で保管する。

 ②保管期間

 期間

＜選択肢＞
1） 1年未満

 ③消去方法

国税総合管理システム（ＫＳＫ２）では、情報ごとに定められた保存期間を経過したデータについては、システムにより自動
的に消去する。
認定クラウド等（NISAクラウド）においては、申請等を行う者（認定クラウド等の利用者）が通常業務で利用しているものであ
り、提出領域に記録されている申請等情報は利用者の責任において消去されるが、税務署長に対してアクセス権限が付与
されている申請等情報は消去することができない。
また、所定の領域に記録されている投資簿価残高の合計額に係る情報については、翌年の最新の投資家情報を提供した
際に自動的に消去する。
ガバメントソリューションサービス（GSS）、ガバメントクラウド及び高性能パソコンでは、情報ごとに定められた保存期間を経
過したデータについては、運用上の規程に従って消去する。

 ７．備考

・国税総合管理システム（ＫＳＫ２）の運用支援の委託を行う予定であるが、委託先のユーザ権限ではシステム内のファイルの内容にアクセスできない措置
を講じる。
・クラウドサービスの利用に当たっては、クラウドを提供する事業者はデータにはアクセスできない措置を講じる。
・認定クラウド等（ＮＩＳＡクラウド）の提供事業者にNISA事務に係る投資簿価残高の合計額の算出・提供に係る事務を委託予定であるが、委託先は国税庁
からの指示を受けた場合のみ、特定個人情報ファイルにアクセスできる措置を講じる。

9） 20年以上
10） 定められていない

 その妥当性

「公文書等の管理に関する法律」（平成21年法律第66号）第10条第１項に基づき、国税庁における行政文書の管理につい
て必要な事項を定めた「国税庁行政文書管理規則」（平成23年国税庁訓令第１号）において、業務に係る行政文書の類型
ごとに、保存期間を定めている。

※1　上記のとおり、国税庁においては、業務に係る行政文書の類型ごとに保存期間が異なるため、20年以上にチェックを
している。
※2　認定クラウド等（NISAクラウド）においては、提出領域に申請等情報が記録される都度、当該申請等情報を一の単位と
して税務署長に対してアクセス権限が付与される。税務署長に対してアクセス権限が付与されている申請等情報は、提出
領域に申請等情報が記録された日又は税務署長に対して申請等情報を閲覧した日及び国税総合管理システム（ＫＳＫ２）
に記録する権限が付与された日のいずれか遅い日から、当該権限を税務署長が解除した日までの期間（一年未満の範囲
に限る。）保存することが、法令で義務付けられている。また、活用領域においてもデータを保有しているが、当該データに
ついては、翌年の投資簿価残高の総額を保有するときまで保存することとしている。

2） 1年 3） 2年

[ 20年以上 ] 4） 3年 5） 4年 6） 5年
7） 6年以上10年未満 8） 10年以上20年未満
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 （別添２） 特定個人情報ファイル記録項目

非課税口座情報、投資者情報、履歴管理情報、再開設結果情報、遡及課税情報、ジュニアＮＩＳＡ連絡せん情報
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Ⅱ　特定個人情報ファイルの概要
 １．特定個人情報ファイル名

(12)法人税特定個人情報ファイル

 ２．基本情報

 ①ファイルの種類　※

＜選択肢＞

[ システム用ファイル ]

2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ③対象となる本人の範囲　※ 各税法の規定により国税当局に提出される税務関係書類に個人番号を記載することとされている申告書提出者等

1） システム用ファイル
2） その他の電子ファイル（表計算ファイル等）

 ②対象となる本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 1,000万人以上 ]

[ ] 個人番号対応符号 [ ○ ] その他識別情報（内部番号）

2） 10項目以上50項目未満
3） 50項目以上100項目未満 4） 100項目以上

 主な記録項目　※

・識別情報

[ ○ ] 個人番号

 その必要性
内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現のため、納税者の申告内容を帳簿等で確認するなどの税務調査を実施す
る際に個人番号を利用するため。

 ④記録される項目

＜選択肢＞

[ 100項目以上 ] 1） 10項目未満

[ ] その他住民票関係情報

・業務関係情報

[ ○ ] 国税関係情報 [ ] 地方税関係情報

・連絡先等情報

[ ○ ] 5情報（氏名、氏名の振り仮名、性別、生年月日、住所） [ ○ ] 連絡先（電話番号等）

] 障害者福祉関係情報

[ ] 生活保護・社会福祉関係情報 [ ] 介護・高齢者福祉関係情報

[ ] 健康・医療関係情報

[ ] 医療保険関係情報 [ ] 児童福祉・子育て関係情報 [

 その妥当性
個人番号、５情報及びその他識別情報（内部番号）：対象者を正確に特定するために保有
５情報及び連絡先：対象者との連絡。各種通知書送付のために保有
国税関係情報：申告事績等の管理にために保有

 全ての記録項目 別添２を参照。

 ⑤保有開始日 令和8年7月1日

[ ] その他 （ ）

[ ] 学校・教育関係情報

[ ] 災害関係情報

[ ] 雇用・労働関係情報 [ ] 年金関係情報

 ⑥事務担当部署 法人課税課
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（
課税総括課、個人課税課、資産課税課、酒税課、消費税室、調
査課、査察課、管理運営課、徴収課、国税不服審判所

）

[ ] 行政機関・独立行政法人等 （ ）

 ３．特定個人情報の入手・使用

 ①入手元　※

[ ○ ] 本人又は本人の代理人

[ ○ ] 評価実施機関内の他部署

[ ] その他 （ ）

[ ] 民間事業者 （ ）

[ ] 地方公共団体・地方独立行政法人 （ ）

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。） [ ] フラッシュメモリ

[ ] 電子メール [ ] 専用線
 ②入手方法

[ ○ ] 紙 [

[ ○ ] その他 （

 ⑤本人への明示
国税通則法第124条等の国税関係法令に、税務関係書類に個人番号の記載を求める旨を規定することにより、国税当局
が個人番号を入手することが明示されている。

 ⑥使用目的　※
・内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現のため、法人税の賦課又は徴収に関する事務において、関連性のある法
人の管理が正確かつ効率的にできるよう、個人番号を利用する。
・地方公共団体からの照会に対して、国税に関する課税情報を回答する際に利用する。

 変更の妥当性 ―

インターネット回線（e-Taxによる受付） ）

 ③入手の時期・頻度

【本人又は本人の代理人からの入手】
　租税に関する法律に基づく調査の際に、必要に応じて入手する。
【評価実施機関内の他部署】
　年２回（１月及び６月）

 ④入手に係る妥当性

【本人又は本人の代理人からの入手】
　番号法第９条、同法別表第38号及び主務省令第30条第18号により、個人番号は法人税の賦課又は徴収に関する事務
のために取得及び利用することができる。
【評価実施機関内の他部署】
　番号法第９条、同法別表第38号及び主務省令第30条第18号により、個人番号は法人税の賦課又は徴収に関する事務
のために取得及び利用することができる。

[ ○ ] 庁内連携システム

[ ] 情報提供ネットワークシステム

 ⑧使用方法　※
法人税の賦課又は徴収に関する事務において、代表者等が同じであるなど、関連性のある法人をグループ法人として管理
する。

 情報の突合　※
特定の法人の代表者等が、別法人の代表者や役員となっている場合に、関連性のある法人として抽出。当該代表者等が
同一人物であるか否かについて、個人番号をキーに判定する。

 情報の統計分析
※

―

 権利利益に影響を
与え得る決定　※

―

2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満
5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ⑦使用の主体

 使用部署
※

企画課、課税総括課、個人課税課、資産課税課、法人課税課、酒税課、消費税室、審理室、査察課、調査課、管理運営課、徴収課、国際
業務課、相互協議室、税務大学校

 使用者数

＜選択肢＞

[ 1,000人以上 ] 1） 10人未満

 ⑨使用開始日 令和8年7月1日
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 ②取扱いを委託する特定個人
情報ファイルの範囲

＜選択肢＞

[ 特定個人情報ファイルの一部 ] 1） 特定個人情報ファイルの全体
2） 特定個人情報ファイルの一部

（ 1 ）　件

 委託事項1 税務データ分析及び分析結果の実用化に係る支援業務

 ①委託内容 税務データ分析及び分析結果の実用化に係る支援業務

 ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託

 委託の有無　※
[ 委託する ] ＜選択肢＞

1） 委託する 2） 委託しない

4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 対象となる本人の
範囲　※

各税法の規定により国税当局に提出される税務関係書類に個人番号を記載することとされている申告書提出者等

 その妥当性
内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現のため、納税者の申告内容等を分析することにより、課税・徴収の効率化・
高度化に取り組む必要がある。

 対象となる本人の
数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 1,000万人以上 ] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満

5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ ] 専用線 [ ] 電子メール

 ③委託先における取扱者数

＜選択肢＞

[ 10人以上50人未満 ] 1） 10人未満 2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満

 ⑤委託先名の確認方法 国税庁のホームページにて確認が可能。

 ⑥委託先名 国税庁のホームページに掲載する。

再
委
託

 ⑦再委託の有無　※

＜選択肢＞

[ 再委託する

[ ○ ] その他 （ 国税当局内の高性能パソコンに特定個人情報ファイルを格納する。 ）

[ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [ ] 紙

 ⑨再委託事項 税務データ分析及び分析結果の実用化に係る支援業務に関する個別分析テーマ

 委託事項2～5

] 1） 再委託する 2） 再委託しない

 ⑧再委託の許諾方法

契約によって、原則として再委託をしないこととしているが、あらかじめ書面により国税当局と協議し、承認を得た場合に限
り再委託を認める。
再委託先は、委託先と同様に国税当局が用意した高性能パソコンを利用して支援業務を行う。
国税当局は再委託先に対して、委託先と同等の基準により監督を行う。

 委託事項6～10

 委託事項11～15

 委託事項16～20
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[ ] 行っていない

 提供先1 地方公共団体

 ①法令上の根拠 番号法第19条第10号、地方税法第325条等

[ ] 移転を行っている （ ） 件

 ５．特定個人情報の提供・移転（委託に伴うものを除く。）

 提供・移転の有無
[ ○ ] 提供を行っている （ 1 ） 件

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

地方公共団体が指定した対象者

 ⑥提供方法

[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ○ ] 専用線

[

] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②提供先における用途 住民税の賦課決定・徴収

 ③提供する情報 法人税の決議書情報

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 1,000万人以上

 ⑦時期・頻度 地方公共団体から照会があった都度提供を行う。

 提供先2～5

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 提供先6～10

 提供先11～15

 提供先16～20

 移転先1

 ①法令上の根拠

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

 ⑥移転方法

[ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[

] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②移転先における用途

 ③移転する情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[

 ⑦時期・頻度

 移転先2～5

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 移転先6～10

 移転先11～15

 移転先16～20
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 ６．特定個人情報の保管・消去

 ①保管場所　※

国税総合管理システム（ＫＳＫ２）では、オンプレミス環境及びクラウド環境のハイブリッド構成となるため、提出された特定
個人情報は、オンプレミス環境及び特定のクラウド環境に保管される。
ガバメントソリューションサービス（GSS）では、特定個人情報は、特定のクラウド環境に保管される。
ガバメントクラウドで特定個人情報を取り扱う場合、ガバメントクラウド上に保管される。
インターネットその他の外部ネットワークに接続しない高性能パソコンでは、特定個人情報はパソコン内に保管される。
各環境ごとの立入り・アクセス制限は以下のとおりである。
(1)オンプレミス環境における立入り・アクセス制限
・Ⅲ　７．⑤具体的な対策の内容(1)と同じ。
(2)クラウド環境における立入り・アクセス制限
・Ⅲ　７．⑤具体的な対策の内容(3)と同じ。

 ②保管期間

 期間

＜選択肢＞
1） 1年未満

 ③消去方法

国税総合管理システム（ＫＳＫ２）では、情報ごとに定められた保存期間を経過したデータについては、システムにより自動
的に消去する。
ガバメントソリューションサービス（GSS）、ガバメントクラウド及び高性能パソコンでは、情報ごとに定められた保存期間を経
過したデータについては、運用上の規程に従って消去する。

 ７．備考

・国税総合管理システム（ＫＳＫ２）の運用支援の委託を行う予定であるが、委託先のユーザ権限ではシステム内のファイルの内容にアクセスできない措置
を講じる。
・クラウドサービスの利用に当たっては、クラウドを提供する事業者はデータにはアクセスできない措置を講じる。

9） 20年以上
10） 定められていない

 その妥当性

「公文書等の管理に関する法律」（平成21年法律第66号）第10条第１項に基づき、国税庁における行政文書の管理につい
て必要な事項を定めた「国税庁行政文書管理規則」（平成23年国税庁訓令第１号）において、業務に係る行政文書の類型
ごとに、保存期間を定めている。

※　上記のとおり、国税庁においては、業務に係る行政文書の類型ごとに保存期間が異なるため、20年以上にチェックをし
ている。

2） 1年 3） 2年

[ 20年以上 ] 4） 3年 5） 4年 6） 5年
7） 6年以上10年未満 8） 10年以上20年未満
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 （別添２） 特定個人情報ファイル記録項目

一事案基本情報、海外取引情報、海外取引調査情報、海外進出投資形態情報、海外増減差所得情報、階層別局管理情報、管理差額説明
情報、管理徴収決定情報、業種別管理情報、局選定基準情報、局別照会文情報、局別着眼点情報、局別分析情報、景況分析、決議処理
情報、決議書情報、個別管理資料受払情報、支店所得調査情報、支店情報、事業年度別概況書情報、事業年度別情報、質的判定情報、
実質経営者情報、実地調査事績情報、署別局管理情報、消費税主要科目、消費法人対比情報、照会文書情報、申告書情報、地方税申告
書情報、申告参考事項情報、申告抽出結果情報、税理士関与情報、税理士情報、選定基準結果、組合団体等情報、増減差合計情報、増
減差所得情報、増減差税額情報、損益分岐点分析、代表者家族情報、代表者配偶者情報、着眼点分析、中間申告書情報、地方税中間申
告書情報、調査課法人情報、実態指導事績情報、行政指導事績情報、特定項目情報、特定地域情報、表敬情報、不正発見事績情報、不
正発見分析項目情報、不正発見簿外金融資産情報、分析基本情報、分析比率、補完調査情報、法人会等加入情報、法人付随情報、法人
申請情報、法人電子申告特例申請書情報、法人税決算書、調査課還付保留対象者情報、法人税主要科目、法人特別税決議情報、法人特
別税申告情報、法人付随履歴情報、未納滞納情報、役員退職給与情報、優良申告法人候補者情報、電子デ－タ申請情報、別表セット要否
区分情報、収支報告名簿情報、収支報告事績情報、局別相関情報、相関分析情報、特定信託情報、特定信託履歴情報、特定信託計算期
間情報、特定信託申告書情報、特定信託決議書情報、特定信託中間申告情報、合併適格情報、認定ＮＰＯ法人名簿情報、認定ＮＰＯ法人
事績情報、連結グル－プ情報、連結申請情報、連結電子申告特例申請書情報、連結事業年度別情報、連結申告書情報、連結地方税申告
書情報、個別帰属明細情報(連結)、連結中間申告情報、連結地方税中間申告情報、連結情報照会権限情報、個別帰属調査日数内訳情
報、連結調整額情報、連結決議書情報、連結地方税決議書情報、連結増減差情報、連結決議書付加情報、連結地方税決議書付加情報、
連結決議処理情報、連結地方税決議処理情報、連結一事案基本情報、連結増減差合計情報、連結租特管理情報、連結租特明細情報、連
結申告抽出結果情報、受託者情報、受託法人情報、引継履歴情報、特定受益証券発行信託情報、特定受益証券発行信託計算期間情報、
分割法人情報、分割承継法人情報、法人税電子申告管理情報、返戻事績、特定信託電子申告管理情報、書面添付事績情報、役員情報、
特殊関係者情報、租特管理情報、租特明細情報、復興税申告書情報、復興税一事案基本情報、復興税決議書情報、復興税決議処理情
報、収受事績情報、管理対象書類情報、グループ管理情報、構成員情報、合併情報、異動申告連絡情報、納税者管理情報、転出異動事績
情報、電子異動申請引継、分割法人一覧情報、分割情報照会用情報、電子異動申請添付資料情報、届出書等排他管理情報、異動用中間
情報、届出情報連絡情報、構成員局還元用関係者情報、法人付番連絡情報、論理削除構成員情報、みなし承認法人情報、整理簿管理情
報、申請抽出情報、災害対象法人情報、電子災害延長対象法人情報、同族管理簿抽出情報、グル－プ番号管理情報、連結グループ番号
管理情報、同族管理簿海外関係者情報、申告事績データ情報、適用額明細更新データ情報、還付留保法人情報、地方税還付留保法人情
報、局調査課申告引継情報、確定申告書等抽出情報、予定申告書等抽出情報、法人課税関係会社情報、法人課税基本項目異動履歴情
報、法人課税構成員単位情報、申告書等引継データ還元情報、電子申告等帳票情報、課税調書情報、法人税局調査課決議中間情報、文
書発送件名簿作成中間情報、決議更新中間情報、特別税更新中間情報、事績書更新中間情報、決議管理連絡件数情報、決議解除前情
報、文書発送簿情報、地方税決議管理連絡情報、地方税決議解除前情報、報告書作成中情報、海外中間増減差情報、無所得決定対象法
人情報、返戻事績更新情報、青色申告取消対象情報、無申告法人処理状況情報、調査省略基本情報中間情報、調査省略事案情報中間
情報、復興税調査省略事案情報、分析科目情報、分析表収集情報、個別所得情報、概況書外部穿孔情報、事業概況書未登録情報、料調
引継支店情報、部門別選定状況情報、選定回数採番情報、選定済情報、選定法人抽出情報、絞り込み情報、金融機関情報、書面通知事
業年度情報、利用権限判定情報、選定排他管理情報、調査必要度情報、粗選定一覧表設定情報、書面添付事績更新情報、照会文面情
報、書面照会抽出法人情報、書面照会個別文書中間情報、個別管理資料付番情報、資料情報件数情報、未把握法人情報、特定資料情
報、特定人格情報、一般資料せん件数情報、店舗基本情報中間情報、決議書発議中情報、直前処理金額情報、地方税直前処理金額情
報、決議書算出用調査額情報、加算税計算情報、地方税加算税計算情報、加算税通知書情報、地方税加算税通知書情報、更正通知書情
報、地方税更正通知書情報、訂正決議情報、決議排他管理情報、調査対象期間設定情報、更正等非該当返戻通知書情報、質的区分一括
判定処理情報、法人管理排他管理情報、株主・役員未入力情報、ＮＰＯ法人情報、印紙税調査事績情報、特定信託異動更新情報、特定信
託申告更新情報、特定信託調査課申告引継情報、特定信託決議更新情報、復興税申告事績更新情報、復興税還付保留法人情報、復興
税発議中情報、復興税直前処理金額情報、復興税加算税通知書情報、復興税加算税計算情報、復興税決議更新中間情報、復興税決議
管理連絡件数情報、復興税決議解除前情報、連結適用申請中間情報、連結申告事績更新情報、連結適用額明細更新情報、連結還付留
保法人情報、連結地方税還付留保法人情報、個別帰属明細事績更新情報、電子申告等帳票情報（連結）、連結決議書発議中情報、連結
決議退避情報、連結直前処理金額情報、連結地方税直前処理金額情報、連結決議書算出用調査額情報、連結加算税計算情報、連結地
方税加算税計算情報、連結加算税通知書情報、連結地方税加算税通知書情報、連結更正通知書情報、連結地方税更正通知書情報、連
結決議排他管理情報、連結部門排他管理情報、連結決議更新中間情報、連結決議解除前情報、連結地方税決議解除前情報、連結決議
管理連絡情報、連結決議書作成納税者情報、連結調査省略情報、グループ内異動履歴局検索情報、グループ子法人履歴情報、連結文書
発送簿情報
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Ⅱ　特定個人情報ファイルの概要
 １．特定個人情報ファイル名

(13)消費税特定個人情報ファイル

 ２．基本情報

 ①ファイルの種類　※

＜選択肢＞

[ システム用ファイル ]

2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ③対象となる本人の範囲　※ 消費税法等の規定により国税当局に提出される税務関係書類に個人番号を記載することとされている申告書提出者等。

1） システム用ファイル
2） その他の電子ファイル（表計算ファイル等）

 ②対象となる本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 1,000万人以上 ]

[ ] 個人番号対応符号 [ ○ ] その他識別情報（内部番号）

2） 10項目以上50項目未満
3） 50項目以上100項目未満 4） 100項目以上

 主な記録項目　※

・識別情報

[ ○ ] 個人番号

 その必要性
内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現のため、納税者の申告内容を帳簿等で確認するなどの税務調査を実施す
る際に、個人番号を利用するため。

 ④記録される項目

＜選択肢＞

[ 100項目以上 ] 1） 10項目未満

[ ] その他住民票関係情報

・業務関係情報

[ ○ ] 国税関係情報 [ ] 地方税関係情報

・連絡先等情報

[ ○ ] 5情報（氏名、氏名の振り仮名、性別、生年月日、住所） [ ○ ] 連絡先（電話番号等）

] 障害者福祉関係情報

[ ] 生活保護・社会福祉関係情報 [ ] 介護・高齢者福祉関係情報

[ ] 健康・医療関係情報

[ ] 医療保険関係情報 [ ] 児童福祉・子育て関係情報 [

 その妥当性
個人番号、５情報及びその他識別情報（内部番号）：対象者を正確に特定するために保有
５情報及び連絡先：対象者との連絡、各種通知書送付のため保有
国税関係情報：申告事績等の管理のために保有

 全ての記録項目 別添２を参照。

 ⑤保有開始日 令和8年7月1日

[ ] その他 （ ）

[ ] 学校・教育関係情報

[ ] 災害関係情報

[ ] 雇用・労働関係情報 [ ] 年金関係情報

 ⑥事務担当部署 個人課税課、法人課税課、消費税室
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（
課税総括課、資産課税課、酒税課、調査課、査察課、管
理運営課、徴収課、国税不服審判所

）

[ ] 行政機関・独立行政法人等 （ ）

 ３．特定個人情報の入手・使用

 ①入手元　※

[ ○ ] 本人又は本人の代理人

[ ○ ] 評価実施機関内の他部署

[ ] その他 （ ）

[ ] 民間事業者 （ ）

[ ] 地方公共団体・地方独立行政法人 （ ）

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。） [ ] フラッシュメモリ

[ ] 電子メール [ ] 専用線
 ②入手方法

[ ○ ] 紙 [

[ ○ ] その他 （

 ⑤本人への明示
国税通則法第124条等の国税関係法令に、税務関係書類に個人番号の記載を求める旨を規定することにより、国税当局
が個人番号を入手することが明示されている。

 ⑥使用目的　※
消費税等の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現のため、納税申告書と資料情報等の突合が正確かつ効率的にできるよ
う、個人番号を利用する。

 変更の妥当性 ―

インターネット回線（e-Taxによる受付） ）

 ③入手の時期・頻度

個人番号が記載された納税申告書、各種申請・届出書を受付（収受）することにより特定個人情報を入手するが、その提出
時期については、消費税法第45条第１項、租税特別措置法第86条の４等の各税法に規定されているところである。
例えば、
消費税等の申告書については、３月31日まで
などとされている。

 ④入手に係る妥当性
・申告納税制度であるため、本人から入手を行っている。その措置として、国税通則法第124条等の国税関係法令に、税務
関係書類に個人番号の記載を求める旨が規定されている。
・納税者等の利便性の向上のために書面だけでなく、インターネット回線（e-Taxによる受付）による提出も認めている。

[ ○ ] 庁内連携システム

[ ] 情報提供ネットワークシステム

 ⑧使用方法　※

Ⅰ消費税等に係る課税標準又は税額の決定に関する事務
　・納税者から提出された申告書に基づき、課税標準・税額の決定を行う。
　・加算税の賦課決定を行う。
Ⅱ消費税等の課税標準の調査に関する事務
　・調査対象の選定を行う。
　・税務調査を行う対象者の申告内容の確認を行う。

 情報の突合　※
納税申告書に記載された情報と資料情報との突合を行い、課税標準や税額等の計算が消費税法等の規定に従っている
か確認する。

 情報の統計分析
※

・データベースに蓄積された消費税等の申告内容や各種資料情報を基に、業種・業態・事業規模といった観点から分析し
て、調査対象の選定を行う。
・受付件数などを統計処理している。

 権利利益に影響を
与え得る決定　※

納税申告書に記載された課税標準や税額等の計算が消費税法等の国税関係法律の規定に従っていなかった場合には、
更正又は加算税の賦課決定を行う。

2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満
5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ⑦使用の主体

 使用部署
※

企画課、課税総括課、個人課税課、資産課税課、法人課税課、酒税課、消費税室、審理室、調査課、査察課、管理運営
課、徴収課、国際業務課、税務大学校

 使用者数

＜選択肢＞

[ 1,000人以上 ] 1） 10人未満

 ⑨使用開始日 令和8年7月1日
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 ②取扱いを委託する特定個人
情報ファイルの範囲

＜選択肢＞

[ 特定個人情報ファイルの一部 ] 1） 特定個人情報ファイルの全体
2） 特定個人情報ファイルの一部

（ 1 ）　件

 委託事項1 税務データ分析及び分析結果の実用化に係る支援業務

 ①委託内容 税務データ分析及び分析結果の実用化に係る支援業務

 ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託

 委託の有無　※
[ 委託する ] ＜選択肢＞

1） 委託する 2） 委託しない

4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 対象となる本人の
範囲　※

消費税法等の規定により国税当局に提出される税務関係書類に個人番号を記載することとされている申告書提出者等。

 その妥当性
内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現のため、納税者の申告内容等を分析することにより、課税・徴収の効率化・
高度化に取り組む必要がある。

 対象となる本人の
数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 1,000万人以上 ] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満

5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ ] 専用線 [ ] 電子メール

 ③委託先における取扱者数

＜選択肢＞

[ 10人以上50人未満 ] 1） 10人未満 2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満

 ⑤委託先名の確認方法 国税庁のホームページにて確認が可能。

 ⑥委託先名 国税庁のホームページに掲載する。

再
委
託

 ⑦再委託の有無　※

＜選択肢＞

[ 再委託する

[ ○ ] その他 （ 国税当局内の高性能パソコンに特定個人情報ファイルを格納する。 ）

[ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [ ] 紙

 ⑨再委託事項 税務データ分析及び分析結果の実用化に係る支援業務に関する個別分析テーマ

 委託事項2～5

] 1） 再委託する 2） 再委託しない

 ⑧再委託の許諾方法

契約によって、原則として再委託をしないこととしているが、あらかじめ書面により国税当局と協議し、承認を得た場合に限
り再委託を認める。
再委託先は、委託先と同様に国税当局が用意した高性能パソコンを利用して支援業務を行う。
国税当局は再委託先に対して、委託先と同等の基準により監督を行う。

 委託事項6～10

 委託事項11～15

 委託事項16～20
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[ ○ ] 行っていない

 提供先1

 ①法令上の根拠

[ ] 移転を行っている （ ） 件

 ５．特定個人情報の提供・移転（委託に伴うものを除く。）

 提供・移転の有無
[ ] 提供を行っている （ ） 件

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

 ⑥提供方法

[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

[

] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②提供先における用途

 ③提供する情報

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[

 ⑦時期・頻度

 提供先2～5

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 提供先6～10

 提供先11～15

 提供先16～20

 移転先1

 ①法令上の根拠

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

 ⑥移転方法

[ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[

] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②移転先における用途

 ③移転する情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[

 ⑦時期・頻度

 移転先2～5

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 移転先6～10

 移転先11～15

 移転先16～20
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 ６．特定個人情報の保管・消去

 ①保管場所　※

国税総合管理システム（ＫＳＫ２）では、オンプレミス環境及びクラウド環境のハイブリッド構成となるため、提出された特定
個人情報は、オンプレミス環境及び特定のクラウド環境に保管される。
ガバメントソリューションサービス（GSS）では、特定個人情報は、特定のクラウド環境に保管される。
ガバメントクラウドで特定個人情報を取り扱う場合、ガバメントクラウド上に保管される。
インターネットその他の外部ネットワークに接続しない高性能パソコンでは、特定個人情報はパソコン内に保管される。
各環境ごとの立入り・アクセス制限は以下のとおりである。
(1)オンプレミス環境における立入り・アクセス制限
・Ⅲ　７．⑤具体的な対策の内容(1)と同じ。
(2)クラウド環境における立入り・アクセス制限
・Ⅲ　７．⑤具体的な対策の内容(3)と同じ。

 ②保管期間

 期間

＜選択肢＞
1） 1年未満

 ③消去方法

国税総合管理システム（ＫＳＫ２）では、情報ごとに定められた保存期間を経過したデータについては、システムにより自動
的に消去する。
ガバメントソリューションサービス（GSS）、ガバメントクラウド及び高性能パソコンでは、情報ごとに定められた保存期間を経
過したデータについては、運用上の規程に従って消去する。

 ７．備考

・国税総合管理システム（ＫＳＫ２）の運用支援の委託を行う予定であるが、委託先のユーザ権限ではシステム内のファイルの内容にアクセスできない措置
を講じる。
・クラウドサービスの利用に当たっては、クラウドを提供する事業者はデータにはアクセスできない措置を講じる。

9） 20年以上
10） 定められていない

 その妥当性

「公文書等の管理に関する法律」（平成21年法律第66号）第10条第１項に基づき、国税庁における行政文書の管理につい
て必要な事項を定めた「国税庁行政文書管理規則」（平成23年国税庁訓令第１号）において、業務に係る行政文書の類型
ごとに、保存期間を定めている。

※　上記のとおり、国税庁においては、業務に係る行政文書の類型ごとに保存期間が異なるため、20年以上にチェックをし
ている。

2） 1年 3） 2年

[ 20年以上 ] 4） 3年 5） 4年 6） 5年
7） 6年以上10年未満 8） 10年以上20年未満
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 （別添２） 特定個人情報ファイル記録項目

基礎番号付番情報、不正還付者情報、不正還付関係者情報、不正還付者グループ情報、適格事業者履歴情報、インボイス利用資格情報、
法見込み課税事業者情報、法消費届出履歴情報、法消費申告・決議事績情報、法調査処理状態情報、法加算税事績情報、法非違内訳情
報、法中間申告事績情報、法消費調査事績情報、法消費調査事績非違内訳情報、合併消費申告・決議事績情報、合併調査処理状態情
報、合併加算税事績情報、合併非違内訳情報、合併中間申告事績情報、合併消費調査事績情報、合併消費調査事績非違内訳情報、法課
税期間口座情報、合併課税期間口座情報、法消費分割情報、法電子申告管理情報、法消費連結情報、法登録国外事業者情報、法高額特
定資産届出情報、法輸出物品販売場事績情報、個見込み課税事業者情報、個消費届出履歴情報、個消費申告・決議事績情報、個調査処
理状態情報、個加算税事績情報、個非違内訳情報、個中間申告事績情報、個消費調査事績情報、個消費調査事績非違内訳情報、取消消
費申告事績情報、個課税期間口座情報、個加算税・不適用情報、個番号照会情報、個登録国外事業者情報、個高額特定資産届出情報、
個輸出物品販売場事績情報、個届出書中間情報、個適格処理対象連絡せん情報、個届出入力情報、個課税期間口座更新履歴情報、個課
税期間作成有無情報、併合転出入退避情報、転出入退避情報、個新規見込み抽出情報、個免税対象者情報、送付者名簿等作成情報、個
債権系引継情報、個還付対象者情報、個還付留保条件情報、個誤り連絡せん情報、消費税訂正削除、個徴収決定集計票情報、取消中間
事績情報、個還付情報、個台帳番号付番情報、個台帳番号管理情報、個入力状況情報、個還付留保、個還付解除、個イメージ訂正対象
者、個台帳番号管理・索引簿情報、個会計検査院対象者情報、個番号照会個別情報、個番号確認票情報、誤り連絡せん作成者名簿情報、
個発議調査処理状態情報、個発議決議事績情報、個発議更正等通知書情報、個発議賦課決定通知書情報、個発議非違内訳情報、個発議
出力対象確認情報、個発議理由情報、個不徴収決議入力情報、個住民票照会情報、法届出書中間情報、消費中間申告更新履歴情報、法
課税期間口座更新履歴情報、合併課税期間口座更新履歴情報、法登録国外事業者採番情報、法見込み抽出情報、法免税対象者情報、法
債権系引継情報、法還付対象者情報、法要更正連絡せん情報、法管理部門連絡せん情報、電子申告等帳票情報、法調査課引継情報、法
管理連絡件数表情報、法発議調査処理状態情報、法発議決議事績情報、法発議更正等通知書情報、法発議賦課決定通知書情報、法発議
非違内訳情報、法解除前情報、消費税無申告法人抽出情報、適格請求書情報、適格事業者情報、適格決裁状態管理情報、輸販電子申請
等受信情報
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Ⅱ　特定個人情報ファイルの概要
 １．特定個人情報ファイル名

(14)査察特定個人情報ファイル

 ２．基本情報

 ①ファイルの種類　※

＜選択肢＞

[ システム用ファイル ]

2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ③対象となる本人の範囲　※ 各税法の規定により国税当局に提出される税務関係書類に個人番号を記載することとされている申告書提出者等。

1） システム用ファイル
2） その他の電子ファイル（表計算ファイル等）

 ②対象となる本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 1,000万人以上 ]

[ ] 個人番号対応符号 [ ○ ] その他識別情報（内部番号）

2） 10項目以上50項目未満
3） 50項目以上100項目未満 4） 100項目以上

 主な記録項目　※

・識別情報

[ ○ ] 個人番号

 その必要性 犯則事件の真相を明らかにし、国税に関する刑罰法令を適正かつ迅速に適用するため。

 ④記録される項目

＜選択肢＞

[ 100項目以上 ] 1） 10項目未満

[ ] その他住民票関係情報

・業務関係情報

[ ○ ] 国税関係情報 [ ] 地方税関係情報

・連絡先等情報

[ ○ ] 5情報（氏名、氏名の振り仮名、性別、生年月日、住所） [ ○ ] 連絡先（電話番号等）

] 障害者福祉関係情報

[ ] 生活保護・社会福祉関係情報 [ ] 介護・高齢者福祉関係情報

[ ] 健康・医療関係情報

[ ] 医療保険関係情報 [ ] 児童福祉・子育て関係情報 [

 その妥当性
個人番号、５情報及びその他識別情報（内部番号）：対象者を正確に特定するために保有
５情報及び連絡先：対象者との連絡のために保有
国税関係情報：国税犯則事件等の管理のために保有

 全ての記録項目 別添２を参照。

 ⑤保有開始日 令和8年7月1日

[ ] その他 （ ）

[ ] 学校・教育関係情報

[ ] 災害関係情報

[ ] 雇用・労働関係情報 [ ] 年金関係情報

 ⑥事務担当部署 査察課

93



（
課税総括課、個人課税課、資産課税課、法人課税課、消費税
室、管理運営課

）

[ ] 行政機関・独立行政法人等 （ ）

 ３．特定個人情報の入手・使用

 ①入手元　※

[ ] 本人又は本人の代理人

[ ○ ] 評価実施機関内の他部署

[ ] その他 （ ）

[ ] 民間事業者 （ ）

[ ] 地方公共団体・地方独立行政法人 （ ）

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。） [ ] フラッシュメモリ

[ ] 電子メール [ ] 専用線
 ②入手方法

[ ] 紙 [

[ ] その他 （

 ⑤本人への明示
国税通則法第124条等の国税関係法令に、税務関係書類に個人番号の記載を求める旨を規定することにより、国税当局が
個人番号を入手することが明示されている。

 ⑥使用目的　※
犯則事件の真相を明らかにし、国税に関する刑罰法令を適正に適用するために、申告内容などの事実関係を検証する目
的で使用する。

 変更の妥当性 －

）

 ③入手の時期・頻度 月次及び年次

 ④入手に係る妥当性
番号法第９条、同法別表第38号及び主務省令第30条により、個人番号は犯則事件の調査に関する事務のために取得及び
利用することができる。

[ ○ ] 庁内連携システム

[ ] 情報提供ネットワークシステム

 ⑧使用方法　※ 国税犯則事件の調査に係る事務

 情報の突合　※
国税に関する刑罰法令を適正に適用するために、申告内容などの事実関係を検証する際、例えば、提出された申告書に記
載された情報と特定個人情報ファイルに記録されている情報を突合する場合がある。

 情報の統計分析
※

―

 権利利益に影響を
与え得る決定　※

租税に関する法律に基づく犯則があると思料された場合には、検察官に告発する。

2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満
5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ⑦使用の主体

 使用部署
※

査察課

 使用者数

＜選択肢＞

[ 1,000人以上 ] 1） 10人未満

 ⑨使用開始日 令和8年7月1日
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 ②取扱いを委託する特定個人
情報ファイルの範囲

＜選択肢＞

[ ] 1） 特定個人情報ファイルの全体
2） 特定個人情報ファイルの一部

（ ）　件

 委託事項1

 ①委託内容

 ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託

 委託の有無　※
[ 委託しない ] ＜選択肢＞

1） 委託する 2） 委託しない

4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 対象となる本人の
範囲　※

 その妥当性

 対象となる本人の
数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ ] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満

5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ ] 専用線 [ ] 電子メール

 ③委託先における取扱者数

＜選択肢＞

[ ] 1） 10人未満 2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満

 ⑤委託先名の確認方法

 ⑥委託先名

再
委
託

 ⑦再委託の有無　※

＜選択肢＞

[

[ ] その他 （ ）

[ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [ ] 紙

 ⑨再委託事項

 委託事項2～5

] 1） 再委託する 2） 再委託しない

 ⑧再委託の許諾方法

 委託事項6～10

 委託事項11～15

 委託事項16～20
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[ ○ ] 行っていない

 提供先1

 ①法令上の根拠

[ ] 移転を行っている （ ） 件

 ５．特定個人情報の提供・移転（委託に伴うものを除く。）

 提供・移転の有無
[ ] 提供を行っている （ ） 件

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

 ⑥提供方法

[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

[

] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②提供先における用途

 ③提供する情報

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[

 ⑦時期・頻度

 提供先2～5

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 提供先6～10

 提供先11～15

 提供先16～20

 移転先1

 ①法令上の根拠

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

 ⑥移転方法

[ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[

] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②移転先における用途

 ③移転する情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[

 ⑦時期・頻度

 移転先2～5

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 移転先6～10

 移転先11～15

 移転先16～20
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 ６．特定個人情報の保管・消去

 ①保管場所　※

国税総合管理システム（ＫＳＫ２）では、オンプレミス環境及びクラウド環境のハイブリッド構成となるため、提出された特定個
人情報は、オンプレミス環境及び特定のクラウド環境に保管される。
ガバメントソリューションサービス（GSS）では、特定個人情報は、特定のクラウド環境に保管される。
ガバメントクラウドで特定個人情報を取り扱う場合、ガバメントクラウド上に保管される。
インターネットその他の外部ネットワークに接続しない高性能パソコンでは、特定個人情報はパソコン内に保管される。
各環境ごとの立入り・アクセス制限は以下のとおりである。
(1)オンプレミス環境における立入り・アクセス制限
・Ⅲ　７．⑤具体的な対策の内容(1)と同じ。
(2)クラウド環境における立入り・アクセス制限
・Ⅲ　７．⑤具体的な対策の内容(3)と同じ。

 ②保管期間

 期間

＜選択肢＞
1） 1年未満

 ③消去方法

国税総合管理システム（ＫＳＫ２）では、情報ごとに定められた保存期間を経過したデータについては、システムにより自動
的に消去する。
ガバメントソリューションサービス（GSS）、ガバメントクラウド及び高性能パソコンでは、情報ごとに定められた保存期間を経
過したデータについては、運用上の規程に従って消去する。

 ７．備考

・国税総合管理システム（ＫＳＫ２）の運用支援の委託を行う予定であるが、委託先のユーザ権限ではシステム内のファイルの内容にアクセスできない措置
を講じる。
・クラウドサービスの利用に当たっては、クラウドを提供する事業者はデータにはアクセスできない措置を講じる。

9） 20年以上
10） 定められていない

 その妥当性

「公文書等の管理に関する法律」（平成21年法律第66号）第10条第１項に基づき、国税庁における行政文書の管理につい
て必要な事項を定めた「国税庁行政文書管理規則」（平成23年国税庁訓令第１号）において、業務に係る行政文書の類型
ごとに、保存期間を定めている。
※　上記のとおり、国税庁においては、業務に係る行政文書の類型ごとに保存期間が異なるため、20年以上にチェックをし
ている。

2） 1年 3） 2年

[ 20年以上 ] 4） 3年 5） 4年 6） 5年
7） 6年以上10年未満 8） 10年以上20年未満
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 （別添２） 特定個人情報ファイル記録項目

仮登録資料せん情報、漢字情報、検索情報、本登録資料せん情報、情報提供資料せん補完情報、資料せん他局引継ぎ管理情報、収集事
績管理情報、大代表資料更新管理、調査対象者、基礎資料せん情報、整理番号発番、収受先管理表、本支店情報、復元本登録資料せん
情報、復元漢字情報、復元情報提供資料せん補完情報
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Ⅱ　特定個人情報ファイルの概要
 １．特定個人情報ファイル名

(15)不服申立て・訴訟・事前照会・外国公館等免税指定店舗関係特定個人情報ファイル

 ２．基本情報

 ①ファイルの種類　※

＜選択肢＞

[ システム用ファイル ]

2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ③対象となる本人の範囲　※ 各税法の規定により国税当局に提出される税務関係書類に個人番号を記載することとされている申請・届出書提出者等。

1） システム用ファイル
2） その他の電子ファイル（表計算ファイル等）

 ②対象となる本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 1万人未満 ]

[ ] 個人番号対応符号 [ ○ ] その他識別情報（内部番号）

2） 10項目以上50項目未満
3） 50項目以上100項目未満 4） 100項目以上

 主な記録項目　※

・識別情報

[ ○ ] 個人番号

 その必要性 内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現のため、納税者の情報を管理等するために、個人番号を利用する。

 ④記録される項目

＜選択肢＞

[ 100項目以上 ] 1） 10項目未満

[ ] その他住民票関係情報

・業務関係情報

[ ○ ] 国税関係情報 [ ] 地方税関係情報

・連絡先等情報

[ ○ ] 5情報（氏名、氏名の振り仮名、性別、生年月日、住所） [ ○ ] 連絡先（電話番号等）

] 障害者福祉関係情報

[ ] 生活保護・社会福祉関係情報 [ ] 介護・高齢者福祉関係情報

[ ] 健康・医療関係情報

[ ] 医療保険関係情報 [ ] 児童福祉・子育て関係情報 [

 その妥当性
個人番号、５情報及びその他識別情報（内部番号）：対象者を正確に特定するために保有
５情報及び連絡先：対象者との連絡、各種通知書送付のために保有
国税関係情報：不服申立て、訴訟、事前照会及び外国公館等免税指定店舗に係る事務の管理等のために保有

 全ての記録項目 別添２を参照。

 ⑤保有開始日 令和8年7月1日

[ ] その他 （ ）

[ ] 学校・教育関係情報

[ ] 災害関係情報

[ ] 雇用・労働関係情報 [ ] 年金関係情報

 ⑥事務担当部署 審理室
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（ 次世代システムに入力済みの情報 ）

[ ] 行政機関・独立行政法人等 （ ）

 ３．特定個人情報の入手・使用

 ①入手元　※

[ ○ ] 本人又は本人の代理人

[ ○ ] 評価実施機関内の他部署

[ ] その他 （ ）

[ ] 民間事業者 （ ）

[ ] 地方公共団体・地方独立行政法人 （ ）

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。） [ ] フラッシュメモリ

[ ] 電子メール [ ] 専用線
 ②入手方法

[ ○ ] 紙 [

[ ○ ] その他 （

 ⑤本人への明示
国税通則法第124条等の国税関係法令に、税務関係書類に個人番号の記載を求める旨を規定することにより、国税当局
が個人番号を入手することが明示されている。

 ⑥使用目的　※
内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現のため、各種申請・届出書の管理等が正確かつ効率的にできるよう、個人
番号を利用する。

 変更の妥当性 ―

インターネット回線（e-Taxによる受付） ）

 ③入手の時期・頻度

【不服申立事務】
不服申立事案の発生の都度
【訴訟事務】
課税関係の訴訟事件の発生の都度
【事前照会関係事務】
事前照会事案の発生の都度
【外国公館等免税指定店舗管理事務】
免税指定店舗の指定等の都度

 ④入手に係る妥当性

・国税通則法第124条等の国税関係法令に、税務関係書類に個人番号の記載を求める旨が規定されている。
・納税者等の利便性の向上のために書面だけでなく、インターネット回線（e-Taxによる受付）による提出も認めている。
・番号法第９条、同法別表第38号及び主務省令第30条により、個人番号は税の賦課又は徴収に関する事務のために取得
及び利用することができる旨が規定されている。

[ ○ ] 庁内連携システム

[ ] 情報提供ネットワークシステム

 ⑧使用方法　※
・内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現のため、不服申立て、訴訟、事前照会及び外国公館等免税指定店舗に係
る事務の管理等が正確かつ効率的にできるよう、個人番号を利用する。

 情報の突合　※
各種申請・届出・推薦リストに記載された情報と他の情報との突合を行い、各種申請・届出書等の管理等が適法に行われ
ているか確認する。

 情報の統計分析
※

各種申請・届出の発生・処理件数等を統計処理している。

 権利利益に影響を
与え得る決定　※

―

2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満
5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ⑦使用の主体

 使用部署
※

企画課、課税総括課、資産課税課、法人課税課、個人課税課、審理室、酒税課、消費税室、調査課、徴収課、税務大学校

 使用者数

＜選択肢＞

[ 1,000人以上 ] 1） 10人未満

 ⑨使用開始日 令和8年7月1日
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 ②取扱いを委託する特定個人
情報ファイルの範囲

＜選択肢＞

[ 特定個人情報ファイルの一部 ] 1） 特定個人情報ファイルの全体
2） 特定個人情報ファイルの一部

（ 1 ）　件

 委託事項1 税務データ分析及び分析結果の実用化に係る支援業務

 ①委託内容 税務データ分析及び分析結果の実用化に係る支援業務

 ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託

 委託の有無　※
[ 委託する ] ＜選択肢＞

1） 委託する 2） 委託しない

4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 対象となる本人の
範囲　※

各税法の規定により国税当局に提出される税務関係書類に個人番号を記載することとされている申請・届出書提出者等。

 その妥当性
内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現のため、納税者の申告内容等を分析することにより、課税・徴収の効率化・
高度化に取り組む必要がある。

 対象となる本人の
数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 1万人未満 ] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満

5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ ] 専用線 [ ] 電子メール

 ③委託先における取扱者数

＜選択肢＞

[ 10人以上50人未満 ] 1） 10人未満 2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満

 ⑤委託先名の確認方法 国税庁のホームページにて確認が可能。

 ⑥委託先名 国税庁のホームページに掲載する。

再
委
託

 ⑦再委託の有無　※

＜選択肢＞

[ 再委託する

[ ○ ] その他 （ 国税当局内の高性能パソコンに特定個人情報ファイルを格納する。 ）

[ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [ ] 紙

 ⑨再委託事項 税務データ分析及び分析結果の実用化に係る支援業務に関する個別分析テーマ

 委託事項2～5

] 1） 再委託する 2） 再委託しない

 ⑧再委託の許諾方法

契約によって、原則として再委託をしないこととしているが、あらかじめ書面により国税当局と協議し、承認を得た場合に限
り再委託を認める。
再委託先は、委託先と同様に国税当局が用意した高性能パソコンを利用して支援業務を行う。
国税当局は再委託先に対して、委託先と同等の基準により監督を行う。

 委託事項6～10

 委託事項11～15

 委託事項16～20
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[ ○ ] 行っていない

 提供先1

 ①法令上の根拠

[ ] 移転を行っている （ ） 件

 ５．特定個人情報の提供・移転（委託に伴うものを除く。）

 提供・移転の有無
[ ] 提供を行っている （ ） 件

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

 ⑥提供方法

[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

[

] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②提供先における用途

 ③提供する情報

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[

 ⑦時期・頻度

 提供先2～5

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 提供先6～10

 提供先11～15

 提供先16～20

 移転先1

 ①法令上の根拠

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

 ⑥移転方法

[ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[

] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②移転先における用途

 ③移転する情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[

 ⑦時期・頻度

 移転先2～5

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 移転先6～10

 移転先11～15

 移転先16～20
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 ６．特定個人情報の保管・消去

 ①保管場所　※

国税総合管理システム（ＫＳＫ２）では、オンプレミス環境及びクラウド環境のハイブリッド構成となるため、提出された特定
個人情報は、オンプレミス環境及び特定のクラウド環境に保管される。
ガバメントソリューションサービス（GSS）では、特定個人情報は、特定のクラウド環境に保管される。
ガバメントクラウドで特定個人情報を取り扱う場合、ガバメントクラウド上に保管される。
インターネットその他の外部ネットワークに接続しない高性能パソコンでは、特定個人情報はパソコン内に保管される。
各環境ごとの立入り・アクセス制限は以下のとおりである。
(1)オンプレミス環境における立入り・アクセス制限
・Ⅲ　７．⑤具体的な対策の内容(1)と同じ。
(2)クラウド環境における立入り・アクセス制限
・Ⅲ　７．⑤具体的な対策の内容(3)と同じ。

 ②保管期間

 期間

＜選択肢＞
1） 1年未満

 ③消去方法

国税総合管理システム（ＫＳＫ２）では、情報ごとに定められた保存期間を経過したデータについては、システムにより自動
的に消去する。
ガバメントソリューションサービス（GSS）、ガバメントクラウド及び高性能パソコンでは、情報ごとに定められた保存期間を経
過したデータについては、運用上の規程に従って消去する。

 ７．備考

・国税総合管理システム（ＫＳＫ２）の運用支援の委託を行う予定であるが、委託先のユーザ権限ではシステム内のファイルの内容にアクセスできない措置
を講じる。
・クラウドサービスの利用に当たっては、クラウドを提供する事業者はデータにはアクセスできない措置を講じる。

9） 20年以上
10） 定められていない

 その妥当性

「公文書等の管理に関する法律」（平成21年法律第66号）第10条第１項に基づき、国税庁における行政文書の管理につい
て必要な事項を定めた「国税庁行政文書管理規則」（平成23年国税庁訓令第１号）において、業務に係る行政文書の類型
ごとに、保存期間を定めている。
※1　上記のとおり、国税庁においては、業務に係る行政文書の類型ごとに保存期間が異なるため、20年以上にチェックを
している（保存期間の例として、納税申告書は７年間、申請書は承認の効力が消滅等する日に係る特定日以後７年などとさ
れている）。

2） 1年 3） 2年

[ 20年以上 ] 4） 3年 5） 4年 6） 5年
7） 6年以上10年未満 8） 10年以上20年未満
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 （別添２） 特定個人情報ファイル記録項目

基本情報、対象処分(再調査)情報、経過情報、争点情報、口頭意見陳述情報、事案完結情報、取消情報、審査請求情報、対象処分(審査)
情報、同席審理情報、意見書情報、回答書情報、口頭意見陳述対応情報、申立情報、閲覧情報、税目情報、所管区分、本税等情報、加算
税情報、調査区分、青白区分、代理人資格情報、推計区分、原処分指導、更正理由、事案区分、特殊事案区分、根拠法、請求区分、意見
(釈明)書、申立種類区分、閲覧種類区分、物件情報区分、支援要請事案情報、訴訟事件情報、訴訟資料管理、事業者情報、指定店舗情
報、指定店舗履歴情報、事前照会事案情報、コードマスタ
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Ⅱ　特定個人情報ファイルの概要
 １．特定個人情報ファイル名

(16)徴収特定個人情報ファイル

 ２．基本情報

 ①ファイルの種類　※

＜選択肢＞

[ システム用ファイル ]

2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ③対象となる本人の範囲　※ 各税法の規定により国税当局へ提出する際に個人番号を記載することとされている税務関係書類を提出する者等。

1） システム用ファイル
2） その他の電子ファイル（表計算ファイル等）

 ②対象となる本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 1,000万人以上 ]

[ ] 個人番号対応符号 [ ○ ] その他識別情報（内部番号）

2） 10項目以上50項目未満
3） 50項目以上100項目未満 4） 100項目以上

 主な記録項目　※

・識別情報

[ ○ ] 個人番号

 その必要性 内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現のため、納税者の情報を管理するために、個人番号を利用する。

 ④記録される項目

＜選択肢＞

[ 100項目以上 ] 1） 10項目未満

[ ] その他住民票関係情報

・業務関係情報

[ ○ ] 国税関係情報 [ ] 地方税関係情報

・連絡先等情報

[ ○ ] 5情報（氏名、氏名の振り仮名、性別、生年月日、住所） [ ○ ] 連絡先（電話番号等）

] 障害者福祉関係情報

[ ] 生活保護・社会福祉関係情報 [ ] 介護・高齢者福祉関係情報

[ ] 健康・医療関係情報

[ ] 医療保険関係情報 [ ] 児童福祉・子育て関係情報 [

 その妥当性
個人番号、５情報及びその他識別情報（内部番号）：対象者を正確に特定するために保有
５情報及び連絡先：対象者との連絡、各種通知書送付のために保有
国税関係情報：滞納情報の管理のために保有

 全ての記録項目 別添２を参照。

 ⑤保有開始日 令和8年7月1日

[ ] その他 （ ）

[ ] 学校・教育関係情報

[ ] 災害関係情報

[ ] 雇用・労働関係情報 [ ] 年金関係情報

 ⑥事務担当部署 徴収課
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（ 管理運営課 ）

[ ] 行政機関・独立行政法人等 （ ）

 ３．特定個人情報の入手・使用

 ①入手元　※

[ ] 本人又は本人の代理人

[ ○ ] 評価実施機関内の他部署

[ ] その他 （ ）

[ ] 民間事業者 （ ）

[ ] 地方公共団体・地方独立行政法人 （ ）

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。） [ ] フラッシュメモリ

[ ] 電子メール [ ] 専用線
 ②入手方法

[ ] 紙 [

[ ] その他 （

 ⑤本人への明示
国税通則法第124条等の国税関係法令に、税務関係書類に個人番号の記載を求める旨を規定することにより、国税当局
が個人番号を入手することが明示されている。

 ⑥使用目的　※
・内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現のため、納税申告書と資料情報等の突合が正確かつ効率的にできるよ
う、個人番号を利用する。
・地方公共団体から照会を受けた対象者と国税当局で保有している納税者を照合する。

 変更の妥当性 ―

）

 ③入手の時期・頻度
【評価実施機関内の他部署】
新規の滞納者が発生する都度

 ④入手に係る妥当性
【評価実施機関内の他部署】
番号法第９条、同法別表第38号及び主務省令第30条により、個人番号は税の賦課又は徴収に関する事務のために取得
及び利用することができる。

[ ○ ] 庁内連携システム

[ ] 情報提供ネットワークシステム

 ⑧使用方法　※ ・滞納整理に関する事務を行う。

 情報の突合　※ ―

 情報の統計分析
※

データベースに蓄積された滞納者に対する滞納整理情報を基に、滞納整理状況などを統計処理している。

 権利利益に影響を
与え得る決定　※

滞納整理を行う。

2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満
5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ⑦使用の主体

 使用部署
※

企画課、課税総括課、個人課税課、資産課税課、法人課税課、酒税課、消費税室、審理室、査察課、調査課、管理運営
課、徴収課、国際業務課、税務大学校

 使用者数

＜選択肢＞

[ 1,000人以上 ] 1） 10人未満

 ⑨使用開始日 令和8年7月1日
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 ②取扱いを委託する特定個人
情報ファイルの範囲

＜選択肢＞

[ 特定個人情報ファイルの一部 ] 1） 特定個人情報ファイルの全体
2） 特定個人情報ファイルの一部

（ 1 ）　件

 委託事項1 税務データ分析及び分析結果の実用化に係る支援業務

 ①委託内容 税務データ分析及び分析結果の実用化に係る支援業務

 ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託

 委託の有無　※
[ 委託する ] ＜選択肢＞

1） 委託する 2） 委託しない

4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 対象となる本人の
範囲　※

各税法の規定により国税当局へ提出する際に個人番号を記載することとされている税務関係書類を提出する者等。

 その妥当性
内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現のため、納税者の申告内容等を分析することにより、課税・徴収の効率化・
高度化に取り組む必要がある。

 対象となる本人の
数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 1,000万人以上 ] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満

5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ ] 専用線 [ ] 電子メール

 ③委託先における取扱者数

＜選択肢＞

[ 10人以上50人未満 ] 1） 10人未満 2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満

 ⑤委託先名の確認方法 国税庁のホームページにて確認が可能。

 ⑥委託先名 国税庁のホームページに掲載する。

再
委
託

 ⑦再委託の有無　※

＜選択肢＞

[ 再委託する

[ ○ ] その他 （ 国税当局内の高性能パソコンに特定個人情報ファイルを格納する。 ）

[ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [ ] 紙

 ⑨再委託事項 税務データ分析及び分析結果の実用化に係る支援業務に関する個別分析テーマ

 委託事項2～5

] 1） 再委託する 2） 再委託しない

 ⑧再委託の許諾方法

契約によって、原則として再委託をしないこととしているが、あらかじめ書面により国税当局と協議し、承認を得た場合に限
り再委託を認める。
再委託先は、委託先と同様に国税当局が用意した高性能パソコンを利用して支援業務を行う。
国税当局は再委託先に対して、委託先と同等の基準により監督を行う。

 委託事項6～10

 委託事項11～15

 委託事項16～20
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[ ] 行っていない

 提供先1 地方公共団体

 ①法令上の根拠 番号法第19条第10号、地方税法第325条等

[ ] 移転を行っている （ ） 件

 ５．特定個人情報の提供・移転（委託に伴うものを除く。）

 提供・移転の有無
[ ○ ] 提供を行っている （ 1 ） 件

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

地方公共団体が指定した対象者

 ⑥提供方法

[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ○ ] 専用線

[

] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②提供先における用途 住民税の徴収

 ③提供する情報 滞納情報

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 1,000万人以上

 ⑦時期・頻度 地方公共団体から照会があった都度提供を行う。

 提供先2～5

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 提供先6～10

 提供先11～15

 提供先16～20

 移転先1

 ①法令上の根拠

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

 ⑥移転方法

[ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[

] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②移転先における用途

 ③移転する情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[

 ⑦時期・頻度

 移転先2～5

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 移転先6～10

 移転先11～15

 移転先16～20
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 ６．特定個人情報の保管・消去

 ①保管場所　※

国税総合管理システム（ＫＳＫ２）では、オンプレミス環境及びクラウド環境のハイブリッド構成となるため、提出された特定
個人情報は、オンプレミス環境及び特定のクラウド環境に保管される。
ガバメントソリューションサービス（GSS）では、特定個人情報は、特定のクラウド環境に保管される。
ガバメントクラウドで特定個人情報を取り扱う場合、ガバメントクラウド上に保管される。
インターネットその他の外部ネットワークに接続しない高性能パソコンでは、特定個人情報はパソコン内に保管される。
各環境ごとの立入り・アクセス制限は以下のとおりである。
(1)オンプレミス環境における立入り・アクセス制限
・Ⅲ　７．⑤具体的な対策の内容(1)と同じ。
(2)クラウド環境における立入り・アクセス制限
・Ⅲ　７．⑤具体的な対策の内容(3)と同じ。

 ②保管期間

 期間

＜選択肢＞
1） 1年未満

 ③消去方法

国税総合管理システム（ＫＳＫ２）では、情報ごとに定められた保存期間を経過したデータについては、システムにより自動
的に消去する。
ガバメントソリューションサービス（GSS）、ガバメントクラウド及び高性能パソコンでは、情報ごとに定められた保存期間を経
過したデータについては、運用上の規程に従って消去する。

 ７．備考

・国税総合管理システム（ＫＳＫ２）の運用支援の委託を行う予定であるが、委託先のユーザ権限ではシステム内のファイルの内容にアクセスできない措置
を講じる。
・クラウドサービスの利用に当たっては、クラウドを提供する事業者はデータにはアクセスできない措置を講じる。

9） 20年以上
10） 定められていない

 その妥当性

「公文書等の管理に関する法律」（平成21年法律第66号）第10条第１項に基づき、国税庁における行政文書の管理につい
て必要な事項を定めた「国税庁行政文書管理規則」（平成23年国税庁訓令第１号）において、業務に係る行政文書の類型
ごとに、保存期間を定めている。

※　上記のとおり、国税庁においては、業務に係る行政文書の類型ごとに保存期間が異なるため、20年以上にチェックをし
ている。

2） 1年 3） 2年

[ 20年以上 ] 4） 3年 5） 4年 6） 5年
7） 6年以上10年未満 8） 10年以上20年未満
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 （別添２） 特定個人情報ファイル記録項目

滞納者基本情報、関連滞納者情報、仮滞納者情報、質的区分設定情報、臨場準備情報、滞納整理事績、滞納者総合検索情報、延滞税シ
ミュレート計算情報、所轄庁変更情報、滞納処分の引継・引受情報、催告業務情報、照会文書、差押情報、評価換価情報、納税緩和措置情
報、帳票情報、従事・滞納整理事務実績、業務管理資料、特別施策情報、外部連携情報、集中電話催告情報
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Ⅱ　特定個人情報ファイルの概要
 １．特定個人情報ファイル名

(17)租税に関する法律に基づく調査（犯則事件の調査を除く。）により取得した特定個人情報ファイル

 ２．基本情報

 ①ファイルの種類　※

＜選択肢＞

[ その他の電子ファイル（表計算ファイル等） ]

2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ③対象となる本人の範囲　※
租税に関する法律の規定による質問・検査等の対象者及びその取引先の関係者。
※なお、上記「②対象となる本人の数」を空欄としているが、租税に関する法律に基づく調査により取得するファイルは調査
対象先が作成するものであるため、対象となる本人の数はあらかじめ特定できない。

1） システム用ファイル
2） その他の電子ファイル（表計算ファイル等）

 ②対象となる本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 1万人未満 ]

[ ] 個人番号対応符号 [ ○ ] その他識別情報（内部番号）

2） 10項目以上50項目未満
3） 50項目以上100項目未満 4） 100項目以上

 主な記録項目　※

・識別情報

[ ○ ] 個人番号

 その必要性
内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現のため、納税者の申告内容を帳簿等で確認するなどの税務調査や原処分
が適正であったかどうか判断するための調査・審理を実施する際に、個人番号を利用するため。

 ④記録される項目

＜選択肢＞

[ 10項目未満 ] 1） 10項目未満

[ ] その他住民票関係情報

・業務関係情報

[ ○ ] 国税関係情報 [ ] 地方税関係情報

・連絡先等情報

[ ○ ] 5情報（氏名、氏名の振り仮名、性別、生年月日、住所） [ ○ ] 連絡先（電話番号等）

] 障害者福祉関係情報

[ ] 生活保護・社会福祉関係情報 [ ] 介護・高齢者福祉関係情報

[ ] 健康・医療関係情報

[ ] 医療保険関係情報 [ ] 児童福祉・子育て関係情報 [

 その妥当性

内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現のため、納税者の申告内容を帳簿等で確認するなどの税務調査や原処分
が適正であったかどうか判断するための調査・審理を実施する際に、個人番号を利用する。
※なお、上記「④記録される項目」を空欄としているが、租税に関する法律に基づく調査により取得するファイルは調査対象
先が作成するものであるため、記録される項目の数をあらかじめ特定することはできない。

 全ての記録項目 別添２を参照。

 ⑤保有開始日 令和8年7月1日

[ ] その他 （ ）

[ ] 学校・教育関係情報

[ ] 災害関係情報

[ ] 雇用・労働関係情報 [ ] 年金関係情報

 ⑥事務担当部署
課税総括課、個人課税課、資産課税課、法人課税課、調査課、査察課、酒税課、消費税室、審理室、管理運営課、徴収
課、国税不服審判所
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（ ）

[ ] 行政機関・独立行政法人等 （ ）

 ３．特定個人情報の入手・使用

 ①入手元　※

[ ○ ] 本人又は本人の代理人

[ ] 評価実施機関内の他部署

[ ○ ] その他 （ 調査対象者の取引先等の関係者、法定調書提出義務者 ）

[ ] 民間事業者 （ ）

[ ] 地方公共団体・地方独立行政法人 （ ）

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。） [ ○ ] フラッシュメモリ

[ ○ ] 電子メール [ ] 専用線
 ②入手方法

[ ○ ] 紙 [ ○

[ ○ ] その他 （

 ⑤本人への明示

・国税通則法第74条の２（当該職員の所得税法等に関する調査に係る質問検査権）等の規定により、調査に係る質問及び
検査等を行うことができる旨が明示されている。
・また、番号法第19条第15号、番号法施行令第25条において、租税に関する法律の規定に基づく質問及び検査等の際に
特定個人情報の提供を受けることできる旨が明示されている。

 ⑥使用目的　※
内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現のため、納税者の申告内容を帳簿等で確認するなどの税務調査や原処分
が適正であったかどうか判断するため、調査・審理を実施する際に、個人番号を利用する。

 変更の妥当性 －

ファイル共有サービス ）

 ③入手の時期・頻度 租税に関する法律に基づく調査の際に、必要に応じて入手する。

 ④入手に係る妥当性 租税に関する法律に基づく調査の際に、個人番号が記載された税務関係書類の確認を行う必要がある。

[ ] 庁内連携システム

[ ] 情報提供ネットワークシステム

 ⑧使用方法　※
・納税申告書の記載内容との整合性の確認を行い、納税申告書の記載内容に誤りがあった場合には、修正申告の勧奨を
行い、修正申告に応じない場合には、更正又は賦課決定を行う。
・原処分が適正であったかどうか判断するため、調査・審理を行う。

 情報の突合　※
納税申告書に記載された情報との突合を行い、課税標準や税額等の計算が所得税法等の国税関係法律の規定に従って
いるか確認する。

 情報の統計分析
※

―

 権利利益に影響を
与え得る決定　※

・納税申告書の記載内容との整合性の確認を行い、納税申告書の記載内容に誤りがあった場合には、修正申告の勧奨を
行い、修正申告に応じない場合には、更正又は賦課決定を行う。
・原処分が適正であったかどうか判断するため、調査・審理を行い、その結果を裁決書謄本により審査請求人に通知する。

2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満
5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ⑦使用の主体

 使用部署
※

企画課、課税総括課、個人課税課、資産課税課、法人課税課、調査課、酒税課、消費税室、審理室、管理運営課、徴収
課、国税不服審判所、税務大学校

 使用者数

＜選択肢＞

[ 1,000人以上 ] 1） 10人未満

 ⑨使用開始日 令和8年7月1日
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 ②取扱いを委託する特定個人
情報ファイルの範囲

＜選択肢＞

[ ] 1） 特定個人情報ファイルの全体
2） 特定個人情報ファイルの一部

（ ）　件

 委託事項1

 ①委託内容

 ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託

 委託の有無　※
[ 委託しない ] ＜選択肢＞

1） 委託する 2） 委託しない

4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 対象となる本人の
範囲　※

 その妥当性

 対象となる本人の
数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ ] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満

5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ ] 専用線 [ ] 電子メール

 ③委託先における取扱者数

＜選択肢＞

[ ] 1） 10人未満 2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満

 ⑤委託先名の確認方法

 ⑥委託先名

再
委
託

 ⑦再委託の有無　※

＜選択肢＞

[

[ ] その他 （ ）

[ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [ ] 紙

 ⑨再委託事項

 委託事項2～5

] 1） 再委託する 2） 再委託しない

 ⑧再委託の許諾方法

 委託事項6～10

 委託事項11～15

 委託事項16～20
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[ ○ ] 行っていない

 提供先1

 ①法令上の根拠

[ ] 移転を行っている （ ） 件

 ５．特定個人情報の提供・移転（委託に伴うものを除く。）

 提供・移転の有無
[ ] 提供を行っている （ ） 件

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

 ⑥提供方法

[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

[

] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②提供先における用途

 ③提供する情報

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[

 ⑦時期・頻度

 提供先2～5

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 提供先6～10

 提供先11～15

 提供先16～20

 移転先1

 ①法令上の根拠

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

 ⑥移転方法

[ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[

] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②移転先における用途

 ③移転する情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[

 ⑦時期・頻度

 移転先2～5

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 移転先6～10

 移転先11～15

 移転先16～20
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 ６．特定個人情報の保管・消去

 ①保管場所　※

国税総合管理システム（ＫＳＫ２）では、オンプレミス環境及びクラウド環境のハイブリッド構成となるため、提出された特定
個人情報は、オンプレミス環境及び特定のクラウド環境に保管される。
各環境ごとの立入り・アクセス制限は以下のとおりである。
ガバメントソリューションサービス（GSS）では、特定個人情報は、特定のクラウド環境に保管される。
(1)オンプレミス環境における立入り・アクセス制限
・Ⅲ　７．⑤具体的な対策の内容(1)と同じ。
(2)クラウド環境における立入り・アクセス制限
・Ⅲ　７．⑤具体的な対策の内容(3)と同じ。

 ②保管期間

 期間

＜選択肢＞
1） 1年未満

 ③消去方法
入手した電子情報は調査が終了し、更正決定を行うなどした結果、調査・審理に必要がなくなったときに、調査担当職員が
手作業でパソコンからデータを消去する。また、情報の管理状況を確認するため、情報セキュリティ責任者等による点検を
定期的（年２回）に実施している。

 ７．備考

9） 20年以上
10） 定められていない

 その妥当性
入手した電子情報は調査対象者の税額決定等や原処分が適正であったかどうか判断するために使用するため、調査・審
理に必要な期間保管する。
※　上記のとおり、調査の期間により保存期間が異なるため、１年未満にチェックをしている。

2） 1年 3） 2年

[ 1年未満 ] 4） 3年 5） 4年 6） 5年
7） 6年以上10年未満 8） 10年以上20年未満
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Ⅱ　特定個人情報ファイルの概要
 １．特定個人情報ファイル名

(18)租税に関する法律に基づく犯則事件の調査により取得した特定個人情報ファイル

 ２．基本情報

 ①ファイルの種類　※

＜選択肢＞

[ その他の電子ファイル（表計算ファイル等） ]

2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ③対象となる本人の範囲　※
租税に関する法律に基づく犯則事件の調査の対象者及びその関係者
※なお、上記「②対象となる本人の数」を空欄としているが、犯則事件の調査により取得するファイルは調査対象先が作成
するものであるため、対象となる本人の数はあらかじめ特定できない。

1） システム用ファイル
2） その他の電子ファイル（表計算ファイル等）

 ②対象となる本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ ]

[ ] 個人番号対応符号 [ ] その他識別情報（内部番号）

2） 10項目以上50項目未満
3） 50項目以上100項目未満 4） 100項目以上

 主な記録項目　※

・識別情報

[ ○ ] 個人番号

 その必要性 犯則事件の真相を明らかにし、国税に関する刑罰法令を適正かつ迅速に適用するため。

 ④記録される項目

＜選択肢＞

[ ] 1） 10項目未満

[ ] その他住民票関係情報

・業務関係情報

[ ○ ] 国税関係情報 [ ] 地方税関係情報

・連絡先等情報

[ ] 5情報（氏名、氏名の振り仮名、性別、生年月日、住所） [ ] 連絡先（電話番号等）

] 障害者福祉関係情報

[ ] 生活保護・社会福祉関係情報 [ ] 介護・高齢者福祉関係情報

[ ] 健康・医療関係情報

[ ] 医療保険関係情報 [ ] 児童福祉・子育て関係情報 [

 その妥当性
犯則事件の真相を明らかにし、国税に関する刑罰法令を適正かつ迅速に適用するため。
※なお、上記「④記録される項目」を空欄としているが、犯則事件の調査により取得するファイルは調査対象先が作成する
ものであるため、記録される項目の数をあらかじめ特定することはできない。

 全ての記録項目 別添２を参照。

 ⑤保有開始日 令和8年7月1日

[ ] その他 （ ）

[ ] 学校・教育関係情報

[ ] 災害関係情報

[ ] 雇用・労働関係情報 [ ] 年金関係情報

 ⑥事務担当部署 査察課、酒税課、消費税室
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（ ）

[ ] 行政機関・独立行政法人等 （ ）

 ３．特定個人情報の入手・使用

 ①入手元　※

[ ○ ] 本人又は本人の代理人

[ ] 評価実施機関内の他部署

[ ○ ] その他 （ 調査対象者の取引先等の関係者 ）

[ ] 民間事業者 （ ）

[ ] 地方公共団体・地方独立行政法人 （ ）

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。） [ ○ ] フラッシュメモリ

[ ○ ] 電子メール [ ] 専用線
 ②入手方法

[ ○ ] 紙 [ ○

[ ○ ] その他 （

 ⑤本人への明示

国税通則法において、質問・検査・領置・照会（同法第131条）、臨検・捜索・差押え・記録命令付差押え（・令和9年10月1日
以降は電磁的記録提供命令）（同法第132条）を行い得ることが法令上明示されている。また、番号法第19条第15号におい
て、租税に関する法律の規定に基づく犯則事件の調査の際に特定個人情報の提供を受けることが法令上明示されてい
る。

 ⑥使用目的　※
犯則事件の真相を明らかにし、国税に関する刑罰法令を適正に適用するために、申告内容などの事実関係を検証する目
的で使用する。

 変更の妥当性 －

ファイル共有サービス ）

 ③入手の時期・頻度 犯則事件の調査を行った際に必要に応じて入手する。

 ④入手に係る妥当性
犯則事件の調査を行うため必要があるときは、国税通則法において、質問・検査・領置・照会（同法第131条）、臨検・捜索・
差押え・記録命令付差押え（・令和9年10月1日以降は電磁的記録提供命令）（同法第132条）を行うことが認められている。

[ ] 庁内連携システム

[ ] 情報提供ネットワークシステム

 ⑧使用方法　※

 情報の突合　※

 情報の統計分析
※

 権利利益に影響を
与え得る決定　※

2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満
5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ⑦使用の主体

 使用部署
※

査察課、酒税課、消費税室

 使用者数

＜選択肢＞

[ 1,000人以上 ] 1） 10人未満

 ⑨使用開始日 令和8年7月1日
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 ②取扱いを委託する特定個人
情報ファイルの範囲

＜選択肢＞

[ ] 1） 特定個人情報ファイルの全体
2） 特定個人情報ファイルの一部

（ ）　件

 委託事項1

 ①委託内容

 ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託

 委託の有無　※
[ 委託しない ] ＜選択肢＞

1） 委託する 2） 委託しない

4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 対象となる本人の
範囲　※

 その妥当性

 対象となる本人の
数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ ] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満

5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ ] 専用線 [ ] 電子メール

 ③委託先における取扱者数

＜選択肢＞

[ ] 1） 10人未満 2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満

 ⑤委託先名の確認方法

 ⑥委託先名

再
委
託

 ⑦再委託の有無　※

＜選択肢＞

[

[ ] その他 （ ）

[ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [ ] 紙

 ⑨再委託事項

 委託事項2～5

] 1） 再委託する 2） 再委託しない

 ⑧再委託の許諾方法

 委託事項6～10

 委託事項11～15

 委託事項16～20
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[ ○ ] 行っていない

 提供先1

 ①法令上の根拠

[ ] 移転を行っている （ ） 件

 ５．特定個人情報の提供・移転（委託に伴うものを除く。）

 提供・移転の有無
[ ] 提供を行っている （ ） 件

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

 ⑥提供方法

[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

[

] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②提供先における用途

 ③提供する情報

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[

 ⑦時期・頻度

 提供先2～5

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 提供先6～10

 提供先11～15

 提供先16～20

 移転先1

 ①法令上の根拠

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

 ⑥移転方法

[ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[

] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②移転先における用途

 ③移転する情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[

 ⑦時期・頻度

 移転先2～5

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 移転先6～10

 移転先11～15

 移転先16～20
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 ６．特定個人情報の保管・消去

 ①保管場所　※

国税総合管理システム（ＫＳＫ２）では、オンプレミス環境及びクラウド環境のハイブリッド構成となるため、提出された特定
個人情報は、オンプレミス環境及び特定のクラウド環境に保管される。
ガバメントソリューションサービス（GSS）では、特定個人情報は、特定のクラウド環境に保管される。
各環境ごとの立入り・アクセス制限は以下のとおりである。
(1)オンプレミス環境における立入り・アクセス制限
・Ⅲ　７．⑤具体的な対策の内容(1)と同じ。
(2)クラウド環境における立入り・アクセス制限
・Ⅲ　７．⑤具体的な対策の内容(3)と同じ。

 ②保管期間

 期間

＜選択肢＞
1） 1年未満

 ③消去方法

 ７．備考

9） 20年以上
10） 定められていない

 その妥当性

2） 1年 3） 2年

[ ] 4） 3年 5） 4年 6） 5年
7） 6年以上10年未満 8） 10年以上20年未満
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Ⅲ　特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策 ※（７．リスク１⑨を除く。）

 ２．特定個人情報の入手 （情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。）

 リスク１：　目的外の入手が行われるリスク

 対象者以外の情報の入手を
防止するための措置の内容

・国税総合管理システム（ＫＳＫ２）において、インターネット回線（e-Taxによる受付）で所得税、消費税等の
申告、法定調書、各種申請・届出等の手続を行う場合、これらの手続を行おうとしている者からしか情報を
受け付けないようにシステムで制御する。具体的には、インターネット回線（e-Taxによる受付）を利用する
ためには、電子申告・納税等開始届出書を税務署に提出し、利用者識別番号と（仮）暗証番号を取得して、
電子証明書を登録するか、又は厳格な本人確認後に取得した利用者識別番号及び暗証番号を用いるか、
若しくはマイナンバーカードに搭載される電子証明書を用いて利用者の登録を行う必要があることから、当
該申告等の手続を行おうとする者（利用者識別番号と暗証番号が登録された者（マイナンバーカードに搭
載される電子証明書を用いて登録した者を含む））のみの申告等の収受を行うこととなる。
【本人又は本人代理人からの入手（インターネット回線（e-Taxによる受付）による入手含む。）】
各税法に基づいて提出される納税申告書は、申告納税方式によるものであることから、納税者本人（本人
の代理人としての税理士）が記載して提出するものであり、当該納税申告書においては、当該納税者の情
報しか入手することができない。
【民間事業者からの入手（インターネット回線（e-Taxによる受付）による入手含む。）】
各税法に基づいて金融機関等から提出される税務関係書類（納税者から金融機関等を経由して提出され
る書類を含む。）は法令で規定された事項のみ記載されて提出されるため、当該事項以外は入手できな
い。
【法定調書提出義務者等からの入手（インターネット回線（e-Taxによる受付）による入手含む。）】
・各税法等に基づいて提出される法定調書等は、法令で規定された事項のみ記載されて提出されるため、
当該事項以外は入手できない。
【認定クラウド等からの入手】
・申請等を行う者が提出領域に申請等情報を記録した時又は税務署長に対してアクセス権限を付与した時
のいずれか遅い時に提出があったものとみなされるため、申請等情報について提出者以外の情報と混同
することは無い。また、税務署長が認定クラウド等にアクセスし国税総合管理システム（ＫＳＫ２）に申請等
情報の複製を記録する際は、利用者に一意に払い出されている利用者識別番号及び申請等情報に一意
に払い出されているアクセスキーを用いることで、提出者以外の情報を入手することを防止する。
・給与所得情報や年末残高情報の自動入力を希望する納税者に対しては、申請画面で個人番号を入手す
る目的（連携可能情報が存在すれば給与所得情報や年末残高情報を取得できること）を明示し、自動入力
を希望する旨の本人の意向を確認するとともに、マイナンバーカードの券面事項入力補助アプリを利用し
て個人番号を入力することで、不要な個人番号を入力することを防止している。
【外国税務当局からの入手】
・租税条約等を締結している外国税務当局から、日本居住者の情報（金融口座情報等）が、各国共通の
フォーマットにのっとり、提供されるため、対象者以外の情報を入手することはない。
【地方公共団体からの入手】
国税及び地方公共団体の課税・滞納情報は、国税当局・地方公共団体共通のフォーマットにのっとり提供
されるため、対象者以外の情報を入手することはない。

 １．特定個人情報ファイル名

(1)収受・入力特定個人情報ファイル
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 必要な情報以外を入手するこ
とを防止するための措置の内
容

【本人又は本人の代理人、民間事業者、法定調書提出義務者からの入手】
・国税総合管理システム（ＫＳＫ２）において、所得税、消費税等の申告、法定調書、各種申請・届出等の情
報を収受する際には、法令上必要な情報が含まれているかどうかの確認を行っており（必要な情報の入力
がない場合はエラーメッセージが表示される。）、また、必要事項以外は入力できないよう制限し、必要な情
報以外を入手することを防止する。
・納税者がインターネット回線（e-Taxによる受付）で手続を行う場合、国税庁が提供する確定申告書等作
成コーナー等のプログラムについては、法令上の要件を満たす必要最少限度の入力画面とする。
・納税者等が各税法等の規定に基づき、納税申告書、法定調書等、申請・届出書を提出する場合、法令・
通達により手続に必要な事項を規定した様式を示すことで、不必要な情報の入手の防止に努める。
・認定クラウド等においては、提出領域に申請等情報を統一フォーマットで記録することを求めること、及び
申請等情報が記録される都度、当該申請等情報を一の単位として税務署長に対してアクセス権限が付与
されることにより、不必要な情報を入手することを防止する。
・認定クラウド等（NISAクラウド）においては、上記に加えインターネット回線（e-Taxによる受付）から提供し
た最新の投資者情報のみを入手することにより、不必要な情報を入手することを防止している。
【外国税務当局からの入手】
・租税条約等を締結している外国税務当局から、日本居住者の情報（金融口座情報等）が、各国共通の
フォーマットにのっとり、提供されるため、必要な情報以外を入手することはない。
【地方公共団体からの入手】
国税及び地方公共団体の課税・滞納情報は、国税当局・地方公共団体共通のフォーマットにのっとり提供
されるため、必要な情報以外を入手することはない。

 その他の措置の内容 ―

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞

]

 リスク２：　不適切な方法で入手が行われるリスク

 リスクに対する措置の内容

【本人又は本人の代理人、民間事業者、法定調書提出義務者からの入手】
・e-Taxホームページ上等で、e-Taxは国税に関する各種手続を行うためのシステムであることを明確にす
る。また上記のとおり、利用者識別番号及び暗証番号がシステムに登録されている納税者等しかインター
ネット回線（e-Taxによる受付）による提出を利用することができない。これらによって納税者等に、インター
ネット回線（e-Taxによる受付）で受け付けた情報が、国税庁における国税事務のために使用されることを
明示する。
・納税者等が各税法等の規定に基づき、個人番号付きの納税申告書、法定調書等、申請・届出書を提出
する際には、法令・通達において手続に必要な事項を規定した様式を示していることから、納税者本人は、
個人番号の記載が必要であると認識した上で納税申告書等を提出することとなる。
・納税者等の利便性の向上のために書面だけでなく、インターネット回線（e-Taxによる受付）による提出も
認めている。
・認定クラウド等の提出領域へは、申請等を行う者（認定クラウド等の利用者）及びアクセス権限が付与さ
れている税務署長のみアクセス可能とする。また、認定クラウド等と国税総合管理システム（ＫＳＫ２）との
データの授受に際しては、利用者に一意に払い出されている利用者識別番号及び申請等情報に一意に払
い出されているアクセスキーを用いることで、不適切な利用を防止する。
・納税者等に過剰な負担を負わせないよう、確定申告書等作成コーナーを準備するなどの措置を講じる。
【外国税務当局からの入手】
外国税務当局からの入手は、共通送受信システム(CTS)を使用することで、租税条約等を締結している外
国税務当局からのみ連絡を行うことができるようにシステムで制御する。
【地方公共団体からの入手】
・地方公共団体からの入手は、eLTAXから専用線を経由することで、地方公共団体からのみ可能となるよ
う、物理的に制限する。

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞

]
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 リスク３：　入手した特定個人情報が不正確であるリスク

 入手の際の本人確認の措置
の内容

【本人又は本人の代理人からの入手（書面による入手）】
・本人から個人番号の提供を受ける場合
番号法第16条（本人確認の措置）、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関
する法律施行令」（平成26年政令第155号）（以下「番号法施行令」という。）第12条第１項、「行政手続にお
ける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則」（以下「番号法施行規則」とい
う。）第１条等の規定に基づき、個人番号カード、通知カードと運転免許証又は旅券等による確認のほか、
番号法施行規則第２条４項の規定に基づき、納税申告書に添付された書類又は「行政手続における特定
の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則に基づく国税関係手続に係る個人番号利
用事務実施者が適当と認める書類等を定める件」（平成27年国税庁告示第２号）（以下「国税庁告示」とい
う。）に規定する書類等で確認するなどの方法により行う。
・代理人から個人番号の提供を受ける場合
番号法第16条、番号法施行令第12条第２項、番号法施行規則第７条等の規定に基づき、代理人の個人番
号カード、運転免許証又は旅券等による確認のほか、代理人が税理士である場合においては、番号法施
行規則第９条２項等の規定に基づき、税務代理権限証書と税理士名簿に記録されている事項等の確認又
は国税庁告示に規定する書類等で確認するなどの方法により行う。
【本人又は本人の代理人からの入手（インターネット回線（e-Taxによる受付）による入手）】
・番号法施行規則第３条（電子情報処理組織を使用して個人番号の提供を受ける場合の本人確認の措
置）第２号ハに掲げる、署名用電子証明書及び電子署名が行われた当該提供に係る情報の送信を受ける
ことにより確認する。
・インターネット回線（e-Taxによる受付）においては、公的個人認証サービスに係る電子証明書のみではな
く、「国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令」（平成15年財務省令第71
号。以下、「オン化省令」という。）第２条第１号ロに規定された電子証明書及び同号ハの規定に基づき国
税庁長官が定める電子証明書が利用可能となっている（詳細は、e-Taxホームページを参照。）。
※http//www.e-tax.nta.go.jp/systemriyo/systemriyo2htm
・また、上記の他、番号法施行規則に規定する個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等を定めた
国税庁告示に規定する方法により本人確認を実施する。
【民間事業者、法定調書提出義務者からの入手】
特定個人情報の入手元が番号法第16条の規定に基づき、本人確認を行った上で情報を入手していること
が前提となっており、国税庁が当該入手元から入手する際は番号法第16条が適用されない（提供を行う者
自身の本人確認は、「本人又は本人の代理人からの入手」と同様である）。
【認定クラウド等による入手】
・オン化省令第６条（申請等において氏名等を明らかにする措置）第１項第４号に掲げる方法により確認す
る。
【外国税務当局からの入手】
外国の報告事業者（金融機関等）が共通報告基準に基づき本人確認を行った上で情報を入手していること
が前提となっており、国税庁が外国税務当局から入手する際は番号法第16条が適用されない。
【地方公共団体からの入手】
・地方公共団体が、番号法第16条の規定に基づき、本人確認を行った上で情報を入手していることが前提
となっており、国税当局が当該情報を地方公共団体から入手する際は、番号法第19条の規定に基づいて
その提供を受けるため、番号法第16条が適用されない。

 個人番号の真正性確認の措
置の内容

【本人又は本人の代理人からの入手（書面による入手）】
・本人から個人番号の提供を受ける場合
番号法第16条、番号法施行令第12条第１項、番号法施行規則第１条等の規定に基づき、個人番号カード、
通知カード又は住民票の写し等による確認のほか、国税庁告示に規定する書類等で確認するなどの方法
により行う。
・代理人から個人番号の提供を受ける場合
本人から個人番号の提供を受ける場合と同様の方法により行う。
【本人又は本人の代理人からの入手（インターネット回線（e-Taxによる受付）による入手）】
インターネット回線（e-Taxによる受付）で収受した情報は、国税総合管理システム（ＫＳＫ２）により、個人番
号の真正性の確認を行う。
【民間事業者、法定調書提出義務者からの入手】
特定個人情報の入手元が番号法第16条の規定に基づき本人確認を行った上で情報を入手していることが
前提となっており、国税庁が当該入手元から入手する際は番号法第16条が適用されない（提供を行う者自
身の個人番号の真正性の確認は「本人又は本人の代理人からの入手」と同様である。）。
【外国税務当局からの入手】
共通送受信システム（CTS）を通じて収受した情報は、国税総合管理システム（ＫＳＫ２）で個人番号の真正
性の確認を行う。
【地方公共団体からの入手】
地方公共団体から入手した課税・滞納情報は、国税総合管理システム（ＫＳＫ２）で個人番号の真正性の確
認を行う。
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 特定個人情報の正確性確保
の措置の内容

・国税総合管理システム（ＫＳＫ２）では、各税法等に基づいて国税当局に提出する所得税、消費税等の申
告、法定調書、各種申請・届出や納税の事績等を入力することにより、国税債権などを一元的に管理する
とともに、これらを分析して税務調査等に活用する。
・納税者の申告内容を帳簿等で確認し、申告内容に誤りがあれば是正を求めるなどの対応を行う。

 その他の措置の内容 ―

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である

3） 課題が残されている
2） 十分である1） 特に力を入れている

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞

＜選択肢＞
]

]

 特定個人情報の入手（情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。）におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置

 リスク４：　入手の際に特定個人情報が漏えい・紛失するリスク

 リスクに対する措置の内容

【本人又は本人の代理人、民間事業者、法定調書提出義務者からの入手】
・税務署等に来署する場合は、窓口で対面にて収受する。
・郵送の場合は、必ず郵便又は信書便を利用し、記載事項や添付書類に漏れがないよう、十分に確認の
上、所轄の税務署等に送付する旨を、国税庁ホームページにて案内をする。
なお、送付専用封筒の利用を勧奨するなどにより誤配送防止をする。
・署内や確定申告書会場等で税務相談等を行うに当たっては、パーテーション等により仕切られたスペー
スで行う。
・税務署等で受理した申告書等については、職員のみ立ち入ることができる耐火書庫に保管する。
・インターネット回線（e-Taxによる受付）から入手したデータについては、クラウド環境から閉域網を通じて
オンプレ環境内に保管される。
・インターネット回線（e-Taxによる受付）において、申告、法定調書、各種申請・届出の情報を収受するに
当たっては、改ざん検知、なりすまし防止のため、厳格な本人確認により払い出した利用者識別番号や電
子署名を用いるほか、安全を確保し、盗聴等を防ぐために、TLSによる暗号化通信を行う。
・認定クラウド等においては、国税庁長官の定めるクラウド認定基準（認定の対象となるクラウドサービス
又はオンプレミスが、政府情報システムのためのセキュリティ評価制度（ISMAP）のクラウドサービスリスト
に掲載されていること、提供事業者及び利用者各々の立場から安全管理措置を講じられていること、サー
バが日本国内に所在していることなど、国税庁告示で定める要件）に基づき、認定を行う。安全管理措置に
ついては、認定クラウド等の提供事業者及び利用者の責任において、提供事業者及び利用者各々の立場
から講じる。認定クラウド等から国税総合管理システム（ＫＳＫ２）への提出通知の発出（アクセス権限の付
与）、認定クラウド等から国税総合管理システム（ＫＳＫ２）へ転送する申請等情報の複製及び暗号化、当
該データの認定クラウド等から国税総合管理システム（ＫＳＫ２）への発出は、適切に限定された主体のみ
が接続し、情報が入手できるようにする。また、認定クラウド等と国税総合管理システム（ＫＳＫ２）との間の
データの授受に際しては、利用者に一意に払い出されている利用者識別番号及び申請等情報に一意に払
い出されているアクセスキーを用いることにより、提出者以外の情報を入手することを防止するとともに、
TLSによる暗号化通信を行うなどして、リスク対策を講じる。
【外国税務当局からの入手】
外国税務当局からの入手は、共通送受信システム（CTS）を経由して行う。CTSへのアクセスは、事前に各
国税務当局が登録した電子証明書による認証が必要となるほか、SFTP方式による通信経路の暗号化を
行うことにより高度な安全性が担保される。なお、入手するデータについても、電子証明書を付して暗号化
を行うことで、改ざん検知やなりすまし防止等の措置を講じる。また、各国税務当局が同様の方法を採用す
ることとする。
【地方公共団体からの入手】
・地方公共団体からの入手は、eLTAXから専用線を経由することで、地方公共団体からのみ可能となるよ
う、物理的に制限する。

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である

給与情報や年末残高情報の自動入力については、納税者の給与情報等を国税総合管理システム（ＫＳＫ２）内でより正確に特定するため
に、個人番号に併せて生年月日を用いる。
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 リスクへの対策は十分か
[ 十分である

 リスク２：　権限のない者（元職員、アクセス権限のない職員等）によって不正に使用されるリスク

 ユーザ認証の管理 [ 行っている

 宛名システム等における措置
の内容

国税総合管理システム（ＫＳＫ２）においては、電子申告・納税等開始届出書を国税庁に対して提出する
か、マイナンバーカードに搭載される電子証明書を用いて登録をした納税者（e-Tax利用者）、外国税務当
局から提供された者の情報について必要な範囲内での紐付けを実施することとしており、目的を超えた紐
付けは行われないよう制御する。

 事務で使用するその他のシス
テムにおける措置の内容

国税総合管理システム（ＫＳＫ２）においては、電子申告・納税等開始届出書を国税庁に対して提出する
か、マイナンバーカードに搭載される電子証明書を用いて登録をした納税者（e-Tax利用者）、外国税務当
局から提供された者の情報について必要な範囲内での紐付けを実施することとしており、目的を超えた紐
付けは行われないよう制御する。

 その他の措置の内容 ―

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞

]

1） 行っている 2） 行っていない
＜選択肢＞

]

 具体的な管理方法

①　IDの発行管理
・アクセス権限が必要となった場合、ユーザＩＤ管理者が、事務に必要となる情報にアクセスできるユーザＩＤ
を発行する。
・異動等により新たなアクセス権限が必要となった場合には、ユーザID管理者が異動等の内容に基づき、
事務に必要となる情報へのアクセスが可能となる権限を、その職員のユーザIDに対して付与する。
②　失効管理
職員に異動等の事由が生じた場合は、ユーザID管理者は、当該職員の異動等を確認して、ユーザIDの失
効処理又は権限の変更を行う。

 アクセス権限の管理 [ 行っている

 具体的な管理方法

国税総合管理システム（ＫＳＫ２）では、
・事務処理を行う必要がある職員を特定し、当該職員に必要最低限の権限を付与し、事務処理上必要の
ないデータへのアクセスを制限する。
・また、なりすましによる不正を防止する観点から、原則として共用ＩＤの利用を禁止する。例外的に共用ID
を利用する場合には、利用状況を追跡可能とするなどの対策を講じる。
ガバメントソリューションサービス（GSS）、ガバメントクラウド及び高性能パソコンでは、
・パソコンを利用する際には本人認証（顔認証等）が必要となる。
・なお、職員が離席する際には、パスワード設定されたスクリーンセーバー及び画面ロックを利用するなど、
情報漏えい、なりすまし等の不正行為を防止する措置を講じる。

 アクセス権限の発効・失効の
管理

[ 行っている
＜選択肢＞
1） 行っている 2） 行っていない

＜選択肢＞
1） 行っている 2） 行っていない

]

]

 具体的な管理方法

・原則として共用IDを発行せず、ユーザごとにIDを発行する。
・例外的に共用IDを発行する場合、共用IDの利用事績簿を作成・管理する。
・異動等の事由が生じたことにより、不要となったユーザIDについては、ユーザID管理者が失効等の処理を
行っている。

 特定個人情報の使用の記録

 具体的な方法

「情報セキュリティの確保に関する規程」（平成13年財務省訓令第11号）に基づく「情報セキュリティ対策基
準」（平成13年財務省の情報セキュリティ委員会決定・平成18年全面改正）により、国税総合管理システム
（ＫＳＫ２）へのログインの記録及び保有情報へのアクセスログの記録を行う。アクセスログについては、ど
の職員が、いつ、どの事務処理を実施したのかを、保存領域に保存し、必要な年数ハードディスクや外部
媒体で保存する。また、アクセスログについては、必要に応じて内容の点検を実施する。
（※）　情報セキュリティ対策基準は、情報セキュリティ政策会議の決定する「政府機関の情報セキュリティ
対策のための統一基準」に沿って定められたものである。

記録を残している[
2) 記録を残していない1） 記録を残している

＜選択肢＞
]

 その他の措置の内容 ―

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である

2） 十分である1） 特に力を入れている
3） 課題が残されている

＜選択肢＞
]

 ３．特定個人情報の使用

 リスク１：　目的を超えた紐付け、事務に必要のない情報との紐付けが行われるリスク
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 リスクに対する措置の内容

・特定個人情報の提供は、法令の規定がある場合以外は認められない旨を職員等に周知する。また、国
税通則法第126条において、国税に関する調査等に関する事務に従事している者が、その事務に関して知
ることのできた秘密を漏らし、又は盗用したときは、これを２年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処す
る旨が規定されている。
・国税総合管理システム（ＫＳＫ２）においては、当該職員の職責に応じて処理可能なメニューのみを表示す
ることで、業務に不必要な処理を行えない仕組みとする。また、前記の職責に応じてアクセスできる情報を
制限する。
・ガバメントソリューションサービス（GSS）においては、当該職員の所属部署に応じてアクセス可能なフォル
ダやデータを制限し、業務に不必要な情報にアクセスできない仕組みとする。
・ガバメントクラウドや高性能パソコンにおいては利用できる職員を制限する。
・「個人情報の保護に関する基本方針」（平成16年閣議決定）に基づき個人情報保護に関する研修会を、
「国税情報システムに係るセキュリティの確保のための実施細則」（平成20年国税庁事務運営指針）に基づ
き情報セキュリティに関する研修会を、全職員を受講対象として年１回実施し、業務外利用の禁止等につ
いて徹底する。

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である

 リスク３：　従業者が事務外で使用するリスク

 特定個人情報の使用におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置

部外者によって不正に使用されるリスクに対しては、以下の措置を講じる。
・特定個人情報ファイルの使用時における特定個人情報が漏えい・紛失するリスクに対して、職員の執務スペースに部外者が立ち入ること
ができないようにするとともに、業者等の部外者が職員の執務スペースに立ち入る場合には、職員が立会いをするなど、不適切な行為が
ないよう適切に管理する。
なお、万一、施設内又はそれに準ずる場所で作業する際に見聞又は認識した場合に備えて、契約書において、秘密保持義務を規定する。
・職員が離席する際には、パスワード設定されたスクリーンセーバー及び画面ロックを利用するなど、情報漏えい、なりすまし等の不正行為
を防止する措置を講じる。
・特定個人情報ファイルをダウンロードするリスク対策として、当該ファイルを国税の専用回線を通じてインターネットと分離されているサー
バへダウンロードするほか、ダウンロード先の限定、定期的にファイルを削除するなどのセキュリティ対策を講じる。
　また、ダウンロード権限及びファイルへのアクセス権限の制限並びにダウンロードログ及びアクセスログの取得を行い、必要が生じた場
合にそれらの点検を行うこととする。

さらに、特定個人情報ファイルを庁舎外で使用する際の特定個人情報が漏えいするリスクへの対策として、以下の措置を講じる。
・複数の認証方式の採用、VPN接続による通信の暗号化、パソコンへのデータ保存の制限などのセキュリティ対策を講じる。
・のぞき見防止フィルタやカメラ検知機能などにより、GSSパソコン画面上の情報についての部外者ののぞき見や撮影を防止する。
・GSSパソコンの公衆無線LANへの接続を運用上禁止する。
・GSSパソコン紛失時には遠隔で情報を削除する。
・GSSパソコンに接続可能な機器をホワイトリストで管理し、アクセスを制限する。

3） 課題が残されている
2） 十分である1） 特に力を入れている

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞

＜選択肢＞
]

]

 リスク４：　特定個人情報ファイルが不正に複製されるリスク

 リスクに対する措置の内容

・特定個人情報の提供は、法令の規定がある場合以外は認められない旨を職員等に周知する。また、国
税通則法第126条において、国税に関する調査等に関する事務に従事している者が、その事務に関して知
ることのできた秘密を漏らし、又は盗用したときは、これを２年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処す
る旨が規定されている。
・「国税情報システムに係るセキュリティの確保のための実施細則」において、電子情報は、作成、編集、利
用又は保全を目的として行うバックアップ以外で複製してはならないこととする。
・職員の職責によりアクセスできる情報を制限しており、業務に不必要な処理は行えない仕組みにするとと
もに、不正に複製されるリスクへの対応として、システム管理者から許可を得た職員以外は特定個人情報
ファイルを複製できないよう、プログラムにより制御を行う。
・移行作業実施者に特定個人情報ファイルの取扱権限を持つIDを発行する場合には、当該IDの権限及び
数は必要最小限とし、移行作業実施者が範囲を超えた操作を行えないよう、システム的に制御する。
・移行作業をシステム間でのデータ転送等により行う場合は、専用線による接続を行うことで外部からの読
み取りを防止する。
・移行作業実施者以外は対象ファイルにアクセスできないこととし、リスク範囲を限定する。
・移行以外の目的・用途でファイルを複製しないよう、移行作業に関係する者に対して周知徹底する。

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である
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定めている

税務データ分析及び分析結果の実用化に係る支援業務の委託については、委託先は特定個人情報を国
税当局から外部へ持ち出すことが許可されておらず、調達仕様書及び委託契約書においても、委託先は
契約遂行上知り得た情報を第三者に開示してはならない旨規定する。

税務データ分析及び分析結果の実用化に係る支援業務の委託については、調達仕様書等に基づき、次
のとおり実施する。
①委託先は委託元が指定した国税当局内の場所で作業しなければならない。
②委託先が特定個人情報を取り扱う場合は、インターネットその他の外部ネットワークに接続されていない
スタンドアロン環境下にある高性能パソコンのみを利用するものとする。また、高性能パソコンを操作する
際は、委託元が付与したアカウントを使用し、委託元が立会いの下で行う。

定めている

税務データ分析及び分析結果の実用化に係る支援業務の委託については、委託終了後に、委託元にお
いて委託元が用意した高性能パソコンから特定個人情報ファイルを消去する。

定めている

税務データ分析及び分析結果の実用化に係る支援業務の委託については、調達仕様書及び委託契約書
において、以下の事項を規定する。
　①　秘密保持義務
　②　特定個人情報の目的外利用の禁止
　③　再委託における条件
　④　漏えい事案等が発生した場合の委託先の責任
　⑤　従業者の明確化
　⑥　従業者に対する監督・教育
　⑦　契約内容の遵守状況についての報告徴求

1） 定めている 2） 定めていない
＜選択肢＞

]

1） 定めている 2） 定めていない
＜選択肢＞

[

 委託先による特定個人情報の不正入手・不正な使用に関するリスク
 委託先による特定個人情報の不正な提供に関するリスク
 委託先による特定個人情報の保管・消去に関するリスク
 委託契約終了後の不正な使用等のリスク
 再委託に関するリスク

 情報保護管理体制の確認

 特定個人情報ファイルの閲覧
者・更新者の制限

] 委託しない

[

[ ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託

2） 制限していない1） 制限している
＜選択肢＞

]

税務データ分析及び分析結果の実用化に係る支援業務の委託については、調達仕様書において、個人
情報保護体制に関する条件として、国際規格（ISO/IEC 27001）又は国内規格（JIS Q 27001）を認証基準と
した情報セキュリティマネジメントシステムの認証又は同等の資格を取得している者とするほか、社内教育
に関する条件として、セキュリティ及び守秘義務に関する教育を実施する旨を規定し、特定個人情報の保
護及び安全管理措置を適切に行える委託先であることを確認する。

制限している

]

 具体的な制限方法

 特定個人情報ファイルの取扱
いの記録

[

]
1） 定めている 2） 定めていない
＜選択肢＞

2） 記録を残していない1） 記録を残している
＜選択肢＞

]

 具体的な方法

 特定個人情報の提供ルール

税務データ分析及び分析結果の実用化に係る支援業務の委託については、調達仕様書及び委託契約書
において、委託先は委託元が指定した国税当局内の場所で作業しなければならない旨を規定する。委託
先が特定個人情報を取り扱う場合は、インターネットその他の外部ネットワークに接続されていないスタン
ドアロン環境下にある高性能パソコンのみを利用するものとする。また、高性能パソコンを操作する際は、
委託元が付与したアカウントを使用し、委託元が立会いの下で行う。

記録を残している

税務データ分析及び分析結果の実用化に係る支援業務の委託については、委託先は作業を行う都度、事
績を記録し、委託元において定期的にその内容を確認する。

 規定の内容

 ルールの内容及び
ルール遵守の確認方法

 委託契約書中の特定個人情
報ファイルの取扱いに関する
規定

[

 委託先から他者への
提供に関するルールの
内容及びルール遵守の
確認方法

 委託元と委託先間の提
供に関するルールの内
容及びルール遵守の確
認方法

 特定個人情報の消去ルール [

129



十分である

十分に行っている

税務データ分析及び分析結果の実用化に係る支援業務の委託については、再委託先による特定個人情
報ファイルの適切な取り扱いの確保として、委託先は業務の全部を一括して第三者に委託することを禁止
しており、業務の一部についても原則として再委託を認めていない。
ただし、やむを得ず再委託が必要な場合は、事前に委託元に対して書面による申請を求め、再委託先の
名称・代表者氏名等、再委託を行う業務内容及び委託金額、委託先と同等のセキュリティ水準の確保を再
委託先も具備することの取決め内容、再委託先の情報セキュリティ対策方針及び管理方法を提出させ、審
査・承認を行っている。再委託先の追加・変更時も同様の手続を義務付けており、さらに複数段階の再委
託が行われる場合は全ての再委託先の情報と業務範囲を委託元に対して報告させている。
また、委託業務は委託先の自社または承認を得た関連会社内で完結することを規定しており、再委託承認
後も委託先は再委託先の行為について全責任を負い、再委託先が契約違反や義務懈怠を行った場合は
委託先が一切の責任を負うとともに、当該再委託の中止を請求できる体制としている。

]
4） 再委託していない
2） 十分に行っている

＜選択肢＞

 具体的な方法

 その他の措置の内容

 再委託先による特定個人情報
ファイルの適切な取扱いの確
保

[
3） 十分に行っていない
1） 特に力を入れて行っている

 リスクへの対策は十分か
[

3） 課題が残されている
2） 十分である1） 特に力を入れている

＜選択肢＞
]

 特定個人情報ファイルの取扱いの委託におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置
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 その他の措置の内容 ―

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である

 特定個人情報の提供・移転に
関するルール

 ルールの内容及び
ルール遵守の確認方法

【地方税当局への提供】
国税当局と地方税当局との間の情報連携については番号法第19条第10号及び番号法施行令第22条等の
規定に基づき、
①特定個人情報の提供を受ける者の名称、特定個人情報の提供の日時及び提供する特定個人情報の項
目その他主務省令で定める事項を記録して、７年間保存する
②提供する特定個人情報が漏えいした場合において、その旨及びその理由を遅滞なく個人情報保護委員
会に報告するために必要な体制を整備するとともに、提供を受ける者が同様の体制を整備していることを
確認する
③情報連携を行う場合、電子データについては、番号法施行規則第20条第３号の規定に基づく、安全性及
び信頼性を確保するために必要な基準として、内閣総理大臣が定める基準に従って行う
④情報連携を行う場合、書面については、特定個人情報の安全性を確保するために必要な措置として、内
閣総理大臣が定める措置に従って行う
などの措置をとる。
【内閣総理大臣（口座情報登録システム）への提供】
国税当局から内閣総理大臣へ提供する特定個人情報の項目については公的給付の支給等の迅速かつ
確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律等に基づき行う。
また、提供する特定個人情報が漏えいした場合において、その旨及びその理由を遅滞なく個人情報保護
委員会に報告するために必要な体制を整備するとともに、提供を受ける者が同様の体制を整備しているこ
とを確認する。
【認定クラウド（NISAクラウド）への移転】
国税総合管理システム（ＫＳＫ２）から認定クラウド（NISAクラウド）への特定個人情報の移転については、
移転漏れがないか適宜確認を行っている。

定めている[ ]
1） 定めている 2） 定めていない
＜選択肢＞

]

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞

 具体的な方法

【地方税当局への提供】
・国税当局と地方税当局との間の情報連携については、番号法第19条第10号、番号法施行令第22条及び
番号法施行規則第20条等の規定に基づき、特定個人情報（所得税の確定申告情報等）の提供を行う。
・その際には、番号法第19条第10号、番号法施行令第22条等の規定に基づき、特定個人情報の提供を受
ける者の名称、特定個人情報の提供の日時及び提供する特定個人情報の項目を記録して、７年間保存す
るなどの措置をとる。
・なお、国税当局と地方税当局との間の情報連携については、国税当局と地方税当局のみをつないだ専
用線を用い、暗号化した上で、決められた情報のみ提供するようにシステムで制御する。
【内閣総理大臣（口座情報登録システム）への提供】
公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第５条の規定に基
づき、国税当局から内閣総理大臣へ特定個人情報（公的給付支給等口座）の提供を行う。
その際には、番号法第12条の規定に基づき、特定個人情報の提供を受ける者の名称、特定個人情報の提
供の日時及び提供する特定個人情報の項目を記録したログを一定期間保存し、必要に応じて内容の点検
を実施するなどの措置をとる。
【認定クラウド（NISAクラウド）への移転】
国税総合管理システム（ＫＳＫ２）から認定クラウド（NISAクラウド）へデータ連絡した特定個人情報について
は、特定個人情報の移転の日時及び移転する特定個人情報の項目を記録したログを一定期間保存し、必
要に応じて内容の点検を実施するなどの措置をとる。

] 提供・移転しない

記録を残している[

[

 リスク１：　不正な提供・移転が行われるリスク

 特定個人情報の提供・移転の
記録

 ５．特定個人情報の提供・移転 （委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。）

1） 記録を残している 2） 記録を残していない
＜選択肢＞

]
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 リスク３：　誤った情報を提供・移転してしまうリスク、誤った相手に提供・移転してしまうリスク

 リスクに対する措置の内容

【地方税当局への提供】
国税当局と地方税当局との間の情報連携については、
①電子データについては、番号法施行規則第20条第３号の規定に基づく、安全性及び信頼性を確保する
ために必要な基準として、内閣総理大臣が定める基準に従って行うこととし、
②書面については、特定個人情報の安全性を確保するために必要な措置として、内閣総理大臣が定める
措置に従って行うこととする。
なお、国税当局と地方税当局との間の情報連携については、国税当局と地方税当局のみをつないだ専用
線を用い、暗号化した上で、決められた情報のみ提供するようにシステム的に担保する。
【内閣総理大臣（口座情報登録システム）への提供】
国税総合管理システム（ＫＳＫ２）から口座情報登録システムへの特定個人情報の提供については、専用
線を使用し、暗号化した上で決められた情報のみ提供する仕組みとするため、誤った情報や誤った相手に
対して特定個人情報が提供されることはない。
【認定クラウド（NISAクラウド）への移転】
国税総合管理システム（ＫＳＫ２）から認定クラウド（NISAクラウド）への特定個人情報の移転については、
Httpリクエストに応じて、通信を暗号化した上で、インターネット回線（e-Taxによる受付）と認定クラウド間の
みが利用可能な回線を用いて、決められた相手に決められた情報のみ移転する仕組みとしているため、そ
の他の方法で特定個人情報が移転されることはない。
【地方公共団体への提供】
国税及び地方公共団体の課税・滞納情報は、国税当局・地方公共団体共通のフォーマットにのっとり提供
されるため、必要な情報以外を提供することはない。

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である

 リスク２：　不適切な方法で提供・移転が行われるリスク

 リスクに対する措置の内容

【地方税当局への提供】
国税当局と地方税当局との間の情報連携については、
①電子データについては、番号法施行規則第20条第２号の規定に基づく、安全性及び信頼性を確保する
ために必要な基準として、内閣総理大臣が定める基準に従って行うこととし、
②書面については、特定個人情報の安全性を確保するために必要な措置として、内閣総理大臣が定める
措置に従って行うこととする。
なお、国税当局と地方税当局との間の情報連携については、国税当局と地方税当局のみをつないだ専用
線を用い、暗号化した上で、決められた情報のみ提供するようにシステムで制御する。
【内閣総理大臣（口座情報登録システム）への提供】
国税総合管理システム（ＫＳＫ２）から口座情報登録システムへの特定個人情報の提供については、専用
線を使用し、暗号化した上で決められた情報のみ提供する仕組みとするため、その他の方法で特定個人
情報が提供されることはない。
【認定クラウド（NISAクラウド）への移転】
国税総合管理システム（ＫＳＫ２）から認定クラウド（NISAクラウド）への特定個人情報の移転については、
Httpリクエストに応じて、通信を暗号化した上で、インターネット回線（e-Taxによる受付）と認定クラウド間の
みが利用可能な回線を用いて、決められた相手に決められた情報のみ移転する仕組みとしているため、そ
の他の方法で特定個人情報が移転されることはない。
【地方公共団体への提供】
地方公共団体への提供は、専用線からeLTAXを経由することで、国税当局からのみ可能となるよう、物理
的に制限する。

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である

]

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞

]

 特定個人情報の提供・移転（委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。）におけるその他のリスク及びそのリスクに対する
措置

国税総合管理システム（ＫＳＫ２）から口座情報登録システムへの特定個人情報の提供については、専用線を使用し、情報を暗号化するこ
とで、通信内容の秘匿及び盗聴防止の対応をする。
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 リスク１：　目的外の入手が行われるリスク

 リスクに対する措置の内容

【国税総合管理システム（ＫＳＫ２）】
・①お知らせ情報を対象者（マイナポータル利用者）へ連絡するため、②本人より利用希望があった公金受
取口座情報を取得するために対象者の個人番号対応符号のみ情報提供ネットワークシステム又は公共
サービスメッシュ経由で取得するようシステムで制御する。
・納税者等が還付金の受取先口座を記載する際に、公金受取口座の利用の有無を確認するチェック欄を
設け、当該チェック欄に利用希望があった場合に限り、公金受取口座情報を照会する仕組みとすることに
より、当該口座情報の目的外利用を防止する。

【公共サービスメッシュ機関間情報連携サービス（中間サーバー相当機能）】
・情報照会機能（※１）により、情報提供ネットワークシステム又は公共サービスメッシュに情報照会を行う
際には、提供許可証の発行と照会内容の照会許可用照合リスト（※２）との照合を情報提供ネットワークシ
ステム又は公共サービスメッシュに求め、情報提供ネットワークシステム又は公共サービスメッシュから提
供許可証を受領してから情報照会を実施することになる。つまり、番号法上認められた情報連携以外の照
会を拒否する機能を備えており、目的外入手やセキュリティリスクに対応している。
・中間サーバー相当機能の職員認証・権限管理機能（※３）では、ログイン時の職員認証の他に、ログイ
ン・ログアウトを実施した職員、時刻、操作内容の記録が実施されるため、不適切な接続端末の操作や、
不適切なオンライン連携を抑止する仕組みになっている。
（※１）情報提供ネットワークシステム又は公共サービスメッシュを使用した特定個人情報の照会及び照会
した情報の受領を行う機能。
（※２）番号法の規定による情報提供ネットワークシステム又は公共サービスメッシュを使用した特定個人
情報の提供に係る情報照会者、情報提供者、事務及び特定個人情報を一覧化し、情報照会の可否を判断
するために使用するもの。
（※３）中間サーバー相当機能を利用する職員の認証と職員に付与された権限に基づいた各種機能や特
定個人情報へのアクセス制御を行う機能。

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である

] 接続しない（提供）[] 接続しない（入手）[ ６．情報提供ネットワークシステムとの接続

1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞

]

3） 課題が残されている

 リスク３：　入手した特定個人情報が不正確であるリスク

 リスクに対する措置の内容

【国税総合管理システム（ＫＳＫ２）】
国税総合管理システム（ＫＳＫ２）が入手する個人番号対応符号及び公金受取口座情報は、情報提供ネッ
トワークシステム又は公共サービスメッシュのコアシステム経由で取得されるが、情報提供ネットワークシ
ステム又は公共サービスメッシュにおいて、符号の生成は暗号演算により自動的に変換されるものである
ため、情報の正確性は担保される。

【公共サービスメッシュ機関間情報連携サービス（中間サーバー相当機能）】
中間サーバー相当機能は、個人情報保護委員会との協議を経て、内閣総理大臣が設置・管理する情報提
供ネットワークシステム又は公共サービスメッシュを使用して、情報提供用個人識別符号により紐付けられ
た照会対象者に係る特定個人情報を入手するため、正確な照会対象者に係る特定個人情報を入手するこ
とが担保されている。

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である

 リスク２：　安全が保たれない方法によって入手が行われるリスク

 リスクに対する措置の内容

【国税総合管理システム（ＫＳＫ２）】
情報提供ネットワークシステムのインターフェイスシステム又は公共サービスメッシュ経由で接続されるた
め、安全に入手されることがシステムにより担保される。インターフェイスシステムとの間の通信は専用線
によって行われ、かつ通信自体は暗号化される。

【公共サービスメッシュ機関間情報連携サービス（中間サーバー相当機能）】
・中間サーバー相当機能は、個人情報保護委員会との協議を経て、内閣総理大臣が設置・管理する情報
提供ネットワークシステム又は公共サービスメッシュを使用した特定個人情報の入手のみ実施できるよう
設計されるため、安全性が担保されている。
・中間サーバー相当機能と既存システム、公共サービスメッシュ 機関間情報連携サービス（インターフェイ
スシステム）との間は、通信の暗号化等の高度なセキュリティを維持した専用ネットワーク（政府共通ネット
ワーク等）を利用し、安全性を確保する。

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞

]

]

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞
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]
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞

]

3） 課題が残されている

 リスク５：　不正な提供が行われるリスク

 リスクに対する措置の内容

【国税総合管理システム（ＫＳＫ２）】
前提として情報提供ネットワークシステム又は公共サービスメッシュを通じた特定個人情報の提供要求は
なく、国税総合管理システム（ＫＳＫ２）からの各種お知らせ情報の通知や、本人より利用希望があった公
金受取口座情報を取得する手段として個人番号対応符号及び当該口座情報を提供（連絡）する。国税総
合管理システム（ＫＳＫ２）において個人番号対応符号及び当該口座情報の不正な提供が行われないよう
システムで制御する。

【公共サービスメッシュ機関間情報連携サービス（中間サーバー相当機能）】
・情報提供機能（※）により、情報提供ネットワークシステム又は公共サービスメッシュにおける照会許可用
照合リストを情報提供ネットワークシステム又は公共サービスメッシュから入手し、中間サーバー相当機能
にも格納して、情報提供機能により、照会許可用照合リストに基づき情報連携が認められた特定個人情報
の提供の要求であるかチェックを実施している。
・情報提供機能により、情報提供ネットワークシステム又は公共サービスメッシュに情報提供を行う際に
は、情報提供ネットワークシステム又は公共サービスメッシュから情報提供許可証と情報照会者へたどり
着くための経路情報を受領し、照会内容に対応した情報を自動で生成して送付することで、特定個人情報
が不正に提供されるリスクに対応している。
・特に慎重な対応が求められる情報については自動応答を行わないように自動応答不可フラグを設定し、
特定個人情報の提供を行う際に、送信内容を改めて確認し、提供を行うことで、センシティブな特定個人情
報が不正に提供されるリスクに対応している。
・中間サーバー相当機能の職員認証・権限管理機能では、ログイン時の職員認証の他に、ログイン・ログ
アウトを実施した職員、時刻、操作内容の記録が実施されるため、不適切な接続端末の操作や、不適切な
オンライン連携を抑止する仕組みになっている。
（※）情報提供ネットワークシステム又は公共サービスメッシュを使用した特定個人情報の提供の要求の受
領及び情報提供を行う機能。

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である

1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞

 リスク４：　入手の際に特定個人情報が漏えい・紛失するリスク

 リスクに対する措置の内容

【国税総合管理システム（ＫＳＫ２）】
国税総合管理システム（ＫＳＫ２）と情報提供ネットワークシステム又は公共サービスメッシュ間の回線を通
じて入手する場合は、専用線を用いて、暗号化して入手することにより情報漏えい防止措置を講じる。

【公共サービスメッシュ機関間情報連携サービス（中間サーバー相当機能）】
・中間サーバー相当機能は、情報提供ネットワークシステム又は公共サービスメッシュを使用した特定個人
情報の入手のみを実施するため、漏えい・紛失のリスクに対応している。
・既存システムからの接続に対し認証を行い、許可されていないシステムからのアクセスを防止する仕組
みを設けている。
・情報照会が完了又は中断した情報照会結果については、一定期間経過後に当該結果を情報照会機能
において自動で削除することにより、特定個人情報が漏えい・紛失するリスクを軽減している。
・中間サーバー相当機能の職員認証・権限管理機能ではログイン時の職員認証の他に、ログイン・ログア
ウトを実施した職員、時刻、操作内容の記録が実施されるため、不適切な接続端末の操作や、不適切なオ
ンライン連携を抑止する仕組みになっている。
・中間サーバー相当機能と既存システム、公共サービスメッシュ 機関間情報連携サービス（インターフェイ
スシステム）との間には高度なセキュリティを維持した専用ネットワーク（政府共通ネットワーク等）を利用す
ることにより、漏えい・紛失のリスクに対応している。
・中間サーバー相当機能の運用保守についてデジタル庁が委託した事業者の業務は、中間サーバー相当
機能の運用、監視・障害対応等であり、特定個人情報は国税当局の鍵でデータの暗号化を行うため、業務
上、中間サーバー相当機能の運用保守についてデジタル庁が委託した事業者は特定個人情報へはアクセ
スすることはできない。
（注） 中間サーバー相当機能は、情報提供ネットワークシステム又は公共サービスメッシュを使用して特定
個人情報を送信する際、送信する特定個人情報の暗号化を行っており、照会者の中間サーバー相当機能
でしか復号できない仕組みになっている。そのため、情報提供ネットワークシステム又は公共サービスメッ
シュでは復号されないものとなっている。

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である

3） 課題が残されている
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 情報提供ネットワークシステムとの接続に伴うその他のリスク及びそのリスクに対する措置

＜中間サーバー相当機能における措置＞
①情報連携においてのみ、情報提供用個人識別符号を用いることがシステム上担保されており、不正な名寄せが行われるリスク
に対応している。
②中間サーバー相当機能では、特定個人情報を管理するデータベースを機関ごとに区分管理（アクセス制御）しており、中間サー
バー相当機能を利用する機関であっても他機関が管理する情報には一切アクセスできない。
③特定個人情報の管理を当機関のみが行うことで、中間サーバー相当機能の運用保守についてデジタル庁が委託した事業者に
おける情報漏えい等のリスクを極小化する。

2） 十分である
＜選択肢＞

]

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である

 リスク７：　誤った情報を提供してしまうリスク、誤った相手に提供してしまうリスク

 リスクに対する措置の内容

【国税総合管理システム（ＫＳＫ２）】
・本人確認情報照会に基づく厳格な本人確認が完了した個人番号をもとに、住民基本台帳ネットワークシ
ステムを通じて情報提供ネットワークシステム又は公共サービスメッシュに対し個人番号対応符号の取得
要求を実施する。これにより取得した個人番号対応符号を利用し、誤った対象者にお知らせ情報を連絡し
ないようシステムで制御する。
・本人確認情報照会に基づく厳格な本人確認が完了した個人番号と国税総合管理システム（ＫＳＫ２）の利
用者識別番号において管理されたお知らせ情報の関連付けの正確性を担保することで誤ったお知らせ情
報を提供するリスクに対応する。
・本人確認情報照会に基づく厳格な本人確認が完了した個人番号をもとに、住民基本台帳ネットワークシ
ステムを通じて情報提供ネットワークシステム又は公共サービスメッシュに対し個人番号対応符号の取得
要求を実施している。これにより取得した個人番号対応符号に紐づく公金受取口座情報を取得し、誤った
対象者に所得税等の還付金を還付しないようシステムで制御する。

【公共サービスメッシュ機関間情報連携サービス（中間サーバー相当機能）】
・情報提供機能により、情報提供ネットワークシステム又は公共サービスメッシュに情報提供を行う際に
は、情報提供許可証と情報照会者への経路情報を受領した上で、情報照会内容に対応した情報提供をす
ることで、誤った相手に特定個人情報が提供されるリスクに対応している。
・情報提供データベース管理機能（※）により、「情報提供データベースへのインポートデータ」の形式チェッ
クと、接続端末の画面表示等により情報提供データベースの内容を確認できる手段を準備することで、
誤った特定個人情報を提供してしまうリスクに対応している。
・情報提供データベース管理機能では、情報提供データベースの副本データを既存業務システムの原本と
照合するためのエクスポートデータを出力する機能を有している。
（※）特定個人情報を副本として保存・管理する機能。

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である

 リスク６：　不適切な方法で提供されるリスク

 リスクに対する措置の内容

【国税総合管理システム（ＫＳＫ２）】
上記リスク５と同様に、個人番号対応符号及び公金受取口座情報が不適切な方法で提供されないようシ
ステムで制御する。

【公共サービスメッシュ機関間情報連携サービス（中間サーバー相当機能）】
・セキュリティ管理機能（※）により、情報提供ネットワークシステム又は公共サービスメッシュに送信する情
報は、情報照会者から受領した暗号鍵で暗号化を適切に実施した上で提供を行う仕組みになっている。
・中間サーバー相当機能の職員認証・権限管理機能では、ログイン時の職員認証の他に、ログイン・ログ
アウトを実施した職員、時刻、操作内容の記録が実施されるため、不適切な接続端末の操作や、不適切な
オンライン連携を抑止する仕組みになっている。
・中間サーバー相当機能と既存システム、公共サービスメッシュ 機関間情報連携サービス（インターフェイ
スシステム）との間は、高度なセキュリティを維持した専用ネットワーク（政府共通ネットワーク等）を利用す
ることにより、不適切な方法で提供されるリスクに対応している。
・中間サーバー相当機能の運用保守についてデジタル庁が委託した事業者においては、特定個人情報に
はアクセスができないよう管理を行い、不適切な方法での情報提供を行えないよう管理している。
（※）暗号化・復号機能と、鍵情報及び照会許可用照合リストを管理する機能。

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である

＜選択肢＞

]

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている
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 ②安全管理体制

 ７．特定個人情報の保管・消去

 リスク１：　特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスク

[

[

]

]

十分に遵守している

十分に整備している

4） 政府機関ではない3） 十分に遵守していない

3） 十分に整備していない

 ⑤物理的対策

 具体的な対策の内容

【国税総合管理システム（ＫＳＫ２）】
(1)　オンプレミス環境における物理的対策
・特定個人情報を保有しているサーバの設置場所については、有人による監視や入退館（室）装置による
管理をしている建物の中で、取り扱う情報の重要度等に応じて設定した情報取扱区域のクラス区分（区画）
に応じた管理対策（入室制限）及び利用権限による情報取扱制限を設けた上で、併せて生体認証による入
退室管理等の対策を講じる。
なお、国税庁においては個人番号の有無にかかわらず納税者情報について、最も厳重な制限を実施する
区画において管理する。
・サーバ室の入退室については、システム管理者が許可した者に限定しており、サーバへのアクセスはＩＤ
とパスワードによる認証が必要となる。
(2)　税務署等における物理的対策について
・税務署等で受理した申告書等については、職員のみ立ち入ることができる耐火書庫や、外部倉庫業者の
倉庫に保管する。
・GSSパソコンや高性能パソコンについては、セキュリティワイヤーの取り付けや鍵のかかる場所での保管
を行う。
(3)　クラウド環境における物理的対策
・　クラウド事業者を選定する際の調達要件として、当該クラウドサービスが政府情報システムのためのセ
キュリティ評価制度（ISMAP）に基づくクラウドサービスリストに掲載されている事業者であることとする。
・　具体的な対策の内容としては、例えば、クラウド事業者は保有・管理するクラウド環境を日本国内に設
置し、当該事業者が電子錠による入退室制限等の物理的なアクセス制御手段により、クラウドの運用環境
には許可された利用者のみが入退室できるようにし、監視カメラ等による入退室及び室内映像を収集し、
入退室の記録を取得することとする。
・　国税庁長官の定めるクラウド認定基準に基づき認定クラウド等の提供事業者及び利用者の責任におい
て、提供事業者及び利用者各々の立場から安全管理措置（物理的対策を含む。）を講じる。

【公共サービスメッシュ機関間情報連携サービス（中間サーバー相当機能）】
中間サーバー相当機能はガバメントクラウドに設置する。
・ガバメントクラウドについては政府情報システムのためのセキュリティ評価制度（ISMAP）のリストに登録さ
れたクラウドサービスから調達することとしており、システムのサーバ等は、クラウド事業者が保有・管理す
る環境に構築し、その環境には認可された者だけがアクセスできるよう適切な入退室管理策を行ってい
る。
・事前に許可されていない装置等に関しては、外部に持出できないこととしている。

 ③安全管理規程

 ④安全管理体制・規程の職員
への周知

十分に行っている

[

[

[

]

]十分に周知している

十分に整備している

3） 十分に行っていない
1） 特に力を入れて行っている 2） 十分に行っている
＜選択肢＞

2） 十分に周知している1） 特に力を入れて周知している
＜選択肢＞

2） 十分に整備している1） 特に力を入れて整備している

]

＜選択肢＞

1） 特に力を入れて整備している 2） 十分に整備している
＜選択肢＞

3） 十分に整備していない

3） 十分に周知していない

＜選択肢＞
1） 特に力を入れて遵守している 2） 十分に遵守している ①NISC政府機関統一基準群
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 ⑥技術的対策

 具体的な対策の内容

【国税総合管理システム（ＫＳＫ２）】
・不正プログラム対策
　ウイルス対策ソフトを使用して、サーバ及び職員用パソコンで定期的にウイルスチェックを実施する。ま
た、定期的に、検証済みのパターンファイルに更新する。
　なお、サーバ及び職員パソコンへのソフトウェア導入は、セキュリティ管理者の許可を得るとともに、シス
テム的な検証等を実施した上で、システム管理者が実施することとしており、不正なプログラムの導入を防
止する。
　また、サーバ及び職員パソコンについては、オペレーティングシステム、ミドルウェア及びドライバのセキュ
リティ情報等を収集し、必要に応じて、修正プログラムを導入する。
・不正アクセス対策
　外部からのアクセスに対しては、ファイアウォールや不正侵入検知システムを導入することにより、不正
なアクセスを検知した上で遮断する。
　また、国税庁内からデータベースへのアクセスに対しては、ファイアウォールで不正アクセスを遮断すると
ともに、プログラムにより、アクセス制御しており、システム管理者から許可を得た者以外は、データベース
の参照・更新・消去することができない仕組みとする。
・クラウド環境の対策
　国税庁長官の定めるクラウド認定基準に基づき認定クラウド等の提供事業者及び利用者の責任におい
て、提供事業者及び利用者各々の立場から安全管理措置（技術的対策を含む。）を講じる。
・GSSパソコンにおけるインターネットとの接続対策
　インターネット経由した外部とのメールについては、上長承認機能により制御（宛先制限、送信前の内容
確認）する。
　業務に不要なオンラインサービスへのアクセスを制限する。
　ガバメントソリューションサービス（GSS）で実装されている機能により、特定個人情報を含むデータを監
視・検出し、USBへのデータ持ち出しなどの操作を制御する。また、保存されたファイルに対し暗号化など
の保護を適用する。
　複数の認証方式の採用、VPN接続による通信の暗号化を実施する。
　パソコン紛失時には遠隔で情報を削除する。
　パソコンに接続可能な機器をホワイトリストで管理し、アクセスを制限する。
　パソコンに内蔵されているローカルディスクには暗号化処理を施す。
　アクセス制御ポリシーに基づき評価・認可を行い、リソースおよびアクセスの状況を継続的に観測する。
・高性能パソコンについては、インターネットその他外部ネットワークに接続しない。

【公共サービスメッシュ機関間情報連携サービス（中間サーバー相当機能）】
中間サーバー相当機能はガバメントクラウドに設置する。
・国税当局が管理する業務データは、デジタル庁及びクラウド事業者がアクセスできない契約等とし、アク
セス制御等の必要な措置を講じる。
・クラウド事業者は、ガバメントクラウドに対するセキュリティの脅威に対し、脅威検出やDDos対策を24時間
365日講じる。
・クラウド事業者は、ガバメントクラウドに対し、ウイルス対策ソフトを導入し、パターンファイルの更新を行
う。
・デジタル庁(若しくは、中間サーバー相当機能の運用保守についてデジタル庁が委託した事業者)は、ガ
バメントクラウドが提供するマネージドサービスにより、ネットワークアクティビティ、データアクセスパター
ン、アカウント動作等について継続的にモニタリングを行うとともに、ログ管理を行う。
・デジタル庁(若しくは、中間サーバー相当機能の運用保守についてデジタル庁が委託した事業者)は、導
入しているOS及びミドルウェアについて、必要に応じてセキュリティパッチの適用を行う。
・ガバメントクラウドの特定個人情報を保有するシステムを構築する環境は、インターネットとは切り離され
た閉域ネットワークで構成する。
・国税当局や国税当局が委託した事業者の運用保守地点からガバメントクラウドへの接続については、閉
域ネットワークで構成する。

十分に行っている

十分に行っている

十分に行っている

[

[

[

3） 十分に行っていない
2） 十分に行っている1） 特に力を入れて行っている

＜選択肢＞
]

]
1） 特に力を入れて行っている 2） 十分に行っている
＜選択肢＞

 ⑨過去３年以内に、評価実施
機関において、個人情報に関
する重大事故が発生したか

[ 発生なし

 その内容 ―

 再発防止策の内容 ―

 ⑦バックアップ

 ⑧事故発生時手順の策定・周
知 3） 十分に行っていない

1） 特に力を入れて行っている 2） 十分に行っている
＜選択肢＞

]

＜選択肢＞
1） 発生あり 2） 発生なし

]

3） 十分に行っていない
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 その他の措置の内容 ―

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である

 ⑩死者の個人番号 [ 保管している

 具体的な保管方法
死者の個人番号は、生存する個人の個人番号と分けて管理しないため、「Ⅲ特定個人情報ファイルの取扱
いプロセスにおけるリスク対策」において示す、生存する個人の個人番号と同様の管理を行う。

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞

]

1） 保管している 2） 保管していない
＜選択肢＞

]

 特定個人情報の保管・消去におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置

 その他の措置の内容 ―

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である ]

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞

・特定個人情報の漏えい等事案が発生した場合、事案の内容に応じて以下の対応をする。
①特定個人情報の漏えい等事案の発生連絡を行う。
②事実関係の調査、原因の究明及び影響範囲の特定を行う。
③職員又は運用保守業者へサービス停止や調査、復旧作業を指示する。
④影響を受ける可能性のある本人へ連絡等を行う。
⑤再発防止策を検討し、速やかに実施する。
⑥個人情報保護委員会、国家サイバー統括室及び総務省へ報告する。
⑦事案の内容等に応じて、事実関係及び再発防止策等の公表を行う。
・認定クラウド等においては、国税庁長官の定めるクラウド認定基準に基づき、認定クラウド等の提供事業者及び利用者の責任において、
提供事業者及び利用者各々の立場から安全管理措置（特定個人情報の保管・消去におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置）
を講じる。

 手順の内容

・「国税情報システムに係るセキュリティの確保のための実施細則」において、電子情報として保存された
行政文書のうち、保存期間を満了し廃棄すべきものについては、「国税庁行政文書管理規則」の規定に基
づき確実に消去しなければならないと規定している。
・削除対象データについては、システム管理者から許可を得た職員が削除対象を指定することで消去する
こととし、システム管理者から許可を得ていない職員が誤って消去することのないようにする。
＜オンプレミス環境の場合＞
・特定個人情報等が記録された機器を廃棄する場合、専用のデータ消去ツールにより、データを復元でき
ないよう電子的に完全に消去するか、物理的な破壊（磁気消去を含む。）によりデータを復元できないよう
完全に消去し、消去証明書を提出させる。
＜クラウド環境の場合＞
・データの復元がなされないよう、クラウド事業者においてISMAP等の管理基準に準拠した廃棄プロセスを
確保し、消去証明書を提出させる。
＜GSSパソコンの場合＞
機器納入業者は、NIST SP800-88に準拠し、事前にデジタル庁と合意した方法でGSSパソコンのデータを
復元不可となるよう除去するか破壊、デジタル庁の担当部署にデータ抹消証明書を提出して確認を得る運
用とする。
＜高性能パソコンの場合＞
機器納入業者は、NIST SP800-88に準拠し、事前に国税庁と合意した方法で高性能パソコンのデータを復
元不可となるよう除去するか破壊、国税庁の担当部署にデータ抹消証明書を提出して確認を得る運用とす
る。

 リスク２：　特定個人情報が古い情報のまま保管され続けるリスク

 リスクに対する措置の内容

・国税総合管理システム（ＫＳＫ２）では、所得税、消費税などの申告書、法定調書など、各種申請・届出に
ついて、書面に代えてインターネット、専用線又は認定クラウド等を通じて収受を行い、当該電子情報を原
本として保存する。したがって、修正申告書等が提出されたとしても、当初の確定申告書等は、保存期間ま
で常に原本のまま保管する必要があり、古い情報のまま保管することになる。
なお、申告書等は提出された年分ごとに区分して管理する。
・ＮＩＳＡ口座情報については、変更が生じた都度、最新の状態に更新される。
・公金受取口座の利用を希望する所得税の還付申告書等の提出があった場合、その都度、情報提供ネッ
トワークシステム又は公共サービスメッシュを通じて口座情報登録システムより口座情報を取得することか
ら、当該口座情報等については、還付処理が完了するまでの一定期間保管した後、速やかに削除してい
る。

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である

1） 定めている 2） 定めていない

3） 課題が残されている
2） 十分である1） 特に力を入れている

＜選択肢＞

＜選択肢＞
]

]

 リスク３：　特定個人情報が消去されずいつまでも存在するリスク

 消去手順 [ 定めている
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Ⅲ　特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策 ※（７．リスク１⑨を除く。）

 １．特定個人情報ファイル名

(2)納税者情報管理特定個人情報ファイル、(3)所得税特定個人情報ファイル、（4）資産税特定個人情報ファイル、（5）源泉所得税特定個人
情報ファイル、（6）酒税特定個人情報ファイル、（7）間接諸税特定個人情報ファイル、（8）債権管理特定個人情報ファイル、（9）非課税貯蓄
限度額管理特定個人情報ファイル、(10)資料調査特定個人情報ファイル、(11)少額投資非課税口座管理特定個人情報ファイル、 (12)法人
税特定個人情報ファイル、(13)消費税特定個人情報ファイル、(14)査察特定個人情報ファイル、(15)不服申立関係特定個人情報ファイル、
(16)徴収特定個人情報ファイル
以下、下記のとおり入手元に区分して記載【該当特定個人情報ファイル】
①本人又は本人代理人からの入手（インターネット回線（e-Taxによる受付）による入手含む。）【(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(12)(13)(15)】
②法定調書提出義務者等からの入手（インターネット回線（e-Taxによる受付）による入手含む。）【(2)(10)】
③金融機関の営業所等、金融商品取引業者等の営業所（金融機関等）からの入手（インターネット回線（e-Taxによる受付）、認定クラウド
等（NISAクラウド）による入手含む。）【(2)(9)(11)】
④地方公共団体情報システム機構からの入手【(2)】
⑤地方公共団体からの入手【(3)(10)】
⑥評価実施機関内の他部署【(12)(13)(14)(15)(16)】
⑦調査対象者の取引先等の関係者【（10）】
⑧外国税務当局からの入手【（10）】

 ２．特定個人情報の入手 （情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。）

 リスク１：　目的外の入手が行われるリスク

 対象者以外の情報の入手を
防止するための措置の内容

①への措置
各税法に基づいて提出される納税申告書は、申告納税方式によるものであることから、納税者本人（本人
の代理人としての税理士）が記載して提出するものであり、当該納税申告書においては、当該納税者の情
報しか入手することができない。
また、公金受取口座の登録申請又は利用に当たっては、当該口座の登録申請又は利用を希望する納税
者本人がその意思を記載して提出するものであり、当該希望した納税者の情報しか入手できない。
②への措置
各税法等に基づいて提出される法定調書等は、法令で規定された事項のみ記載されて提出されるため、
当該事項以外は入手できない。
③への措置
各税法に基づいて金融機関等から提出される税務関係書類（納税者から金融機関等を経由して提出され
る書類を含む。）は法令で規定された事項のみ記載されて提出されるため、当該事項以外は入手できな
い。
また、認定クラウド等（NISAクラウド）における入手については、申請等を行う者が提出領域に申請等情報
を記録した時又は税務署長に対してアクセス権限を付与した時のいずれか遅い時に提出があったものと
みなされるため、申請等情報について提出者以外の情報と混同することはなく、当該情報を活用領域に移
管するため提出者以外の情報と混同することはない。さらに、最新の投資者情報のみを入手することとす
ることにより、対象者以外の情報を入手することを防止している。
④への措置
番号法第14条第２項において、「個人番号利用事務を処理するために必要があるときは・・・機構に対し機
構保存本人確認情報の提供を求めることができる」と規定されており、事務処理に必要な者以外の情報は
入手できない。
なお、不必要な情報入手の牽制及び事務処理に必要のない者の情報入手の有無について事後の確認を
目的として、アクセスログを取得する。
⑤への措置
地方公共団体からの入手については、所得税の適正な課税を行うため、地方税法第72条の58、317条及
び番号法第19条第10号等に基づき、地方税当局より必要な情報のみ提供されることから、対象者以外の
情報は入手できない。
⑥への措置
庁内連携システムから入手する情報については、あらかじめ定められているシステム上の仕様に基づき、
対象者のみを連携対象とした処理方法を採っているため、対象者以外の情報を入手することはできない。
⑦への措置
国税通則法第74条の２第１項等において、「調査について必要があるときは・・・その者の事業に関する帳
簿書類その他の物件の提示若しくは提出を求めることができる。」旨が規定されており、あらゆる者の特定
個人情報の提出を求めることができるわけではなく、調査に必要があるときに限定する。
⑧への措置
租税条約等を締結している外国税務当局から、日本居住者の情報（金融口座情報等）が、各国共通の
フォーマットにのっとり、提供されるため、対象者以外の情報を入手することはない。
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2） 十分である
3） 課題が残されている

 リスク２：　不適切な方法で入手が行われるリスク

 リスクに対する措置の内容

①②③への措置
・納税者等が各税法等の規定に基づき、個人番号付きの納税申告書、法定調書等、申請・届出書を提出
する際には、法令・通達において手続に必要な事項を規定した様式を示していることから、納税者本人は、
個人番号の記載が必要であると認識した上で納税申告書等を提出することとなる。
・納税者等の利便性の向上のために書面だけでなく、インターネット回線（e-Taxによる受付）による提出も
認めている。
・認定クラウド等（NISAクラウド）における入手については、税務署長からの指示を受けた場合のみに限定
しており、不適切な利用を防止している。
④⑤への措置
特定個人情報の入手元である地方公共団体情報システム機構、地方公共団体からは、専用線を用いて、
法令で定められた範囲の情報しか入手しないようシステムで制御する。なお、納税申告書等に記載された
個人番号を確認する際は、地方公共団体情報システム機構に対し、機構保存本人確認情報の提供を求め
ることから、国民に対し、不必要な負担を負わせないようにする。
⑥への措置
庁内連携システムから入手する情報については、あらかじめ定められているシステム上の仕様に基づき、
対象者のみを連携対象とした処理方法を採っているため、不適切な方法により入手することはできないよう
システムで制御する。
⑦への措置
国税通則法第74条の２第１項等において、「調査について必要があるときは・・・その者の事業に関する帳
簿書類その他の物件の提示若しくは提出を求めることができる。」旨が規定されており、あらゆる者の特定
個人情報の提出を求めることができるわけではなく、調査に必要があるときに限定する。
⑧への措置
外国税務当局からの入手は、共通送受信システム(CTS)を使用することで、租税条約等を締結している外
国税務当局からのみ連絡を行うことができるようにシステムで制御する。

 必要な情報以外を入手するこ
とを防止するための措置の内
容

①②③への措置
納税者等が各税法等の規定に基づき、納税申告書、法定調書等、申請・届出書を提出する場合、法令・通
達により手続に必要な事項を規定した様式を示すことで、不必要な情報の入手の防止に努める。
また、認定クラウド等（NISAクラウド）における入手については、法令・通達により手続に必要な事項を規定
しており、不必要な情報の入手の防止に努めている。さらに、最新の投資者情報のみを入手することとする
ことにより、不必要な情報を入手することを防止している。
④への措置
番号法第14条第２項において、「個人番号利用事務を処理するために必要があるときは・・・機構に対し機
構保存本人確認情報の提供を求めることができる」と規定されており、事務処理に不必要な情報は入手で
きない。
なお、不必要な情報入手の牽制及び事務処理に不要な情報入手の有無について事後の確認を目的とし
て、アクセスログを取得する。
⑤への措置
地方公共団体からの入手については、所得税の適正な課税を行うため、地方税法第72条の58、317条及
び番号法第19条第10号等に基づき、地方税当局より必要な情報のみ提供されることから、事務に不要な
情報は入手できない。
⑥への措置
庁内連携システムから入手する情報については、あらかじめ定められているシステム上の仕様に基づき、
必要な情報のみを連携対象とした処理方法を採っているため、対象者以外の情報を入手することはできな
い。
⑦への措置
国税通則法第74条の２第１項等において、「調査について必要があるときは・・・その者の事業に関する帳
簿書類その他の物件の提示若しくは提出を求めることができる。」旨が規定されており、あらゆる者の特定
個人情報の提出を求めることができるわけではなく、調査に必要があるときに限定する。
⑧への措置
租税条約等を締結している外国税務当局から、日本居住者の情報（金融口座情報等）が、各国共通の
フォーマットにのっとり、提供されるため、必要な情報以外を入手することはない。

 その他の措置の内容 ―

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である ]

＜選択肢＞
1） 特に力を入れている

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である ]

＜選択肢＞
1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている
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 リスク３：　入手した特定個人情報が不正確であるリスク

 入手の際の本人確認の措置
の内容

①への措置（書面による入手）
・本人から個人番号の提供を受ける場合
番号法第16条（本人確認の措置）、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関
する法律施行令」（平成26年政令第155号）（以下「番号法施行令」という。）第12条第１項、「行政手続にお
ける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則」（以下「番号法施行規則」とい
う。）第１条等の規定に基づき、個人番号カード、通知カードと運転免許証又は旅券等による確認のほか、
番号法施行規則第２条４項の規定に基づき、納税申告書に添付された書類又は「行政手続における特定
の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則に基づく国税関係手続に係る個人番号利
用事務実施者が適当と認める書類等を定める件」（平成27年国税庁告示第２号）（以下「国税庁告示」とい
う。）に規定する書類等で確認するなどの方法により行う。
・代理人から個人番号の提供を受ける場合
番号法第16条、番号法施行令第12条第２項、番号法施行規則第７条等の規定に基づき、代理人の個人番
号カード、運転免許証又は旅券等による確認のほか、代理人が税理士である場合においては、番号法施
行規則第第９条２項等の規定に基づき、税務代理権限証書と税理士名簿に記録されている事項等の確認
又は国税庁告示に規定する書類等で確認するなどの方法により行う。
①への措置（ｅ-Ｔａｘによる入手）
(1)収受・入力特定個人情報ファイルのⅢ．２．リスク３．「入手の際の本人確認の措置の内容」に記載する
措置を講じる。
②③④⑤への措置
特定個人情報の入手元が番号法第16条の規定に基づき、本人確認を行った上で情報を入手していること
が前提となっており、国税庁が当該入手元から入手する際は番号法第16条が適用されない（提供を行う者
自身の本人確認は①と同様である）。
⑥への措置
特定個人情報の入手元である庁内連携システムに個人番号を入力する部署において、番号法第16条の
規定に基づき本人確認を行った上で情報を入手していることが前提となっており、庁内連携システムから
入手する際は、番号法第16条が適用されない（提供を行う者自身の本人確認は①と同様である）。
⑦への措置
租税に関する法律の規定による質問・検査等の対象者が番号法第16条の規定に基づき本人確認を行った
上で情報を入手していることが前提となっており、国税庁が当該対象者から入手する際は番号法第16条が
適用されない。
⑧への措置
外国の報告事業者（金融機関等）が共通報告基準に基づき本人確認を行った上で情報を入手していること
が前提となっており、国税庁が外国税務当局から入手する際は番号法第16条が適用されない。

 個人番号の真正性確認の措
置の内容

①への措置（書面による入手）
・本人から個人番号の提供を受ける場合
番号法第16条、番号法施行令第12条第１項、番号法施行規則第１条等の規定に基づき、個人番号カード、
通知カード又は住民票の写し等による確認のほか、国税庁告示に規定する書類等で確認するなどの方法
により行う。
・代理人から個人番号の提供を受ける場合
本人から個人番号の提供を受ける場合と同様の方法により行う。
①への措置（インターネット回線（e-Taxによる受付）による入手）
(1)収受・入力特定個人情報ファイルのⅢ．２．リスク３．「個人番号の真正性確認の措置の内容」に記載す
る措置を講じる。
②③④⑤への措置
特定個人情報の入手元が番号法第16条の規定に基づき本人確認を行った上で情報を入手していることが
前提となっており、国税庁が当該入手元から入手する際は番号法第16条が適用されない（提供を行う者自
身の個人番号の真正性の確認は①と同様である。）。
⑥への措置
特定個人情報の入手元である庁内連携システムに個人番号を入力する部署において、番号法第16条の
規定に基づき本人確認を行った上で情報を入手していることが前提となっており、庁内連携システムから
入手する際は、番号法第16条が適用されない（提供を行う者自身の本人確認は①と同様である）。
⑦への措置
租税に関する法律の規定による質問・検査等の対象者が番号法第16条の規定に基づき本人確認を行った
上で情報を入手していることが前提となっており、国税庁が当該対象者から入手する際は番号法第16条が
適用されない。
⑧への措置
共通送受信システム（CTS）を通じて収受した情報は、国税庁の次世代システムで個人番号の真正性の確
認を行う。
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 特定個人情報の正確性確保
の措置の内容

①②③⑧への措置
・国税総合管理システム（ＫＳＫ２）では、各税法等に基づいて国税当局に提出する所得税、消費税等の申
告、法定調書、各種申請・届出や納税の事績等を入力することにより、国税債権などを一元的に管理する
とともに、これらを分析して税務調査等に活用する。
・納税者の申告内容を帳簿等で確認し、申告内容に誤りがあれば是正を求めるなどの対応を行う。
④⑤への措置
特定個人情報の入手元である地方公共団体情報システム機構、地方公共団体において、正確性を確保す
る。
⑥への措置
特定個人情報の入手元である庁内連携システムに個人番号を入力する部署において、正確性を確保す
る。
⑦への措置
納税者等から入手する特定個人情報は、提出された申告書等や、調査により収集した情報等と突合する
ことにより、正確な情報であるか確認を行う。

 その他の措置の内容 ―

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である ]

＜選択肢＞
1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

 リスク４：　入手の際に特定個人情報が漏えい・紛失するリスク

 リスクに対する措置の内容

①②③への措置
・税務署等に来署する場合は、窓口で対面にて収受する。
・郵送の場合は、必ず郵便又は信書便を利用し、記載事項や添付書類に漏れがないよう、十分に確認の
上、所轄の税務署等に送付する旨を、国税庁ホームページにて案内をする。
なお、送付専用封筒の利用を勧奨するなどにより誤配送防止をする。
・署内や確定申告書会場等で税務相談等を行うに当たっては、パーテーション等により仕切られたスペー
スで行う。
・税務署等で受理した申告書等については、職員のみ立ち入ることができる耐火書庫に保管する。
・インターネット回線（e-Taxによる受付）から入手したデータについては、クラウド環境から閉域網を通じて
オンプレ環境内に保管される。
・認定クラウド等（NISAクラウド）においては、国税庁長官の定めるクラウド認定基準（認定の対象となるク
ラウドサービス又はオンプレミスが、政府情報システムのためのセキュリティ評価制度（ISMAP）のクラウド
サービスリストに掲載されていること、提供事業者及び利用者各々の立場から国税庁告示に定める安全管
理措置を講じられていること、サーバが日本国内に所在していることなど、国税庁告示で定める要件）に基
づき、認定を行う。国税庁告示に定める安全管理措置については、認定クラウド等の提供事業者及び利用
者の責任において、提供事業者及び利用者各々の立場から講じる。さらに、インターネット回線（e-Taxによ
る受付）からの入手では、Httpリクエストに応じて、通信を暗号化した上で、インターネット回線（e-Taxによ
る受付）と認定クラウド間のみが利用可能な回線を用いて、投資者情報の連携を行う
④⑤への措置
特定個人情報の入手元である地方公共団体情報システム機構、地方公共団体からの入手は、国税当局
と入手元のみをつないだ専用線を用いて行う。
⑥への措置
データセンター内部に限定された回線を用いて入手を行う。
⑦への措置
「行政文書等を庁舎外へ持ち出す場合の管理について」（平成24年国税庁事務運営指針）において、用務
先で取得した書類には、封筒に封入の上、鞄等にしまうなど散逸防止の措置を講じた上で持ち帰ると規定
しており、これについて職員に周知徹底する。また、用務先で借用、取得若しくは作成した書類について
は、持ち出し用ファイルに綴った上で封筒に封入するなど散逸防止の措置を講じる。
なお、一時的に書類等を預かる場合には、預り証の交付を行っている。また、納税者等から電子データで
特定個人情報を入手する場合は、原則として暗号化した上で国税当局が調達した電子記録媒体に格納し
て搬送することとする。
⑧への措置
外国税務当局からの入手は、共通送受信システム（CTS）を経由して行う。CTSへのアクセスは、事前に各
国税務当局が登録した電子証明書による認証が必要となるほか、SFTP方式による通信経路の暗号化を
行うことにより高度な安全性が担保される。
なお、入手するデータについても、電子証明書を付して暗号化を行うことで、改ざん検知やなりすまし防止
等の措置を講じる。また、各国税務当局が同様の方法を採用することとする。

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である ]

＜選択肢＞
1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

 特定個人情報の入手（情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。）におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置

―
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 リスク１：　目的を超えた紐付け、事務に必要のない情報との紐付けが行われるリスク

 宛名システム等における措置
の内容

国税総合管理システム（ＫＳＫ２）では、個人番号を用いた事務処理を行わないサブシステムからアクセス
できないようプログラム制御を行う。

 事務で使用するその他のシス
テムにおける措置の内容

国税総合管理システム（ＫＳＫ２）では、個人番号を用いた事務処理を行わないサブシステムからアクセス
できないようプログラム制御を行うため、業務上個人番号との紐付けが必要のない情報と紐付けされること
はない。

 その他の措置の内容

 ３．特定個人情報の使用

 リスク２：　権限のない者（元職員、アクセス権限のない職員等）によって不正に使用されるリスク

 ユーザ認証の管理 [ 行っている ]
＜選択肢＞
1） 行っている 2） 行っていない

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である ]

＜選択肢＞
1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

 具体的な管理方法

国税総合管理システム（ＫＳＫ２）では、
・事務処理を行う必要がある職員を特定し、当該職員に必要最低限の権限を付与し、事務処理上必要の
ないデータへのアクセスを制限する。
・また、なりすましによる不正を防止する観点から、原則として共用ＩＤの利用を禁止する。例外的に共用ID
を利用する場合には、利用状況を追跡可能とするなどの対策を講じる。
ガバメントソリューションサービス（GSS）、ガバメントクラウド及び高性能パソコンでは、
・パソコンを利用する際には本人認証（顔認証等）が必要となる。
・なお、職員が離席する際には、パスワード設定されたスクリーンセーバー及び画面ロックを利用するなど、
情報漏えい、なりすまし等の不正行為を防止する措置を講じる。

 アクセス権限の発効・失効の
管理

[ 行っている ]
＜選択肢＞
1） 行っている 2） 行っていない

 具体的な管理方法

①　IDの発行管理
・アクセス権限が必要となった場合、ユーザＩＤ管理者が、事務に必要となる情報にアクセスできるユーザＩＤ
を発行する。
・異動等により新たなアクセス権限が必要となった場合には、ユーザID管理者が異動等の内容に基づき、
事務に必要となる情報へのアクセスが可能となる権限を、その職員のユーザIDに対して付与する。
②　失効管理
職員に異動等の事由が生じた場合は、ユーザID管理者は、当該職員の異動等を確認して、ユーザIDの失
効処理又は権限の変更を行う。

 アクセス権限の管理 [ 行っている ]
＜選択肢＞
1） 行っている

2) 記録を残していない

 具体的な方法

「情報セキュリティの確保に関する規程」（平成13年財務省訓令第11号）に基づく「情報セキュリティ対策基
準」（平成13年財務省の情報セキュリティ委員会決定・平成18年全面改正）により、国税総合管理システム
（ＫＳＫ２）へのログインの記録及び保有情報へのアクセスログの記録を行う。アクセスログについては、ど
の職員が、いつ、どの事務処理を実施したのかを、保存領域に保存し、リプレースのタイミング等でハード
ディスクや外部媒体に移行し保存する。また、保存したアクセスログについては、必要に応じて内容の点検
を実施する。
（※）　情報セキュリティ対策基準は、情報セキュリティ政策会議の決定する「政府機関の情報セキュリティ
対策のための統一基準」に沿って定められたものである。

 その他の措置の内容 ―

2） 行っていない

 具体的な管理方法

・原則として共用IDを発行せず、ユーザごとにIDを発行する。
・例外的に共用IDを発行する場合、共用IDの利用事績簿を作成・管理する。
・異動等の事由が生じたことにより、不要となったユーザIDについては、ユーザID管理者が失効等の処理を
行う。

 特定個人情報の使用の記録 [ 記録を残している ]
＜選択肢＞
1） 記録を残している

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である ]

＜選択肢＞
1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている
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 リスク３：　従業者が事務外で使用するリスク

 リスクに対する措置の内容

・国税総合管理システム（ＫＳＫ２）においては、当該職員の職責に応じて処理可能なメニューのみを表示す
ることで、業務に不必要な処理を行えない仕組みとする。また、前記の職責に応じてアクセスできる情報を
制限する。
・ガバメントソリューションサービス（GSS）においては、当該職員の所属部署に応じてアクセス可能なフォル
ダやデータを制限し、業務に不必要な情報にアクセスできない仕組みとする。
・ガバメントクラウドや高性能パソコンにおいては利用できる職員を制限する。
・「個人情報の保護に関する基本方針」（平成16年閣議決定）に基づき個人情報保護に関する研修会、「国
税情報システムに係るセキュリティの確保のための実施細則」（平成20年国税庁事務運営指針）に基づき、
業務外利用の禁止等を徹底するため、全職員を受講対象として、情報セキュリティに関する研修会を年１
回実施する。

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である ]

＜選択肢＞
1） 特に力を入れている 2） 十分である

1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

 特定個人情報の使用におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置

部外者によって不正に使用されるリスクに対しては、以下の措置を講じる。
・特定個人情報ファイルの使用時における特定個人情報が漏えい・紛失するリスクに対して、職員の執務スペースに部外者が立ち入ること
ができないようにするとともに、業者等の部外者が職員の執務スペースに立ち入る場合には、職員が立会いをするなど、不適切な行為が
ないよう適切に管理する。なお、万一、施設内又はそれに準ずる場所で作業する際に見聞又は認識した場合に備えて、契約書において、
秘密保持義務を規定している。
・職員が離席する際には、パスワード設定されたスクリーンセーバー及び画面ロックを利用するなど、情報漏えい、なりすまし等の不正行為
を防止する措置を講じる。
・特定個人情報ファイルをダウンロードするリスク対策として、当該ファイルを国税の専用回線を通じてインターネットと分離されているサー
バへダウンロードするほか、ダウンロード先の限定、定期的にファイルを削除するなどのセキュリティ対策を講じる。
　また、ダウンロード権限及びファイルへのアクセス権限の制限並びにダウンロードログ及びアクセスログの取得を行い、必要が生じた場
合にそれらの点検を行うこととする。
・特定個人情報が記載された申告書等を税務署等間で送付する場合には、第三者が当該特定個人情報を確認できないように封書をした
上で、原則として自社便を使用して搬送する。
　また、搬送を委託する場合においても、安全管理措置を適切に実施した上で行う。

さらに、特定個人情報ファイルを庁舎外で使用する際の特定個人情報が漏えいするリスクへの対策として、以下の措置を講じる。
・複数の認証方式の採用、VPN接続による通信の暗号化、パソコンへのデータ保存の制限などのセキュリティ対策を講じる。
・のぞき見防止フィルタやカメラ検知機能などにより、GSSパソコン画面上の情報についての部外者ののぞき見や撮影を防止する。
・GSSパソコンの公衆無線LANへの接続を運用上禁止する。
・GSSパソコン紛失時には遠隔で情報を削除する。
・GSSパソコンに接続可能な機器をホワイトリストで管理し、アクセスを制限する。

3） 課題が残されている

 リスク４：　特定個人情報ファイルが不正に複製されるリスク

 リスクに対する措置の内容

・「国税情報システムに係るセキュリティの確保のための実施細則」において、電子情報は、作成、編集、利
用又は保全を目的として行うバックアップ以外で複製してはならないと規定している。
・職員の職責によりアクセスできる情報を制限しており、業務に不必要な処理は行えない仕組みにするとと
もに、不正に複製されるリスクへの対応として、システム管理者から許可を得た職員以外は特定個人情報
ファイルを複製できないようプログラムにより制御を行う。
・移行作業実施者に特定個人情報ファイルの取扱権限を持つIDを発行する場合には、当該IDの権限及び
数は必要最小限とし、移行作業実施者が範囲を超えた操作を行えないよう、システム的に制御する。
・移行作業をシステム間でのデータ転送等により行う場合は、専用線による接続を行うことで外部からの読
み取りを防止する。
・移行作業実施者以外は対象ファイルにアクセスできないこととし、リスク範囲を限定する。
・移行以外の目的・用途でファイルを複製しないよう、移行作業に関係する者に対して周知徹底する。

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である ]

＜選択肢＞
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 特定個人情報ファイルの閲覧
者・更新者の制限

[ 制限している ]
＜選択肢＞
1） 制限している 2） 制限していない

 ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託 [ ] 委託しない

 委託先による特定個人情報の不正入手・不正な使用に関するリスク
 委託先による特定個人情報の不正な提供に関するリスク
 委託先による特定個人情報の保管・消去に関するリスク
 委託契約終了後の不正な使用等のリスク
 再委託に関するリスク

 情報保護管理体制の確認

法定調書に係るデータエントリー（データ入力）業務の委託については、調達仕様書において、個人情報保
護体制に関する条件として、一般財団法人日本情報経済社会推進協会認定の「プライバシーマーク」及び
「ISMS認証」を取得している者とするほか、社内教育に関する条件として、セキュリティに関する研修及び
特定個人情報に関する研修等を実施する旨を規定し、特定個人情報の保護及び安全管理措置を適切に
行える委託先であることを確認する。
NISAの投資簿価残高の合計額の算出業務の委託については、国税庁長官の認定を受けたクラウド等の
提供事業者と委託契約を結ぶところ、認定要件において、政府情報システムのためのセキュリティ評価制
度（ISMAP）を取得している者又はＩＳＯ／ＩＥＣ二七〇一七に基づく認証などの第三者認証を受けていること
を規定し、特定個人情報の保護及び安全管理措置を適切に行える委託先であることを確認する。
税務データ分析及び分析結果の実用化に係る支援業務の委託については、調達仕様書において、個人
情報保護体制に関する条件として、国際規格（ISO/IEC 27001）又は国内規格（JIS Q 27001）を認証基準と
した情報セキュリティマネジメントシステムの認証又は同等の資格を取得している者とするほか、社内教育
に関する条件として、セキュリティ及び守秘義務に関する教育を実施する旨を規定し、特定個人情報の保
護及び安全管理措置を適切に行える委託先であることを確認する。

 具体的な制限方法

法定調書に係るデータエントリー（データ入力）業務の委託については、調達仕様書及び委託契約書にお
いて、特定個人情報については不正アクセス及びデータ漏えい等のリスクに対し、ユーザＩＤによるアクセ
ス制御、ファイアウォールによる外部からの不正アクセス防止及びデータの暗号化等、安全管理上必要な
措置を講じなければならない旨を規定し、委託先となる事業者にはその安全管理上必要な措置を確保させ
る。
NISAの投資簿価残高の合計額の算出業務の委託については、委託契約書において、特定個人情報につ
いては不正アクセス及びデータ漏えい等のリスクに対し、ユーザＩＤによるアクセス制御、ファイアウォール
による外部からの不正アクセス防止及びデータの暗号化等、安全管理上必要な措置を講じなければなら
ない旨を規定し、委託先となる事業者にはその安全管理上必要な措置を確保させている。
税務データ分析及び分析結果の実用化に係る支援業務の委託については、調達仕様書及び委託契約書
において、委託先は委託元が指定した国税当局内の場所で作業しなければならない旨を規定する。委託
先が特定個人情報を取り扱う場合は、インターネットその他の外部ネットワークに接続されていないスタン
ドアロン環境下にある高性能パソコンのみを利用するものとする。また、高性能パソコンを操作する際は、
委託元が付与したアカウントを使用し、委託元が立会いの下で行う。

 特定個人情報ファイルの取扱
いの記録

[ 記録を残している ]
＜選択肢＞
1） 記録を残している 2） 記録を残していない

 具体的な方法

法定調書に係るデータエントリー（データ入力）業務の委託については、調達仕様書において、「作業管理
表」を作成し、作業を行う都度、事績を記録する旨を規定し、作業場責任者がその内容を確認するとともに
委託元においても定期的にその内容を確認する。
NISAの投資簿価残高の合計額の算出業務の委託については、委託契約書において、委託された行為の
内容及び当行為を行った日付及び時間に関する情報（ログ）を記録し、管理している。
税務データ分析及び分析結果の実用化に係る支援業務の委託については、委託先は作業を行う都度、事
績を記録し、委託元において定期的にその内容を確認する。
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 特定個人情報の提供ルール [ 定めている ]
＜選択肢＞
1） 定めている

 特定個人情報の消去ルール [ 定めている ]
＜選択肢＞
1） 定めている 2） 定めていない

2） 定めていない

 委託先から他者への
提供に関するルールの
内容及びルール遵守の
確認方法

・法定調書に係るデータエントリー（データ入力）業務の委託については、調達仕様書及び委託契約書にお
いて、委託先は他者へ委託し、又は請け負わせてはならない旨規定する。
・NISAの投資簿価残高の合計額の算出業務の委託については、委託契約書において、委託先は他者へ
委託し、又は請け負わせてはならない旨を規定している。また、委託先が複数ある場合は、NISAの投資簿
価残高の合計額の算出に必要な範囲内で、委託先間でのみ情報の連携ができる旨規定している。
なお、委託先が複数ある場合に連携する際は、Httpリクエストに応じて、通信を暗号化した上で、認定クラ
ウドと他の認定クラウド間のみが利用可能な回線を用いて、簿価情報を連携する。
・委託元において、業務期間前後及び業務期間中に実地の監査を実施することにより、委託先の業務履行
能力、契約内容の遵守状況について確認することとする。
・税務データ分析及び分析結果の実用化に係る支援業務の委託については、委託先は特定個人情報を国
税当局から外部へ持ち出すことが許可されておらず、調達仕様書及び委託契約書においても、委託先は
契約遂行上知り得た情報を第三者に開示してはならない旨規定する。

 委託元と委託先間の提
供に関するルールの内
容及びルール遵守の確
認方法

１　法定調書に係るデータエントリー（データ入力）業務の委託については、調達仕様書及び委託契約書に
基づき、次のとおり実施する。
①インハウス型委託（受託者の作業場ではなく、国税当局が用意した場所で源泉徴収票等の入力業務を
行わせる方法）で行い、委託元と委託先間を専用線で接続し、当該専用線のみでデータの授受を行うとと
もに委託先のデータ授受担当者は委託元に届け出た者に限定する。
・データエントリー（データ入力）業務に当たっては、クラウド環境上に構築するAI-OCRも利用し、入力業務
の高度化・効率化を図る。
②委託先におけるアクセス記録・作業ログについては、専用線を通じて委託元が随時取得し、定期的及び
セキュリティ上の必要が生じた場合に分析を可能とする。
③専用線が使用できない場合、成果品等の搬送については次のとおり実施する。
・データの暗号化を施した上で、電子記録媒体に記録し、原則として自社便を使用して搬送する。また、搬
送を委託する場合においても、安全管理措置を適切に実施した上で行う。
・搬送に使用する車両は、鋼製有蓋車とし、搬送に使用する容器（受託者が用意する。）は、成果品等の盗
難、破損、汚損及び紛失等を防止するため、施錠可能で堅固な容器（ジュラルミン製トランク等）を用いる。
２　NISAの投資簿価残高の合計額の算出業務の委託については、委託契約書に基づき、次のとおり実施
する。
①委託元と委託先を双方のみが利用可能な回線で接続し、当該回線のみでデータの授受を行うとともに
委託先のデータ授受担当者は委託元に届け出た者に限定する。
・NISAの投資簿価残高の名寄せ・集計業務に当たっては、クラウド環境上に構築するシステムを利用し、
業務の高度化・効率化を図る。
②委託先におけるアクセス記録・作業ログについては、当該回線を通じて委託元が随時取得し、定期的及
びセキュリティ上の必要が生じた場合に分析を可能とする。
③当該回線が使用できない場合、成果品等の搬送については次のとおり実施する。
・データの暗号化を施した上で、電子記録媒体に記録し、原則として自社便を使用して搬送する。また、搬
送を委託する場合においても、安全管理措置を適切に実施した上で行う。
・搬送に使用する車両は、鋼製有蓋車とし、搬送に使用する容器（受託者が用意する。）は、成果品等の盗
難、破損、汚損及び紛失等を防止するため、施錠可能で堅固な容器（ジュラルミン製トランク等）を用いる。
・媒体での提供時は、顔写真入りの身分証明書の提示を求め、本人確認を行っている。
３　委託元において、業務期間前後及び業務期間中に実地の監査を実施することにより、委託先の業務履
行能力、契約内容の遵守状況について確認することとする。
４　税務データ分析及び分析結果の実用化に係る支援業務の委託については、調達仕様書等に基づき、
次のとおり実施する。
①委託先は委託元が指定した国税当局内の場所で作業しなければならない。
②委託先が特定個人情報を取り扱う場合は、インターネットその他の外部ネットワークに接続されていない
スタンドアロン環境下にある高性能パソコンのみを利用するものとする。また、高性能パソコンを操作する
際は、委託元が付与したアカウントを使用し、委託元が立会いの下で行う。

 ルールの内容及び
ルール遵守の確認方法

・法定調書に係るデータエントリー（データ入力）業務の委託については、契約書及び調達仕様書におい
て、納入終了の都度、委託先の責任と負担において個人情報を消去しなければならない旨を規定するとと
もに、消去の方法、完了日等を報告する旨を規定する。
・NISAの投資簿価残高の合計額の算出業務の委託については、仕様書において、翌年の投資簿価残高
の合計額の算出業務の完了の都度、個人情報を消去しなければならない旨を規定するとともに、消去の
方法、完了日等を報告する旨を規定している。
・委託元において、業務終了後、実地により、その内容を確認する。
・税務データ分析及び分析結果の実用化に係る支援業務の委託については、委託終了後に、委託元にお
いて委託元が用意した高性能パソコンから特定個人情報ファイルを消去する。
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2） 定めていない

 規定の内容

・法定調書に係るデータエントリー（データ入力）業務の委託については、調達仕様書及び委託契約書にお
いて、以下の事項を規定する。
　①　秘密保持義務
　②　事業所内からの特定個人情報の持出しの禁止
　③　特定個人情報の目的外利用の禁止
　④　漏えい事案等が発生した場合の委託先の責任
　⑤　納入終了の都度、特定個人情報の消去
　⑥　従業者に対する監督・教育
　⑦　契約内容の遵守状況についての報告徴求
・NISAの投資簿価残高の合計額の算出業務の委託については、委託契約書において、以下の事項を規
定している。
　①　秘密保持義務
　②　認定クラウド等（NISAクラウド）からの特定個人情報の持出しの禁止
　③　特定個人情報の目的外利用の禁止
　④　漏えい事案等が発生した場合の委託先の責任
　⑤　翌年の投資簿価残高の合計額の算出業務の完了の都度、特定個人情報の消去
　⑥　従業者に対する監督・教育
　⑦　契約内容の遵守状況についての報告徴求
・委託元において、業務期間前後及び業務期間中に実地の監査を実施することにより、委託先の業務履行
能力、契約内容の遵守状況について確認することとする。
・税務データ分析及び分析結果の実用化に係る支援業務の委託については、調達仕様書及び委託契約
書において、以下の事項を規定する。
　①　秘密保持義務
　②　特定個人情報の目的外利用の禁止
　③　再委託における条件
　④　漏えい事案等が発生した場合の委託先の責任
　⑤　従業者の明確化
　⑥　従業者に対する監督・教育
　⑦　契約内容の遵守状況についての報告徴求

 委託契約書中の特定個人情
報ファイルの取扱いに関する
規定

＜選択肢＞

[ 定めている ]
1） 定めている

 具体的な方法

１　再委託の可能性がある委託
税務データ分析及び分析結果の実用化に係る支援業務の委託については、再委託先による特定個人情
報ファイルの適切な取り扱いの確保として、委託先は業務の全部を一括して第三者に委託することを禁止
しており、業務の一部についても原則として再委託を認めていない。
ただし、やむを得ず再委託が必要な場合は、事前に委託元に対して書面による申請を求め、再委託先の
名称・代表者氏名等、再委託を行う業務内容及び委託金額、委託先と同等のセキュリティ水準の確保を再
委託先も具備することの取決め内容、再委託先の情報セキュリティ対策方針及び管理方法を提出させ、審
査・承認を行っている。再委託先の追加・変更時も同様の手続を義務付けており、さらに複数段階の再委
託が行われる場合は全ての再委託先の情報と業務範囲を委託元に対して報告させている。
また、委託業務は委託先の自社または承認を得た関連会社内で完結することを規定しており、再委託承認
後も委託先は再委託先の行為について全責任を負い、再委託先が契約違反や義務懈怠を行った場合は
委託先が一切の責任を負うとともに、当該再委託の中止を請求できる体制としている。

２　再委託を行っていない委託
法定調書に係るデータエントリー（データ入力）業務の委託については、調達仕様書及び委託契約書にお
いて、委託先から他者への再委託等を禁止する。
NISAの投資簿価残高の合計額の算出業務の委託については、仕様書及び委託契約書において、委託先
から他者への再委託等を禁止している。

 その他の措置の内容 ―

 再委託先による特定個人情報
ファイルの適切な取扱いの確
保

＜選択肢＞

[ 十分に行っている ]
1） 特に力を入れて行っている 2） 十分に行っている
3） 十分に行っていない 4） 再委託していない

 特定個人情報ファイルの取扱いの委託におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置

・法定調書の入力業務においては、業務期間前後及び業務期間中に実地の監査を実施することにより、委託先の業務履行能力、契約内
容の遵守状況について確認する。

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である ]

＜選択肢＞
1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている
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 ５．特定個人情報の提供・移転 （委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。） [ ] 提供・移転しない

 リスク１：　不正な提供・移転が行われるリスク

 特定個人情報の提供・移転の
記録

[ 記録を残している ]
＜選択肢＞
1） 記録を残している 2） 記録を残していない

 ルールの内容及び
ルール遵守の確認方法

【地方税当局への提供】
国税当局と地方税当局との間の情報連携については番号法第19条第10号及び番号法施行令第22条等の
規定に基づき、
①特定個人情報の提供を受ける者の名称、特定個人情報の提供の日時及び提供する特定個人情報の項
目その他主務省令で定める事項を記録して、７年間保存する
②提供する特定個人情報が漏えいした場合において、その旨及びその理由を遅滞なく個人情報保護委員
会に報告するために必要な体制を整備するとともに、提供を受ける者が同様の体制を整備していることを
確認する
③情報連携を行う場合、電子データについては、番号法施行規則第20条第３号の規定に基づく、安全性及
び信頼性を確保するために必要な基準として、内閣総理大臣が定める基準に従って行う
④情報連携を行う場合、書面については、特定個人情報の安全性を確保するために必要な措置として、内
閣総理大臣が定める措置に従って行う
などの措置をとる。

 その他の措置の内容 ―

 具体的な方法

【地方税当局への提供】
・国税当局と地方税当局との間の情報連携については、番号法第19条第10号、番号法施行令第22条及び
番号法施行規則第20条等の規定に基づき、特定個人情報（所得税の確定申告情報等）の提供を行う。
・その際には、番号法第19条第10号、番号法施行令第22条等の規定に基づき、特定個人情報の提供を受
ける者の名称、特定個人情報の提供の日時及び提供する特定個人情報の項目を記録して、７年間保存す
るなどの措置をとる。
・なお、国税当局と地方税当局との間の情報連携については、国税当局と地方税当局のみをつないだ専
用線を用い、暗号化した上で、決められた情報のみ提供するようにシステムで制御する。

 特定個人情報の提供・移転に
関するルール

[ 定めている ] ＜選択肢＞
1） 定めている 2） 定めていない

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である ]

＜選択肢＞
1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

 リスク２：　不適切な方法で提供・移転が行われるリスク

 リスクに対する措置の内容

【地方税当局への提供】
国税当局と地方税当局との間の情報連携については、
①電子データについては、番号法施行規則第20条第３号の規定に基づく、安全性及び信頼性を確保する
ために必要な基準として、内閣総理大臣が定める基準に従って行うこととし、
②書面については、特定個人情報の安全性を確保するために必要な措置として、内閣総理大臣が定める
措置に従って行うなどとする。
なお、国税当局と地方税当局との間の情報連携については、国税当局と地方税当局のみをつないだ専用
線を用い、暗号化した上で、決められた情報のみ提供するようにシステムで制御する。
【地方公共団体への提供】
地方公共団体への提供は、専用線からeLTＡＸを経由することで、国税当局からのみ可能となるよう、物理
的に制限する。

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である ]

＜選択肢＞
1） 特に力を入れている 2） 十分である

1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

3） 課題が残されている

 リスク３：　誤った情報を提供・移転してしまうリスク、誤った相手に提供・移転してしまうリスク

 リスクに対する措置の内容

【地方税当局への提供】
国税当局と地方税当局との間の情報連携については、
①電子データについては、番号法施行規則第20条第３号の規定に基づく、安全性及び信頼性を確保する
ために必要な基準として、内閣総理大臣が定める基準に従って行うこととし、
②書面については、特定個人情報の安全性を確保するために必要な措置として、内閣総理大臣が定める
措置に従って行うこととする。
なお、国税当局と地方税当局との間の情報連携については、国税当局と地方税当局のみをつないだ専用
線を用い、暗号化した上で、決められた情報のみ提供するようにシステム的に担保する。
【地方公共団体への提供】
国税及び地方公共団体の課税・滞納情報は、国税当局・地方公共団体共通のフォーマットにのっとり提供
されるため、必要な情報以外を提供することはない。

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である ]

＜選択肢＞
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 特定個人情報の提供・移転（委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。）におけるその他のリスク及びそのリスクに対する
措置
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2） 十分である
3） 課題が残されている

 リスク２：　安全が保たれない方法によって入手が行われるリスク

 リスクに対する措置の内容

] 接続しない（提供）

 リスク１：　目的外の入手が行われるリスク

 リスクに対する措置の内容

 リスクへの対策は十分か
[ ]

＜選択肢＞
1） 特に力を入れている

 ６．情報提供ネットワークシステムとの接続 [ ○ ] 接続しない（入手） [ ○

 リスクへの対策は十分か
[ ]

＜選択肢＞
1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

 リスク３：　入手した特定個人情報が不正確であるリスク

 リスクに対する措置の内容

 リスクへの対策は十分か
[ ]

＜選択肢＞
1） 特に力を入れている 2） 十分である

1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

 リスク５：　不正な提供が行われるリスク

 リスクに対する措置の内容

3） 課題が残されている

 リスク４：　入手の際に特定個人情報が漏えい・紛失するリスク

 リスクに対する措置の内容

 リスクへの対策は十分か
[ ]

＜選択肢＞

 リスクへの対策は十分か
[ ]

＜選択肢＞
1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

 リスク６：　不適切な方法で提供されるリスク

 リスクに対する措置の内容

 リスクへの対策は十分か
[ ]

＜選択肢＞
1） 特に力を入れている 2） 十分である

1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

 情報提供ネットワークシステムとの接続に伴うその他のリスク及びそのリスクに対する措置

3） 課題が残されている

 リスク７：　誤った情報を提供してしまうリスク、誤った相手に提供してしまうリスク

 リスクに対する措置の内容

 リスクへの対策は十分か
[ ]

＜選択肢＞
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 ７．特定個人情報の保管・消去

 リスク１：　特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスク

 ①NISC政府機関統一基準群
[ 十分に遵守している ]

＜選択肢＞
1） 特に力を入れて遵守している 2） 十分に遵守している
3） 十分に遵守していない 4） 政府機関ではない

 ②安全管理体制
[ 十分に整備している ]

＜選択肢＞
1） 特に力を入れて整備している 2） 十分に整備している
3） 十分に整備していない

 ③安全管理規程
[ 十分に整備している ]

＜選択肢＞
1） 特に力を入れて整備している 2） 十分に整備している
3） 十分に整備していない

 ④安全管理体制・規程の職員
への周知

[ 十分に周知している ]
＜選択肢＞
1） 特に力を入れて周知している 2） 十分に周知している
3） 十分に周知していない

 ⑤物理的対策
[ 十分に行っている ]

＜選択肢＞
1） 特に力を入れて行っている 2） 十分に行っている
3） 十分に行っていない

 具体的な対策の内容

（１）　オンプレミス環境における物理的対策
・特定個人情報を保有しているサーバの設置場所については、有人による監視や入退館（室）装置による
管理をしている建物の中で、取り扱う情報の重要度等に応じて設定した情報取扱区域のクラス区分（区画）
に応じた管理対策（入室制限）及び利用権限による情報取扱制限を設けた上で、併せて生体認証による入
退室管理等の対策を講じる。なお、国税庁においては個人番号の有無にかかわらず納税者情報につい
て、最も厳重な制限を実施する区画において管理する。
・また、サーバ室の入退室については、システム管理者が許可した者に限定しており、サーバへのアクセス
はＩＤとパスワードによる認証が必要となる。
（２）　税務署等における物理的対策について
・税務署等で受理した申告書等については、職員のみ立ち入ることができる耐火書庫や、外部倉庫業者の
倉庫に保管する。
・GSSパソコンや高性能パソコンについては、セキュリティワイヤーの取り付けや鍵のかかる場所での保管
を行う。
（３）　クラウド環境における物理的対策
・　クラウド事業者を選定する際の調達要件として、当該クラウドサービスが政府情報システムのためのセ
キュリティ評価制度（ISMAP）に基づくクラウドサービスリストに掲載されている事業者であることとする。
・　具体的な対策の内容としては、例えば、クラウド事業者は保有・管理するクラウド環境を日本国内に設
置し、当該事業者が電子錠による入退室制限等の物理的なアクセス制御手段により、クラウドの運用環境
には許可された利用者のみが入退室できるようにし、監視カメラ等による入退室及び室内映像を収集し、
入退室の記録を取得することとする。
（４） NISAの投資簿価残高の合計額の算出業務
　国税庁長官の定めるクラウド認定基準に基づき認定クラウド等の提供事業者及び利用者の責任におい
て、提供事業者及び利用者各々の立場から安全管理措置（物理的対策を含む。）を講じる。

151



 ⑥技術的対策
[ 十分に行っている ]

＜選択肢＞
1） 特に力を入れて行っている 2） 十分に行っている
3） 十分に行っていない

 具体的な対策の内容

・不正プログラム対策
　ウイルス対策ソフトを使用して、サーバ及び職員用パソコンで定期的にウイルスチェックを実施する。ま
た、定期的に、検証済みのパターンファイルに更新する。
　なお、サーバ及び職員パソコンへのソフトウェア導入は、セキュリティ管理者の許可を得るとともに、シス
テム的な検証等を実施した上で、システム管理者が実施することとしており、不正なプログラムの導入を防
止する。
　また、サーバ及び職員パソコンについては、オペレーティングシステム、ミドルウェア及びドライバのセキュ
リティ情報等を収集し、必要に応じて、修正プログラムを導入する。
・不正アクセス対策
　外部からのアクセスに対しては、内閣サイバーセキュリティセンターの定める「政府機関等のサイバーセ
キュリティ対策のための統一基準群」等にも準拠したセキュリティ対策を講じた環境を利用して外部からの
アクセスを防止する。
　また、国税庁内からデータベースへのアクセスに対しては、ファイアウォールで不正アクセスを遮断すると
ともに、プログラムにより、アクセス制御しており、システム管理者から許可を得た者以外は、データベース
を参照・更新・消去することができない仕組みとする。
・クラウド環境の対策
　データエントリー（データ入力）業務において、クラウド環境に入力したデータについては、AI-OCR処理
後、システムにより自動的に消去する。
　クラウドサービスの利用に当たり、当庁がシステム及びデータのアクセス権を設定することにより、クラウ
ド事業者は個人情報にアクセスすることは出来ないほか、侵入検知及び侵入防止策を行い、ログの監視・
解析も実施する。
　おって、AI-OCRサーバとのデータ授受は閉域網で行い、通信内容の秘匿及び盗聴防止の措置を講じ
る。
・NISAの投資簿価残高の合計額の算出業務
　国税庁長官の定めるクラウド認定基準に基づき認定クラウド等の提供事業者及び利用者の責任におい
て、提供事業者及び利用者各々の立場から安全管理措置（技術的対策を含む。）を講じる。
・GSSパソコンにおけるインターネットとの接続対策
　インターネット経由した外部とのメールについては、上長承認機能により制御（宛先制限、送信前の内容
確認）する。
　業務に不要なオンラインサービスへのアクセスを制限する。
　ガバメントソリューションサービス（GSS）で実装されている機能により、特定個人情報を含むデータを監
視・検出し、USBへのデータ持ち出しなどの操作を制御する。また、保存されたファイルに対し暗号化など
の保護を適用する。
　複数の認証方式の採用、VPN接続による通信の暗号化を実施する。
　パソコン紛失時には遠隔で情報を削除する。
　パソコンに接続可能な機器をホワイトリストで管理し、アクセスを制限する。
　パソコンに内蔵されているローカルディスクには暗号化処理を施す。
　アクセス制御ポリシーに基づき評価・認可を行い、リソースおよびアクセスの状況を継続的に観測する。
・高性能パソコンについては、インターネットその他外部ネットワークに接続しない。

 ⑦バックアップ
[ 十分に行っている ]

＜選択肢＞
1） 特に力を入れて行っている 2） 十分に行っている
3） 十分に行っていない

 ⑧事故発生時手順の策定・周
知

[ 十分に行っている ]
＜選択肢＞
1） 特に力を入れて行っている 2） 十分に行っている
3） 十分に行っていない

 ⑨過去３年以内に、評価実施
機関において、個人情報に関
する重大事故が発生したか

[ 発生なし ]
＜選択肢＞
1） 発生あり 2） 発生なし

 その内容 ―

 再発防止策の内容 ―
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 ⑩死者の個人番号 [ 保管している ]
＜選択肢＞
1） 保管している 2） 保管していない

1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

 リスク２：　特定個人情報が古い情報のまま保管され続けるリスク

 リスクに対する措置の内容

税法の規定により、国税当局に提出される所得税、消費税等の申告書、法定調書、各種申請・届出書は、
修正申告書等が提出されたとしても、当初の確定申告書等は、保存期間まで、常に原本として保存してお
く必要があるため、特定個人情報が古い情報のまま保管することとなる。
なお、申告書等は提出ごとに区分して管理する。

 具体的な保管方法
死者の個人番号は、生存する個人の個人番号と分けて管理しないため、「Ⅲ特定個人情報ファイルの取扱
いプロセスにおけるリスク対策」において示す、生存する個人の個人番号と同様の管理を行う。

 その他の措置の内容 ―

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である ]

＜選択肢＞

 リスク３：　特定個人情報が消去されずいつまでも存在するリスク

 消去手順 [ 定めている ]
＜選択肢＞
1） 定めている 2） 定めていない

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である ]

＜選択肢＞
1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

 特定個人情報の保管・消去におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置

・特定個人情報の漏えい等事案が発生した場合、事案の内容に応じて以下の対応をする。
①特定個人情報の漏えい等事案の発生連絡を行う。
②事実関係の調査、原因の究明及び影響範囲の特定を行う。
③職員又は運用保守業者へサービス停止や調査、復旧作業を指示する。
④影響を受ける可能性のある本人へ連絡等を行う。
⑤再発防止策を検討し、速やかに実施する。
⑥個人情報保護委員会、国家サイバー統括室及び総務省へ報告する。
⑦事案の内容等に応じて、事実関係及び再発防止策等の公表を行う。
・ハードウェアの稼働保証や、データの保管については、機器業者が行うこととなる。ただし、保存されたデータの中身については、暗号化
措置を施し、国税庁以外参照できないように制御する。

 手順の内容

削除対象データについては、システム管理者から許可を得た職員が削除対象を指定することで消去するこ
ととし、システム管理者から許可を得ていない職員が誤って消去することのないようにする。
＜オンプレミス環境の場合＞
・特定個人情報等が記録された機器を廃棄する場合、専用のデータ消去ツールにより、データを復元でき
ないよう電子的に完全に消去するか、物理的な破壊（磁気消去を含む。）によりデータを復元できないよう
完全に消去し、消去証明書を提出させる。
＜クラウド環境の場合＞
・データの復元がなされないよう、クラウド事業者においてISMAP等の管理基準に準拠した廃棄プロセスを
確保し、消去証明書を提出させる。
＜GSSパソコンの場合＞
機器納入業者は、NIST SP800-88に準拠し、事前にデジタル庁と合意した方法でGSSパソコンのデータを
復元不可となるよう除去するか破壊、デジタル庁の担当部署にデータ抹消証明書を提出して確認を得る運
用とする。
＜高性能パソコンの場合＞
機器納入業者は、NIST SP800-88に準拠し、事前に国税庁と合意した方法で高性能パソコンのデータを復
元不可となるよう除去するか破壊、国税庁の担当部署にデータ抹消証明書を提出して確認を得る運用とす
る。

 その他の措置の内容 ―

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である ]

＜選択肢＞
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Ⅲ　特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策 ※（７．リスク１⑨を除く。）

 １．特定個人情報ファイル名

(17)租税に関する法律に基づく調査（犯則事件の調査を除く。）により取得した特定個人情報ファイル

 ２．特定個人情報の入手 （情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。）

 リスク１：　目的外の入手が行われるリスク

 対象者以外の情報の入手を防
止するための措置の内容

国税通則法第74条の２第１項等において、「調査について必要があるときは・・・その者の事業に関する帳簿
書類その他の物件の提示若しくは提出を求めることができる。」旨が規定されており、あらゆる者の特定個
人情報の提出を求めることができるわけではなく、調査に必要があるときに限定する。

2） 十分である
3） 課題が残されている

 リスク２：　不適切な方法で入手が行われるリスク

 リスクに対する措置の内容
国税通則法第74条の２第１項等において、「調査について必要があるときは・・・その者の事業に関する帳簿
書類その他の物件の提示若しくは提出を求めることができる。」旨が規定されており、あらゆる者の特定個
人情報の提出を求めることができるわけではなく、調査に必要があるときに限定する。

 必要な情報以外を入手するこ
とを防止するための措置の内
容

国税通則法第74条の２第１項等において、「調査について必要があるときは・・・その者の事業に関する帳簿
書類その他の物件の提示若しくは提出を求めることができる。」旨が規定されており、あらゆる者の特定個
人情報の提出を求めることができるわけではなく、調査に必要があるときに限定する。

 その他の措置の内容 ―

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である ] ＜選択肢＞

1） 特に力を入れている

 リスク３：　入手した特定個人情報が不正確であるリスク

 入手の際の本人確認の措置
の内容

租税に関する法律の規定による質問・検査等の対象者が番号法第16条の規定に基づき本人確認を行った
上で情報を入手していることが前提となっており、国税庁が当該対象者から入手する際は番号法第16条が
適用されない。

 個人番号の真正性確認の措
置の内容

租税に関する法律の規定による質問・検査等の対象者が番号法第16条の規定に基づき本人確認を行った
上で情報を入手していることが前提となっており、国税庁が当該対象者から入手する際は番号法第16条が
適用されない。

 特定個人情報の正確性確保
の措置の内容

納税者等から入手する特定個人情報は、提出された申告書等や、調査により収集した情報等と突合するこ
とにより、正確な情報であるか確認を行う。

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である ] ＜選択肢＞

1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

 その他の措置の内容 ―

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である ] ＜選択肢＞

1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

 リスク４：　入手の際に特定個人情報が漏えい・紛失するリスク

 リスクに対する措置の内容

「行政文書等を庁舎外へ持ち出す場合の管理について」（平成24年国税庁事務運営指針）において、用務先
で取得した書類には、封筒に封入の上、鞄等にしまうなど散逸防止の措置を講じた上で持ち帰ると規定して
おり、これについて職員に周知徹底する。また、用務先で借用、取得若しくは作成した書類については、持ち
出し用ファイルに綴った上で封筒に封入するなど散逸防止の措置を講じる。
なお、一時的に書類等を預かる場合には、預り証の交付を行う。
また、納税者等から電子データで特定個人情報を入手する場合の対策は、以下のとおりとなる。
・電子記録媒体では原則として国税当局が調達したものを使用し、格納する情報を暗号化する。
・電子メールでは安全を確保し、盗聴等を防ぐために、TLSによる暗号化通信を行う。また、上長承認機能に
より送信元制限も行う。
・ファイル共有サービスにおいても、TLSによる暗号化通信を行う。なお、ファイル共有サービスはISMAPのク
ラウドサービスリストに掲載されている。

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である ] ＜選択肢＞

1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

 特定個人情報の入手（情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。）におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置
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 リスク１：　目的を超えた紐付け、事務に必要のない情報との紐付けが行われるリスク

 宛名システム等における措置
の内容

地方公共団体の宛名システムに相当する個人番号を参照することが可能な機能を持つ、国税総合管理シス
テム（ＫＳＫ２）とは接続しない。

 事務で使用するその他のシス
テムにおける措置の内容

・租税に関する法律に基づく調査により取得した特定個人情報は、実態解明及び情報の正確性等を確保す
る目的以外使用できないことを、職員等に周知する。なお、国税総合管理システム（ＫＳＫ２）では保有する情
報を電子データとして出力できないようにプログラムで制御することから、納税者等から電子データで入手し
た情報をシステム的に紐付けることはできない。
・租税に関する法律に基づく調査により取得した特定個人情報は、職務上必要と認められ権限の与えられた
者しかアクセスできない。

 その他の措置の内容

 ３．特定個人情報の使用

 リスク２：　権限のない者（元職員、アクセス権限のない職員等）によって不正に使用されるリスク

 ユーザ認証の管理 [ 行っている ]
＜選択肢＞
1） 行っている 2） 行っていない

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である ] ＜選択肢＞

1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

 具体的な管理方法

・国税総合管理システム（ＫＳＫ２）では、事務処理を行う必要がある職員を特定し、当該職員に必要最低限
の権限を付与し、事務処理上必要のないデータへのアクセスを制限する。
・また、GSSパソコンでは、本人認証（顔認証等）が必要となり、職員が離席する際には、パスワード設定され
たスクリーンセーバー及び画面ロックを利用するなど、情報漏えい、なりすまし等の不正行為を防止する措
置を講じる。

 アクセス権限の発効・失効の
管理

[ 行っている ] ＜選択肢＞
1） 行っている 2） 行っていない

 具体的な管理方法

①　IDの発行管理
・アクセス権限が必要となった場合、ユーザＩＤ管理者が、事務に必要となる情報にアクセスできるユーザＩＤ
を発行する。
・異動等により新たなアクセス権限が必要となった場合には、ユーザID管理者が異動等の内容に基づき、事
務に必要となる情報へのアクセスが可能となる権限を、その職員のユーザIDに対して付与する。
②　失効管理
職員に異動等の事由が生じた場合は、ユーザID管理者が当該ユーザIDの失効処理又は権限の変更を行
う。

 アクセス権限の管理 [ 行っている ]
＜選択肢＞
1） 行っている

2) 記録を残していない

 具体的な方法

・使用するパソコンへのログインの記録を行い、特定個人情報ファイルの格納先へのアクセス及び特定個人
情報ファイルの使用のログを記録する。
・電子記録媒体にデータを取り出しする際には、取り出し処理した際のログの記録を行っており、取り出し状
況について定期的に監査を行う。

 その他の措置の内容 ―

2） 行っていない

 具体的な管理方法
・原則として共用IDを発行せず、ユーザごとにIDを発行する。
・異動等の事由が生じたことにより、不要となったユーザIDについては、ユーザID管理者が失効等の処理を
行う。

 特定個人情報の使用の記録 [ 記録を残している ] ＜選択肢＞
1） 記録を残している

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である ] ＜選択肢＞

1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている
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 リスク３：　従業者が事務外で使用するリスク

 リスクに対する措置の内容

・①特定個人情報の使用は、法令の規定がある場合以外は、認められない旨、②国税庁においては、納税
者の課税等に関する情報を取り扱うことから、国家公務員法による守秘義務違反より重い罰則が国税通則
法第127条で定められており、情報の管理には細心の注意払わなければならない旨を職員等に研修等で周
知をする。
・電子記録媒体にデータを取り出しする際には、取り出し処理した際のログの記録を行う。
・電子情報を電子記録媒体に取り出せる者が限定されており、取り出し許可者の許可がなければ持ち出せ
ない。
・電子情報の取り出し状況について定期的に監査を行う。

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である ] ＜選択肢＞

1） 特に力を入れている 2） 十分である

1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

 特定個人情報の使用におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置

部外者によって不正に使用されるリスクに対しては、以下の措置を講じる。
・特定個人情報ファイルの使用時における特定個人情報が漏えい・紛失するリスクに対して、職員の執務スペースに部外者が立ち入ることが
できないようにするとともに、業者等の部外者が職員の執務スペースに立ち入る場合には、職員が立会いをするなど、不適切な行為がない
よう適切に管理する。
なお、万一、施設内又はそれに準ずる場所で作業する際に見聞又は認識した場合に備えて、契約書において、秘密保持義務を規定する。
・職員が離席する際には、パスワード設定されたスクリーンセーバー及び画面ロックを利用するなど、情報漏えい、なりすまし等の不正行為を
防止する措置を講じる。

さらに、特定個人情報ファイルを庁舎外で使用する際の特定個人情報が漏えいするリスクへの対策として、以下の措置を講じる。
・複数の認証方式の採用、VPN接続による通信の暗号化、パソコンへのデータ保存の制限などのセキュリティ対策を講じる。
・のぞき見防止フィルタやカメラ検知機能などにより、GSSパソコン画面上の情報についての部外者ののぞき見や撮影を防止する。
・GSSパソコンの公衆無線LANへの接続を運用上禁止する。
・GSSパソコン紛失時には遠隔で情報を削除する。
・GSSパソコンに接続可能な機器をホワイトリストで管理し、アクセスを制限する。

3） 課題が残されている

 リスク４：　特定個人情報ファイルが不正に複製されるリスク

 リスクに対する措置の内容

・①特定個人情報の使用は、法令の規定がある場合以外は、認められない、②国税庁においては、納税者
の課税等に関する情報を取り扱うことから、国家公務員法による守秘義務違反より重い罰則が国税通則法
第127条で定められており、情報の管理には細心の注意払わなければならない旨を職員等に研修等で周知
をする。
・電子記録媒体にデータを取り出しする際には、取り出し処理した際のログの記録を行う。
・電子情報を電子記録媒体に取り出せる者が限定されており、取り出し許可者の許可がなければ持ち出せ
ない。
・電子情報の取り出し状況について定期的に監査を行う。

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である ]

＜選択肢＞
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 特定個人情報ファイルの閲覧
者・更新者の制限

[ ] ＜選択肢＞
1） 制限している 2） 制限していない

 ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託 [ ○ ] 委託しない

 委託先による特定個人情報の不正入手・不正な使用に関するリスク
 委託先による特定個人情報の不正な提供に関するリスク
 委託先による特定個人情報の保管・消去に関するリスク
 委託契約終了後の不正な使用等のリスク
 再委託に関するリスク

 情報保護管理体制の確認

 具体的な制限方法

 特定個人情報ファイルの取扱
いの記録

[ ] ＜選択肢＞
1） 記録を残している 2） 記録を残していない

 具体的な方法

 特定個人情報の提供ルール [ ] ＜選択肢＞
1） 定めている

 特定個人情報の消去ルール [ ] ＜選択肢＞
1） 定めている 2） 定めていない

2） 定めていない

 委託先から他者への提
供に関するルールの内
容及びルール遵守の確
認方法

 委託元と委託先間の提
供に関するルールの内
容及びルール遵守の確
認方法

2） 定めていない

 規定の内容

 ルールの内容及びルー
ル遵守の確認方法

 委託契約書中の特定個人情
報ファイルの取扱いに関する規
定

＜選択肢＞

[ ] 1） 定めている

 具体的な方法

 その他の措置の内容

 再委託先による特定個人情報
ファイルの適切な取扱いの確保

＜選択肢＞

[ ] 1） 特に力を入れて行っている 2） 十分に行っている
3） 十分に行っていない 4） 再委託していない

 特定個人情報ファイルの取扱いの委託におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置

 リスクへの対策は十分か
[ ] ＜選択肢＞

1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている
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 ５．特定個人情報の提供・移転 （委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。） [ ○ ] 提供・移転しない

 リスク１：　不正な提供・移転が行われるリスク

 特定個人情報の提供・移転の
記録

[ ] ＜選択肢＞
1） 記録を残している 2） 記録を残していない

 ルールの内容及びルー
ル遵守の確認方法

 その他の措置の内容

 具体的な方法

 特定個人情報の提供・移転に
関するルール

[ ] ＜選択肢＞
1） 定めている 2） 定めていない

 リスクへの対策は十分か
[ ] ＜選択肢＞

1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

 リスク２：　不適切な方法で提供・移転が行われるリスク

 リスクに対する措置の内容

 リスクへの対策は十分か
[ ] ＜選択肢＞

1） 特に力を入れている 2） 十分である

1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

 特定個人情報の提供・移転（委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。）におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措
置

3） 課題が残されている

 リスク３：　誤った情報を提供・移転してしまうリスク、誤った相手に提供・移転してしまうリスク

 リスクに対する措置の内容

 リスクへの対策は十分か
[ ] ＜選択肢＞
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2） 十分である
3） 課題が残されている

 リスク２：　安全が保たれない方法によって入手が行われるリスク

 リスクに対する措置の内容

] 接続しない（提供）

 リスク１：　目的外の入手が行われるリスク

 リスクに対する措置の内容

 リスクへの対策は十分か
[ ] ＜選択肢＞

1） 特に力を入れている

 ６．情報提供ネットワークシステムとの接続 [ ○ ] 接続しない（入手） [ ○

 リスクへの対策は十分か
[ ] ＜選択肢＞

1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

 リスク３：　入手した特定個人情報が不正確であるリスク

 リスクに対する措置の内容

 リスクへの対策は十分か
[ ] ＜選択肢＞

1） 特に力を入れている 2） 十分である

1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

 リスク５：　不正な提供が行われるリスク

 リスクに対する措置の内容

3） 課題が残されている

 リスク４：　入手の際に特定個人情報が漏えい・紛失するリスク

 リスクに対する措置の内容

 リスクへの対策は十分か
[ ] ＜選択肢＞

 リスクへの対策は十分か
[ ] ＜選択肢＞

1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

 リスク６：　不適切な方法で提供されるリスク

 リスクに対する措置の内容

 リスクへの対策は十分か
[ ] ＜選択肢＞

1） 特に力を入れている 2） 十分である

1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

 情報提供ネットワークシステムとの接続に伴うその他のリスク及びそのリスクに対する措置

3） 課題が残されている

 リスク７：　誤った情報を提供してしまうリスク、誤った相手に提供してしまうリスク

 リスクに対する措置の内容

 リスクへの対策は十分か
[ ] ＜選択肢＞
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 ７．特定個人情報の保管・消去

 リスク１：　特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスク

 ①NISC政府機関統一基準群
[ 十分に遵守している ] ＜選択肢＞

1） 特に力を入れて遵守している 2） 十分に遵守している
3） 十分に遵守していない 4） 政府機関ではない

 ②安全管理体制
[ 十分に整備している ] ＜選択肢＞

1） 特に力を入れて整備している 2） 十分に整備している
3） 十分に整備していない

 ③安全管理規程
[ 十分に整備している ] ＜選択肢＞

1） 特に力を入れて整備している 2） 十分に整備している
3） 十分に整備していない

 ④安全管理体制・規程の職員
への周知

[ 十分に周知している ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れて周知している 2） 十分に周知している
3） 十分に周知していない

 ⑤物理的対策
[ 十分に行っている ] ＜選択肢＞

1） 特に力を入れて行っている 2） 十分に行っている
3） 十分に行っていない

 具体的な対策の内容
・特定個人情報が記録されている電子記録媒体等は、施錠可能な場所に保管する。
・特定個人情報が記録されているサーバは、施錠可能なラック内に設置する。
・GSSパソコンについては、セキュリティワイヤーの取り付けや鍵のかかる場所での保管を行う。

 ⑥技術的対策
[ 十分に行っている ] ＜選択肢＞

1） 特に力を入れて行っている 2） 十分に行っている
3） 十分に行っていない

 具体的な対策の内容

・不正プログラム対策
　ウイルス対策ソフトを使用して、サーバ及び職員用パソコンで定期的にウイルスチェックを実施する。また、
定期的に、検証済みのパターンファイルに更新する。
　なお、サーバ及び職員パソコンへのソフトウェア導入は、セキュリティ管理者の許可を得るとともに、システ
ム的な検証等を実施した上で、システム管理者が実施することとしており、不正なプログラムの導入を防止
する。
　また、サーバ及び職員パソコンについては、オペレーティングシステム、ミドルウェア及びドライバのセキュ
リティ情報等を収集し、必要に応じて、修正プログラムを導入する。
・不正アクセス対策
　内閣サイバーセキュリティセンターの定める「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準
群」等にも準拠したセキュリティ対策を講じた環境を利用して外部からのアクセスを防止する。
　また、国税庁内からデータベースへのアクセスに対しては、ファイアウォールで不正アクセスを遮断するとと
もに、プログラムにより、アクセス制御しており、システム管理者から許可を得た者以外は、データベースの
参照・更新・消去することができない仕組みとする。
・GSSパソコンにおけるインターネットとの接続対策
　インターネット経由した外部とのメールについては、上長承認機能により制御（宛先制限、送信前の内容確
認）する。
　業務に不要なオンラインサービスへのアクセスを制限する。
　ガバメントソリューションサービス（GSS）で実装されている機能により、特定個人情報を含むデータを監視・
検出し、USBへのデータ持ち出しなどの操作を制御する。また、保存されたファイルに対し暗号化などの保護
を適用する。
　複数の認証方式の採用、VPN接続による通信の暗号化を実施する。
　パソコン紛失時には遠隔で情報を削除する。
　パソコンに接続可能な機器をホワイトリストで管理し、アクセスを制限する。
　パソコンに内蔵されているローカルディスクには暗号化処理を施す。
　アクセス制御ポリシーに基づき評価・認可を行い、リソースおよびアクセスの状況を継続的に観測する。

 ⑦バックアップ
[ 十分に行っている ] ＜選択肢＞

1） 特に力を入れて行っている 2） 十分に行っている
3） 十分に行っていない

 ⑧事故発生時手順の策定・周
知

[ 十分に行っている ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れて行っている 2） 十分に行っている
3） 十分に行っていない

 ⑨過去３年以内に、評価実施
機関において、個人情報に関
する重大事故が発生したか

[ 発生なし ] ＜選択肢＞
1） 発生あり 2） 発生なし

 その内容 ―

 再発防止策の内容 ―
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 ⑩死者の個人番号 [ 保管している ] ＜選択肢＞
1） 保管している 2） 保管していない

1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

 リスク２：　特定個人情報が古い情報のまま保管され続けるリスク

 リスクに対する措置の内容
調査終了までは、調査対象者から提出された情報をそのまま管理し、原則として訂正を行わない。また、調
査終了後にはデータの削除を行う。

 具体的な保管方法
死者の個人番号は、生存する個人の個人番号と分けて管理しないため、「Ⅲ特定個人情報ファイルの取扱
いプロセスにおけるリスク対策」において示す、生存する個人の個人番号と同様の管理を行う。

 その他の措置の内容 ―

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である ] ＜選択肢＞

 リスク３：　特定個人情報が消去されずいつまでも存在するリスク

 消去手順 [ 定めている ] ＜選択肢＞
1） 定めている 2） 定めていない

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である ] ＜選択肢＞

1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

 特定個人情報の保管・消去におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置

特定個人情報の漏えい等事案が発生した場合、事案の内容に応じて以下の対応をする。
①特定個人情報の漏えい等事案の発生連絡を行う。
②事実関係の調査、原因の究明及び影響範囲の特定を行う。
③職員又は運用保守業者へサービス停止や調査、復旧作業を指示する。
④影響を受ける可能性のある本人へ連絡等を行う。
⑤再発防止策を検討し、速やかに実施する。
⑥個人情報保護委員会、国家サイバー統括室及び総務省へ報告する。
⑦事案の内容等に応じて、事実関係及び再発防止策等の公表を行う。

 手順の内容
調査が終了し、更正決定を行うなどした結果、調査に必要がなくなったときに、調査担当職員が手作業でパ
ソコンからデータを消去する。また、情報の管理状況を確認するため、管理者による点検を定期的（年２回）
に実施する。

 その他の措置の内容 ―

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である ] ＜選択肢＞
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Ⅲ　特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策 ※（７．リスク１⑨を除く。）

 １．特定個人情報ファイル名

(18)租税に関する法律に基づく犯則事件の調査により取得した特定個人情報ファイル

 ２．特定個人情報の入手 （情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。）

 リスク１：　目的外の入手が行われるリスク

 対象者以外の情報の入手を防
止するための措置の内容

犯則事件の調査に必要があるときに質問・検査・領置・照会（国税通則法第131条）、臨検・捜索・差押え・記
録命令付差押え・電磁的記録提供命令（同法第132条）を行う場合は、国税通則法に基づき厳格に行われる
ため、対象者以外の不必要な情報の入手が行われることはない。

2） 十分である
3） 課題が残されている

 リスク２：　不適切な方法で入手が行われるリスク

 リスクに対する措置の内容
犯則事件の調査に必要があるときに質問・検査・領置・照会（国税通則法第131条）、臨検・捜索・差押え・記
録命令付差押え・電磁的記録提供命令（同法第132条）を行う場合は、国税通則法に基づき厳格に行われる
ため、不適切な方法で入手が行われることはない。

 必要な情報以外を入手するこ
とを防止するための措置の内
容

犯則事件の調査に必要があるときに質問・検査・領置・照会（国税通則法第131条）、臨検・捜索・差押え・記
録命令付差押え・電磁的記録提供命令（同法第132条）を行う場合は、国税通則法に基づき厳格に行われる
ため、必要な情報以外を入手することはない。

 その他の措置の内容 ―

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である ] ＜選択肢＞

1） 特に力を入れている

 リスク３：　入手した特定個人情報が不正確であるリスク

 入手の際の本人確認の措置
の内容

犯則事件の調査の対象者等が番号法第16条の規定に基づき本人確認を行った上で情報を入手しているこ
とが前提となっており、当庁が当該対象者から入手する際は番号法第16条が適用されない。

 個人番号の真正性確認の措
置の内容

犯則事件の調査の対象者等が番号法第16条の規定に基づき本人確認を行った上で情報を入手しているこ
とが前提となっており、当庁が当該対象者から入手する際は番号法第16条が適用されない。

 特定個人情報の正確性確保
の措置の内容

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である ] ＜選択肢＞

1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

 その他の措置の内容 ―

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である ] ＜選択肢＞

1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

 リスク４：　入手の際に特定個人情報が漏えい・紛失するリスク

 リスクに対する措置の内容

調査先から取得した資料を搬送する際には、収納箱に収納した後、封を行うなど、紛失及び散逸を防止する
措置を義務付ける。
また、納税者等から電子データで特定個人情報を入手する場合の対策は、以下のとおりとなる。
・電子メールでは安全を確保し、盗聴等を防ぐために、TLSによる暗号化通信を行う。また、上長承認機能に
より送信元制限も行う。
・ファイル共有サービスにおいても、TLSによる暗号化通信を行う。なお、ファイル共有サービスはISMAPのク
ラウドサービスリストに掲載されている。

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である ] ＜選択肢＞

1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

 特定個人情報の入手（情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。）におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置

162



 リスク１：　目的を超えた紐付け、事務に必要のない情報との紐付けが行われるリスク

 宛名システム等における措置
の内容

地方公共団体の宛名システムに相当する個人番号を参照することが可能な機能を持つ、国税総合管理シス
テム（ＫＳＫ２）とは接続しない。

 事務で使用するその他のシス
テムにおける措置の内容

・職務上必要であるとして権限の与えられた者しか特定個人情報ファイルにアクセスできない。
・犯則事件の真相を解明する目的以外には特定個人情報ファイルを使用できないことを職員等に周知する。
・国税総合管理システム（ＫＳＫ２）では保有する情報を電子データとして出力できないようにプログラムで制
御することから、特定個人情報ファイルの情報をシステム的に紐付けることはできない。

 その他の措置の内容

 ３．特定個人情報の使用

 リスク２：　権限のない者（元職員、アクセス権限のない職員等）によって不正に使用されるリスク

 ユーザ認証の管理 [ 行っている ]
＜選択肢＞
1） 行っている 2） 行っていない

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である ] ＜選択肢＞

1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

 具体的な管理方法

・国税総合管理システム（ＫＳＫ２）では、事務処理を行う必要がある職員を特定し、当該職員に必要最低限
の権限を付与し、事務処理上必要のないデータへのアクセスを制限する。
・また、GSSパソコンでは、本人認証（顔認証等）が必要となり、職員が離席する際には、パスワード設定され
たスクリーンセーバー及び画面ロックを利用するなど、情報漏えい、なりすまし等の不正行為を防止する措
置を講じる。

 アクセス権限の発効・失効の
管理

[ 行っている ] ＜選択肢＞
1） 行っている 2） 行っていない

 具体的な管理方法

①　IDの発行管理
・アクセス権限が必要となった場合、ユーザＩＤ管理者が、事務に必要となる情報にアクセスできるユーザＩＤ
を発行する。
・異動等により新たなアクセス権限が必要となった場合には、ユーザID管理者が異動等の内容に基づき、事
務に必要となる情報へのアクセスが可能となる権限を、その職員のユーザIDに対して付与する。
②　失効管理
職員に異動等の事由が生じた場合は、ユーザID管理者が当該ユーザIDの失効処理又は権限の変更を行
う。

 アクセス権限の管理 [ 行っている ]
＜選択肢＞
1） 行っている

2) 記録を残していない

 具体的な方法

・使用するパソコンへのログインの記録を行い、特定個人情報ファイルの格納先へのアクセス及び特定個人
情報ファイルの使用のログを記録する。
・電子記録媒体にデータを取り出しする際には、取り出し処理した際のログの記録を行っており、取り出し状
況について定期的に監査を行う。

 その他の措置の内容 ―

2） 行っていない

 具体的な管理方法
・原則として共用ＩＤを発行せず、ユーザごとにＩＤを発行する。
・異動等の事由が生じたことにより、不要となったユーザＩＤについては、ユーザＩＤ管理者が失効等の処理を
行う。

 特定個人情報の使用の記録 [ 記録を残している ] ＜選択肢＞
1） 記録を残している

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である ] ＜選択肢＞

1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている
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 リスク３：　従業者が事務外で使用するリスク

 リスクに対する措置の内容

・①特定個人情報の使用は、法令等の規定がある場合以外は認められない、②国税庁においては、納税者
の課税等に関する情報を取り扱うことから、国家公務員法による守秘義務違反より重い罰則が国税通則法
第127条で定められており、情報の管理には細心の注意払わなければならない旨を職員等に研修等で周知
をする。
・電子記録媒体にデータを取り出しする際には、取り出し処理した際のログの記録を行う。
・電子情報を電子記録媒体に取り出せる者が限定されており、取り出し許可者の許可がなければ持ち出せ
ない。
・電子情報の取り出し状況について定期的に監査を行う。

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である ] ＜選択肢＞

1） 特に力を入れている 2） 十分である

1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

 特定個人情報の使用におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置

部外者によって不正に使用されるリスクに対しては、以下の措置を講じる。
・特定個人情報ファイルの使用時における特定個人情報が漏えい・紛失するリスクに対して、職員の執務スペースに部外者が立ち入ることが
できないようにするとともに、業者等の部外者が職員の執務スペースに立ち入る場合には、職員が立会いをするなど、不適切な行為がない
よう適切に管理する。
なお、万一、施設内又はそれに準ずる場所で作業する際に見聞又は認識した場合に備えて、契約書において、秘密保持義務を規定する。
・職員が離席する際には、パスワード設定されたスクリーンセーバー及び画面ロックを利用するなど、情報漏えい、なりすまし等の不正行為を
防止する措置を講じる。

さらに、特定個人情報ファイルを庁舎外で使用する際の特定個人情報が漏えいするリスクへの対策として、以下の措置を講じる。
・複数の認証方式の採用、VPN接続による通信の暗号化、パソコンへのデータ保存の制限などのセキュリティ対策を講じる。
・のぞき見防止フィルタやカメラ検知機能などにより、GSSパソコン画面上の情報についての部外者ののぞき見や撮影を防止する。
・GSSパソコンの公衆無線LANへの接続を運用上禁止する。
・GSSパソコン紛失時には遠隔で情報を削除する。
・GSSパソコンに接続可能な機器をホワイトリストで管理し、アクセスを制限する。

3） 課題が残されている

 リスク４：　特定個人情報ファイルが不正に複製されるリスク

 リスクに対する措置の内容

・①特定個人情報の使用は、法令等の規定がある場合以外は認められない、②国税庁においては、納税者
の課税等に関する情報を取り扱うことから、国家公務員法による守秘義務違反より重い罰則が国税通則法
第127条で定められており、情報の管理には細心の注意払わなければならない旨を職員等に研修等で周知
をする。
・電子記録媒体にデータを取り出しする際には、取り出し処理した際のログの記録を行う。
・電子情報を電子記録媒体に取り出せる者が限定されており、取り出し許可者の許可がなければ持ち出せ
ない。
・電子情報の取り出し状況について定期的に監査を行う。

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である ] ＜選択肢＞
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 特定個人情報ファイルの閲覧
者・更新者の制限

[ ] ＜選択肢＞
1） 制限している 2） 制限していない

 ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託 [ ○ ] 委託しない

 委託先による特定個人情報の不正入手・不正な使用に関するリスク
 委託先による特定個人情報の不正な提供に関するリスク
 委託先による特定個人情報の保管・消去に関するリスク
 委託契約終了後の不正な使用等のリスク
 再委託に関するリスク

 情報保護管理体制の確認

 具体的な制限方法

 特定個人情報ファイルの取扱
いの記録

[ ] ＜選択肢＞
1） 記録を残している 2） 記録を残していない

 具体的な方法

 特定個人情報の提供ルール [ ] ＜選択肢＞
1） 定めている

 特定個人情報の消去ルール [ ] ＜選択肢＞
1） 定めている 2） 定めていない

2） 定めていない

 委託先から他者への提
供に関するルールの内
容及びルール遵守の確
認方法

 委託元と委託先間の提
供に関するルールの内
容及びルール遵守の確
認方法

2） 定めていない

 規定の内容

 ルールの内容及びルー
ル遵守の確認方法

 委託契約書中の特定個人情
報ファイルの取扱いに関する規
定

＜選択肢＞

[ ] 1） 定めている

 具体的な方法

 その他の措置の内容

 再委託先による特定個人情報
ファイルの適切な取扱いの確保

＜選択肢＞

[ ] 1） 特に力を入れて行っている 2） 十分に行っている
3） 十分に行っていない 4） 再委託していない

 特定個人情報ファイルの取扱いの委託におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置

 リスクへの対策は十分か
[ ] ＜選択肢＞

1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている
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 ５．特定個人情報の提供・移転 （委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。） [ ○ ] 提供・移転しない

 リスク１：　不正な提供・移転が行われるリスク

 特定個人情報の提供・移転の
記録

[ ] ＜選択肢＞
1） 記録を残している 2） 記録を残していない

 ルールの内容及びルー
ル遵守の確認方法

 その他の措置の内容

 具体的な方法

 特定個人情報の提供・移転に
関するルール

[ ] ＜選択肢＞
1） 定めている 2） 定めていない

 リスクへの対策は十分か
[ ] ＜選択肢＞

1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

 リスク２：　不適切な方法で提供・移転が行われるリスク

 リスクに対する措置の内容

 リスクへの対策は十分か
[ ] ＜選択肢＞

1） 特に力を入れている 2） 十分である

1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

 特定個人情報の提供・移転（委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。）におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措
置

3） 課題が残されている

 リスク３：　誤った情報を提供・移転してしまうリスク、誤った相手に提供・移転してしまうリスク

 リスクに対する措置の内容

 リスクへの対策は十分か
[ ] ＜選択肢＞
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2） 十分である
3） 課題が残されている

 リスク２：　安全が保たれない方法によって入手が行われるリスク

 リスクに対する措置の内容

] 接続しない（提供）

 リスク１：　目的外の入手が行われるリスク

 リスクに対する措置の内容

 リスクへの対策は十分か
[ ] ＜選択肢＞

1） 特に力を入れている

 ６．情報提供ネットワークシステムとの接続 [ ○ ] 接続しない（入手） [ ○

 リスクへの対策は十分か
[ ] ＜選択肢＞

1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

 リスク３：　入手した特定個人情報が不正確であるリスク

 リスクに対する措置の内容

 リスクへの対策は十分か
[ ] ＜選択肢＞

1） 特に力を入れている 2） 十分である

1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

 リスク５：　不正な提供が行われるリスク

 リスクに対する措置の内容

3） 課題が残されている

 リスク４：　入手の際に特定個人情報が漏えい・紛失するリスク

 リスクに対する措置の内容

 リスクへの対策は十分か
[ ] ＜選択肢＞

 リスクへの対策は十分か
[ ] ＜選択肢＞

1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

 リスク６：　不適切な方法で提供されるリスク

 リスクに対する措置の内容

 リスクへの対策は十分か
[ ] ＜選択肢＞

1） 特に力を入れている 2） 十分である

1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

 情報提供ネットワークシステムとの接続に伴うその他のリスク及びそのリスクに対する措置

3） 課題が残されている

 リスク７：　誤った情報を提供してしまうリスク、誤った相手に提供してしまうリスク

 リスクに対する措置の内容

 リスクへの対策は十分か
[ ] ＜選択肢＞
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 ７．特定個人情報の保管・消去

 リスク１：　特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスク

 ①NISC政府機関統一基準群
[ 十分に遵守している ] ＜選択肢＞

1） 特に力を入れて遵守している 2） 十分に遵守している
3） 十分に遵守していない 4） 政府機関ではない

 ②安全管理体制
[ 十分に整備している ] ＜選択肢＞

1） 特に力を入れて整備している 2） 十分に整備している
3） 十分に整備していない

 ③安全管理規程
[ 十分に整備している ] ＜選択肢＞

1） 特に力を入れて整備している 2） 十分に整備している
3） 十分に整備していない

 ④安全管理体制・規程の職員
への周知

[ 十分に周知している ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れて周知している 2） 十分に周知している
3） 十分に周知していない

 ⑤物理的対策
[ 十分に行っている ] ＜選択肢＞

1） 特に力を入れて行っている 2） 十分に行っている
3） 十分に行っていない

 具体的な対策の内容
・特定個人情報が記録されている電子記録媒体等は、施錠可能な場所に保管する。
・特定個人情報が記録されているサーバは、施錠可能なラック内に設置する。
・GSSパソコンについては、セキュリティワイヤーの取り付けや鍵のかかる場所での保管を行う。

 ⑥技術的対策
[ 十分に行っている ] ＜選択肢＞

1） 特に力を入れて行っている 2） 十分に行っている
3） 十分に行っていない

 具体的な対策の内容

・不正プログラム対策
　ウイルス対策ソフトを使用して、サーバ及び職員用パソコンで定期的にウイルスチェックを実施する。また、
定期的に、検証済みのパターンファイルに更新する。
　なお、サーバ及び職員パソコンへのソフトウェア導入は、セキュリティ管理者の許可を得るとともに、システ
ム的な検証等を実施した上で、システム管理者が実施することとしており、不正なプログラムの導入を防止
する。
　また、サーバ及び職員パソコンについては、オペレーティングシステム、ミドルウェア及びドライバのセキュ
リティ情報等を収集し、必要に応じて、修正プログラムを導入する。
・不正アクセス対策
　内閣サイバーセキュリティセンターの定める「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準
群」等にも準拠したセキュリティ対策を講じた環境を利用して外部からのアクセスを防止する。
　また、国税庁内からデータベースへのアクセスに対しては、ファイアウォールで不正アクセスを遮断するとと
もに、プログラムにより、アクセス制御しており、システム管理者から許可を得た者以外は、データベースの
参照・更新・消去することができない仕組みとする。
・GSSパソコンにおけるインターネットとの接続対策
　インターネット経由した外部とのメールについては、上長承認機能により制御（宛先制限、送信前の内容確
認）する。
　業務に不要なオンラインサービスへのアクセスを制限する。
　ガバメントソリューションサービス（GSS）で実装されている機能により、特定個人情報を含むデータを監視・
検出し、USBへのデータ持ち出しなどの操作を制御する。また、保存されたファイルに対し暗号化などの保護
を適用する。
　複数の認証方式の採用、VPN接続による通信の暗号化を実施する。
　パソコン紛失時には遠隔で情報を削除する。
　パソコンに接続可能な機器をホワイトリストで管理し、アクセスを制限する。
　パソコンに内蔵されているローカルディスクには暗号化処理を施す。
　アクセス制御ポリシーに基づき評価・認可を行い、リソースおよびアクセスの状況を継続的に観測する。

 ⑦バックアップ
[ 十分に行っている ] ＜選択肢＞

1） 特に力を入れて行っている 2） 十分に行っている
3） 十分に行っていない

 ⑧事故発生時手順の策定・周
知

[ 十分に行っている ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れて行っている 2） 十分に行っている
3） 十分に行っていない

 ⑨過去３年以内に、評価実施
機関において、個人情報に関
する重大事故が発生したか

[ 発生なし ] ＜選択肢＞
1） 発生あり

 ⑩死者の個人番号 [ 保管している ] ＜選択肢＞
1） 保管している 2） 保管していない

2） 発生なし

 その内容 ー

 再発防止策の内容 ー

1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

 具体的な保管方法
死者の特定個人情報は、生存する個人の特定個人情報と分けて管理しないため、「Ⅲ特定個人情報ファイ
ルの取扱いプロセスにおけるリスク対策」において示す、生存する個人の特定個人情報ファイルと同様の管
理を行う。

 その他の措置の内容 ―

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である ] ＜選択肢＞
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 リスク２：　特定個人情報が古い情報のまま保管され続けるリスク

 リスクに対する措置の内容

 リスク３：　特定個人情報が消去されずいつまでも存在するリスク

 消去手順 [ ] ＜選択肢＞
1） 定めている 2） 定めていない

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である ] ＜選択肢＞

1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

 特定個人情報の保管・消去におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置

特定個人情報の漏えい等事案が発生した場合、事案の内容に応じて以下の対応をする。
①特定個人情報の漏えい等事案の発生連絡を行う。
②事実関係の調査、原因の究明及び影響範囲の特定を行う。
③職員又は運用保守業者へサービス停止や調査、復旧作業を指示する。
④影響を受ける可能性のある本人へ連絡等を行う。
⑤再発防止策を検討し、速やかに実施する。
⑥個人情報保護委員会、国家サイバー統括室及び総務省へ報告する。
⑦事案の内容等に応じて、事実関係及び再発防止策等の公表を行う。

 手順の内容

 その他の措置の内容 ―

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である ] ＜選択肢＞
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3) 十分に行っていない
2) 十分に行っている1) 特に力を入れて行っている

]十分に行っている[
 ②監査

＜選択肢＞

Ⅳ　その他のリスク対策 ※

 １．監査

 ①自己点検
十分に行っている[ ＜選択肢＞

1) 特に力を入れて行っている 2) 十分に行っている
3) 十分に行っていない

]

 具体的なチェック方法

 具体的な内容

【国税総合管理システム（ＫＳＫ２）】
・「国税庁で保有する情報の適切な管理のための措置について」（平成19年国税庁事務運営指針）に基づ
き、毎年10月の国税局が定める時期（国税局が独自に追加点検を実施する場合には適宜の時期）に自己
点検を実施することとしており、各人が情報管理体制に関する点検票を作成し、管理者がその確認を行うこ
とにより、訓令に基づいた適切な情報管理体制が構築されていること、本評価書どおりの運用がされている
ことを確認するとともに各人の自己点検結果を踏まえ、各国税局等に設置される情報管理委員会による事
務監査（無予告監査を含む。）を実施することとしている。

【公共サービスメッシュ機関間情報連携サービス（中間サーバー相当機能）】
運用規則等に基づき、中間サーバー相当機能の運用に携わる職員及び事業者において、定期的に自己点
検を実施することとしている。

【国税総合管理システム（ＫＳＫ２）】
１　「国税情報システムに係るセキュリティの確保のための実施細則」に基づき、情報セキュリティ監査及び
関連規程等の順守状況の点検を定期的又は必要に応じて随時実施する。
①情報セキュリティ監査：情報システムセキュリティ責任者は、情報セキュリティ監査を年１回以上実施する。
②関連規程等の遵守状況等の点検：情報システムセキュリティ責任者は、職員等の情報セキュリティに関す
る関連規程等の遵守状況の点検を実施する。
③監査結果の事後措置：情報セキュリティ責任者は、監査及び点検結果を受けて情報セキュリティ確保のた
めに必要な措置を講ずる。

【監査項目】
・電子記録媒体の監査
　国税当局が調達した以外の電子記録媒体の使用を禁止し、更に接続がないことについて随時監査を行っ
ている。
・外部作業所に対するセキュリティ実施状況の監査
　委託業務の安全な遂行を達成するため、仕様書等に示している情報セキュリティに関する要求事項の実
施状況の監査を行っている。
・各国税局担当部局に対するセキュリティ実施状況の監査
　各国税局(所)において、情報セキュリティ監査が適切に行われているかどうか、実施状況の監査を行って
いる。
・インターネットアクセスの監査
　インターネットのアクセス状況について随時監査を行っている。

２　法定調書の入力業務においては、業務期間前後及び業務期間中に実地の監査を実施することにより、
委託先の業務履行能力、契約内容の遵守状況について確認することとしている。

３　NISAの投資簿価残高の合計額の算出業務の委託先の監査については、業務期間前後における確認
（業務の履行が問題なく実施できるか又は当庁との契約内容の遵守状況など）について、書面審査を行い、
必要に応じて実地監査を行う。

【公共サービスメッシュ機関間情報連携サービス（中間サーバー相当機能）】
運用規則等に基づき、中間サーバー相当機能について、デジタル庁が定期的に監査を行うこととしている。
国税当局は、デジタル庁による中間サーバー相当機能の運用に係る監査の結果を確認することにより、中
間サーバー相当機能の運用に問題がないかを確認する。
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【国税総合管理システム（ＫＳＫ２）】
・納税者がマイナポータルへログインする際は、マイナンバーカード搭載の電子証明書と　マイナンバーカード交付時に納税者が設定した暗
証番号により本人確認を行う。
・納税者がマイナポータルからe-Taxへログインする際（認証連携の初期設定時）は、　e-Taxの利用者識別番号と暗証番号により本人確認
を行う。

【公共サービスメッシュ機関間情報連携サービス（中間サーバー相当機能）】
中間サーバー相当機能はガバメントクラウドに設置する。ガバメントクラウド上での業務データの取扱いについては、当該業務データを保有
する国税当局及び国税当局が委託した事業者が責任を有する。ガバメントクラウド上でデジタル庁が構築・運用するアプリケーションの運用
等に障害が発生した場合等の対応については、原則としてガバメントクラウドに起因する事象の場合は、デジタル庁はクラウド事業者と契約
する立場から、その契約を履行させることで対応する。また、ガバメントクラウドに起因しない事象の場合は、中間サーバー相当機能の運用
保守についてデジタル庁が委託した事業者又はガバメントクラウド運用管理補助者が対応するものとする。具体的な取り扱いについて、疑義
が生じる場合は、国税当局とデジタル庁及び関係者で協議を行う。

 ２．従業者に対する教育・啓発

[ ]

 ３．その他のリスク対策

十分に行っている

 具体的な方法

3) 十分に行っていない
1) 特に力を入れて行っている 2) 十分に行っている

【国税総合管理システム（ＫＳＫ２）】
「国税情報システムに係るセキュリティの確保のための実施細則」、「行政機関の保有する個人情報の保護
に関する法律」及び「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づ
き、次に掲げる方法により教育・啓発を行っている。

１　情報セキュリティ責任者は、情報システムセキュリティ責任者、課室情報セキュリティ責任者、情報システ
ムセキュリティ管理者、補助者及び課室情報セキュリティ担当者に対し、情報セキュリティの確保に関する以
下の内容を基本とした研修を年１回以上実施している。また、研修の受講状況を把握し、未受講者がいる場
合にはフォローアップを行っている。
　・セキュリティ事故の検出、報告、復旧及び対応手法
　・リスク分析手法
　・セキュリティ対策の導入及び運用手法
　・セキュリティ事故の事例
　・セキュリティ教育手法
　・個人情報・個人番号の適切な取扱い

２　情報システムセキュリティ責任者又は課室情報セキュリティ責任者は、職員等に対し、情報セキュリティ
の確保に関して以下の内容を基本とした研修を年１回以上実施している。
　・情報セキュリティの重要性
　・情報システム利用者の責任
　・セキュリティ事故の事例
　・モラルの啓発
　・禁止行為及びそれらに対する罰則
　・個人情報・個人番号の適切な取扱い

３　委託先にかかる研修及び教育の実施について、調達仕様書等に基づき受託者が従事要員に対して本
業務を行うに当たり必要な社内教育を定期的に実施し、必要に応じて職員がその内容を確認する。

【公共サービスメッシュ機関間情報連携サービス（中間サーバー相当機能）】
・中間サーバー相当機能の運用に携わる職員及び事業者に対し、セキュリティ研修等を実施することとして
いる。
・中間サーバー相当機能の業務に就く場合は、運用規則等について研修を行うこととしている。

 従業者に対する教育・啓発
＜選択肢＞
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Ⅴ　開示請求、問合せ
 １．特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求

 ①請求先

開示・訂正・利用停止請求に係る保有個人情報を保有する部局で受け付ける。具体的には、以下のとおりで
ある。
　国税庁長官官房総務課情報公開・個人情報保護室
　国税不服審判所管理室
　各国税局（所）総務部総務課
　国税不服審判所各支部管理課
　各税務署総務課

※　各請求先の住所・電話番号等については、国税庁ホームページを参照。
（https://www.nta.go.jp/about/disclosure/madoguchi/index.htm）

 ②請求方法

法律で定められた事項を記載した書面（請求書）を上記の「①請求先」の窓口に直接提出するか、送付によ
り提出する。
国税庁において作成した請求書を使用する場合は、国税庁ホームページを参照。
（https://www.nta.go.jp/anout/disclosure/tetsuzuki-kojinjoho/03.htm）

 特記事項
国税庁ホームページに、手続・手数料等について記載している。
（https://www.nta.go.jp/anout/disclosure/tetsuzuki-kojinjoho/03.htm）

 ③手数料等

[ 有料 ]
＜選択肢＞

1) 有料 2) 無料

（手数料額、納付方法：
手数料：保有特定個人情報が記録されている行政文書１件につき300円
納付方法：窓口での請求の場合は現金又は印紙、郵送の場合は印紙

）

 ④個人情報ファイル簿の公表 [ 行っている ]
＜選択肢＞
1) 行っている 2) 行っていない

 個人情報ファイル名

納税地等必須情報ファイル、個人格必須情報ファイル、名寄せ済資料ファイル、索引情報ファイル、消費税
申告・決議事績ファイル、課税事績管理情報ファイル、相続税申告情報ファイル、非課税貯蓄限度額管理
ファイル、原本情報ファイル、債権管理基本情報ファイル、審査請求事件処理状況等管理システム申請届出
管理ファイル、個人申告管理ファイル、申告共通管理ファイル、法定調書管理ファイル、源泉管理ファイル、
納税証明書管理ファイル、酒類業者ファイル、精算課税贈与者情報ファイル、贈与申告管理ファイル、国外
財産事績管理ファイル、財産債務管理ファイル、個人関連詳細ファイル、個人検索情報ファイル、個人検索
情報履歴ファイル、個人出力情報ファイル、個人出力情報履歴ファイル、個人解明対象ファイル、個人候補
情報ファイル、個人関連管理ファイル、個人情報アクセスログファイル、少額投資非課税口座管理ファイル、
番号記載申告蓄積情報ファイル、課税事績第二表情報ファイル、教育資金申告管理情報ファイル、暦年課
税贈与者情報ファイル、関係者情報ファイル、取消消費税申告事績ファイル、贈与過去事案情報ファイル、
贈与過去索引情報ファイル、贈与住借チェック情報ファイル、教育資金異動申告情報ファイル、贈与ＭＱ暦
年情報ファイル、贈与番号確認履歴情報、個人番号異動ファイル

 公表場所
電子政府の総合窓口（e-Gov）において公表
（https//www.e-gov.go.jp)

 ②対応方法
問合せを受けた部署等が問合せの内容に関係する部署等へ連絡し、連絡を受けた部署等において対応す
る。

 ⑤法令による特別の手続 住所等に変更があった場合の訂正ついては、所得税法第20条による。

 ⑥個人情報ファイル簿への不
記載等

―

 ２．特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ

 ①連絡先 「１．①請求先」と同じ
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 ①実施日

 ②方法

 ④主な意見の内容

 ⑤評価書への反映

―

―

 ３．第三者点検

Ⅵ　評価実施手続

 ①方法

― ③期間を短縮する特段の理由

 ２．国民・住民等からの意見の聴取

 ②実施日・期間

ｅ－Ｇｏｖにおいて意見公募手続を行い、電子メール又は書面にて意見を受付。

 １．基礎項目評価

 ①実施日

 ②しきい値判断結果

基礎項目評価及び全項目評価の実施が義務付けられる[ ]

 ４．個人情報保護委員会の承認　【行政機関等のみ】

 ①提出日

 ②個人情報保護委員会による
審査

 ③結果 ―

4) 特定個人情報保護評価の実施が義務付けられない（任意に全項目評価を実施）
3) 基礎項目評価の実施が義務付けられる（任意に全項目評価を実施）
2) 基礎項目評価及び重点項目評価の実施が義務付けられる（任意に全項目評価を実施）
1) 基礎項目評価及び全項目評価の実施が義務付けられる
＜選択肢＞
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Ⅰ 基本情報
1.特定個人情報ファイルを取り
扱う事務
②事務の内容

（新規）

・酒税法による酒類の製造免許、酒母もしくはもろ
みの製造免許又は酒類の販売業免許に関する事
務は、申請者等から提出される申請書等の情報
の入力を行い、特定個人情報ファイルとして保存
し、免許業者の管理を行うとともに、当該事務に
係る申請の受理、審査又はその申請に対する応
答などを行うものである。

事前 重要な変更

Ⅰ 基本情報
1.特定個人情報ファイルを取り
扱う事務
②事務の内容

（新規）
・管理しているデータを活用して、申告漏れの可
能性が高い納税者等の判定や、滞納者の状況に
応じた対応の判別を行うなど、課税・徴収の効率
化・高度化に取り組む。

事前 重要な変更

Ⅰ 基本情報
1.特定個人情報ファイルを取り
扱う事務
②事務の内容

（新規） ・課税・徴収の効率化・高度化を実現するため、各
種データの分析等やAIの開発・活用を行う。

事前 重要な変更

表紙
特記事項 （新規）

・ガバメントソリューションサービス（GSS）は、デジ
タル庁が提供する政府共通の標準的な業務実施
環境（業務用パソコンやネットワーク環境）を整備
するサービスであり、特定個人情報は、特定のク
ラウド環境に保管される。

事前 重要な変更

表紙
特記事項 （新規）

・また、クラウド環境に保管されるデータは、政府
情報システムのためのセキュリティ評価制度
（ISMAP）に登録されたクラウドサービス上で管理
される。

事前 重要な変更

Ⅰ 基本情報
1.特定個人情報ファイルを取り
扱う事務
②事務の内容

・納税者等から、公金受取口座の利用を希望する
所得税の還付申告書等の提出があった場合、当
該利用希望者に係る預貯金口座の情報につい
て、国税総合管理システム（ＫＳＫ２）から情報提
供ネットワークシステムを通じて「口座情報登録シ
ステム」から受領し、当該口座に還付金を還付す
る。

・納税者等から、公金受取口座の利用を希望する
所得税の還付申告書等の提出があった場合、当
該利用希望者に係る預貯金口座の情報につい
て、国税総合管理システム（ＫＳＫ２）から情報提
供ネットワークシステム又は公共サービスメッシュ
を通じて「口座情報登録システム」から受領し、当
該口座に還付金を還付する。

事前 重要な変更

Ⅰ 基本情報
2.特定個人情報ファイルを取り
扱う事務において使用するシス
テム（システム１）
③他のシステムとの接続

法人番号システム、eLTAX、日本銀行システム、
政府認証基盤（GPKI）、マルチペイメントネット
ワーク（MPN）、歳入金電子納付システム、マイナ
ポータル、共通送受信システム(CTS)、口座情報
登録システム

法人番号システム、eLTAX、日本銀行システム、
政府認証基盤（GPKI）、マルチペイメントネット
ワーク（MPN）、歳入金電子納付システム、マイナ
ポータル、共通送受信システム(CTS)、口座情報
登録システム、ガバメントソリューションサービス
（GSS）

表紙
特記事項

・国税庁は、内国税の適正かつ公平な賦課及び
徴収の実現を任務としており、賦課・徴収事務を
行うに当たって国税総合管理システム（ＫＳＫ２）を
利用する。

・国税庁は、内国税の適正かつ公平な賦課及び
徴収の実現を任務としており、賦課・徴収事務を
行うに当たって国税総合管理システム（ＫＳＫ２）
及びガバメントソリューションサービス（GSS）を利
用する。

事前

表紙
特記事項

・国税総合管理システム（ＫＳＫ２）では、オンプレ
ミス環境及びクラウド環境のハイブリッド構成とな
るが、提出された特定個人情報の保管は、認定ク
ラウド等を除くオンプレミス環境のみに限定され
る。

・国税総合管理システム（ＫＳＫ２）では、オンプレ
ミス環境及びクラウド環境のハイブリッド構成とな
るため、提出された特定個人情報は、オンプレミ
ス環境及び認定クラウド等を含む特定のクラウド
環境に保管されるほか、業務上必要な範囲に限
り、インターネットその他外部ネットワークに接続
しない高性能パソコンに保管される。

事前 重要な変更

事前 重要な変更

Ⅰ 基本情報
1.特定個人情報ファイルを取り
扱う事務
②事務の内容

・これらの一連の業務には、国税総合管理システ
ム（ＫＳＫ２）群のシステムが利用される。

・これらの一連の業務には、国税総合管理システ
ム（ＫＳＫ２）群のシステムが利用される。また、課
税・徴収事務の効率化・高度化を実現するため
に、ガバメントソリューションサービス（GSS）、ガバ
メントクラウド及び高性能パソコンもあわせて利用
し、申告漏れの可能性が高い納税者等の判定
や、滞納者の状況に応じた対応の判別を行うな
ど、これらの一連の業務で取得した情報を活用し
たデータ分析を実施する。

事前 重要な変更

Ⅰ 基本情報
1.特定個人情報ファイルを取り
扱う事務
②事務の内容

・納税者等が公的給付支給等口座の利用の希望
をした上で、所得税の還付申告書等の提出を行っ
た場合、申告書又は申告書等データを収受し、国
税総合管理システム（ＫＳＫ２）から情報提供ネット
ワークシステムを通じて口座情報登録システムへ
公的給付支給等口座の利用の希望があった旨を
送信した後、口座情報登録システムから公的給
付支給等口座登録簿情報の提供を受け、納税者
等の公的給付支給等口座に還付する。

・納税者等が公的給付支給等口座の利用の希望
をした上で、所得税の還付申告書等の提出を行っ
た場合、申告書又は申告書等データを収受し、国
税総合管理システム（ＫＳＫ２）から情報提供ネット
ワークシステム又は公共サービスメッシュを通じて
口座情報登録システムへ公的給付支給等口座の
利用の希望があった旨を送信した後、口座情報
登録システムから公的給付支給等口座登録簿情
報の提供を受け、納税者等の公的給付支給等口
座に還付する。

事前 重要な変更

（別添３）変更箇所
提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

重要な変更
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（別添３）変更箇所
提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

Ⅰ 基本情報
5.個人番号の利用
法令上の根拠

・別表（第９条関係）　第25の項、第36の項、第57
の項

・別表（第９条関係）　第25の項、第33の２項、第
36の項、第57の項

事前 重要な変更

（別添１）事務内容
（備考） （新規）

【ガバメントクラウドの利用】
ガバメントクラウドにおいて、各種納税者情報を含
むデータの加工・分析を行う。
なお、ガバメントクラウドとして採用されるクラウド
サービスはISMAPのクラウドサービスリストに掲載
されている。

事前 重要な変更

Ⅰ 基本情報
2.特定個人情報ファイルを取り
扱う事務において使用するシス
テム（システム３）
②システムの機能

（新規）

　公共サービスメッシュ機関間情報連携サービス（中間サー
バー相当機能）（以下、「中間サーバー相当機能」という。）
は、インターフェイスシステムや既存システム等の各システ
ムとデータの受け渡しを行うことで、符号の取得や各情報保
有機関で保有する特定個人情報の照会、及び各情報保有
機関への情報提供等の業務を実現する。
(1) 符号管理機能　情報照会、情報提供に用いる個人の識
別子である「符号」を保管・管理する。
(2) 情報照会機能　情報提供ネットワークシステム又は公共
サービスメッシュを介して、特定個人情報(連携対象)の情報
照会及び情報提供受領（照会した情報の受領）を行う。
(3) 情報提供機能　情報提供ネットワークシステム又は公共
サービスメッシュを介して、情報照会要求の受領及び当該
特定個人情報(連携対象)の提供を行う。
(4) 既存システム接続機能　中間サーバー相当機能と既存
システム等との間で情報照会内容、情報提供内容、特定個
人情報（連携対象）、符号取得のための情報等について連
携する。
(5) 情報提供等記録管理機能　特定個人情報(連携対象)の
照会、又は提供があった旨の情報提供等記録を生成し、管
理する。
(6) 情報提供データベース管理機能　特定個人情報（連携
対象）を副本として、保持・管理する。データは機関ごとに分
散管理する。
(7) データ送受信機能　中間サーバー相当機能とインター
フェイスシステムとの間で情報照会、情報提供、符号取得の
ための情報等について連携する。
(8) セキュリティ管理機能　情報提供ネットワークシステム又
は公共サービスメッシュに送信する情報について、情報照
会者から受領した暗号鍵で暗号化を適切に実施した上で提
供を行う。（暗号化、復号機能と、鍵情報及び照会許可用照
合リストを管理する）
(9) 職員認証・権限管理機能　中間サーバー相当機能を利
用する職員の認証と職員に付与された権限に基づいた各
種機能や特定個人情報(連携対象)へのアクセス制御を行
う。
(10) システム管理機能　バッチの状況管理、業務統計情報
の集計、稼動状態の通知、保管期限切れ情報の削除を行
う。
(11) 現行I/F互換機能　中間サーバー相当機能を利用する
機関と中間サーバー相当機能を利用していない（従来の中
間サーバーを利用する）機関との番号連携を可能とする機
能。

事前 重要な変更

Ⅰ 基本情報
2.特定個人情報ファイルを取り
扱う事務において使用するシス
テム（システム３）
③他のシステムとの接続

（新規）
【○】その他（インターフェイスシステム） 事前 重要な変更

Ⅰ 基本情報
2.特定個人情報ファイルを取り
扱う事務において使用するシス
テム（システム２）
③他のシステムとの接続

（新規）
国税総合管理システム（ＫＳＫ２） 事前 重要な変更

Ⅰ 基本情報
2.特定個人情報ファイルを取り
扱う事務において使用するシス
テム（システム３）
①システムの名称

（新規） 公共サービスメッシュ機関間情報連携サービス
（中間サーバー相当機能）

事前 重要な変更

Ⅰ 基本情報
2.特定個人情報ファイルを取り
扱う事務において使用するシス
テム（システム２）
①システムの名称

（新規）
ガバメントソリューションサービス（GSS） 事前 重要な変更

Ⅰ 基本情報
2.特定個人情報ファイルを取り
扱う事務において使用するシス
テム（システム２）
②システムの機能

（新規）

ガバメントソリューションサービス（GSS）は、デジタ
ル庁が提供する政府共通の標準的な業務実施環
境（業務用パソコンやネットワーク環境）を整備す
るサービスである。
GSSパソコンを利用して、特定のクラウド環境にア
クセスする。
特定のクラウド環境では行政文書等の各種情報
を格納するためのフォルダが存在し、所属部署ご
とに特定のフォルダにアクセスすることができる。
また、各種アプリケーションやフローで扱うデータ
を安全に保管・管理するクラウド型データベースも
利用する。

事前 重要な変更
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（別添３）変更箇所
提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(1)収受・入力特定個人情報ファ
イル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1

（新規）
税務データ分析及び分析結果の実用化に係る支
援業務

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(1)収受・入力特定個人情報ファ
イル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1 ①委託内容

（新規）
税務データ分析及び分析結果の実用化に係る支
援業務

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(1)収受・入力特定個人情報ファ
イル
3.特定個人情報の入手・使用
⑧使用方法

・国税総合管理システム（ＫＳＫ２）からの各種お
知らせ情報の通知をマイナポータル利用者へ連
絡する際に、地方公共団体情報システム機構に
対し、個人番号による個人番号対応符号の提供
依頼を行い、情報提供ネットワークシステムから
個人番号対応符号を取得するとともに、個人番号
対応符号を利用して対象者（マイナポータル利用
者）を特定し、マイナポータルのフォルダ開設有無
を確認する。また、マイナポータルのフォルダの開
設がある場合は、マイナポータルから返却される
開設結果連絡に格納された処理通番を利用し
て、マイナポータルの該当フォルダへお知らせ情
報の通知を行う。
（中略）
・国税総合管理システム（ＫＳＫ２）から情報提供
ネットワークシステムを通じて、個人番号対応符
号を取得するとともに、個人番号対応符号を利用
して口座情報登録システムから対象者（公金受取
口座の利用希望者）の口座情報を取得し、当該
公金受取口座に還付金を還付する。

・国税総合管理システム（ＫＳＫ２）からの各種お
知らせ情報の通知をマイナポータル利用者へ連
絡する際に、地方公共団体情報システム機構に
対し、個人番号による個人番号対応符号の提供
依頼を行い、情報提供ネットワークシステム又は
公共サービスメッシュから個人番号対応符号を取
得するとともに、個人番号対応符号を利用して対
象者（マイナポータル利用者）を特定し、マイナ
ポータルのフォルダ開設有無を確認する。また、
マイナポータルのフォルダの開設がある場合は、
マイナポータルから返却される開設結果連絡に格
納された処理通番を利用して、マイナポータルの
該当フォルダへお知らせ情報の通知を行う。
（同左）
・国税総合管理システム（ＫＳＫ２）から情報提供
ネットワークシステム又は公共サービスメッシュを
通じて、個人番号対応符号を取得するとともに、
個人番号対応符号を利用して口座情報登録シス
テムから対象者（公金受取口座の利用希望者）の
口座情報を取得し、当該公金受取口座に還付金
を還付する。

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(1)収受・入力特定個人情報ファ
イル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託の有無

（新規） [ 委託する ] （    1）件 事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(1)収受・入力特定個人情報ファ
イル
3.特定個人情報の入手・使用
④入手に係る妥当性

【情報提供ネットワークシステムからの入手】
国税総合管理システム（ＫＳＫ２）からの各種お知
らせ情報の通知をマイナポータル利用者へ情報
提供ネットワークシステムを経由して連絡する際
に、個人番号対応符号を利用して対象者（マイナ
ポータル利用者）を特定する必要がある。
・公金受取口座を利用するためには、国税総合管
理システム（ＫＳＫ２）から情報提供ネットワークシ
ステムを通じて口座情報登録システムから口座情
報を取得する必要がある。

【情報提供ネットワークシステム又は公共サービ
スメッシュからの入手】
・国税総合管理システム（ＫＳＫ２）からの各種お
知らせ情報の通知をマイナポータル利用者へ情
報提供ネットワークシステム又は公共サービス
メッシュを経由して連絡する際に、個人番号対応
符号を利用して対象者（マイナポータル利用者）を
特定する必要がある。
・公金受取口座を利用するためには、国税総合管
理システム（ＫＳＫ２）から情報提供ネットワークシ
ステム又は公共サービスメッシュを通じて口座情
報登録システムから口座情報を取得する必要が
ある。

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(1)収受・入力特定個人情報ファ
イル
3.特定個人情報の入手・使用
⑥使用目的

・国税総合管理システム（ＫＳＫ２）から情報提供
ネットワークシステムを通じて口座情報登録シス
テムから公金受取口座の口座情報を取得するた
め、個人番号及び個人番号対応符号を利用す
る。

・国税総合管理システム（ＫＳＫ２）から情報提供
ネットワークシステムを通じて口座情報登録シス
テム又は公共サービスメッシュから公金受取口座
の口座情報を取得するため、個人番号及び個人
番号対応符号を利用する。

事前 重要な変更

（別添１）事務内容
（備考） （新規）

【高性能パソコンの利用】
高性能パソコンにおいて、国税総合管理システム
（ＫＳＫ２）内に格納された各税目のデータ及び調
査で取得したデータを活用して分析を行う。
なお、高性能パソコンは、インターネットその他の
外部ネットワークに接続せずに利用し、盗難また
は不正な持ち出しを防止するために、セキュリ
ティーワイヤーで固定する。
高性能パソコンと他システムとの間で、分析に利
用するデータや成果物等を移動する際には、外付
けHDD等の外部記録媒体を使用する。

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(1)収受・入力特定個人情報ファ
イル
3.特定個人情報の入手・使用
③入手の時期・頻度

【情報提供ネットワークシステムからの入手】
【情報提供ネットワークシステム又は公共サービ
スメッシュからの入手】

事前 重要な変更
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（別添３）変更箇所
提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(1)収受・入力特定個人情報ファ
イル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1 ⑨再委託事項

（新規）
税務データ分析及び分析結果の実用化に係る支
援業務に関する個別分析テーマ

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(1)収受・入力特定個人情報ファ
イル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1 ⑦再委託の有無
※

（新規） 再委託する 事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(1)収受・入力特定個人情報ファ
イル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1 ⑧再委託の許諾方
法

（新規）

契約によって、原則として再委託をしないこととし
ているが、あらかじめ書面により国税当局と協議
し、承認を得た場合に限り再委託を認める。
再委託先は、委託先と同様に国税当局が用意し
た高性能パソコンを利用して支援業務を行う。
国税当局は再委託先に対して、委託先と同等の
基準により監督を行う。

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(1)収受・入力特定個人情報ファ
イル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1 ⑤委託先名の確認
方法

（新規） 国税庁のホームページにて確認が可能。 事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(1)収受・入力特定個人情報ファ
イル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1 ⑥委託先名

（新規） 国税庁のホームページに掲載する。 事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(1)収受・入力特定個人情報ファ
イル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1 ③委託先における
取扱者数

（新規） 10人以上50人未満 事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(1)収受・入力特定個人情報ファ
イル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1 ④委託先への特定
個人情報ファイルの提供方法

（新規）
[〇] その他　（国税当局内の高性能パソコンに特
定個人情報ファイルを格納する。）

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(1)収受・入力特定個人情報ファ
イル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1 対象となる本人の
範囲

（新規）

各税法等の規定により国税当局に提出される税
務関係書類に個人番号を記載することとされてい
る者（納税申告者、その扶養親族、法定調書提出
義務者、法定調書の対象となる金銭受領者等）。

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(1)収受・入力特定個人情報ファ
イル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1 その妥当性

（新規）

内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現
のため、納税者の申告内容等を分析することによ
り、課税・徴収の効率化・高度化に取り組む必要
がある。

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(1)収受・入力特定個人情報ファ
イル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1 ②取扱いを委託す
る特定個人情報ファイルの範囲

（新規） 特定個人情報ファイルの一部 事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(1)収受・入力特定個人情報ファ
イル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1 対象となる本人の
数

（新規） 1,000万人以上 事前 重要な変更
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（別添３）変更箇所
提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(2)納税者情報管理特定個人情
報ファイル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1 対象となる本人の
数

（新規） 1,000万人以上 事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(2)納税者情報管理特定個人情
報ファイル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1 対象となる本人の
範囲

（新規）
各税法の規定により国税当局に提出される税務
関係書類に個人番号を記載することとされている
者（申告書提出者、法定調書提出義務者等）。

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(2)納税者情報管理特定個人情
報ファイル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1 ①委託内容

（新規）
税務データ分析及び分析結果の実用化に係る支
援業務

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(2)納税者情報管理特定個人情
報ファイル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1 ②取扱いを委託す
る特定個人情報ファイルの範囲

（新規） 特定個人情報ファイルの一部 事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(2)納税者情報管理特定個人情
報ファイル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託の有無

（新規） [ 委託する ] （    1）件 事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(2)納税者情報管理特定個人情
報ファイル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1

（新規）
税務データ分析及び分析結果の実用化に係る支
援業務

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(1)収受・入力特定個人情報ファ
イル
6.特定個人情報の保管・消去
①保管場所

（新規）
インターネットその他の外部ネットワークに接続し
ない高性能パソコンでは、特定個人情報はパソコ
ン内に保管される。

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(1)収受・入力特定個人情報ファ
イル
6.特定個人情報の保管・消去
③消去方法

（新規）

ガバメントソリューションサービス（GSS）、ガバメン
トクラウド及び高性能パソコンでは、情報ごとに定
められた保存期間を経過したデータについては、
運用上の規程に従って消去する。

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(1)収受・入力特定個人情報ファ
イル
6.特定個人情報の保管・消去
①保管場所

（新規）
ガバメントソリューションサービス（GSS）では、特
定個人情報は、特定のクラウド環境に保管され
る。

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(1)収受・入力特定個人情報ファ
イル
6.特定個人情報の保管・消去
①保管場所

（新規） ガバメントクラウドで特定個人情報を取り扱う場
合、ガバメントクラウド上に保管される。

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(1)収受・入力特定個人情報ファ
イル
6.特定個人情報の保管・消去
①保管場所

国税総合管理システム（ＫＳＫ２）では、オンプレミ
ス環境及びクラウド環境のハイブリッド構成となる
が、提出された特定個人情報の保管は、オンプレ
ミス環境に限定される。

国税総合管理システム（ＫＳＫ２）では、オンプレミ
ス環境及びクラウド環境のハイブリッド構成となる
ため、提出された特定個人情報は、オンプレミス
環境及び特定のクラウド環境に保管される。

事前 重要な変更
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（別添３）変更箇所
提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(2)納税者情報管理特定個人情
報ファイル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1 その妥当性

（新規）

内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現
のため、納税者の申告内容等を分析することによ
り、課税・徴収の効率化・高度化に取り組む必要
がある。

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(2)納税者情報管理特定個人情
報ファイル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1 ③委託先における
取扱者数

（新規） 10人以上50人未満 事前 重要な変更

重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(2)納税者情報管理特定個人情
報ファイル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1 ④委託先への特定
個人情報ファイルの提供方法

（新規）
[〇] その他　（国税当局内の高性能パソコンに特
定個人情報ファイルを格納する。）

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(2)納税者情報管理特定個人情
報ファイル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1 ⑤委託先名の確認
方法

（新規） 国税庁のホームページにて確認が可能。 事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(2)納税者情報管理特定個人情
報ファイル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1 ⑥委託先名

（新規） 国税庁のホームページに掲載する。 事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(2)納税者情報管理特定個人情
報ファイル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1 ⑦再委託の有無
※

（新規） 再委託する 事前

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(2)納税者情報管理特定個人情
報ファイル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1 ⑧再委託の許諾方
法

（新規）

契約によって、原則として再委託をしないこととし
ているが、あらかじめ書面により国税当局と協議
し、承認を得た場合に限り再委託を認める。
再委託先は、委託先と同様に国税当局が用意し
た高性能パソコンを利用して支援業務を行う。
国税当局は再委託先に対して、委託先と同等の
基準により監督を行う。

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(2)納税者情報管理特定個人情
報ファイル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1 ⑨再委託事項

（新規）
税務データ分析及び分析結果の実用化に係る支
援業務に関する個別分析テーマ

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(2)納税者情報管理特定個人情
報ファイル
6.特定個人情報の保管・消去
①保管場所

国税総合管理システム（ＫＳＫ２）では、オンプレミ
ス環境及びクラウド環境のハイブリッド構成となる
が、提出された特定個人情報の保管は、オンプレ
ミス環境に限定される。

国税総合管理システム（ＫＳＫ２）では、オンプレミ
ス環境及びクラウド環境のハイブリッド構成となる
ため、提出された特定個人情報は、オンプレミス
環境及び特定のクラウド環境に保管される。

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(2)納税者情報管理特定個人情
報ファイル
6.特定個人情報の保管・消去
①保管場所

（新規）
ガバメントソリューションサービス（GSS）では、特
定個人情報は、特定のクラウド環境に保管され
る。

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(2)納税者情報管理特定個人情
報ファイル
6.特定個人情報の保管・消去
①保管場所

（新規） ガバメントクラウドで特定個人情報を取り扱う場
合、ガバメントクラウド上に保管される。

事前 重要な変更
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（別添３）変更箇所
提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(2)納税者情報管理特定個人情
報ファイル
6.特定個人情報の保管・消去
①保管場所

（新規）
インターネットその他の外部ネットワークに接続し
ない高性能パソコンでは、特定個人情報はパソコ
ン内に保管される。

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(2)納税者情報管理特定個人情
報ファイル
6.特定個人情報の保管・消去
③消去方法

情報ごとに定められた保存期間を経過したデータ
については、システムにより自動的に消去する。

国税総合管理システム（ＫＳＫ２）では、情報ごとに
定められた保存期間を経過したデータについて
は、システムにより自動的に消去する。
ガバメントソリューションサービス（GSS）、ガバメン
トクラウド及び高性能パソコンでは、情報ごとに定
められた保存期間を経過したデータについては、
運用上の規程に従って消去する。

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(3)所得税特定個人情報ファイ
ル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託の有無

（新規） [ 委託する ] （    1）件 事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(3)所得税特定個人情報ファイ
ル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1

（新規）
税務データ分析及び分析結果の実用化に係る支
援業務

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(3)所得税特定個人情報ファイ
ル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1 ①委託内容

（新規）
税務データ分析及び分析結果の実用化に係る支
援業務

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(3)所得税特定個人情報ファイ
ル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1 ②取扱いを委託す
る特定個人情報ファイルの範囲

（新規） 特定個人情報ファイルの一部 事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(3)所得税特定個人情報ファイ
ル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1 対象となる本人の
数

（新規） 1,000万人以上 事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(3)所得税特定個人情報ファイ
ル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1 対象となる本人の
範囲

（新規）
所得税法等の規定により国税当局に提出される
税務関係書類に個人番号を記載することとされて
いる申告書提出者等。

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(3)所得税特定個人情報ファイ
ル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1 その妥当性

（新規）

内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現
のため、納税者の申告内容等を分析することによ
り、課税・徴収の効率化・高度化に取り組む必要
がある。

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(3)所得税特定個人情報ファイ
ル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1 ③委託先における
取扱者数

（新規） 10人以上50人未満 事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(3)所得税特定個人情報ファイ
ル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1 ④委託先への特定
個人情報ファイルの提供方法

（新規）
[〇] その他　（国税当局内の高性能パソコンに特
定個人情報ファイルを格納する。）

事前 重要な変更
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（別添３）変更箇所
提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(3)所得税特定個人情報ファイ
ル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1 ⑤委託先名の確認
方法

（新規） 国税庁のホームページにて確認が可能。 事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(3)所得税特定個人情報ファイ
ル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1 ⑥委託先名

（新規） 国税庁のホームページに掲載する。 事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(3)所得税特定個人情報ファイ
ル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1 ⑦再委託の有無
※

（新規） 再委託する 事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(3)所得税特定個人情報ファイ
ル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1 ⑧再委託の許諾方
法

（新規）

契約によって、原則として再委託をしないこととし
ているが、あらかじめ書面により国税当局と協議
し、承認を得た場合に限り再委託を認める。
再委託先は、委託先と同様に国税当局が用意し
た高性能パソコンを利用して支援業務を行う。
国税当局は再委託先に対して、委託先と同等の
基準により監督を行う。

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(3)所得税特定個人情報ファイ
ル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1 ⑨再委託事項

（新規）
税務データ分析及び分析結果の実用化に係る支
援業務に関する個別分析テーマ

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(3)所得税特定個人情報ファイ
ル
6.特定個人情報の保管・消去
①保管場所

国税総合管理システム（ＫＳＫ２）では、オンプレミ
ス環境及びクラウド環境のハイブリッド構成となる
が、提出された特定個人情報の保管は、オンプレ
ミス環境に限定される。

国税総合管理システム（ＫＳＫ２）では、オンプレミ
ス環境及びクラウド環境のハイブリッド構成となる
ため、提出された特定個人情報は、オンプレミス
環境及び特定のクラウド環境に保管される。

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(3)所得税特定個人情報ファイ
ル
6.特定個人情報の保管・消去
①保管場所

（新規）
ガバメントソリューションサービス（GSS）では、特
定個人情報は、特定のクラウド環境に保管され
る。

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(3)所得税特定個人情報ファイ
ル
6.特定個人情報の保管・消去
①保管場所

（新規） ガバメントクラウドで特定個人情報を取り扱う場
合、ガバメントクラウド上に保管される。

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(3)所得税特定個人情報ファイ
ル
6.特定個人情報の保管・消去
①保管場所

（新規）
インターネットその他の外部ネットワークに接続し
ない高性能パソコンでは、特定個人情報はパソコ
ン内に保管される。

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(3)所得税特定個人情報ファイ
ル
6.特定個人情報の保管・消去
③消去方法

情報ごとに定められた保存期間を経過したデータ
については、システムにより自動的に消去する。

国税総合管理システム（ＫＳＫ２）では、情報ごとに
定められた保存期間を経過したデータについて
は、システムにより自動的に消去する。
ガバメントソリューションサービス（GSS）、ガバメン
トクラウド及び高性能パソコンでは、情報ごとに定
められた保存期間を経過したデータについては、
運用上の規程に従って消去する。

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(4)資産税特定個人情報ファイ
ル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託の有無

（新規） [ 委託する ] （    1）件 事前 重要な変更
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（別添３）変更箇所
提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(4)資産税特定個人情報ファイ
ル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1

（新規）
税務データ分析及び分析結果の実用化に係る支
援業務

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(4)資産税特定個人情報ファイ
ル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1 ①委託内容

（新規）
税務データ分析及び分析結果の実用化に係る支
援業務

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(4)資産税特定個人情報ファイ
ル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1 ②取扱いを委託す
る特定個人情報ファイルの範囲

（新規） 特定個人情報ファイルの一部 事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(4)資産税特定個人情報ファイ
ル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1 対象となる本人の
数

（新規） 1,000万人以上 事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(4)資産税特定個人情報ファイ
ル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1 対象となる本人の
範囲

（新規）
所得税法、相続税法等の規定により国税当局に
提出される税務関係書類に個人番号を記載する
こととされている申告書提出者等。

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(4)資産税特定個人情報ファイ
ル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1 その妥当性

（新規）

内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現
のため、納税者の申告内容等を分析することによ
り、課税・徴収の効率化・高度化に取り組む必要
がある。

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(4)資産税特定個人情報ファイ
ル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1 ③委託先における
取扱者数

（新規） 10人以上50人未満 事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(4)資産税特定個人情報ファイ
ル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1 ④委託先への特定
個人情報ファイルの提供方法

（新規）
[〇] その他　（国税当局内の高性能パソコンに特
定個人情報ファイルを格納する。）

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(4)資産税特定個人情報ファイ
ル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1 ⑤委託先名の確認
方法

（新規） 国税庁のホームページにて確認が可能。 事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(4)資産税特定個人情報ファイ
ル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1 ⑥委託先名

（新規） 国税庁のホームページに掲載する。 事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(4)資産税特定個人情報ファイ
ル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1 ⑦再委託の有無
※

（新規） 再委託する 事前 重要な変更
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（別添３）変更箇所
提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(4)資産税特定個人情報ファイ
ル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1 ⑧再委託の許諾方
法

（新規）

契約によって、原則として再委託をしないこととし
ているが、あらかじめ書面により国税当局と協議
し、承認を得た場合に限り再委託を認める。
再委託先は、委託先と同様に国税当局が用意し
た高性能パソコンを利用して支援業務を行う。
国税当局は再委託先に対して、委託先と同等の
基準により監督を行う。

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(4)資産税特定個人情報ファイ
ル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1 ⑨再委託事項

（新規）
税務データ分析及び分析結果の実用化に係る支
援業務に関する個別分析テーマ

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(4)資産税特定個人情報ファイ
ル
6.特定個人情報の保管・消去
①保管場所

国税総合管理システム（ＫＳＫ２）では、オンプレミ
ス環境及びクラウド環境のハイブリッド構成となる
が、提出された特定個人情報の保管は、オンプレ
ミス環境に限定される。

国税総合管理システム（ＫＳＫ２）では、オンプレミ
ス環境及びクラウド環境のハイブリッド構成となる
ため、提出された特定個人情報は、オンプレミス
環境及び特定のクラウド環境に保管される。

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(4)資産税特定個人情報ファイ
ル
6.特定個人情報の保管・消去
①保管場所

（新規）
ガバメントソリューションサービス（GSS）では、特
定個人情報は、特定のクラウド環境に保管され
る。

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(4)資産税特定個人情報ファイ
ル
6.特定個人情報の保管・消去
①保管場所

（新規） ガバメントクラウドで特定個人情報を取り扱う場
合、ガバメントクラウド上に保管される。

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(4)資産税特定個人情報ファイ
ル
6.特定個人情報の保管・消去
①保管場所

（新規）
インターネットその他の外部ネットワークに接続し
ない高性能パソコンでは、特定個人情報はパソコ
ン内に保管される。

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(4)資産税特定個人情報ファイ
ル
6.特定個人情報の保管・消去
③消去方法

情報ごとに定められた保存期間を経過したデータ
については、システムにより自動的に消去する。

国税総合管理システム（ＫＳＫ２）では、情報ごとに
定められた保存期間を経過したデータについて
は、システムにより自動的に消去する。
ガバメントソリューションサービス（GSS）、ガバメン
トクラウド及び高性能パソコンでは、情報ごとに定
められた保存期間を経過したデータについては、
運用上の規程に従って消去する。

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(5)源泉所得税特定個人情報
ファイル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託の有無

（新規） [ 委託する ] （    1）件 事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(5)源泉所得税特定個人情報
ファイル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1

（新規）
税務データ分析及び分析結果の実用化に係る支
援業務

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(5)源泉所得税特定個人情報
ファイル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1 ①委託内容

（新規）
税務データ分析及び分析結果の実用化に係る支
援業務

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(5)源泉所得税特定個人情報
ファイル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1 ②取扱いを委託す
る特定個人情報ファイルの範囲

（新規） 特定個人情報ファイルの一部 事前 重要な変更
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（別添３）変更箇所
提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(5)源泉所得税特定個人情報
ファイル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1 対象となる本人の
数

（新規） 1,000万人以上 事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(5)源泉所得税特定個人情報
ファイル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1 対象となる本人の
範囲

（新規）
所得税法等の規定により国税当局に提出される
税務関係書類に個人番号を記載することとされて
いる届出提出者等。

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(5)源泉所得税特定個人情報
ファイル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1 その妥当性

（新規）

内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現
のため、納税者の申告内容等を分析することによ
り、課税・徴収の効率化・高度化に取り組む必要
がある。

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(5)源泉所得税特定個人情報
ファイル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1 ③委託先における
取扱者数

（新規） 10人以上50人未満 事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(5)源泉所得税特定個人情報
ファイル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1 ④委託先への特定
個人情報ファイルの提供方法

（新規）
[〇] その他　（国税当局内の高性能パソコンに特
定個人情報ファイルを格納する。）

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(5)源泉所得税特定個人情報
ファイル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1 ⑤委託先名の確認
方法

（新規） 国税庁のホームページにて確認が可能。 事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(5)源泉所得税特定個人情報
ファイル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1 ⑥委託先名

（新規） 国税庁のホームページに掲載する。 事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(5)源泉所得税特定個人情報
ファイル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1 ⑦再委託の有無
※

（新規） 再委託する 事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(5)源泉所得税特定個人情報
ファイル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1 ⑧再委託の許諾方
法

（新規）

契約によって、原則として再委託をしないこととし
ているが、あらかじめ書面により国税当局と協議
し、承認を得た場合に限り再委託を認める。
再委託先は、委託先と同様に国税当局が用意し
た高性能パソコンを利用して支援業務を行う。
国税当局は再委託先に対して、委託先と同等の
基準により監督を行う。

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(5)源泉所得税特定個人情報
ファイル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1 ⑨再委託事項

（新規）
税務データ分析及び分析結果の実用化に係る支
援業務に関する個別分析テーマ

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(5)源泉所得税特定個人情報
ファイル
6.特定個人情報の保管・消去
①保管場所

国税総合管理システム（ＫＳＫ２）では、オンプレミ
ス環境及びクラウド環境のハイブリッド構成となる
が、提出された特定個人情報の保管は、オンプレ
ミス環境に限定される。

国税総合管理システム（ＫＳＫ２）では、オンプレミ
ス環境及びクラウド環境のハイブリッド構成となる
ため、提出された特定個人情報は、オンプレミス
環境及び特定のクラウド環境に保管される。

事前 重要な変更
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（別添３）変更箇所
提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(5)源泉所得税特定個人情報
ファイル
6.特定個人情報の保管・消去
①保管場所

（新規）
ガバメントソリューションサービス（GSS）では、特
定個人情報は、特定のクラウド環境に保管され
る。

事前 重要な変更

1万人未満 10万人以上100万人未満 事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(6)酒税特定個人情報ファイル
2.基本情報
③対象となる本人の範囲

酒税法（昭和28年法律第６号）の規定により国税
当局に提出される税務関係書類に個人番号を記
載することとされている申告書提出者等。

酒税法（昭和28年法律第６号）の規定により国税
当局に提出される税務関係書類に個人番号を記
載することとされている申告書・申請書提出者
等。

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(6)酒税特定個人情報ファイル
2.基本情報
③対象となる本人の範囲（その
必要性）

内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現
のため、納税者の申告内容を帳簿等で確認する
などの税務調査を実施する際に、個人番号を利
用するため。

内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現
のため、納税者の申告内容を帳簿等で確認する
などの税務調査の実施及び免許者の管理等に、
個人番号を利用するため。

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(6)酒税特定個人情報ファイル
2.基本情報
④記録される項目（その妥当
性）

国税関係情報：申告事績等の管理のために保有
国税関係情報：申告事績・免許等の管理のため
に保有

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(6)酒税特定個人情報ファイル
2.基本情報
②対象となる本人の数

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(5)源泉所得税特定個人情報
ファイル
6.特定個人情報の保管・消去
①保管場所

（新規） ガバメントクラウドで特定個人情報を取り扱う場
合、ガバメントクラウド上に保管される。

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(5)源泉所得税特定個人情報
ファイル
6.特定個人情報の保管・消去
①保管場所

（新規）
インターネットその他の外部ネットワークに接続し
ない高性能パソコンでは、特定個人情報はパソコ
ン内に保管される。

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(5)源泉所得税特定個人情報
ファイル
6.特定個人情報の保管・消去
③消去方法

情報ごとに定められた保存期間を経過したデータ
については、システムにより自動的に消去する。

国税総合管理システム（ＫＳＫ２）では、情報ごとに
定められた保存期間を経過したデータについて
は、システムにより自動的に消去する。
ガバメントソリューションサービス（GSS）、ガバメン
トクラウド及び高性能パソコンでは、情報ごとに定
められた保存期間を経過したデータについては、
運用上の規程に従って消去する。

事前 重要な変更

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(6)酒税特定個人情報ファイル
3.特定個人情報の入手・使用
⑧使用方法

（新規）
Ⅲ免許者の管理に関する事務
　・免許情報の登録・管理を行う。

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(6)酒税特定個人情報ファイル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託の有無

（新規） [ 委託する ] （    1）件 事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(6)酒税特定個人情報ファイル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1

（新規）
税務データ分析及び分析結果の実用化に係る支
援業務

事前 重要な変更
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（別添３）変更箇所
提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(6)酒税特定個人情報ファイル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1 ①委託内容

（新規）
税務データ分析及び分析結果の実用化に係る支
援業務

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(6)酒税特定個人情報ファイル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1 ②取扱いを委託す
る特定個人情報ファイルの範囲

（新規） 特定個人情報ファイルの一部 事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(6)酒税特定個人情報ファイル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1 対象となる本人の
数

（新規） 10万人以上100万人未満 事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(6)酒税特定個人情報ファイル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1 対象となる本人の
範囲

（新規）

酒税法（昭和28年法律第６号）の規定により国税
当局に提出される税務関係書類に個人番号を記
載することとされている申告書・申請書提出者
等。

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(6)酒税特定個人情報ファイル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1 その妥当性

（新規）

内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現
のため、納税者の申告内容等を分析することによ
り、課税・徴収の効率化・高度化に取り組む必要
がある。

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(6)酒税特定個人情報ファイル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1 ③委託先における
取扱者数

（新規） 10人以上50人未満 事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(6)酒税特定個人情報ファイル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1 ④委託先への特定
個人情報ファイルの提供方法

（新規）
[〇] その他　（国税当局内の高性能パソコンに特
定個人情報ファイルを格納する。）

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(6)酒税特定個人情報ファイル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1 ⑤委託先名の確認
方法

（新規） 国税庁のホームページにて確認が可能。 事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(6)酒税特定個人情報ファイル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1 ⑥委託先名

（新規） 国税庁のホームページに掲載する。 事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(6)酒税特定個人情報ファイル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1 ⑦再委託の有無
※

（新規） 再委託する 事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(6)酒税特定個人情報ファイル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1 ⑧再委託の許諾方
法

（新規）

契約によって、原則として再委託をしないこととし
ているが、あらかじめ書面により国税当局と協議
し、承認を得た場合に限り再委託を認める。
再委託先は、委託先と同様に国税当局が用意し
た高性能パソコンを利用して支援業務を行う。
国税当局は再委託先に対して、委託先と同等の
基準により監督を行う。

事前 重要な変更
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（別添３）変更箇所
提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(6)酒税特定個人情報ファイル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1 ⑨再委託事項

（新規）
税務データ分析及び分析結果の実用化に係る支
援業務に関する個別分析テーマ

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(6)酒税特定個人情報ファイル
6.特定個人情報の保管・消去
①保管場所

国税総合管理システム（ＫＳＫ２）では、オンプレミ
ス環境及びクラウド環境のハイブリッド構成となる
が、提出された特定個人情報の保管は、オンプレ
ミス環境に限定される。

国税総合管理システム（ＫＳＫ２）では、オンプレミ
ス環境及びクラウド環境のハイブリッド構成となる
ため、提出された特定個人情報は、オンプレミス
環境及び特定のクラウド環境に保管される。

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(6)酒税特定個人情報ファイル
6.特定個人情報の保管・消去
①保管場所

（新規）
ガバメントソリューションサービス（GSS）では、特
定個人情報は、特定のクラウド環境に保管され
る。

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(6)酒税特定個人情報ファイル
6.特定個人情報の保管・消去
①保管場所

（新規） ガバメントクラウドで特定個人情報を取り扱う場
合、ガバメントクラウド上に保管される。

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(6)酒税特定個人情報ファイル
6.特定個人情報の保管・消去
①保管場所

（新規）
インターネットその他の外部ネットワークに接続し
ない高性能パソコンでは、特定個人情報はパソコ
ン内に保管される。

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(6)酒税特定個人情報ファイル
6.特定個人情報の保管・消去
③消去方法

情報ごとに定められた保存期間を経過したデータ
については、システムにより自動的に消去する。

国税総合管理システム（ＫＳＫ２）では、情報ごとに
定められた保存期間を経過したデータについて
は、システムにより自動的に消去する。
ガバメントソリューションサービス（GSS）、ガバメン
トクラウド及び高性能パソコンでは、情報ごとに定
められた保存期間を経過したデータについては、
運用上の規程に従って消去する。

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(6)酒税特定個人情報ファイル
（別添２）特定個人情報ファイル
記録項目

販売数量情報、表示基準実施状況、（中略）、課
税情報、共通番号情報、製成情報、（中略）、酒類
業者異動事績、酒類蔵置所、（中略）、製成情報、
（中略）、果実実態、（中略）、販売数量、清酒製造
状況、（中略）、理由事績、輸出酒類販売場事績
管理、（中略）、果実実態、原料用酒類受払状況、
酒類用原料使用状況、清酒製造状況、（中略）、
清酒製造者実態調査、果実実態国産ぶどう、果
実実態輸入原料、果実実態未納税引取、果実実
態ワイン輸入、果実実態原価等、製造総括、（中
略）、他の製造販売場

販売数量情報、表示基準実施状況情報、（中
略）、課税情報、製製成情報、（中略）、酒類業者
異動事績、酒類業者、酒類蔵置所、（中略）、製
成、（中略）、果実実態基本１、（中略）、販売数量
（OP）、清酒製造状況（歩）、（中略）、理由事績、
返れい氏名、輸出酒類販売場事績管理（OP）、
（中略）、果実実態基本２、清酒製造状況（OP）、
（中略）、清酒製造者実態調査、果実実態未納税
引取、製造総括、（中略）、他の製造販売場、課税
事績業者別、免許者氏名

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(7)間接諸税特定個人情報ファ
イル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託の有無

（新規） [ 委託する ] （    1）件 事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(7)間接諸税特定個人情報ファ
イル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1

（新規）
税務データ分析及び分析結果の実用化に係る支
援業務

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(7)間接諸税特定個人情報ファ
イル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1 ①委託内容

（新規）
税務データ分析及び分析結果の実用化に係る支
援業務

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(7)間接諸税特定個人情報ファ
イル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1 ②取扱いを委託す
る特定個人情報ファイルの範囲

（新規） 特定個人情報ファイルの一部 事前 重要な変更
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（別添３）変更箇所
提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(7)間接諸税特定個人情報ファ
イル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1 対象となる本人の
数

（新規） 10万人以上100万人未満 事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(7)間接諸税特定個人情報ファ
イル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1 対象となる本人の
範囲

（新規）

揮発油税法（昭和32年法律第55号）、印紙税法
（昭和42年法律第23号）及び航空機燃料税法（昭
和47年法律第７号）等の規定により国税当局に提
出される税務関係書類に個人番号を記載するこ
ととされている申告書提出者等。

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(7)間接諸税特定個人情報ファ
イル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1 その妥当性

（新規）

内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現
のため、納税者の申告内容等を分析することによ
り、課税・徴収の効率化・高度化に取り組む必要
がある。

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(7)間接諸税特定個人情報ファ
イル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1 ③委託先における
取扱者数

（新規） 10人以上50人未満 事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(7)間接諸税特定個人情報ファ
イル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1 ④委託先への特定
個人情報ファイルの提供方法

（新規）
[〇] その他　（国税当局内の高性能パソコンに特
定個人情報ファイルを格納する。）

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(7)間接諸税特定個人情報ファ
イル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1 ⑤委託先名の確認
方法

（新規） 国税庁のホームページにて確認が可能。 事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(7)間接諸税特定個人情報ファ
イル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1 ⑥委託先名

（新規） 国税庁のホームページに掲載する。 事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(7)間接諸税特定個人情報ファ
イル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1 ⑦再委託の有無
※

（新規） 再委託する 事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(7)間接諸税特定個人情報ファ
イル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1 ⑧再委託の許諾方
法

（新規）

契約によって、原則として再委託をしないこととし
ているが、あらかじめ書面により国税当局と協議
し、承認を得た場合に限り再委託を認める。
再委託先は、委託先と同様に国税当局が用意し
た高性能パソコンを利用して支援業務を行う。
国税当局は再委託先に対して、委託先と同等の
基準により監督を行う。

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(7)間接諸税特定個人情報ファ
イル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1 ⑨再委託事項

（新規）
税務データ分析及び分析結果の実用化に係る支
援業務に関する個別分析テーマ

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(7)間接諸税特定個人情報ファ
イル
6.特定個人情報の保管・消去
①保管場所

国税総合管理システム（ＫＳＫ２）では、オンプレミ
ス環境及びクラウド環境のハイブリッド構成となる
が、提出された特定個人情報の保管は、オンプレ
ミス環境に限定される。

国税総合管理システム（ＫＳＫ２）では、オンプレミ
ス環境及びクラウド環境のハイブリッド構成となる
ため、提出された特定個人情報は、オンプレミス
環境及び特定のクラウド環境に保管される。

事前 重要な変更
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（別添３）変更箇所
提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(7)間接諸税特定個人情報ファ
イル
6.特定個人情報の保管・消去
①保管場所

（新規）
ガバメントソリューションサービス（GSS）では、特
定個人情報は、特定のクラウド環境に保管され
る。

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(7)間接諸税特定個人情報ファ
イル
6.特定個人情報の保管・消去
①保管場所

（新規） ガバメントクラウドで特定個人情報を取り扱う場
合、ガバメントクラウド上に保管される。

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(7)間接諸税特定個人情報ファ
イル
6.特定個人情報の保管・消去
①保管場所

（新規）
インターネットその他の外部ネットワークに接続し
ない高性能パソコンでは、特定個人情報はパソコ
ン内に保管される。

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(7)間接諸税特定個人情報ファ
イル
6.特定個人情報の保管・消去
③消去方法

情報ごとに定められた保存期間を経過したデータ
については、システムにより自動的に消去する。

国税総合管理システム（ＫＳＫ２）では、情報ごとに
定められた保存期間を経過したデータについて
は、システムにより自動的に消去する。
ガバメントソリューションサービス（GSS）、ガバメン
トクラウド及び高性能パソコンでは、情報ごとに定
められた保存期間を経過したデータについては、
運用上の規程に従って消去する。

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(8)債権管理特定個人情報ファ
イル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託の有無

（新規） [ 委託する ] （    1）件 事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(8)債権管理特定個人情報ファ
イル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1

（新規）
税務データ分析及び分析結果の実用化に係る支
援業務

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(8)債権管理特定個人情報ファ
イル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1 ①委託内容

（新規）
税務データ分析及び分析結果の実用化に係る支
援業務

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(8)債権管理特定個人情報ファ
イル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1 ②取扱いを委託す
る特定個人情報ファイルの範囲

（新規） 特定個人情報ファイルの一部 事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(8)債権管理特定個人情報ファ
イル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1 対象となる本人の
数

（新規） 1,000万人以上 事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(8)債権管理特定個人情報ファ
イル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1 対象となる本人の
範囲

（新規）
各税法の規定により国税当局に提出される税務
関係書類に個人番号を記載することとされている
申告書提出者等

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(8)債権管理特定個人情報ファ
イル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1 その妥当性

（新規）

内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現
のため、納税者の申告内容等を分析することによ
り、課税・徴収の効率化・高度化に取り組む必要
がある。

事前 重要な変更
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（別添３）変更箇所
提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(8)債権管理特定個人情報ファ
イル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1 ③委託先における
取扱者数

（新規） 10人以上50人未満 事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(8)債権管理特定個人情報ファ
イル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1 ④委託先への特定
個人情報ファイルの提供方法

（新規）
[〇] その他　（国税当局内の高性能パソコンに特
定個人情報ファイルを格納する。）

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(8)債権管理特定個人情報ファ
イル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1 ⑤委託先名の確認
方法

（新規） 国税庁のホームページにて確認が可能。 事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(8)債権管理特定個人情報ファ
イル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1 ⑥委託先名

（新規） 国税庁のホームページに掲載する。 事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(8)債権管理特定個人情報ファ
イル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1 ⑦再委託の有無
※

（新規） 再委託する 事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(8)債権管理特定個人情報ファ
イル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1 ⑧再委託の許諾方
法

（新規）

契約によって、原則として再委託をしないこととし
ているが、あらかじめ書面により国税当局と協議
し、承認を得た場合に限り再委託を認める。
再委託先は、委託先と同様に国税当局が用意し
た高性能パソコンを利用して支援業務を行う。
国税当局は再委託先に対して、委託先と同等の
基準により監督を行う。

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(8)債権管理特定個人情報ファ
イル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1 ⑨再委託事項

（新規）
税務データ分析及び分析結果の実用化に係る支
援業務に関する個別分析テーマ

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(8)債権管理特定個人情報ファ
イル
6.特定個人情報の保管・消去
①保管場所

国税総合管理システム（ＫＳＫ２）では、オンプレミ
ス環境及びクラウド環境のハイブリッド構成となる
が、提出された特定個人情報の保管は、オンプレ
ミス環境に限定される。

国税総合管理システム（ＫＳＫ２）では、オンプレミ
ス環境及びクラウド環境のハイブリッド構成となる
ため、提出された特定個人情報は、オンプレミス
環境及び特定のクラウド環境に保管される。

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(8)債権管理特定個人情報ファ
イル
6.特定個人情報の保管・消去
①保管場所

（新規）
ガバメントソリューションサービス（GSS）では、特
定個人情報は、特定のクラウド環境に保管され
る。

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(8)債権管理特定個人情報ファ
イル
6.特定個人情報の保管・消去
①保管場所

（新規） ガバメントクラウドで特定個人情報を取り扱う場
合、ガバメントクラウド上に保管される。

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(8)債権管理特定個人情報ファ
イル
6.特定個人情報の保管・消去
①保管場所

（新規）
インターネットその他の外部ネットワークに接続し
ない高性能パソコンでは、特定個人情報はパソコ
ン内に保管される。

事前 重要な変更

190



（別添３）変更箇所
提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(8)債権管理特定個人情報ファ
イル
6.特定個人情報の保管・消去
③消去方法

情報ごとに定められた保存期間を経過したデータ
については、システムにより自動的に消去する。

国税総合管理システム（ＫＳＫ２）では、情報ごとに
定められた保存期間を経過したデータについて
は、システムにより自動的に消去する。
ガバメントソリューションサービス（GSS）、ガバメン
トクラウド及び高性能パソコンでは、情報ごとに定
められた保存期間を経過したデータについては、
運用上の規程に従って消去する。

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(9)非課税貯蓄限度額管理特定
個人情報ファイル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託の有無

（新規） [ 委託する ] （    1）件 事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(9)非課税貯蓄限度額管理特定
個人情報ファイル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1

（新規）
税務データ分析及び分析結果の実用化に係る支
援業務

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(9)非課税貯蓄限度額管理特定
個人情報ファイル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1 ①委託内容

（新規）
税務データ分析及び分析結果の実用化に係る支
援業務

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(9)非課税貯蓄限度額管理特定
個人情報ファイル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1 ②取扱いを委託す
る特定個人情報ファイルの範囲

（新規） 特定個人情報ファイルの一部 事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(9)非課税貯蓄限度額管理特定
個人情報ファイル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1 対象となる本人の
数

（新規） 100万人以上1,000万人未満 事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(9)非課税貯蓄限度額管理特定
個人情報ファイル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1 対象となる本人の
範囲

（新規）

所得税法第10条（障害者等の少額預金の利子所
得等の非課税）の規定等により国税当局に提出さ
れる税務関係書類に個人番号を記載することとさ
れている申告書提出者等。

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(9)非課税貯蓄限度額管理特定
個人情報ファイル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1 その妥当性

（新規）

内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現
のため、納税者の申告内容等を分析することによ
り、課税・徴収の効率化・高度化に取り組む必要
がある。

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(9)非課税貯蓄限度額管理特定
個人情報ファイル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1 ③委託先における
取扱者数

（新規） 10人以上50人未満 事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(9)非課税貯蓄限度額管理特定
個人情報ファイル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1 ④委託先への特定
個人情報ファイルの提供方法

（新規）
[〇] その他　（国税当局内の高性能パソコンに特
定個人情報ファイルを格納する。）

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(9)非課税貯蓄限度額管理特定
個人情報ファイル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1 ⑤委託先名の確認
方法

（新規） 国税庁のホームページにて確認が可能。 事前 重要な変更
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（別添３）変更箇所
提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

インターネットその他の外部ネットワークに接続し
ない高性能パソコンでは、特定個人情報はパソコ
ン内に保管される。

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(9)非課税貯蓄限度額管理特定
個人情報ファイル
6.特定個人情報の保管・消去
①保管場所

（新規）
ガバメントソリューションサービス（GSS）では、特
定個人情報は、特定のクラウド環境に保管され
る。

事前 重要な変更

国税総合管理システム（ＫＳＫ２）では、情報ごとに
定められた保存期間を経過したデータについて
は、システムにより自動的に消去する。
ガバメントソリューションサービス（GSS）、ガバメン
トクラウド及び高性能パソコンでは、情報ごとに定
められた保存期間を経過したデータについては、
運用上の規程に従って消去する。

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(10)資料調査特定個人情報ファ
イル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託の有無

[ 委託する ] （    1）件

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(9)非課税貯蓄限度額管理特定
個人情報ファイル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1 ⑥委託先名

（新規） 国税庁のホームページに掲載する。 事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(9)非課税貯蓄限度額管理特定
個人情報ファイル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1 ⑦再委託の有無
※

（新規） 再委託する 事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(9)非課税貯蓄限度額管理特定
個人情報ファイル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1 ⑧再委託の許諾方
法

（新規）

契約によって、原則として再委託をしないこととし
ているが、あらかじめ書面により国税当局と協議
し、承認を得た場合に限り再委託を認める。
再委託先は、委託先と同様に国税当局が用意し
た高性能パソコンを利用して支援業務を行う。
国税当局は再委託先に対して、委託先と同等の
基準により監督を行う。

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(9)非課税貯蓄限度額管理特定
個人情報ファイル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1 ⑨再委託事項

（新規）
税務データ分析及び分析結果の実用化に係る支
援業務に関する個別分析テーマ

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(9)非課税貯蓄限度額管理特定
個人情報ファイル
6.特定個人情報の保管・消去
①保管場所

国税総合管理システム（ＫＳＫ２）では、オンプレミ
ス環境及びクラウド環境のハイブリッド構成となる
が、提出された特定個人情報の保管は、オンプレ
ミス環境に限定される。

国税総合管理システム（ＫＳＫ２）では、オンプレミ
ス環境及びクラウド環境のハイブリッド構成となる
ため、提出された特定個人情報は、オンプレミス
環境及び特定のクラウド環境に保管される。

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(10)資料調査特定個人情報ファ
イル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項2

（新規）
税務データ分析及び分析結果の実用化に係る支
援業務

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(9)非課税貯蓄限度額管理特定
個人情報ファイル
6.特定個人情報の保管・消去
①保管場所

（新規） ガバメントクラウドで特定個人情報を取り扱う場
合、ガバメントクラウド上に保管される。

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(9)非課税貯蓄限度額管理特定
個人情報ファイル
6.特定個人情報の保管・消去
③消去方法

情報ごとに定められた保存期間を経過したデータ
については、システムにより自動的に消去する。

[ 委託する ] （    2）件 事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(9)非課税貯蓄限度額管理特定
個人情報ファイル
6.特定個人情報の保管・消去
①保管場所

（新規）
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（別添３）変更箇所
提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(10)資料調査特定個人情報ファ
イル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項2 ②取扱いを委託す
る特定個人情報ファイルの範囲

（新規） 特定個人情報ファイルの一部 事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(10)資料調査特定個人情報ファ
イル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項2 対象となる本人の
数

（新規） 1,000万人以上 事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(10)資料調査特定個人情報ファ
イル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項2 対象となる本人の
範囲

（新規）

所得税法、消費税法、相続税法及び内国税の適
正な課税の確保を図るための国外送金等に係る
調書の提出等に関する法律等の規定により、国
税当局に提出される税務関係書類に個人番号を
記載することとされている者（法定調書提出義務
者、法定調書の対象となる金銭受領者及び申告
書提出者等）。
・租税に関する法律の規定による質問、検査等の
対象者及びその取引先の関係者。

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(10)資料調査特定個人情報ファ
イル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項2 その妥当性

（新規）

内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現
のため、納税者の申告内容等を分析することによ
り、課税・徴収の効率化・高度化に取り組む必要
がある。

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(10)資料調査特定個人情報ファ
イル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項2 ③委託先における
取扱者数

（新規） 10人以上50人未満 事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(10)資料調査特定個人情報ファ
イル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項2 ④委託先への特定
個人情報ファイルの提供方法

（新規）
[〇] その他　（国税当局内の高性能パソコンに特
定個人情報ファイルを格納する。）

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(10)資料調査特定個人情報ファ
イル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項2 ⑤委託先名の確認
方法

（新規） 国税庁のホームページにて確認が可能。 事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(10)資料調査特定個人情報ファ
イル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項2 ⑥委託先名

（新規） 国税庁のホームページに掲載する。 事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(10)資料調査特定個人情報ファ
イル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項2 ⑦再委託の有無
※

（新規） 再委託する 事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(10)資料調査特定個人情報ファ
イル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項2 ⑧再委託の許諾方
法

（新規）

契約によって、原則として再委託をしないこととし
ているが、あらかじめ書面により国税当局と協議
し、承認を得た場合に限り再委託を認める。
再委託先は、委託先と同様に国税当局が用意し
た高性能パソコンを利用して支援業務を行う。
国税当局は再委託先に対して、委託先と同等の
基準により監督を行う。

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(10)資料調査特定個人情報ファ
イル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項2 ①委託内容

（新規）
税務データ分析及び分析結果の実用化に係る支
援業務

事前 重要な変更
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（別添３）変更箇所
提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(10)資料調査特定個人情報ファ
イル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項2 ⑨再委託事項

（新規）
税務データ分析及び分析結果の実用化に係る支
援業務に関する個別分析テーマ

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(10)資料調査特定個人情報ファ
イル
6.特定個人情報の保管・消去
①保管場所

国税総合管理システム（ＫＳＫ２）では、オンプレミ
ス環境及びクラウド環境のハイブリッド構成となる
が、提出された特定個人情報の保管は、オンプレ
ミス環境に限定される。

国税総合管理システム（ＫＳＫ２）では、オンプレミ
ス環境及びクラウド環境のハイブリッド構成となる
ため、提出された特定個人情報は、オンプレミス
環境及び特定のクラウド環境に保管される。

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(10)資料調査特定個人情報ファ
イル
6.特定個人情報の保管・消去
①保管場所

（新規）
ガバメントソリューションサービス（GSS）では、特
定個人情報は、特定のクラウド環境に保管され
る。

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(10)資料調査特定個人情報ファ
イル
6.特定個人情報の保管・消去
①保管場所

（新規） ガバメントクラウドで特定個人情報を取り扱う場
合、ガバメントクラウド上に保管される。

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(10)資料調査特定個人情報ファ
イル
6.特定個人情報の保管・消去
①保管場所

（新規）
インターネットその他の外部ネットワークに接続し
ない高性能パソコンでは、特定個人情報はパソコ
ン内に保管される。

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(10)資料調査特定個人情報ファ
イル
6.特定個人情報の保管・消去
③消去方法

情報ごとに定められた保存期間を経過したデータ
については、システムにより自動的に消去する。

国税総合管理システム（ＫＳＫ２）では、情報ごとに
定められた保存期間を経過したデータについて
は、システムにより自動的に消去する。
ガバメントソリューションサービス（GSS）、ガバメン
トクラウド及び高性能パソコンでは、情報ごとに定
められた保存期間を経過したデータについては、
運用上の規程に従って消去する。

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(11)少額投資非課税口座管理
特定個人情報ファイル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託の有無

[ 委託する ] （    1）件 [ 委託する ] （    2）件 事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(11)少額投資非課税口座管理
特定個人情報ファイル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項2

（新規）
税務データ分析及び分析結果の実用化に係る支
援業務

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(11)少額投資非課税口座管理
特定個人情報ファイル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項2 ①委託内容

（新規）
税務データ分析及び分析結果の実用化に係る支
援業務

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(11)少額投資非課税口座管理
特定個人情報ファイル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項2 ②取扱いを委託す
る特定個人情報ファイルの範囲

（新規） 特定個人情報ファイルの一部 事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(11)少額投資非課税口座管理
特定個人情報ファイル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項2 対象となる本人の
数

（新規） 1,000万人以上 事前 重要な変更
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（別添３）変更箇所
提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(11)少額投資非課税口座管理
特定個人情報ファイル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項2 対象となる本人の
範囲

（新規）

租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第37条
の14（非課税口座内の少額上場株式等に係る譲
渡所得等の非課税）等の規定により国税当局に
提出される税務関係書類に個人番号を記載する
こととされている届出提出者等。

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(11)少額投資非課税口座管理
特定個人情報ファイル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項2 その妥当性

（新規）

内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現
のため、納税者の申告内容等を分析することによ
り、課税・徴収の効率化・高度化に取り組む必要
がある。

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(11)少額投資非課税口座管理
特定個人情報ファイル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項2 ③委託先における
取扱者数

（新規） 10人以上50人未満 事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(11)少額投資非課税口座管理
特定個人情報ファイル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項2 ④委託先への特定
個人情報ファイルの提供方法

（新規）
[〇] その他　（国税当局内の高性能パソコンに特
定個人情報ファイルを格納する。）

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(11)少額投資非課税口座管理
特定個人情報ファイル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項2 ⑤委託先名の確認
方法

（新規） 国税庁のホームページにて確認が可能。 事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(11)少額投資非課税口座管理
特定個人情報ファイル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項2 ⑥委託先名

（新規） 国税庁のホームページに掲載する。 事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(11)少額投資非課税口座管理
特定個人情報ファイル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項2 ⑦再委託の有無
※

（新規） 再委託する 事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(11)少額投資非課税口座管理
特定個人情報ファイル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項2 ⑧再委託の許諾方
法

（新規）

契約によって、原則として再委託をしないこととし
ているが、あらかじめ書面により国税当局と協議
し、承認を得た場合に限り再委託を認める。
再委託先は、委託先と同様に国税当局が用意し
た高性能パソコンを利用して支援業務を行う。
国税当局は再委託先に対して、委託先と同等の
基準により監督を行う。

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(11)少額投資非課税口座管理
特定個人情報ファイル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項2 ⑨再委託事項

（新規）
税務データ分析及び分析結果の実用化に係る支
援業務に関する個別分析テーマ

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(11)少額投資非課税口座管理
特定個人情報ファイル
6.特定個人情報の保管・消去
①保管場所

国税総合管理システム（ＫＳＫ２）では、オンプレミ
ス環境及びクラウド環境のハイブリッド構成となる
が、提出された特定個人情報の保管は、オンプレ
ミス環境に限定される。

国税総合管理システム（ＫＳＫ２）では、オンプレミ
ス環境及びクラウド環境のハイブリッド構成となる
ため、提出された特定個人情報は、オンプレミス
環境及び特定のクラウド環境に保管される。

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(11)少額投資非課税口座管理
特定個人情報ファイル
6.特定個人情報の保管・消去
①保管場所

（新規）
ガバメントソリューションサービス（GSS）では、特
定個人情報は、特定のクラウド環境に保管され
る。

事前 重要な変更
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（別添３）変更箇所
提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(11)少額投資非課税口座管理
特定個人情報ファイル
6.特定個人情報の保管・消去
①保管場所

（新規） ガバメントクラウドで特定個人情報を取り扱う場
合、ガバメントクラウド上に保管される。

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(11)少額投資非課税口座管理
特定個人情報ファイル
6.特定個人情報の保管・消去
①保管場所

（新規）
インターネットその他の外部ネットワークに接続し
ない高性能パソコンでは、特定個人情報はパソコ
ン内に保管される。

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(11)少額投資非課税口座管理
特定個人情報ファイル
6.特定個人情報の保管・消去
③消去方法

（新規）

ガバメントソリューションサービス（GSS）、ガバメン
トクラウド及び高性能パソコンでは、情報ごとに定
められた保存期間を経過したデータについては、
運用上の規程に従って消去する。

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(12)法人税特定個人情報ファイ
ル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託の有無

（新規） [ 委託する ] （    1）件 事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(12)法人税特定個人情報ファイ
ル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1

（新規）
税務データ分析及び分析結果の実用化に係る支
援業務

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(12)法人税特定個人情報ファイ
ル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1 ①委託内容

（新規）
税務データ分析及び分析結果の実用化に係る支
援業務

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(12)法人税特定個人情報ファイ
ル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1 ②取扱いを委託す
る特定個人情報ファイルの範囲

（新規） 特定個人情報ファイルの一部 事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(12)法人税特定個人情報ファイ
ル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1 対象となる本人の
数

（新規） 1,000万人以上 事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(12)法人税特定個人情報ファイ
ル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1 対象となる本人の
範囲

（新規）
各税法の規定により国税当局に提出される税務
関係書類に個人番号を記載することとされている
申告書提出者等

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(12)法人税特定個人情報ファイ
ル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1 その妥当性

（新規）

内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現
のため、納税者の申告内容等を分析することによ
り、課税・徴収の効率化・高度化に取り組む必要
がある。

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(12)法人税特定個人情報ファイ
ル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1 ③委託先における
取扱者数

（新規） 10人以上50人未満 事前 重要な変更
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（別添３）変更箇所
提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(12)法人税特定個人情報ファイ
ル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1 ⑨再委託事項

（新規）
税務データ分析及び分析結果の実用化に係る支
援業務に関する個別分析テーマ

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(12)法人税特定個人情報ファイ
ル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1 ④委託先への特定
個人情報ファイルの提供方法

（新規）
[〇] その他　（国税当局内の高性能パソコンに特
定個人情報ファイルを格納する。）

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(12)法人税特定個人情報ファイ
ル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1 ⑤委託先名の確認
方法

（新規） 国税庁のホームページにて確認が可能。 事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(12)法人税特定個人情報ファイ
ル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1 ⑥委託先名

（新規） 国税庁のホームページに掲載する。 事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(12)法人税特定個人情報ファイ
ル
6.特定個人情報の保管・消去
①保管場所

国税総合管理システム（ＫＳＫ２）では、オンプレミ
ス環境及びクラウド環境のハイブリッド構成となる
が、提出された特定個人情報の保管は、オンプレ
ミス環境に限定される。

国税総合管理システム（ＫＳＫ２）では、オンプレミ
ス環境及びクラウド環境のハイブリッド構成となる
ため、提出された特定個人情報は、オンプレミス
環境及び特定のクラウド環境に保管される。

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(12)法人税特定個人情報ファイ
ル
6.特定個人情報の保管・消去
①保管場所

（新規）
ガバメントソリューションサービス（GSS）では、特
定個人情報は、特定のクラウド環境に保管され
る。

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(12)法人税特定個人情報ファイ
ル
6.特定個人情報の保管・消去
①保管場所

（新規） ガバメントクラウドで特定個人情報を取り扱う場
合、ガバメントクラウド上に保管される。

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(12)法人税特定個人情報ファイ
ル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1 ⑦再委託の有無
※

（新規） 再委託する 事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(12)法人税特定個人情報ファイ
ル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1 ⑧再委託の許諾方
法

（新規）

契約によって、原則として再委託をしないこととし
ているが、あらかじめ書面により国税当局と協議
し、承認を得た場合に限り再委託を認める。
再委託先は、委託先と同様に国税当局が用意し
た高性能パソコンを利用して支援業務を行う。
国税当局は再委託先に対して、委託先と同等の
基準により監督を行う。

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(12)法人税特定個人情報ファイ
ル
6.特定個人情報の保管・消去
①保管場所

（新規）
インターネットその他の外部ネットワークに接続し
ない高性能パソコンでは、特定個人情報はパソコ
ン内に保管される。

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(12)法人税特定個人情報ファイ
ル
6.特定個人情報の保管・消去
③消去方法

情報ごとに定められた保存期間を経過したデータ
については、システムにより自動的に消去する。

国税総合管理システム（ＫＳＫ２）では、情報ごとに
定められた保存期間を経過したデータについて
は、システムにより自動的に消去する。
ガバメントソリューションサービス（GSS）、ガバメン
トクラウド及び高性能パソコンでは、情報ごとに定
められた保存期間を経過したデータについては、
運用上の規程に従って消去する。

事前 重要な変更
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（別添３）変更箇所
提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(13)消費税特定個人情報ファイ
ル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1 ⑥委託先名

（新規） 国税庁のホームページに掲載する。 事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(13)消費税特定個人情報ファイ
ル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1 ④委託先への特定
個人情報ファイルの提供方法

（新規）
[〇] その他　（国税当局内の高性能パソコンに特
定個人情報ファイルを格納する。）

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(13)消費税特定個人情報ファイ
ル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1 ⑤委託先名の確認
方法

（新規） 国税庁のホームページにて確認が可能。 事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(13)消費税特定個人情報ファイ
ル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1 その妥当性

（新規）

内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現
のため、納税者の申告内容等を分析することによ
り、課税・徴収の効率化・高度化に取り組む必要
がある。

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(13)消費税特定個人情報ファイ
ル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1 ③委託先における
取扱者数

（新規） 10人以上50人未満 事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(13)消費税特定個人情報ファイ
ル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1 対象となる本人の
数

（新規） 1,000万人以上 事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(13)消費税特定個人情報ファイ
ル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1 対象となる本人の
範囲

（新規）
消費税法等の規定により国税当局に提出される
税務関係書類に個人番号を記載することとされて
いる申告書提出者等。

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(13)消費税特定個人情報ファイ
ル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1 ①委託内容

（新規）
税務データ分析及び分析結果の実用化に係る支
援業務

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(13)消費税特定個人情報ファイ
ル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1 ②取扱いを委託す
る特定個人情報ファイルの範囲

（新規） 特定個人情報ファイルの一部 事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(13)消費税特定個人情報ファイ
ル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託の有無

（新規） [ 委託する ] （    1）件 事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(13)消費税特定個人情報ファイ
ル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1

（新規）
税務データ分析及び分析結果の実用化に係る支
援業務

事前 重要な変更
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（別添３）変更箇所
提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(14)査察特定個人情報ファイル
6.特定個人情報の保管・消去
①保管場所

（新規）
ガバメントソリューションサービス（GSS）では、特
定個人情報は、特定のクラウド環境に保管され
る。

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(14)査察特定個人情報ファイル
6.特定個人情報の保管・消去
①保管場所

（新規） ガバメントクラウドで特定個人情報を取り扱う場
合、ガバメントクラウド上に保管される。

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(13)消費税特定個人情報ファイ
ル
6.特定個人情報の保管・消去
③消去方法

情報ごとに定められた保存期間を経過したデータ
については、システムにより自動的に消去する。

国税総合管理システム（ＫＳＫ２）では、情報ごとに
定められた保存期間を経過したデータについて
は、システムにより自動的に消去する。
ガバメントソリューションサービス（GSS）、ガバメン
トクラウド及び高性能パソコンでは、情報ごとに定
められた保存期間を経過したデータについては、
運用上の規程に従って消去する。

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(14)査察特定個人情報ファイル
6.特定個人情報の保管・消去
①保管場所

国税総合管理システム（ＫＳＫ２）では、オンプレミ
ス環境及びクラウド環境のハイブリッド構成となる
が、提出された特定個人情報の保管は、オンプレ
ミス環境に限定される。

国税総合管理システム（ＫＳＫ２）では、オンプレミ
ス環境及びクラウド環境のハイブリッド構成となる
ため、提出された特定個人情報は、オンプレミス
環境及び特定のクラウド環境に保管される。

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(13)消費税特定個人情報ファイ
ル
6.特定個人情報の保管・消去
①保管場所

（新規） ガバメントクラウドで特定個人情報を取り扱う場
合、ガバメントクラウド上に保管される。

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(13)消費税特定個人情報ファイ
ル
6.特定個人情報の保管・消去
①保管場所

（新規）
インターネットその他の外部ネットワークに接続し
ない高性能パソコンでは、特定個人情報はパソコ
ン内に保管される。

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(13)消費税特定個人情報ファイ
ル
6.特定個人情報の保管・消去
①保管場所

国税総合管理システム（ＫＳＫ２）では、オンプレミ
ス環境及びクラウド環境のハイブリッド構成となる
が、提出された特定個人情報の保管は、オンプレ
ミス環境に限定される。

国税総合管理システム（ＫＳＫ２）では、オンプレミ
ス環境及びクラウド環境のハイブリッド構成となる
ため、提出された特定個人情報は、オンプレミス
環境及び特定のクラウド環境に保管される。

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(13)消費税特定個人情報ファイ
ル
6.特定個人情報の保管・消去
①保管場所

（新規）
ガバメントソリューションサービス（GSS）では、特
定個人情報は、特定のクラウド環境に保管され
る。

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(13)消費税特定個人情報ファイ
ル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1 ⑧再委託の許諾方
法

（新規）

契約によって、原則として再委託をしないこととし
ているが、あらかじめ書面により国税当局と協議
し、承認を得た場合に限り再委託を認める。
再委託先は、委託先と同様に国税当局が用意し
た高性能パソコンを利用して支援業務を行う。
国税当局は再委託先に対して、委託先と同等の
基準により監督を行う。

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(13)消費税特定個人情報ファイ
ル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1 ⑨再委託事項

（新規）
税務データ分析及び分析結果の実用化に係る支
援業務に関する個別分析テーマ

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(13)消費税特定個人情報ファイ
ル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1 ⑦再委託の有無
※

（新規） 再委託する 事前 重要な変更
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（別添３）変更箇所
提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(15)不服申立て・訴訟・事前照
会・外国公館等免税指定店舗
関係特定個人情報ファイル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1 ④委託先への特定
個人情報ファイルの提供方法

（新規）
[〇] その他　（国税当局内の高性能パソコンに特
定個人情報ファイルを格納する。）

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(15)不服申立て・訴訟・事前照
会・外国公館等免税指定店舗
関係特定個人情報ファイル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1 その妥当性

（新規）

内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現
のため、納税者の申告内容等を分析することによ
り、課税・徴収の効率化・高度化に取り組む必要
がある。

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(15)不服申立て・訴訟・事前照
会・外国公館等免税指定店舗
関係特定個人情報ファイル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1 ③委託先における
取扱者数

（新規） 10人以上50人未満 事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(15)不服申立て・訴訟・事前照
会・外国公館等免税指定店舗
関係特定個人情報ファイル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1 対象となる本人の
数

（新規） 1万人未満 事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(15)不服申立て・訴訟・事前照
会・外国公館等免税指定店舗
関係特定個人情報ファイル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1 対象となる本人の
範囲

（新規）
各税法の規定により国税当局に提出される税務
関係書類に個人番号を記載することとされている
申請・届出書提出者等。

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(15)不服申立て・訴訟・事前照
会・外国公館等免税指定店舗
関係特定個人情報ファイル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1 ①委託内容

（新規）
税務データ分析及び分析結果の実用化に係る支
援業務

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(15)不服申立て・訴訟・事前照
会・外国公館等免税指定店舗
関係特定個人情報ファイル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1 ②取扱いを委託す
る特定個人情報ファイルの範囲

（新規） 特定個人情報ファイルの一部 事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(15)不服申立て・訴訟・事前照
会・外国公館等免税指定店舗
関係特定個人情報ファイル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託の有無

（新規） [ 委託する ] （    1）件 事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(15)不服申立て・訴訟・事前照
会・外国公館等免税指定店舗
関係特定個人情報ファイル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1

（新規）
税務データ分析及び分析結果の実用化に係る支
援業務

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(14)査察特定個人情報ファイル
6.特定個人情報の保管・消去
①保管場所

（新規）
インターネットその他の外部ネットワークに接続し
ない高性能パソコンでは、特定個人情報はパソコ
ン内に保管される。

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(14)査察特定個人情報ファイル
6.特定個人情報の保管・消去
③消去方法

情報ごとに定められた保存期間を経過したデータ
については、システムにより自動的に消去する。

国税総合管理システム（ＫＳＫ２）では、情報ごとに
定められた保存期間を経過したデータについて
は、システムにより自動的に消去する。
ガバメントソリューションサービス（GSS）、ガバメン
トクラウド及び高性能パソコンでは、情報ごとに定
められた保存期間を経過したデータについては、
運用上の規程に従って消去する。

事前 重要な変更
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（別添３）変更箇所
提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(16)徴収特定個人情報ファイル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託の有無

（新規） [ 委託する ] （    1）件 事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(15)不服申立て・訴訟・事前照
会・外国公館等免税指定店舗
関係特定個人情報ファイル
6.特定個人情報の保管・消去
①保管場所

（新規） ガバメントクラウドで特定個人情報を取り扱う場
合、ガバメントクラウド上に保管される。

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(15)不服申立て・訴訟・事前照
会・外国公館等免税指定店舗
関係特定個人情報ファイル
6.特定個人情報の保管・消去
①保管場所

（新規）
インターネットその他の外部ネットワークに接続し
ない高性能パソコンでは、特定個人情報はパソコ
ン内に保管される。

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(15)不服申立て・訴訟・事前照
会・外国公館等免税指定店舗
関係特定個人情報ファイル
6.特定個人情報の保管・消去
①保管場所

国税総合管理システム（ＫＳＫ２）では、オンプレミ
ス環境及びクラウド環境のハイブリッド構成となる
が、提出された特定個人情報の保管は、オンプレ
ミス環境に限定される。

国税総合管理システム（ＫＳＫ２）では、オンプレミ
ス環境及びクラウド環境のハイブリッド構成となる
ため、提出された特定個人情報は、オンプレミス
環境及び特定のクラウド環境に保管される。

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(15)不服申立て・訴訟・事前照
会・外国公館等免税指定店舗
関係特定個人情報ファイル
6.特定個人情報の保管・消去
①保管場所

（新規）
ガバメントソリューションサービス（GSS）では、特
定個人情報は、特定のクラウド環境に保管され
る。

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(15)不服申立て・訴訟・事前照
会・外国公館等免税指定店舗
関係特定個人情報ファイル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1 ⑧再委託の許諾方
法

（新規）

契約によって、原則として再委託をしないこととし
ているが、あらかじめ書面により国税当局と協議
し、承認を得た場合に限り再委託を認める。
再委託先は、委託先と同様に国税当局が用意し
た高性能パソコンを利用して支援業務を行う。
国税当局は再委託先に対して、委託先と同等の
基準により監督を行う。

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(15)不服申立て・訴訟・事前照
会・外国公館等免税指定店舗
関係特定個人情報ファイル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1 ⑨再委託事項

（新規）
税務データ分析及び分析結果の実用化に係る支
援業務に関する個別分析テーマ

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(15)不服申立て・訴訟・事前照
会・外国公館等免税指定店舗
関係特定個人情報ファイル
6.特定個人情報の保管・消去
③消去方法

情報ごとに定められた保存期間を経過したデータ
については、システムにより自動的に消去する。

国税総合管理システム（ＫＳＫ２）では、情報ごとに
定められた保存期間を経過したデータについて
は、システムにより自動的に消去する。
ガバメントソリューションサービス（GSS）、ガバメン
トクラウド及び高性能パソコンでは、情報ごとに定
められた保存期間を経過したデータについては、
運用上の規程に従って消去する。

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(15)不服申立て・訴訟・事前照
会・外国公館等免税指定店舗
関係特定個人情報ファイル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1 ⑥委託先名

（新規） 国税庁のホームページに掲載する。 事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(15)不服申立て・訴訟・事前照
会・外国公館等免税指定店舗
関係特定個人情報ファイル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1 ⑦再委託の有無
※

（新規） 再委託する 事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(15)不服申立て・訴訟・事前照
会・外国公館等免税指定店舗
関係特定個人情報ファイル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1 ⑤委託先名の確認
方法

（新規） 国税庁のホームページにて確認が可能。 事前 重要な変更
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（別添３）変更箇所
提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(16)徴収特定個人情報ファイル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1 ②取扱いを委託す
る特定個人情報ファイルの範囲

（新規） 特定個人情報ファイルの一部 事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(16)徴収特定個人情報ファイル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1

（新規）
税務データ分析及び分析結果の実用化に係る支
援業務

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(16)徴収特定個人情報ファイル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1 ①委託内容

（新規）
税務データ分析及び分析結果の実用化に係る支
援業務

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(16)徴収特定個人情報ファイル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1 ⑦再委託の有無
※

（新規） 再委託する 事前

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(16)徴収特定個人情報ファイル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1 ⑥委託先名

（新規）

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(16)徴収特定個人情報ファイル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1 ④委託先への特定
個人情報ファイルの提供方法

（新規）

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(16)徴収特定個人情報ファイル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1 ⑤委託先名の確認
方法

（新規）

重要な変更

重要な変更

重要な変更

重要な変更

重要な変更

国税庁のホームページにて確認が可能。 事前

[〇] その他　（国税当局内の高性能パソコンに特
定個人情報ファイルを格納する。）

事前

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(16)徴収特定個人情報ファイル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1 ③委託先における
取扱者数

（新規） 10人以上50人未満 事前

国税庁のホームページに掲載する。 事前

内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現
のため、納税者の申告内容等を分析することによ
り、課税・徴収の効率化・高度化に取り組む必要
がある。

事前

事前

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(16)徴収特定個人情報ファイル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1 対象となる本人の
範囲

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(16)徴収特定個人情報ファイル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1 その妥当性

（新規） 重要な変更

重要な変更（新規）
各税法の規定により国税当局へ提出する際に個
人番号を記載することとされている税務関係書類
を提出する者等。

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(16)徴収特定個人情報ファイル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1 対象となる本人の
数

（新規） 1,000万人以上 事前 重要な変更
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（別添３）変更箇所
提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(18)租税に関する法律に基づく
犯則事件の調査により取得した
特定個人情報ファイル
3.特定個人情報の入手・使用
②入手方法

紙、電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）、フ
ラッシュメモリ

紙、電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）、フ
ラッシュメモリ、電子メール、その他（ファイル共有
サービス）

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(17)租税に関する法律に基づく
調査（犯則事件の調査を除く。）
により取得した特定個人情報
ファイル
6.特定個人情報の保管・消去
①保管場所

（新規）
ガバメントソリューションサービス（GSS）では、特
定個人情報は、特定のクラウド環境に保管され
る。

事前

重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(17)租税に関する法律に基づく
調査（犯則事件の調査を除く。）
により取得した特定個人情報
ファイル
6.特定個人情報の保管・消去
①保管場所

国税総合管理システム（ＫＳＫ２）では、オンプレミ
ス環境及びクラウド環境のハイブリッド構成となる
が、提出された特定個人情報の保管は、オンプレ
ミス環境に限定される。

国税総合管理システム（ＫＳＫ２）では、オンプレミ
ス環境及びクラウド環境のハイブリッド構成となる
ため、提出された特定個人情報は、オンプレミス
環境及び特定のクラウド環境に保管される。

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(17)租税に関する法律に基づく
調査（犯則事件の調査を除く。）
により取得した特定個人情報
ファイル
3.特定個人情報の入手・使用
②入手方法

紙、電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）、フ
ラッシュメモリ

紙、電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）、フ
ラッシュメモリ、電子メール、その他（ファイル共有
サービス）

事前

重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(16)徴収特定個人情報ファイル
6.特定個人情報の保管・消去
③消去方法

情報ごとに定められた保存期間を経過したデータ
については、システムにより自動的に消去する。

国税総合管理システム（ＫＳＫ２）では、情報ごとに
定められた保存期間を経過したデータについて
は、システムにより自動的に消去する。
ガバメントソリューションサービス（GSS）、ガバメン
トクラウド及び高性能パソコンでは、情報ごとに定
められた保存期間を経過したデータについては、
運用上の規程に従って消去する。

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(16)徴収特定個人情報ファイル
6.特定個人情報の保管・消去
①保管場所

（新規）
インターネットその他の外部ネットワークに接続し
ない高性能パソコンでは、特定個人情報はパソコ
ン内に保管される。

事前

重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(16)徴収特定個人情報ファイル
6.特定個人情報の保管・消去
①保管場所

（新規） ガバメントクラウドで特定個人情報を取り扱う場
合、ガバメントクラウド上に保管される。

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(16)徴収特定個人情報ファイル
6.特定個人情報の保管・消去
①保管場所

（新規）
ガバメントソリューションサービス（GSS）では、特
定個人情報は、特定のクラウド環境に保管され
る。

事前

重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(16)徴収特定個人情報ファイル
6.特定個人情報の保管・消去
①保管場所

国税総合管理システム（ＫＳＫ２）では、オンプレミ
ス環境及びクラウド環境のハイブリッド構成となる
が、提出された特定個人情報の保管は、オンプレ
ミス環境に限定される。

国税総合管理システム（ＫＳＫ２）では、オンプレミ
ス環境及びクラウド環境のハイブリッド構成となる
ため、提出された特定個人情報は、オンプレミス
環境及び特定のクラウド環境に保管される。

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(16)徴収特定個人情報ファイル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1 ⑨再委託事項

（新規）
税務データ分析及び分析結果の実用化に係る支
援業務に関する個別分析テーマ

事前

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(16)徴収特定個人情報ファイル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託事項1 ⑧再委託の許諾方
法

（新規）

契約によって、原則として再委託をしないこととし
ているが、あらかじめ書面により国税当局と協議
し、承認を得た場合に限り再委託を認める。
再委託先は、委託先と同様に国税当局が用意し
た高性能パソコンを利用して支援業務を行う。
国税当局は再委託先に対して、委託先と同等の
基準により監督を行う。

事前 重要な変更
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（別添３）変更箇所
提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

事前 重要な変更

Ⅲ 特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策 ※（7.リスク1⑨を除く。）
(1)収受・入力特定個人情報ファ
イル
3.特定個人情報の使用
リスク２
ユーザ認証の管理（具体的な
管理方法）

・システムを利用する必要がある職員を特定する
とともに、当該職員の職責によりアクセスできる情
報を制限しており、個人ごとにユーザＩＤを割り当
て、ＩＤ及びパスワードによる認証を行う。
・また、なりすましによる不正を防止する観点か
ら、共用ＩＤの利用を禁止する。

国税総合管理システム（ＫＳＫ２）では、
・事務処理を行う必要がある職員を特定し、当該
職員に必要最低限の権限を付与し、事務処理上
必要のないデータへのアクセスを制限する。
・事務処理を行う必要がある職員を特定し、当該
職員に必要最低限の権限を付与し、事務処理上
必要のないデータへのアクセスを制限する。
・また、なりすましによる不正を防止する観点か
ら、原則として共用ＩＤの利用を禁止する。例外的
に共用IDを利用する場合には、利用状況を追跡
可能とするなどの対策を講じる。
ガバメントソリューションサービス（GSS）、ガバメン
トクラウド及び高性能パソコンでは、
・パソコンを利用する際には本人認証（顔認証等）
が必要となる。
・なお、職員が離席する際には、パスワード設定さ
れたスクリーンセーバー及び画面ロックを利用す
るなど、情報漏えい、なりすまし等の不正行為を
防止する措置を講じる。

事前 重要な変更

Ⅲ 特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策 ※（7.リスク1⑨を除く。）
(1)収受・入力特定個人情報ファ
イル
3.特定個人情報の使用
リスク３
リスクに対する措置の内容

（新規）
・ガバメントソリューションサービス（GSS）において
は、当該職員の所属部署に応じてアクセス可能な
フォルダやデータを制限し、業務に不必要な情報
にアクセスできない仕組みとする。

重要な変更

Ⅲ 特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策 ※（7.リスク1⑨を除く。）
(1)収受・入力特定個人情報ファ
イル
3.特定個人情報の使用
その他のリスク及びそのリスク
に対する措置

（新規）

・特定個人情報ファイルをダウンロードするリスク
対策として、当該ファイルを国税の専用回線を通
じてインターネットと分離されているサーバへダウ
ンロードするほか、ダウンロード先の限定、定期的
にファイルを削除するなどのセキュリティ対策を講
じる。
　また、ダウンロード権限及びファイルへのアクセ
ス権限の制限並びにダウンロードログ及びアクセ
スログの取得を行い、それらの点検を行うこととす
る。

Ⅲ 特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策 ※（7.リスク1⑨を除く。）
(1)収受・入力特定個人情報ファ
イル
3.特定個人情報の使用
その他のリスク及びそのリスク
に対する措置

（新規）

さらに、特定個人情報ファイルを庁舎外で使用す
る際の特定個人情報が漏えいするリスクへの対
策として、以下の措置を講じる。
・複数の認証方式の採用、VPN接続による通信の
暗号化、パソコンへのデータ保存の制限などのセ
キュリティ対策を講じる。
・のぞき見防止フィルタやカメラ検知機能などによ
り、GSSパソコン画面上の情報についての部外者
ののぞき見や撮影を防止する。
・GSSパソコンの公衆無線LANへの接続を運用上
禁止する。
・GSSパソコン紛失時には遠隔で情報を削除す
る。
・GSSパソコンに接続可能な機器をホワイトリスト
で管理し、アクセスを制限する。

事前 重要な変更

Ⅲ 特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策 ※（7.リスク1⑨を除く。）
(1)収受・入力特定個人情報ファ
イル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託

[〇]委託しない

Ⅲ 特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策 ※（7.リスク1⑨を除く。）
(1)収受・入力特定個人情報ファ
イル
3.特定個人情報の使用
リスク３
リスクに対する措置の内容

（新規） ・ガバメントクラウドや高性能パソコンにおいては
利用できる職員を制限する。

事前

事前 重要な変更

重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(18)租税に関する法律に基づく
犯則事件の調査により取得した
特定個人情報ファイル
6.特定個人情報の保管・消去
①保管場所

国税総合管理システム（ＫＳＫ２）では、オンプレミ
ス環境及びクラウド環境のハイブリッド構成となる
が、提出された特定個人情報の保管は、オンプレ
ミス環境に限定される。

国税総合管理システム（ＫＳＫ２）では、オンプレミ
ス環境及びクラウド環境のハイブリッド構成となる
ため、提出された特定個人情報は、オンプレミス
環境及び特定のクラウド環境に保管される。

事前

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
(18)租税に関する法律に基づく
犯則事件の調査により取得した
特定個人情報ファイル
6.特定個人情報の保管・消去
①保管場所

（新規）
ガバメントソリューションサービス（GSS）では、特
定個人情報は、特定のクラウド環境に保管され
る。

事前 重要な変更

[　]委託しない 重要な変更事前

Ⅲ 特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策 ※（7.リスク1⑨を除く。）
(1)収受・入力特定個人情報ファ
イル
3.特定個人情報の使用
リスク２
アクセス権限の管理（具体的な
管理方法）

・共用のIDを発行せず、ユーザごとにIDを発行す
る。
・パスワードは、定期的に更新を実施するようシス
テムで制御する。
・異動等の事由が生じたことにより、不要となった
ユーザIDについては、ユーザID管理者が失効等
の処理を行っている。

・原則として共用IDを発行せず、ユーザごとにIDを
発行する。
・例外的に共用IDを発行する場合、共用IDの利用
事績簿を作成・管理する。
・異動等の事由が生じたことにより、不要となった
ユーザIDについては、ユーザID管理者が失効等
の処理を行っている。

事前 重要な変更
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（別添３）変更箇所
提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

（新規）

税務データ分析及び分析結果の実用化に係る支
援業務の委託については、委託終了後に、委託
元において委託元が用意した高性能パソコンから
特定個人情報ファイルを消去する。

事前

Ⅲ 特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策 ※（7.リスク1⑨を除く。）
(1)収受・入力特定個人情報ファ
イル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託先から他者への提供に関
するルールの内容及びルール
遵守の確認方法

事前 重要な変更

税務データ分析及び分析結果の実用化に係る支
援業務の委託については、調達仕様書等に基づ
き、次のとおり実施する。
①委託先は委託元が指定した国税当局内の場所
で作業しなければならない。
②委託先が特定個人情報を取り扱う場合は、イン
ターネットその他の外部ネットワークに接続されて
いないスタンドアロン環境下にある高性能パソコ
ンのみを利用するものとする。また、高性能パソコ
ンを操作する際は、委託元が付与したアカウント
を使用し、委託元が立会いの下で行う。

事前 重要な変更

税務データ分析及び分析結果の実用化に係る支
援業務の委託については、委託先は作業を行う
都度、事績を記録し、委託元において定期的にそ
の内容を確認する。

事前 重要な変更

定めている 事前 重要な変更

（新規）

税務データ分析及び分析結果の実用化に係る支
援業務の委託については、調達仕様書及び委託
契約書において、委託先は委託元が指定した国
税当局内の場所で作業しなければならない旨を
規定する。委託先が特定個人情報を取り扱う場
合は、インターネットその他の外部ネットワークに
接続されていないスタンドアロン環境下にある高
性能パソコンのみを利用するものとする。また、高
性能パソコンを操作する際は、委託元が付与した
アカウントを使用し、委託元が立会いの下で行う。

事前 重要な変更

（新規） 記録を残している 事前 重要な変更

Ⅲ 特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策 ※（7.リスク1⑨を除く。）
(1)収受・入力特定個人情報ファ
イル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
情報保護管理体制の確認

（新規）

税務データ分析及び分析結果の実用化に係る支
援業務の委託については、調達仕様書において、
個人情報保護体制に関する条件として、国際規
格（ISO/IEC 27001）又は国内規格（JIS Q 27001）
を認証基準とした情報セキュリティマネジメントシ
ステムの認証又は同等の資格を取得している者
とするほか、社内教育に関する条件として、セ
キュリティ及び守秘義務に関する教育を実施する
旨を規定し、特定個人情報の保護及び安全管理
措置を適切に行える委託先であることを確認す
る。

事前 重要な変更

Ⅲ 特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策 ※（7.リスク1⑨を除く。）
(1)収受・入力特定個人情報ファ
イル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
特定個人情報ファイルの閲覧
者・更新者の制限

（新規） 制限している 事前 重要な変更

（新規）

（新規）

（新規）

Ⅲ 特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策 ※（7.リスク1⑨を除く。）
(1)収受・入力特定個人情報ファ
イル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
具体的な制限方法

（新規）

税務データ分析及び分析結果の実用化に係る支
援業務の委託については、委託先は特定個人情
報を国税当局から外部へ持ち出すことが許可さ
れておらず、調達仕様書及び委託契約書におい
ても、委託先は契約遂行上知り得た情報を第三
者に開示してはならない旨規定する。

Ⅲ 特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策 ※（7.リスク1⑨を除く。）
(1)収受・入力特定個人情報ファ
イル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託元と委託先間の提供に関
するルールの内容及びルール
遵守の確認方法

（新規）

Ⅲ 特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策 ※（7.リスク1⑨を除く。）
(1)収受・入力特定個人情報ファ
イル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
特定個人情報の消去ルール

定めている 事前 重要な変更

Ⅲ 特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策 ※（7.リスク1⑨を除く。）
(1)収受・入力特定個人情報ファ
イル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
特定個人情報の提供ルール

Ⅲ 特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策 ※（7.リスク1⑨を除く。）
(1)収受・入力特定個人情報ファ
イル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
具体的な方法

Ⅲ 特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策 ※（7.リスク1⑨を除く。）
(1)収受・入力特定個人情報ファ
イル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
特定個人情報ファイルの取扱
いの記録

Ⅲ 特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策 ※（7.リスク1⑨を除く。）
(1)収受・入力特定個人情報ファ
イル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
ルールの内容及びルール遵守
の確認方法

重要な変更
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（別添３）変更箇所
提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

Ⅲ 特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策 ※（7.リスク1⑨を除く。）
(1)収受・入力特定個人情報ファ
イル
6.情報提供ネットワークシステ
ムとの接続
リスク１
リスクに対する措置の内容

【国税総合管理システム（ＫＳＫ２）】
・①お知らせ情報を対象者（マイナポータル利用
者）へ連絡するため、②本人より利用希望があっ
た公金受取口座情報を取得するために対象者の
個人番号対応符号のみ情報提供ネットワークシ
ステム又は公共サービスメッシュ経由で取得する
ようシステムで制御する。

重要な変更

Ⅲ 特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策 ※（7.リスク1⑨を除く。）
(1)収受・入力特定個人情報ファ
イル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
リスクへの対策は十分か

十分である 重要な変更

Ⅲ 特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策 ※（7.リスク1⑨を除く。）
(1)収受・入力特定個人情報ファ
イル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
再委託先による特定個人情報
ファイルの適切な取扱いの確保

（新規） 十分に行っている 事前 重要な変更

Ⅲ 特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策 ※（7.リスク1⑨を除く。）
(1)収受・入力特定個人情報ファ
イル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託契約書中の特定個人情報
ファイルの取扱いに関する規定

事前（新規）

・①お知らせ情報を対象者（マイナポータル利用
者）へ連絡するため、②本人より利用希望があっ
た公金受取口座情報を取得するために対象者の
個人番号対応符号のみ情報提供ネットワークシ
ステム経由で取得するようシステムで制御する。

事前

事前

事前 重要な変更定めている

Ⅲ 特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策 ※（7.リスク1⑨を除く。）
(1)収受・入力特定個人情報ファ
イル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
規定の内容

（新規）

税務データ分析及び分析結果の実用化に係る支
援業務の委託については、調達仕様書及び委託
契約書において、以下の事項を規定する。
　①　秘密保持義務
　②　特定個人情報の目的外利用の禁止
　③　再委託における条件
　④　漏えい事案等が発生した場合の委託先の
責任
　⑤　従業者の明確化
　⑥　従業者に対する監督・教育
　⑦　契約内容の遵守状況についての報告徴求

Ⅲ 特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策 ※（7.リスク1⑨を除く。）
(1)収受・入力特定個人情報ファ
イル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
具体的な方法

（新規）

税務データ分析及び分析結果の実用化に係る支
援業務の委託については、再委託先による特定
個人情報ファイルの適切な取り扱いの確保とし
て、委託先は業務の全部を一括して第三者に委
託することを禁止しており、業務の一部について
も原則として再委託を認めていない。
ただし、やむを得ず再委託が必要な場合は、事前
に委託元に対して書面による申請を求め、再委託
先の名称・代表者氏名等、再委託を行う業務内容
及び委託金額、委託先と同等のセキュリティ水準
の確保を再委託先も具備することの取決め内容、
再委託先の情報セキュリティ対策方針及び管理
方法を提出させ、審査・承認を行っている。再委
託先の追加・変更時も同様の手続を義務付けて
おり、さらに複数段階の再委託が行われる場合は
全ての再委託先の情報と業務範囲を委託元に対
して報告させている。
また、委託業務は委託先の自社または承認を得
た関連会社内で完結することを規定しており、再
委託承認後も委託先は再委託先の行為について
全責任を負い、再委託先が契約違反や義務懈怠
を行った場合は委託先が一切の責任を負うととも
に、当該再委託の中止を請求できる体制としてい
る。

事前

（新規）

重要な変更

重要な変更
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（別添３）変更箇所
提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

Ⅲ 特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策 ※（7.リスク1⑨を除く。）
(1)収受・入力特定個人情報ファ
イル
6.情報提供ネットワークシステ
ムとの接続
リスク１
リスクに対する措置の内容

【公共サービスメッシュ機関間情報連携サービス
（中間サーバー相当機能）】
・情報照会機能（※１）により、情報提供ネットワー
クシステム又は公共サービスメッシュに情報照会
を行う際には、提供許可証の発行と照会内容の
照会許可用照合リスト（※２）との照合を情報提供
ネットワークシステム又は公共サービスメッシュに
求め、情報提供ネットワークシステム又は公共
サービスメッシュから提供許可証を受領してから
情報照会を実施することになる。つまり、番号法
上認められた情報連携以外の照会を拒否する機
能を備えており、目的外入手やセキュリティリスク
に対応している。
・中間サーバー相当機能の職員認証・権限管理
機能（※３）では、ログイン時の職員認証の他に、
ログイン・ログアウトを実施した職員、時刻、操作
内容の記録が実施されるため、不適切な接続端
末の操作や、不適切なオンライン連携を抑止する
仕組みになっている。
（※１）情報提供ネットワークシステム又は公共
サービスメッシュを使用した特定個人情報の照会
及び照会した情報の受領を行う機能。
（※２）番号法の規定による情報提供ネットワーク
システム又は公共サービスメッシュを使用した特
定個人情報の提供に係る情報照会者、情報提供
者、事務及び特定個人情報を一覧化し、情報照
会の可否を判断するために使用するもの。
（※３）中間サーバー相当機能を利用する職員の
認証と職員に付与された権限に基づいた各種機
能や特定個人情報へのアクセス制御を行う機能。

事前 重要な変更（新規）

Ⅲ 特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策 ※（7.リスク1⑨を除く。）
(1)収受・入力特定個人情報ファ
イル
6.情報提供ネットワークシステ
ムとの接続
リスク２
リスクに対する措置の内容

【国税総合管理システム（ＫＳＫ２）】
情報提供ネットワークシステム又は公共サービス
メッシュのインターフェイスシステム経由で接続さ
れるため、安全に入手されることがシステムにより
担保される。インターフェイスシステムとの間の通
信は専用線によって行われ、かつ通信自体は暗
号化される。

事前 重要な変更

Ⅲ 特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策 ※（7.リスク1⑨を除く。）
(1)収受・入力特定個人情報ファ
イル
6.情報提供ネットワークシステ
ムとの接続
リスク２
リスクに対する措置の内容

事前 重要な変更

Ⅲ 特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策 ※（7.リスク1⑨を除く。）
(1)収受・入力特定個人情報ファ
イル
6.情報提供ネットワークシステ
ムとの接続
リスク３
リスクに対する措置の内容

国税総合管理システム（ＫＳＫ２）が入手する個人
番号対応符号及び公金受取口座情報は、情報提
供ネットワークシステムのコアシステム経由で取
得されるが、情報提供ネットワークシステムにおい
て、符号の生成は暗号演算により自動的に変換
されるものであるため、情報の正確性は担保され
る。

事前 重要な変更

Ⅲ 特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策 ※（7.リスク1⑨を除く。）
(1)収受・入力特定個人情報ファ
イル
6.情報提供ネットワークシステ
ムとの接続
リスク３
リスクに対する措置の内容

（新規）

【公共サービスメッシュ機関間情報連携サービス
（中間サーバー相当機能）】
中間サーバー相当機能は、個人情報保護委員会
との協議を経て、内閣総理大臣が設置・管理する
情報提供ネットワークシステム又は公共サービス
メッシュを使用して、情報提供用個人識別符号に
より紐付けられた照会対象者に係る特定個人情
報を入手するため、正確な照会対象者に係る特
定個人情報を入手することが担保されている。

事前 重要な変更

Ⅲ 特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策 ※（7.リスク1⑨を除く。）
(1)収受・入力特定個人情報ファ
イル
6.情報提供ネットワークシステ
ムとの接続
リスク４
リスクに対する措置の内容

国税総合管理システム（ＫＳＫ２）と情報提供ネット
ワークシステム間の回線を通じて入手する場合
は、専用線を用いて、暗号化して入手することに
より情報漏えい防止措置を講じる。

【国税総合管理システム（ＫＳＫ２）】
国税総合管理システム（ＫＳＫ２）と情報提供ネット
ワークシステム又は公共サービスメッシュ間の回
線を通じて入手する場合は、専用線を用いて、暗
号化して入手することにより情報漏えい防止措置
を講じる。

事前 重要な変更

【公共サービスメッシュ機関間情報連携サービス
（中間サーバー相当機能）】
・中間サーバー相当機能は、個人情報保護委員
会との協議を経て、内閣総理大臣が設置・管理す
る情報提供ネットワークシステム又は公共サービ
スメッシュを使用した特定個人情報の入手のみ実
施できるよう設計されるため、安全性が担保され
ている。
・中間サーバー相当機能と既存システム、公共
サービスメッシュ 機関間情報連携サービス（イン
ターフェイスシステム）との間は、通信の暗号化等
の高度なセキュリティを維持した専用ネットワーク
（政府共通ネットワーク等）を利用し、安全性を確
保する。

【国税総合管理システム（ＫＳＫ２）】
国税総合管理システム（ＫＳＫ２）が入手する個人
番号対応符号及び公金受取口座情報は、情報提
供ネットワークシステムのコアシステム又は公共
サービスメッシュ経由で取得されるが、情報提供
ネットワークシステム又は公共サービスメッシュに
おいて、符号の生成は暗号演算により自動的に
変換されるものであるため、情報の正確性は担保
される。

情報提供ネットワークシステムのインターフェイス
システム経由で接続されるため、安全に入手され
ることがシステムにより担保される。インターフェイ
スシステムとの間の通信は専用線によって行わ
れ、かつ通信自体は暗号化される。

（新規）
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（別添３）変更箇所
提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

Ⅲ 特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策 ※（7.リスク1⑨を除く。）
(1)収受・入力特定個人情報ファ
イル
6.情報提供ネットワークシステ
ムとの接続
リスク４
リスクに対する措置の内容

（新規）

【公共サービスメッシュ機関間情報連携サービス（中
間サーバー相当機能）】
・中間サーバー相当機能は、情報提供ネットワークシ
ステム又は公共サービスメッシュを使用した特定個人
情報の入手のみを実施するため、漏えい・紛失のリ
スクに対応している。
・既存システムからの接続に対し認証を行い、許可さ
れていないシステムからのアクセスを防止する仕組
みを設けている。
・情報照会が完了又は中断した情報照会結果につい
ては、一定期間経過後に当該結果を情報照会機能
において自動で削除することにより、特定個人情報
が漏えい・紛失するリスクを軽減している。
・中間サーバー相当機能の職員認証・権限管理機能
ではログイン時の職員認証の他に、ログイン・ログア
ウトを実施した職員、時刻、操作内容の記録が実施
されるため、不適切な接続端末の操作や、不適切な
オンライン連携を抑止する仕組みになっている。
・中間サーバー相当機能と既存システム、公共サー
ビスメッシュ 機関間情報連携サービス（インターフェ
イスシステム）との間には高度なセキュリティを維持し
た専用ネットワーク（政府共通ネットワーク等）を利用
することにより、漏えい・紛失のリスクに対応してい
る。
・中間サーバー相当機能の運用保守についてデジタ
ル庁が委託した事業者の業務は、中間サーバー相
当機能の運用、監視・障害対応等であり、特定個人
情報は当機関の鍵でデータの暗号化を行うため、業
務上、中間サーバー相当機能の運用保守について
デジタル庁が委託した事業者は特定個人情報へはア
クセスすることはできない。
（注） 中間サーバー相当機能は、情報提供ネットワー
クシステム又は公共サービスメッシュを使用して特定
個人情報を送信する際、送信する特定個人情報の暗
号化を行っており、照会者の中間サーバー相当機能
でしか復号できない仕組みになっている。そのため、
情報提供ネットワークシステム又は公共サービスメッ
シュでは復号されないものとなっている。

事前 重要な変更

Ⅲ 特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策 ※（7.リスク1⑨を除く。）
(1)収受・入力特定個人情報ファ
イル
6.情報提供ネットワークシステ
ムとの接続
リスク５
リスクに対する措置の内容

前提として情報提供ネットワークシステムを通じた
特定個人情報の提供要求はなく、国税総合管理
システム（ＫＳＫ２）からの各種お知らせ情報の通
知や、本人より利用希望があった公金受取口座
情報を取得する手段として個人番号対応符号及
び当該口座情報を提供（連絡）する。国税総合管
理システム（ＫＳＫ２）において個人番号対応符号
及び当該口座情報の不正な提供が行われないよ
うシステムで制御する。

【国税総合管理システム（ＫＳＫ２）】
前提として情報提供ネットワークシステム又は公
共サービスメッシュを通じた特定個人情報の提供
要求はなく、国税総合管理システム（ＫＳＫ２）から
の各種お知らせ情報の通知や、本人より利用希
望があった公金受取口座情報を取得する手段と
して個人番号対応符号及び当該口座情報を提供
（連絡）する。国税総合管理システム（ＫＳＫ２）に
おいて個人番号対応符号及び当該口座情報の不
正な提供が行われないようシステムで制御する。

事前 重要な変更

Ⅲ 特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策 ※（7.リスク1⑨を除く。）
(1)収受・入力特定個人情報ファ
イル
6.情報提供ネットワークシステ
ムとの接続
リスク５
リスクに対する措置の内容

【公共サービスメッシュ機関間情報連携サービス
（中間サーバー相当機能）】
・情報提供機能（※）により、情報提供ネットワーク
システム又は公共サービスメッシュにおける照会
許可用照合リストを情報提供ネットワークシステ
ム又は公共サービスメッシュから入手し、中間
サーバー相当機能にも格納して、情報提供機能
により、照会許可用照合リストに基づき情報連携
が認められた特定個人情報の提供の要求である
かチェックを実施している。
・情報提供機能により、情報提供ネットワークシス
テム又は公共サービスメッシュに情報提供を行う
際には、情報提供ネットワークシステム又は公共
サービスメッシュから情報提供許可証と情報照会
者へたどり着くための経路情報を受領し、照会内
容に対応した情報を自動で生成して送付すること
で、特定個人情報が不正に提供されるリスクに対
応している。
・特に慎重な対応が求められる情報については自
動応答を行わないように自動応答不可フラグを設
定し、特定個人情報の提供を行う際に、送信内容
を改めて確認し、提供を行うことで、センシティブ
な特定個人情報が不正に提供されるリスクに対
応している。
・中間サーバー相当機能の職員認証・権限管理
機能では、ログイン時の職員認証の他に、ログイ
ン・ログアウトを実施した職員、時刻、操作内容の
記録が実施されるため、不適切な接続端末の操
作や、不適切なオンライン連携を抑止する仕組み
になっている。
（※）情報提供ネットワークシステム又は公共サー
ビスメッシュを使用した特定個人情報の提供の要
求の受領及び情報提供を行う機能。

事前 重要な変更

Ⅲ 特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策 ※（7.リスク1⑨を除く。）
(1)収受・入力特定個人情報ファ
イル
6.情報提供ネットワークシステ
ムとの接続
リスク６
リスクに対する措置の内容

上記リスク５と同様に、個人番号対応符号及び公
金受取口座情報が不適切な方法で提供されない
ようシステムで制御する。

【国税総合管理システム（ＫＳＫ２）】
上記リスク５と同様に、個人番号対応符号及び公
金受取口座情報が不適切な方法で提供されない
ようシステムで制御する。

事前 重要な変更

（新規）
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（別添３）変更箇所
提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

Ⅲ 特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策 ※（7.リスク1⑨を除く。）
(1)収受・入力特定個人情報ファ
イル
6.情報提供ネットワークシステ
ムとの接続
リスク６
リスクに対する措置の内容

（新規）

【公共サービスメッシュ機関間情報連携サービス
（中間サーバー相当機能）】
・セキュリティ管理機能（※）により、情報提供ネッ
トワークシステム又は公共サービスメッシュに送
信する情報は、情報照会者から受領した暗号鍵
で暗号化を適切に実施した上で提供を行う仕組
みになっている。
・中間サーバー相当機能の職員認証・権限管理
機能では、ログイン時の職員認証の他に、ログイ
ン・ログアウトを実施した職員、時刻、操作内容の
記録が実施されるため、不適切な接続端末の操
作や、不適切なオンライン連携を抑止する仕組み
になっている。
・中間サーバー相当機能と既存システム、公共
サービスメッシュ 機関間情報連携サービス（イン
ターフェイスシステム）との間は、高度なセキュリ
ティを維持した専用ネットワーク（政府共通ネット
ワーク等）を利用することにより、不適切な方法で
提供されるリスクに対応している。
・中間サーバー相当機能の運用保守についてデ
ジタル庁が委託した事業者においては、特定個人
情報にはアクセスができないよう管理を行い、不
適切な方法での情報提供を行えないよう管理して
いる。
（※）暗号化・復号機能と、鍵情報及び照会許可
用照合リストを管理する機能。

事前 重要な変更

Ⅲ 特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策 ※（7.リスク1⑨を除く。）
(1)収受・入力特定個人情報ファ
イル
6.情報提供ネットワークシステ
ムとの接続
リスク７
リスクに対する措置の内容

・本人確認情報照会に基づく厳格な本人確認が
完了した個人番号をもとに、住民基本台帳ネット
ワークシステムを通じて情報提供ネットワークシス
テムに対し個人番号対応符号の取得要求を実施
する。これにより取得した個人番号対応符号を利
用し、誤った対象者にお知らせ情報を連絡しない
ようシステムで制御する。
（中略）
・本人確認情報照会に基づく厳格な本人確認が
完了した個人番号をもとに、住民基本台帳ネット
ワークシステムを通じて情報提供ネットワークシス
テムに対し個人番号対応符号の取得要求を実施
している。これにより取得した個人番号対応符号
に紐づく公金受取口座情報を取得し、誤った対象
者に所得税等の還付金を還付しないようシステム
で制御する。

【国税総合管理システム（ＫＳＫ２）】
・本人確認情報照会に基づく厳格な本人確認が
完了した個人番号をもとに、住民基本台帳ネット
ワークシステムを通じて情報提供ネットワークシス
テム又は公共サービスメッシュに対し個人番号対
応符号の取得要求を実施する。これにより取得し
た個人番号対応符号を利用し、誤った対象者に
お知らせ情報を連絡しないようシステムで制御す
る。
（中略）
・本人確認情報照会に基づく厳格な本人確認が
完了した個人番号をもとに、住民基本台帳ネット
ワークシステムを通じて情報提供ネットワークシス
テム又は公共サービスメッシュに対し個人番号対
応符号の取得要求を実施している。これにより取
得した個人番号対応符号に紐づく公金受取口座
情報を取得し、誤った対象者に所得税等の還付
金を還付しないようシステムで制御する。

事前 重要な変更

（新規）

【公共サービスメッシュ機関間情報連携サービス
（中間サーバー相当機能）】
・情報提供機能により、情報提供ネットワークシス
テム又は公共サービスメッシュに情報提供を行う
際には、情報提供許可証と情報照会者への経路
情報を受領した上で、情報照会内容に対応した情
報提供をすることで、誤った相手に特定個人情報
が提供されるリスクに対応している。
・情報提供データベース管理機能（※）により、「情
報提供データベースへのインポートデータ」の形
式チェックと、接続端末の画面表示等により情報
提供データベースの内容を確認できる手段を準備
することで、誤った特定個人情報を提供してしまう
リスクに対応している。
・情報提供データベース管理機能では、情報提供
データベースの副本データを既存業務システムの
原本と照合するためのエクスポートデータを出力
する機能を有している。
（※）特定個人情報を副本として保存・管理する機
能。

事前 重要な変更

Ⅲ 特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策 ※（7.リスク1⑨を除く。）
(1)収受・入力特定個人情報ファ
イル
6.情報提供ネットワークシステ
ムとの接続
情報提供ネットワークシステム
との接続に伴うその他のリスク
及びそのリスクに対する措置

（新規）

＜中間サーバー相当機能における措置＞
①情報連携においてのみ、情報提供用個人識別
符号を用いることがシステム上担保されており、
不正な名寄せが行われるリスクに対応している。
②中間サーバー相当機能では、特定個人情報を
管理するデータベースを機関ごとに区分管理（ア
クセス制御）しており、中間サーバー相当機能を
利用する機関であっても他機関が管理する情報
には一切アクセスできない。
③特定個人情報の管理を当機関のみが行うこと
で、中間サーバー相当機能の運用保守について
デジタル庁が委託した事業者における情報漏え
い等のリスクを極小化する。

事前 重要な変更

Ⅲ 特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策 ※（7.リスク1⑨を除く。）
(1)収受・入力特定個人情報ファ
イル
7.特定個人情報の保管・消去
リスク１
⑤物理的対策（具体的な対策
の内容）

(1)　オンプレミス環境における物理的対策
・特定個人情報を保有しているサーバの設置場所
については、有人による監視や入退館（室）装置
による管理をしている建物の中で、取り扱う情報
の重要度等に応じて設定した情報取扱区域のク
ラス区分（区画）に応じた管理対策（入室制限）及
び利用権限による情報取扱制限を設けた上で、
併せて生体認証による入退室管理等の対策を講
じる。

【国税総合管理システム（ＫＳＫ２）】
(1)　オンプレミス環境における物理的対策
・特定個人情報を保有しているサーバの設置場所
については、有人による監視や入退館（室）装置
による管理をしている建物の中で、取り扱う情報
の重要度等に応じて設定した情報取扱区域のク
ラス区分（区画）に応じた管理対策（入室制限）及
び利用権限による情報取扱制限を設けた上で、
併せて生体認証による入退室管理等の対策を講
じる。

事前 重要な変更

Ⅲ 特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策 ※（7.リスク1⑨を除く。）
(1)収受・入力特定個人情報ファ
イル
7.特定個人情報の保管・消去
リスク１
⑤物理的対策（具体的な対策
の内容）

（新規）
・GSSパソコンや高性能パソコンについては、セ
キュリティワイヤーの取り付けや鍵のかかる場所
での保管を行う。

事前 重要な変更

Ⅲ 特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策 ※（7.リスク1⑨を除く。）
(1)収受・入力特定個人情報ファ
イル
6.情報提供ネットワークシステ
ムとの接続
リスク７
リスクに対する措置の内容
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（別添３）変更箇所
提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

Ⅲ 特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策 ※（7.リスク1⑨を除く。）
(1)収受・入力特定個人情報ファ
イル
7.特定個人情報の保管・消去
リスク１
⑤物理的対策（具体的な対策
の内容）

（新規）

【公共サービスメッシュ機関間情報連携サービス
（中間サーバー相当機能）】
中間サーバー相当機能はガバメントクラウドに設
置する。
・ガバメントクラウドについては政府情報システム
のためのセキュリティ評価制度（ISMAP）のリスト
に登録されたクラウドサービスから調達することと
しており、システムのサーバ等は、クラウド事業者
が保有・管理する環境に構築し、その環境には認
可された者だけがアクセスできるよう適切な入退
室管理策を行っている。
・事前に許可されていない装置等に関しては、外
部に持出できないこととしている。

事前 重要な変更

Ⅲ 特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策 ※（7.リスク1⑨を除く。）
(1)収受・入力特定個人情報ファ
イル
7.特定個人情報の保管・消去
リスク１
⑥技術的対策（具体的な対策
の内容）

【国税総合管理システム（ＫＳＫ２）】
・不正プログラム対策
　ウイルス対策ソフトを使用して、サーバ及び職員
用パソコンで定期的にウイルスチェックを実施す
る。また、定期的に、検証済みのパターンファイル
に更新する。

【国税総合管理システム（ＫＳＫ２）】
・不正プログラム対策
　ウイルス対策ソフトを使用して、サーバ及び職員
用パソコンで定期的にウイルスチェックを実施す
る。また、定期的に、検証済みのパターンファイル
に更新する。

事前 重要な変更

Ⅲ 特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策 ※（7.リスク1⑨を除く。）
(1)収受・入力特定個人情報ファ
イル
7.特定個人情報の保管・消去
リスク１
⑥技術的対策（具体的な対策
の内容）

（新規）

・GSSパソコンにおけるインターネットとの接続対
策
　インターネット経由した外部とのメールについて
は、上長承認機能により制御（宛先制限、送信前
の内容確認）する。
　業務に不要なオンラインサービスへのアクセス
を制限する。
　ガバメントソリューションサービス（GSS）で実装さ
れている機能により、特定個人情報を含むデータ
を監視・検出し、USBへのデータ持ち出しなどの操
作を制御する。また、保存されたファイルに対し暗
号化などの保護を適用する。
　複数の認証方式の採用、VPN接続による通信
の暗号化を実施する。
　パソコン紛失時には遠隔で情報を削除する。
　パソコンに接続可能な機器をホワイトリストで管
理し、アクセスを制限する。
　パソコンに内蔵されているローカルディスクには
暗号化処理を施す。
　アクセス制御ポリシーに基づき評価・認可を行
い、リソースおよびアクセスの状況を継続的に観
測する。

事前 重要な変更

Ⅲ 特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策 ※（7.リスク1⑨を除く。）
(1)収受・入力特定個人情報ファ
イル
7.特定個人情報の保管・消去
リスク１
⑥技術的対策（具体的な対策
の内容）

（新規）
・高性能パソコンについては、インターネットその
他外部ネットワークに接続しない。

事前 重要な変更

Ⅲ 特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策 ※（7.リスク1⑨を除く。）
(1)収受・入力特定個人情報ファ
イル
7.特定個人情報の保管・消去
リスク１
⑥技術的対策（具体的な対策
の内容）

（新規）

【公共サービスメッシュ機関間情報連携サービス
（中間サーバー相当機能）】
中間サーバー相当機能はガバメントクラウドに設
置する。
・国税当局が管理する業務データは、デジタル庁
及びクラウド事業者がアクセスできない契約等と
し、アクセス制御等の必要な措置を講じる。
・クラウド事業者は、ガバメントクラウドに対するセ
キュリティの脅威に対し、脅威検出やDDos対策を
24時間365日講じる。
・クラウド事業者は、ガバメントクラウドに対し、ウ
イルス対策ソフトを導入し、パターンファイルの更
新を行う。
・デジタル庁(若しくは、中間サーバー相当機能の
運用保守についてデジタル庁が委託した事業者)
は、ガバメントクラウドが提供するマネージドサー
ビスにより、ネットワークアクティビティ、データアク
セスパターン、アカウント動作等について継続的
にモニタリングを行うとともに、ログ管理を行う。
・デジタル庁(若しくは、中間サーバー相当機能の
運用保守についてデジタル庁が委託した事業者)
は、導入しているOS及びミドルウェアについて、必
要に応じてセキュリティパッチの適用を行う。
・ガバメントクラウドの特定個人情報を保有するシ
ステムを構築する環境は、インターネットとは切り
離された閉域ネットワークで構成する。
・国税当局や国税当局が委託した事業者の運用
保守地点からガバメントクラウドへの接続につい
ては、閉域ネットワークで構成する。

事前 重要な変更

Ⅲ 特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策 ※（7.リスク1⑨を除く。）
(1)収受・入力特定個人情報ファ
イル
7.特定個人情報の保管・消去
リスク２
リスクに対する措置の内容

・公金受取口座の利用を希望する所得税の還付
申告書等の提出があった場合、その都度、情報
提供ネットワークシステムを通じて口座情報登録
システムより口座情報を取得することから、当該
口座情報等については、還付処理が完了するま
での一定期間保管した後、速やかに削除してい
る。

・公金受取口座の利用を希望する所得税の還付
申告書等の提出があった場合、その都度、情報
提供ネットワークシステム又は公共サービスメッ
シュを通じて口座情報登録システムより口座情報
を取得することから、当該口座情報等について
は、還付処理が完了するまでの一定期間保管し
た後、速やかに削除している。

事前 重要な変更
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（別添３）変更箇所
提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

Ⅲ 特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策 ※（7.リスク1⑨を除く。）
(1)収受・入力特定個人情報ファ
イル
7.特定個人情報の保管・消去
リスク３
消去手順（手順の内容）

（新規）

＜GSSパソコンの場合＞
機器納入業者は、NIST SP800-88に準拠し、事前
にデジタル庁と合意した方法でGSSパソコンの
データを復元不可となるよう除去するか破壊、デ
ジタル庁の担当部署にデータ抹消証明書を提出
して確認を得る運用とする。

事前 重要な変更

Ⅲ 特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策 ※（7.リスク1⑨を除く。）
(1)収受・入力特定個人情報ファ
イル
7.特定個人情報の保管・消去
リスク３
消去手順（手順の内容）

（新規）

＜高性能パソコンの場合＞
機器納入業者は、NIST SP800-88に準拠し、事前
に国税庁と合意した方法で高性能パソコンのデー
タを復元不可となるよう除去するか破壊、国税庁
の担当部署にデータ抹消証明書を提出して確認
を得る運用とする。

事前 重要な変更

Ⅲ 特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策 ※（7.リスク1⑨を除く。）
(1)収受・入力特定個人情報ファ
イル
7.特定個人情報の保管・消去
リスク３
消去手順（手順の内容）

（新規）

＜高性能パソコンの場合＞
機器納入業者は、NIST SP800-88に準拠し、事前
に国税庁と合意した方法で高性能パソコンのデー
タを復元不可となるよう除去するか破壊、国税庁
の担当部署にデータ抹消証明書を提出して確認
を得る運用とする。

事前 重要な変更

Ⅲ 特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策 ※（7.リスク1⑨を除く。）
(2)納税者情報管理特定個人情
報ファイル、(3)所得税特定個人
情報ファイル、（4）資産税特定
個人情報ファイル、（5）源泉所
得税特定個人情報ファイル、
（6）酒税特定個人情報ファイ
ル、（7）間接諸税特定個人情報
ファイル、（8）債権管理特定個
人情報ファイル、（9）非課税貯
蓄限度額管理特定個人情報
ファイル、(10)資料調査特定個
人情報ファイル、(11)少額投資
非課税口座管理特定個人情報
ファイル、 (12)法人税特定個人
情報ファイル、(13)消費税特定
個人情報ファイル、(14)査察特
定個人情報ファイル、(15)不服
申立関係特定個人情報ファイ
ル、(16)徴収特定個人情報ファ
イル
3.特定個人情報の使用
リスク１
その他の措置の内容

インターネットを扱う端末と業務システムを扱う端
末を分けており、業務システムで使用する端末に
ついては外部と接続していない。

（削除） 事前 重要な変更

Ⅲ 特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策 ※（7.リスク1⑨を除く。）
(2)納税者情報管理特定個人情
報ファイル、(3)所得税特定個人
情報ファイル、（4）資産税特定
個人情報ファイル、（5）源泉所
得税特定個人情報ファイル、
（6）酒税特定個人情報ファイ
ル、（7）間接諸税特定個人情報
ファイル、（8）債権管理特定個
人情報ファイル、（9）非課税貯
蓄限度額管理特定個人情報
ファイル、(10)資料調査特定個
人情報ファイル、(11)少額投資
非課税口座管理特定個人情報
ファイル、 (12)法人税特定個人
情報ファイル、(13)消費税特定
個人情報ファイル、(14)査察特
定個人情報ファイル、(15)不服
申立関係特定個人情報ファイ
ル、(16)徴収特定個人情報ファ
イル
3.特定個人情報の使用
リスク２
ユーザ認証の管理（具体的な
管理方法）

・システムを利用する必要がある職員を特定する
とともに、当該職員の職責によりアクセスできる情
報を制限しており、個人ごとにユーザＩＤを割り当
て、ＩＤ及びパスワードによる認証を行う。
・また、なりすましによる不正を防止する観点か
ら、共用ＩＤの利用を禁止する。

国税総合管理システム（ＫＳＫ２）では、
・事務処理を行う必要がある職員を特定し、当該
職員に必要最低限の権限を付与し、事務処理上
必要のないデータへのアクセスを制限する。
・また、なりすましによる不正を防止する観点か
ら、原則として共用ＩＤの利用を禁止する。例外的
に共用IDを利用する場合には、利用状況を追跡
可能とするなどの対策を講じる。
ガバメントソリューションサービス（GSS）、ガバメン
トクラウド及び高性能パソコンでは、
・パソコンを利用する際には本人認証（顔認証等）
が必要となる。
・なお、職員が離席する際には、パスワード設定さ
れたスクリーンセーバー及び画面ロックを利用す
るなど、情報漏えい、なりすまし等の不正行為を
防止する措置を講じる。

事前 重要な変更
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（別添３）変更箇所
提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

Ⅲ 特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策 ※（7.リスク1⑨を除く。）
(2)納税者情報管理特定個人情
報ファイル、(3)所得税特定個人
情報ファイル、（4）資産税特定
個人情報ファイル、（5）源泉所
得税特定個人情報ファイル、
（6）酒税特定個人情報ファイ
ル、（7）間接諸税特定個人情報
ファイル、（8）債権管理特定個
人情報ファイル、（9）非課税貯
蓄限度額管理特定個人情報
ファイル、(10)資料調査特定個
人情報ファイル、(11)少額投資
非課税口座管理特定個人情報
ファイル、 (12)法人税特定個人
情報ファイル、(13)消費税特定
個人情報ファイル、(14)査察特
定個人情報ファイル、(15)不服
申立関係特定個人情報ファイ
ル、(16)徴収特定個人情報ファ
イル
3.特定個人情報の使用
リスク３
リスクに対する措置の内容

（新規）
・ガバメントソリューションサービス（GSS）において
は、当該職員の所属部署に応じてアクセス可能な
フォルダやデータを制限し、業務に不必要な情報
にアクセスできない仕組みとする。

事前 重要な変更

Ⅲ 特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策 ※（7.リスク1⑨を除く。）
(2)納税者情報管理特定個人情
報ファイル、(3)所得税特定個人
情報ファイル、（4）資産税特定
個人情報ファイル、（5）源泉所
得税特定個人情報ファイル、
（6）酒税特定個人情報ファイ
ル、（7）間接諸税特定個人情報
ファイル、（8）債権管理特定個
人情報ファイル、（9）非課税貯
蓄限度額管理特定個人情報
ファイル、(10)資料調査特定個
人情報ファイル、(11)少額投資
非課税口座管理特定個人情報
ファイル、 (12)法人税特定個人
情報ファイル、(13)消費税特定
個人情報ファイル、(14)査察特
定個人情報ファイル、(15)不服
申立関係特定個人情報ファイ
ル、(16)徴収特定個人情報ファ
イル
3.特定個人情報の使用
リスク３
リスクに対する措置の内容

（新規） ・ガバメントクラウドや高性能パソコンにおいては
利用できる職員を制限する。

事前 重要な変更

Ⅲ 特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策 ※（7.リスク1⑨を除く。）
(2)納税者情報管理特定個人情
報ファイル、(3)所得税特定個人
情報ファイル、（4）資産税特定
個人情報ファイル、（5）源泉所
得税特定個人情報ファイル、
（6）酒税特定個人情報ファイ
ル、（7）間接諸税特定個人情報
ファイル、（8）債権管理特定個
人情報ファイル、（9）非課税貯
蓄限度額管理特定個人情報
ファイル、(10)資料調査特定個
人情報ファイル、(11)少額投資
非課税口座管理特定個人情報
ファイル、 (12)法人税特定個人
情報ファイル、(13)消費税特定
個人情報ファイル、(14)査察特
定個人情報ファイル、(15)不服
申立関係特定個人情報ファイ
ル、(16)徴収特定個人情報ファ
イル
3.特定個人情報の使用
リスク２
アクセス権限の管理（具体的な
管理方法）

・共用のIDを発行せず、ユーザごとにIDを発行す
る。
・パスワードは、定期的に更新を実施するようシス
テムで制御する。
・異動等の事由が生じたことにより、不要となった
ユーザIDについては、ユーザID管理者が失効等
の処理を行っている。

・原則として共用IDを発行せず、ユーザごとにIDを
発行する。
・例外的に共用IDを発行する場合、共用IDの利用
事績簿を作成・管理する。
・異動等の事由が生じたことにより、不要となった
ユーザIDについては、ユーザID管理者が失効等
の処理を行っている。

事前 重要な変更
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（別添３）変更箇所
提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

Ⅲ 特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策 ※（7.リスク1⑨を除く。）
(2)納税者情報管理特定個人情
報ファイル、(3)所得税特定個人
情報ファイル、（4）資産税特定
個人情報ファイル、（5）源泉所
得税特定個人情報ファイル、
（6）酒税特定個人情報ファイ
ル、（7）間接諸税特定個人情報
ファイル、（8）債権管理特定個
人情報ファイル、（9）非課税貯
蓄限度額管理特定個人情報
ファイル、(10)資料調査特定個
人情報ファイル、(11)少額投資
非課税口座管理特定個人情報
ファイル、 (12)法人税特定個人
情報ファイル、(13)消費税特定
個人情報ファイル、(14)査察特
定個人情報ファイル、(15)不服
申立関係特定個人情報ファイ
ル、(16)徴収特定個人情報ファ
イル
3.特定個人情報の使用
その他のリスク及びそのリスク
に対する措置

（新規）

さらに、特定個人情報ファイルを庁舎外で使用す
る際の特定個人情報が漏えいするリスクへの対
策として、以下の措置を講じる。
・複数の認証方式の採用、VPN接続による通信の
暗号化、パソコンへのデータ保存の制限などのセ
キュリティ対策を講じる。
・のぞき見防止フィルタやカメラ検知機能などによ
り、GSSパソコン画面上の情報についての部外者
ののぞき見や撮影を防止する。
・GSSパソコンの公衆無線LANへの接続を運用上
禁止する。
・GSSパソコン紛失時には遠隔で情報を削除す
る。
・GSSパソコンに接続可能な機器をホワイトリスト
で管理し、アクセスを制限する。

事前 重要な変更

Ⅲ 特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策 ※（7.リスク1⑨を除く。）
(2)納税者情報管理特定個人情
報ファイル、(3)所得税特定個人
情報ファイル、（4）資産税特定
個人情報ファイル、（5）源泉所
得税特定個人情報ファイル、
（6）酒税特定個人情報ファイ
ル、（7）間接諸税特定個人情報
ファイル、（8）債権管理特定個
人情報ファイル、（9）非課税貯
蓄限度額管理特定個人情報
ファイル、(10)資料調査特定個
人情報ファイル、(11)少額投資
非課税口座管理特定個人情報
ファイル、 (12)法人税特定個人
情報ファイル、(13)消費税特定
個人情報ファイル、(14)査察特
定個人情報ファイル、(15)不服
申立関係特定個人情報ファイ
ル、(16)徴収特定個人情報ファ
イル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
情報保護管理体制の確認

法定調書に係るデータエントリー（データ入力）業
務の委託については、調達仕様書において、個人
情報保護体制に関する条件として、一般財団法
人日本情報経済社会推進協会認定の「プライバ
シーマーク」及び「ISMS認証」を取得している者と
するほか、社内教育に関する条件として、セキュ
リティに関する研修及び特定個人情報に関する研
修等を実施する旨を規定し、特定個人情報の保
護及び安全管理措置を適切に行える委託先であ
ることを確認する。
NISAの投資簿価残高の合計額の算出業務の委
託については、国税庁長官の認定を受けたクラウ
ド等の提供事業者と委託契約を結ぶところ、認定
要件において、政府情報システムのためのセキュ
リティ評価制度（ISMAP）を取得している者又はＩＳ
Ｏ／ＩＥＣ二七〇一七に基づく認証などの第三者認
証を受けていることを規定し、特定個人情報の保
護及び安全管理措置を適切に行える委託先であ
ることを確認する。

法定調書に係るデータエントリー（データ入力）業
務の委託については、調達仕様書において、個人
情報保護体制に関する条件として、一般財団法
人日本情報経済社会推進協会認定の「プライバ
シーマーク」及び「ISMS認証」を取得している者と
するほか、社内教育に関する条件として、セキュ
リティに関する研修及び特定個人情報に関する研
修等を実施する旨を規定し、特定個人情報の保
護及び安全管理措置を適切に行える委託先であ
ることを確認する。
NISAの投資簿価残高の合計額の算出業務の委
託については、国税庁長官の認定を受けたクラウ
ド等の提供事業者と委託契約を結ぶところ、認定
要件において、政府情報システムのためのセキュ
リティ評価制度（ISMAP）を取得している者又はＩＳ
Ｏ／ＩＥＣ二七〇一七に基づく認証などの第三者認
証を受けていることを規定し、特定個人情報の保
護及び安全管理措置を適切に行える委託先であ
ることを確認する。
税務データ分析及び分析結果の実用化に係る支
援業務の委託については、調達仕様書において、
個人情報保護体制に関する条件として、国際規
格（ISO/IEC 27001）又は国内規格（JIS Q 27001）
を認証基準とした情報セキュリティマネジメントシ
ステムの認証又は同等の資格を取得している者
とするほか、社内教育に関する条件として、セ
キュリティ及び守秘義務に関する教育を実施する
旨を規定し、特定個人情報の保護及び安全管理
措置を適切に行える委託先であることを確認す
る。

事前 重要な変更

Ⅲ 特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策 ※（7.リスク1⑨を除く。）
(2)納税者情報管理特定個人情
報ファイル、(3)所得税特定個人
情報ファイル、（4）資産税特定
個人情報ファイル、（5）源泉所
得税特定個人情報ファイル、
（6）酒税特定個人情報ファイ
ル、（7）間接諸税特定個人情報
ファイル、（8）債権管理特定個
人情報ファイル、（9）非課税貯
蓄限度額管理特定個人情報
ファイル、(10)資料調査特定個
人情報ファイル、(11)少額投資
非課税口座管理特定個人情報
ファイル、 (12)法人税特定個人
情報ファイル、(13)消費税特定
個人情報ファイル、(14)査察特
定個人情報ファイル、(15)不服
申立関係特定個人情報ファイ
ル、(16)徴収特定個人情報ファ
イル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
具体的な制限方法

法定調書に係るデータエントリー（データ入力）業
務の委託については、調達仕様書及び委託契約
書において、特定個人情報については不正アクセ
ス及びデータ漏えい等のリスクに対し、ユーザＩＤ
によるアクセス制御、ファイアウォールによる外部
からの不正アクセス防止及びデータの暗号化等、
安全管理上必要な措置を講じなければならない
旨を規定し、委託先となる事業者にはその安全管
理上必要な措置を確保させる。
NISAの投資簿価残高の合計額の算出業務の委
託については、委託契約書において、特定個人情
報については不正アクセス及びデータ漏えい等の
リスクに対し、ユーザＩＤによるアクセス制御、ファ
イアウォールによる外部からの不正アクセス防止
及びデータの暗号化等、安全管理上必要な措置
を講じなければならない旨を規定し、委託先とな
る事業者にはその安全管理上必要な措置を確保
させている。

法定調書に係るデータエントリー（データ入力）業
務の委託については、調達仕様書及び委託契約
書において、特定個人情報については不正アクセ
ス及びデータ漏えい等のリスクに対し、ユーザＩＤ
によるアクセス制御、ファイアウォールによる外部
からの不正アクセス防止及びデータの暗号化等、
安全管理上必要な措置を講じなければならない
旨を規定し、委託先となる事業者にはその安全管
理上必要な措置を確保させる。
NISAの投資簿価残高の合計額の算出業務の委
託については、委託契約書において、特定個人情
報については不正アクセス及びデータ漏えい等の
リスクに対し、ユーザＩＤによるアクセス制御、ファ
イアウォールによる外部からの不正アクセス防止
及びデータの暗号化等、安全管理上必要な措置
を講じなければならない旨を規定し、委託先とな
る事業者にはその安全管理上必要な措置を確保
させている。
税務データ分析及び分析結果の実用化に係る支
援業務の委託については、調達仕様書及び委託
契約書において、委託先は委託元が指定した国
税当局内の場所で作業しなければならない旨を
規定する。委託先が特定個人情報を取り扱う場
合は、インターネットその他の外部ネットワークに
接続されていないスタンドアロン環境下にある高
性能パソコンのみを利用するものとする。また、高
性能パソコンを操作する際は、委託元が付与した
アカウントを使用し、委託元が立会いの下で行う。

事前 重要な変更
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（別添３）変更箇所
提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

Ⅲ 特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策 ※（7.リスク1⑨を除く。）
(2)納税者情報管理特定個人情
報ファイル、(3)所得税特定個人
情報ファイル、（4）資産税特定
個人情報ファイル、（5）源泉所
得税特定個人情報ファイル、
（6）酒税特定個人情報ファイ
ル、（7）間接諸税特定個人情報
ファイル、（8）債権管理特定個
人情報ファイル、（9）非課税貯
蓄限度額管理特定個人情報
ファイル、(10)資料調査特定個
人情報ファイル、(11)少額投資
非課税口座管理特定個人情報
ファイル、 (12)法人税特定個人
情報ファイル、(13)消費税特定
個人情報ファイル、(14)査察特
定個人情報ファイル、(15)不服
申立関係特定個人情報ファイ
ル、(16)徴収特定個人情報ファ
イル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
具体的な方法

法定調書に係るデータエントリー（データ入力）業
務の委託については、調達仕様書において、「作
業管理表」を作成し、作業を行う都度、事績を記
録する旨を規定し、作業場責任者がその内容を
確認するとともに委託元においても定期的にその
内容を確認する。
NISAの投資簿価残高の合計額の算出業務の委
託については、委託契約書において、委託された
行為の内容及び当行為を行った日付及び時間に
関する情報（ログ）を記録し、管理している。

法定調書に係るデータエントリー（データ入力）業
務の委託については、調達仕様書において、「作
業管理表」を作成し、作業を行う都度、事績を記
録する旨を規定し、作業場責任者がその内容を
確認するとともに委託元においても定期的にその
内容を確認する。
NISAの投資簿価残高の合計額の算出業務の委
託については、委託契約書において、委託された
行為の内容及び当行為を行った日付及び時間に
関する情報（ログ）を記録し、管理している。
税務データ分析及び分析結果の実用化に係る支
援業務の委託については、委託先は作業を行う
都度、事績を記録し、委託元において定期的にそ
の内容を確認する。

事前 重要な変更

Ⅲ 特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策 ※（7.リスク1⑨を除く。）
(2)納税者情報管理特定個人情
報ファイル、(3)所得税特定個人
情報ファイル、（4）資産税特定
個人情報ファイル、（5）源泉所
得税特定個人情報ファイル、
（6）酒税特定個人情報ファイ
ル、（7）間接諸税特定個人情報
ファイル、（8）債権管理特定個
人情報ファイル、（9）非課税貯
蓄限度額管理特定個人情報
ファイル、(10)資料調査特定個
人情報ファイル、(11)少額投資
非課税口座管理特定個人情報
ファイル、 (12)法人税特定個人
情報ファイル、(13)消費税特定
個人情報ファイル、(14)査察特
定個人情報ファイル、(15)不服
申立関係特定個人情報ファイ
ル、(16)徴収特定個人情報ファ
イル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託先から他者への提供に関
するルールの内容及びルール
遵守の確認方法

・法定調書に係るデータエントリー（データ入力）
業務の委託については、調達仕様書及び委託契
約書において、委託先は他者へ委託し、又は請け
負わせてはならない旨規定する。
・NISAの投資簿価残高の合計額の算出業務の委
託については、委託契約書において、委託先は他
者へ委託し、又は請け負わせてはならない旨を規
定している。また、委託先が複数ある場合は、
NISAの投資簿価残高の合計額の算出に必要な
範囲内で、委託先間でのみ情報の連携ができる
旨規定している。
なお、委託先が複数ある場合に連携する際は、
Httpリクエストに応じて、通信を暗号化した上で、
認定クラウドと他の認定クラウド間のみが利用可
能な回線を用いて、簿価情報を連携する。
・委託元において、業務期間前後及び業務期間
中に実地の監査を実施することにより、委託先の
業務履行能力、契約内容の遵守状況について確
認することとする。

・法定調書に係るデータエントリー（データ入力）
業務の委託については、調達仕様書及び委託契
約書において、委託先は他者へ委託し、又は請け
負わせてはならない旨規定する。
・NISAの投資簿価残高の合計額の算出業務の委
託については、委託契約書において、委託先は他
者へ委託し、又は請け負わせてはならない旨を規
定している。また、委託先が複数ある場合は、
NISAの投資簿価残高の合計額の算出に必要な
範囲内で、委託先間でのみ情報の連携ができる
旨規定している。
なお、委託先が複数ある場合に連携する際は、
Httpリクエストに応じて、通信を暗号化した上で、
認定クラウドと他の認定クラウド間のみが利用可
能な回線を用いて、簿価情報を連携する。
・委託元において、業務期間前後及び業務期間
中に実地の監査を実施することにより、委託先の
業務履行能力、契約内容の遵守状況について確
認することとする。
・税務データ分析及び分析結果の実用化に係る
支援業務の委託については、委託先は特定個人
情報を国税当局から外部へ持ち出すことが許可
されておらず、調達仕様書及び委託契約書にお
いても、委託先は契約遂行上知り得た情報を第
三者に開示してはならない旨規定する。

事前 重要な変更

Ⅲ 特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策 ※（7.リスク1⑨を除く。）
(2)納税者情報管理特定個人情
報ファイル、(3)所得税特定個人
情報ファイル、（4）資産税特定
個人情報ファイル、（5）源泉所
得税特定個人情報ファイル、
（6）酒税特定個人情報ファイ
ル、（7）間接諸税特定個人情報
ファイル、（8）債権管理特定個
人情報ファイル、（9）非課税貯
蓄限度額管理特定個人情報
ファイル、(10)資料調査特定個
人情報ファイル、(11)少額投資
非課税口座管理特定個人情報
ファイル、 (12)法人税特定個人
情報ファイル、(13)消費税特定
個人情報ファイル、(14)査察特
定個人情報ファイル、(15)不服
申立関係特定個人情報ファイ
ル、(16)徴収特定個人情報ファ
イル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
委託元と委託先間の提供に関
するルールの内容及びルール
遵守の確認方法

１　法定調書に係るデータエントリー（データ入力）業務の委託につい
ては、調達仕様書及び委託契約書に基づき、次のとおり実施する。
①インハウス型委託（受託者の作業場ではなく、国税当局が用意した
場所で源泉徴収票等の入力業務を行わせる方法）で行い、委託元と
委託先間を専用線で接続し、当該専用線のみでデータの授受を行うと
ともに委託先のデータ授受担当者は委託元に届け出た者に限定す
る。
・データエントリー（データ入力）業務に当たっては、クラウド環境上に
構築するAI-OCRも利用し、入力業務の高度化・効率化を図る。
②委託先におけるアクセス記録・作業ログについては、専用線を通じ
て委託元が随時取得し、定期的及びセキュリティ上の必要が生じた場
合に分析を可能とする。
③専用線が使用できない場合、成果品等の搬送については次のとお
り実施する。
・データの暗号化を施した上で、電子記録媒体に記録し、原則として自
社便を使用して搬送する。また、搬送を委託する場合においても、安
全管理措置を適切に実施した上で行う。
・搬送に使用する車両は、鋼製有蓋車とし、搬送に使用する容器（受
託者が用意する。）は、成果品等の盗難、破損、汚損及び紛失等を防
止するため、施錠可能で堅固な容器（ジュラルミン製トランク等）を用い
る。
２　NISAの投資簿価残高の合計額の算出業務の委託については、委
託契約書に基づき、次のとおり実施する。
①委託元と委託先を双方のみが利用可能な回線で接続し、当該回線
のみでデータの授受を行うとともに委託先のデータ授受担当者は委託
元に届け出た者に限定する。
・NISAの投資簿価残高の名寄せ・集計業務に当たっては、クラウド環
境上に構築するシステムを利用し、業務の高度化・効率化を図る。
②委託先におけるアクセス記録・作業ログについては、当該回線を通
じて委託元が随時取得し、定期的及びセキュリティ上の必要が生じた
場合に分析を可能とする。
③当該回線が使用できない場合、成果品等の搬送については次のと
おり実施する。
・データの暗号化を施した上で、電子記録媒体に記録し、原則として自
社便を使用して搬送する。また、搬送を委託する場合においても、安
全管理措置を適切に実施した上で行う。
・搬送に使用する車両は、鋼製有蓋車とし、搬送に使用する容器（受
託者が用意する。）は、成果品等の盗難、破損、汚損及び紛失等を防
止するため、施錠可能で堅固な容器（ジュラルミン製トランク等）を用い
る。
・媒体での提供時は、顔写真入りの身分証明書の提示を求め、本人
確認を行っている。
３　委託元において、業務期間前後及び業務期間中に実地の監査を
実施することにより、委託先の業務履行能力、契約内容の遵守状況に
ついて確認することとする。

１　法定調書に係るデータエントリー（データ入力）業務の委託について
は、調達仕様書及び委託契約書に基づき、次のとおり実施する。
①インハウス型委託（受託者の作業場ではなく、国税当局が用意した場所
で源泉徴収票等の入力業務を行わせる方法）で行い、委託元と委託先間
を専用線で接続し、当該専用線のみでデータの授受を行うとともに委託先
のデータ授受担当者は委託元に届け出た者に限定する。
・データエントリー（データ入力）業務に当たっては、クラウド環境上に構築
するAI-OCRも利用し、入力業務の高度化・効率化を図る。
②委託先におけるアクセス記録・作業ログについては、専用線を通じて委
託元が随時取得し、定期的及びセキュリティ上の必要が生じた場合に分析
を可能とする。
③専用線が使用できない場合、成果品等の搬送については次のとおり実
施する。
・データの暗号化を施した上で、電子記録媒体に記録し、原則として自社
便を使用して搬送する。また、搬送を委託する場合においても、安全管理
措置を適切に実施した上で行う。
・搬送に使用する車両は、鋼製有蓋車とし、搬送に使用する容器（受託者
が用意する。）は、成果品等の盗難、破損、汚損及び紛失等を防止するた
め、施錠可能で堅固な容器（ジュラルミン製トランク等）を用いる。
２　NISAの投資簿価残高の合計額の算出業務の委託については、委託契
約書に基づき、次のとおり実施する。
①委託元と委託先を双方のみが利用可能な回線で接続し、当該回線のみ
でデータの授受を行うとともに委託先のデータ授受担当者は委託元に届け
出た者に限定する。
・NISAの投資簿価残高の名寄せ・集計業務に当たっては、クラウド環境上
に構築するシステムを利用し、業務の高度化・効率化を図る。
②委託先におけるアクセス記録・作業ログについては、当該回線を通じて
委託元が随時取得し、定期的及びセキュリティ上の必要が生じた場合に分
析を可能とする。
③当該回線が使用できない場合、成果品等の搬送については次のとおり
実施する。
・データの暗号化を施した上で、電子記録媒体に記録し、原則として自社
便を使用して搬送する。また、搬送を委託する場合においても、安全管理
措置を適切に実施した上で行う。
・搬送に使用する車両は、鋼製有蓋車とし、搬送に使用する容器（受託者
が用意する。）は、成果品等の盗難、破損、汚損及び紛失等を防止するた
め、施錠可能で堅固な容器（ジュラルミン製トランク等）を用いる。
・媒体での提供時は、顔写真入りの身分証明書の提示を求め、本人確認
を行っている。
３　委託元において、業務期間前後及び業務期間中に実地の監査を実施
することにより、委託先の業務履行能力、契約内容の遵守状況について確
認することとする。
４　税務データ分析及び分析結果の実用化に係る支援業務の委託につい
ては、調達仕様書等に基づき、次のとおり実施する。
①委託先は委託元が指定した国税当局内の場所で作業しなければならな
い。
②委託先が特定個人情報を取り扱う場合は、インターネットその他の外部
ネットワークに接続されていないスタンドアロン環境下にある高性能パソコ
ンのみを利用するものとする。また、高性能パソコンを操作する際は、委託
元が付与したアカウントを使用し、委託元が立会いの下で行う。

事前 重要な変更
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（別添３）変更箇所
提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

Ⅲ 特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策 ※（7.リスク1⑨を除く。）
(2)納税者情報管理特定個人情
報ファイル、(3)所得税特定個人
情報ファイル、（4）資産税特定
個人情報ファイル、（5）源泉所
得税特定個人情報ファイル、
（6）酒税特定個人情報ファイ
ル、（7）間接諸税特定個人情報
ファイル、（8）債権管理特定個
人情報ファイル、（9）非課税貯
蓄限度額管理特定個人情報
ファイル、(10)資料調査特定個
人情報ファイル、(11)少額投資
非課税口座管理特定個人情報
ファイル、 (12)法人税特定個人
情報ファイル、(13)消費税特定
個人情報ファイル、(14)査察特
定個人情報ファイル、(15)不服
申立関係特定個人情報ファイ
ル、(16)徴収特定個人情報ファ
イル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
ルールの内容及びルール遵守
の確認方法

・法定調書に係るデータエントリー（データ入力）
業務の委託については、契約書及び調達仕様書
において、納入終了の都度、委託先の責任と負
担において個人情報を消去しなければならない旨
を規定するとともに、消去の方法、完了日等を報
告する旨を規定する。
・NISAの投資簿価残高の合計額の算出業務の委
託については、仕様書において、翌年の投資簿価
残高の合計額の算出業務の完了の都度、個人情
報を消去しなければならない旨を規定するととも
に、消去の方法、完了日等を報告する旨を規定し
ている。
・委託元において、業務終了後、実地により、その
内容を確認する。

・法定調書に係るデータエントリー（データ入力）
業務の委託については、契約書及び調達仕様書
において、納入終了の都度、委託先の責任と負
担において個人情報を消去しなければならない旨
を規定するとともに、消去の方法、完了日等を報
告する旨を規定する。
・NISAの投資簿価残高の合計額の算出業務の委
託については、仕様書において、翌年の投資簿価
残高の合計額の算出業務の完了の都度、個人情
報を消去しなければならない旨を規定するととも
に、消去の方法、完了日等を報告する旨を規定し
ている。
・委託元において、業務終了後、実地により、その
内容を確認する。
・税務データ分析及び分析結果の実用化に係る
支援業務の委託については、委託終了後に、委
託元において委託元が用意した高性能パソコン
から特定個人情報ファイルを消去する。

事前 重要な変更

Ⅲ 特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策 ※（7.リスク1⑨を除く。）
(2)納税者情報管理特定個人情
報ファイル、(3)所得税特定個人
情報ファイル、（4）資産税特定
個人情報ファイル、（5）源泉所
得税特定個人情報ファイル、
（6）酒税特定個人情報ファイ
ル、（7）間接諸税特定個人情報
ファイル、（8）債権管理特定個
人情報ファイル、（9）非課税貯
蓄限度額管理特定個人情報
ファイル、(10)資料調査特定個
人情報ファイル、(11)少額投資
非課税口座管理特定個人情報
ファイル、 (12)法人税特定個人
情報ファイル、(13)消費税特定
個人情報ファイル、(14)査察特
定個人情報ファイル、(15)不服
申立関係特定個人情報ファイ
ル、(16)徴収特定個人情報ファ
イル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
規定の内容

・法定調書に係るデータエントリー（データ入力）
業務の委託については、調達仕様書及び委託契
約書において、以下の事項を規定する。
　①　秘密保持義務
　②　事業所内からの特定個人情報の持出しの
禁止
　③　特定個人情報の目的外利用の禁止
　④　漏えい事案等が発生した場合の委託先の
責任
　⑤　納入終了の都度、特定個人情報の消去
　⑥　従業者に対する監督・教育
　⑦　契約内容の遵守状況についての報告徴求
・NISAの投資簿価残高の合計額の算出業務の委
託については、委託契約書において、以下の事項
を規定している。
　①　秘密保持義務
　②　認定クラウド等（NISAクラウド）からの特定個
人情報の持出しの禁止
　③　特定個人情報の目的外利用の禁止
　④　漏えい事案等が発生した場合の委託先の
責任
　⑤　翌年の投資簿価残高の合計額の算出業務
の完了の都度、特定個人情報の消去
　⑥　従業者に対する監督・教育
　⑦　契約内容の遵守状況についての報告徴求
・　委託元において、業務期間前後及び業務期間
中に実地の監査を実施することにより、委託先の
業務履行能力、契約内容の遵守状況について確
認することとする。

・法定調書に係るデータエントリー（データ入力）業務
の委託については、調達仕様書及び委託契約書に
おいて、以下の事項を規定する。
　①　秘密保持義務
　②　事業所内からの特定個人情報の持出しの禁止
　③　特定個人情報の目的外利用の禁止
　④　漏えい事案等が発生した場合の委託先の責任
　⑤　納入終了の都度、特定個人情報の消去
　⑥　従業者に対する監督・教育
　⑦　契約内容の遵守状況についての報告徴求
・NISAの投資簿価残高の合計額の算出業務の委託
については、委託契約書において、以下の事項を規
定している。
　①　秘密保持義務
　②　認定クラウド等（NISAクラウド）からの特定個人
情報の持出しの禁止
　③　特定個人情報の目的外利用の禁止
　④　漏えい事案等が発生した場合の委託先の責任
　⑤　翌年の投資簿価残高の合計額の算出業務の
完了の都度、特定個人情報の消去
　⑥　従業者に対する監督・教育
　⑦　契約内容の遵守状況についての報告徴求
・　委託元において、業務期間前後及び業務期間中
に実地の監査を実施することにより、委託先の業務
履行能力、契約内容の遵守状況について確認するこ
ととする。
・税務データ分析及び分析結果の実用化に係る支援
業務の委託については、調達仕様書及び委託契約
書において、以下の事項を規定する。
　①　秘密保持義務
　②　特定個人情報の目的外利用の禁止
　③　再委託における条件
　④　漏えい事案等が発生した場合の委託先の責任
　⑤　従業者の明確化
　⑥　従業者に対する監督・教育
　⑦　契約内容の遵守状況についての報告徴求

事前 重要な変更

Ⅲ 特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策 ※（7.リスク1⑨を除く。）
(2)納税者情報管理特定個人情
報ファイル、(3)所得税特定個人
情報ファイル、（4）資産税特定
個人情報ファイル、（5）源泉所
得税特定個人情報ファイル、
（6）酒税特定個人情報ファイ
ル、（7）間接諸税特定個人情報
ファイル、（8）債権管理特定個
人情報ファイル、（9）非課税貯
蓄限度額管理特定個人情報
ファイル、(10)資料調査特定個
人情報ファイル、(11)少額投資
非課税口座管理特定個人情報
ファイル、 (12)法人税特定個人
情報ファイル、(13)消費税特定
個人情報ファイル、(14)査察特
定個人情報ファイル、(15)不服
申立関係特定個人情報ファイ
ル、(16)徴収特定個人情報ファ
イル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
再委託先による特定個人情報
ファイルの適切な取扱いの確保

再委託していない 十分に行っている 事前 重要な変更
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（別添３）変更箇所
提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

Ⅲ 特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策 ※（7.リスク1⑨を除く。）
(2)納税者情報管理特定個人情
報ファイル、(3)所得税特定個人
情報ファイル、（4）資産税特定
個人情報ファイル、（5）源泉所
得税特定個人情報ファイル、
（6）酒税特定個人情報ファイ
ル、（7）間接諸税特定個人情報
ファイル、（8）債権管理特定個
人情報ファイル、（9）非課税貯
蓄限度額管理特定個人情報
ファイル、(10)資料調査特定個
人情報ファイル、(11)少額投資
非課税口座管理特定個人情報
ファイル、 (12)法人税特定個人
情報ファイル、(13)消費税特定
個人情報ファイル、(14)査察特
定個人情報ファイル、(15)不服
申立関係特定個人情報ファイ
ル、(16)徴収特定個人情報ファ
イル
4.特定個人情報ファイルの取扱
いの委託
具体的な方法

法定調書に係るデータエントリー（データ入力）業
務の委託については、調達仕様書及び委託契約
書において、委託先から他者への再委託等を禁
止する。
NISAの投資簿価残高の合計額の算出業務の委
託については、仕様書及び委託契約書において、
委託先から他者への再委託等を禁止している。

１　再委託の可能性がある委託
税務データ分析及び分析結果の実用化に係る支
援業務の委託については、再委託先による特定
個人情報ファイルの適切な取り扱いの確保とし
て、委託先は業務の全部を一括して第三者に委
託することを禁止しており、業務の一部について
も原則として再委託を認めていない。
ただし、やむを得ず再委託が必要な場合は、事前
に委託元に対して書面による申請を求め、再委託
先の名称・代表者氏名等、再委託を行う業務内容
及び委託金額、委託先と同等のセキュリティ水準
の確保を再委託先も具備することの取決め内容、
再委託先の情報セキュリティ対策方針及び管理
方法を提出させ、審査・承認を行っている。再委
託先の追加・変更時も同様の手続を義務付けて
おり、さらに複数段階の再委託が行われる場合は
全ての再委託先の情報と業務範囲を委託元に対
して報告させている。
また、委託業務は委託先の自社または承認を得
た関連会社内で完結することを規定しており、再
委託承認後も委託先は再委託先の行為について
全責任を負い、再委託先が契約違反や義務懈怠
を行った場合は委託先が一切の責任を負うととも
に、当該再委託の中止を請求できる体制としてい
る。

２　再委託を行っていない委託
法定調書に係るデータエントリー（データ入力）業
務の委託については、調達仕様書及び委託契約
書において、委託先から他者への再委託等を禁
止する。
NISAの投資簿価残高の合計額の算出業務の委
託については、仕様書及び委託契約書において、
委託先から他者への再委託等を禁止している。

事前 重要な変更

Ⅲ 特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策 ※（7.リスク1⑨を除く。）
(2)納税者情報管理特定個人情
報ファイル、(3)所得税特定個人
情報ファイル、（4）資産税特定
個人情報ファイル、（5）源泉所
得税特定個人情報ファイル、
（6）酒税特定個人情報ファイ
ル、（7）間接諸税特定個人情報
ファイル、（8）債権管理特定個
人情報ファイル、（9）非課税貯
蓄限度額管理特定個人情報
ファイル、(10)資料調査特定個
人情報ファイル、(11)少額投資
非課税口座管理特定個人情報
ファイル、 (12)法人税特定個人
情報ファイル、(13)消費税特定
個人情報ファイル、(14)査察特
定個人情報ファイル、(15)不服
申立関係特定個人情報ファイ
ル、(16)徴収特定個人情報ファ
イル
7.特定個人情報の保管・消去
リスク１
⑤物理的対策（具体的な対策
の内容）

（新規）
・GSSパソコンや高性能パソコンについては、セ
キュリティワイヤーの取り付けや鍵のかかる場所
での保管を行う。

事前 重要な変更

Ⅲ 特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策 ※（7.リスク1⑨を除く。）
(2)納税者情報管理特定個人情
報ファイル、(3)所得税特定個人
情報ファイル、（4）資産税特定
個人情報ファイル、（5）源泉所
得税特定個人情報ファイル、
（6）酒税特定個人情報ファイ
ル、（7）間接諸税特定個人情報
ファイル、（8）債権管理特定個
人情報ファイル、（9）非課税貯
蓄限度額管理特定個人情報
ファイル、(10)資料調査特定個
人情報ファイル、(11)少額投資
非課税口座管理特定個人情報
ファイル、 (12)法人税特定個人
情報ファイル、(13)消費税特定
個人情報ファイル、(14)査察特
定個人情報ファイル、(15)不服
申立関係特定個人情報ファイ
ル、(16)徴収特定個人情報ファ
イル
7.特定個人情報の保管・消去
リスク１
⑥技術的対策（具体的な対策
の内容）

（新規）

・GSSパソコンにおけるインターネットとの接続対
策
　インターネット経由した外部とのメールについて
は、上長承認機能により制御（宛先制限、送信前
の内容確認）する。
　業務に不要なオンラインサービスへのアクセス
を制限する。
　ガバメントソリューションサービス（GSS）で実装さ
れている機能により、特定個人情報を含むデータ
を監視・検出し、USBへのデータ持ち出しなどの操
作を制御する。また、保存されたファイルに対し暗
号化などの保護を適用する。
　複数の認証方式の採用、VPN接続による通信
の暗号化を実施する。
　パソコン紛失時には遠隔で情報を削除する。
　パソコンに接続可能な機器をホワイトリストで管
理し、アクセスを制限する。
　パソコンに内蔵されているローカルディスクには
暗号化処理を施す。
　アクセス制御ポリシーに基づき評価・認可を行
い、リソースおよびアクセスの状況を継続的に観
測する。

事前 重要な変更

216



（別添３）変更箇所
提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

Ⅲ 特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策 ※（7.リスク1⑨を除く。）
(2)納税者情報管理特定個人情
報ファイル、(3)所得税特定個人
情報ファイル、（4）資産税特定
個人情報ファイル、（5）源泉所
得税特定個人情報ファイル、
（6）酒税特定個人情報ファイ
ル、（7）間接諸税特定個人情報
ファイル、（8）債権管理特定個
人情報ファイル、（9）非課税貯
蓄限度額管理特定個人情報
ファイル、(10)資料調査特定個
人情報ファイル、(11)少額投資
非課税口座管理特定個人情報
ファイル、 (12)法人税特定個人
情報ファイル、(13)消費税特定
個人情報ファイル、(14)査察特
定個人情報ファイル、(15)不服
申立関係特定個人情報ファイ
ル、(16)徴収特定個人情報ファ
イル
7.特定個人情報の保管・消去
リスク１
⑥技術的対策（具体的な対策
の内容）

（新規）
・高性能パソコンについては、インターネットその
他外部ネットワークに接続しない。

事前 重要な変更

Ⅲ 特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策 ※（7.リスク1⑨を除く。）
(2)納税者情報管理特定個人情
報ファイル、(3)所得税特定個人
情報ファイル、（4）資産税特定
個人情報ファイル、（5）源泉所
得税特定個人情報ファイル、
（6）酒税特定個人情報ファイ
ル、（7）間接諸税特定個人情報
ファイル、（8）債権管理特定個
人情報ファイル、（9）非課税貯
蓄限度額管理特定個人情報
ファイル、(10)資料調査特定個
人情報ファイル、(11)少額投資
非課税口座管理特定個人情報
ファイル、 (12)法人税特定個人
情報ファイル、(13)消費税特定
個人情報ファイル、(14)査察特
定個人情報ファイル、(15)不服
申立関係特定個人情報ファイ
ル、(16)徴収特定個人情報ファ
イル
7.特定個人情報の保管・消去
リスク３
消去手順（手順の内容）

（新規）

＜GSSパソコンの場合＞
機器納入業者は、NIST SP800-88に準拠し、事前
にデジタル庁と合意した方法でGSSパソコンの
データを復元不可となるよう除去するか破壊、デ
ジタル庁の担当部署にデータ抹消証明書を提出
して確認を得る運用とする。

事前 重要な変更

Ⅲ 特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策 ※（7.リスク1⑨を除く。）
(2)納税者情報管理特定個人情
報ファイル、(3)所得税特定個人
情報ファイル、（4）資産税特定
個人情報ファイル、（5）源泉所
得税特定個人情報ファイル、
（6）酒税特定個人情報ファイ
ル、（7）間接諸税特定個人情報
ファイル、（8）債権管理特定個
人情報ファイル、（9）非課税貯
蓄限度額管理特定個人情報
ファイル、(10)資料調査特定個
人情報ファイル、(11)少額投資
非課税口座管理特定個人情報
ファイル、 (12)法人税特定個人
情報ファイル、(13)消費税特定
個人情報ファイル、(14)査察特
定個人情報ファイル、(15)不服
申立関係特定個人情報ファイ
ル、(16)徴収特定個人情報ファ
イル
7.特定個人情報の保管・消去
リスク３
消去手順（手順の内容）

（新規）

＜高性能パソコンの場合＞
機器納入業者は、NIST SP800-88に準拠し、事前
に国税庁と合意した方法で高性能パソコンのデー
タを復元不可となるよう除去するか破壊、国税庁
の担当部署にデータ抹消証明書を提出して確認
を得る運用とする。

事前 重要な変更

Ⅲ 特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策 ※（7.リスク1⑨を除く。）
(17)租税に関する法律に基づく
調査（犯則事件の調査を除く。）
により取得した特定個人情報
ファイル
2.特定個人情報の入手（情報提
供ネットワークシステムを通じた
入手を除く。）
リスク４
リスクに対する措置の内容

また、納税者等から電子データで特定個人情報を
入手する場合は、原則として暗号化した上で国税
当局が調達した電子記録媒体に格納して搬送す
ることとする。

また、納税者等から電子データで特定個人情報を
入手する場合の対策は、以下のとおりとなる。
・電子記録媒体では原則として国税当局が調達し
たものを使用し、格納する情報を暗号化する。
・電子メールでは安全を確保し、盗聴等を防ぐた
めに、TLSによる暗号化通信を行う。また、上長承
認機能により送信元制限も行う。
・ファイル共有サービスにおいても、TLSによる暗
号化通信を行う。なお、ファイル共有サービスは
ISMAPのクラウドサービスリストに掲載されてい
る。

事前 重要な変更
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（別添３）変更箇所
提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

Ⅲ 特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策 ※（7.リスク1⑨を除く。）
(18)租税に関する法律に基づく
犯則事件の調査により取得した
特定個人情報ファイル
2.特定個人情報の入手（情報提
供ネットワークシステムを通じた
入手を除く。）
リスク４
リスクに対する措置の内容

（新規）

また、納税者等から電子データで特定個人情報を
入手する場合の対策は、以下のとおりとなる。
・電子メールでは安全を確保し、盗聴等を防ぐた
めに、TLSによる暗号化通信を行う。また、上長承
認機能により送信元制限も行う。
・ファイル共有サービスにおいても、TLSによる暗
号化通信を行う。なお、ファイル共有サービスは
ISMAPのクラウドサービスリストに掲載されてい
る。

事前 重要な変更

Ⅲ 特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策 ※（7.リスク1⑨を除く。）
(17)租税に関する法律に基づく
調査（犯則事件の調査を除く。）
により取得した特定個人情報
ファイル
3.特定個人情報の使用
リスク１
その他の措置の内容

インターネットを扱う端末と業務システムを扱う端
末を分けており、業務システムで使用する端末に
ついては外部と接続していない。

（削除） 事前 重要な変更

Ⅲ 特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策 ※（7.リスク1⑨を除く。）
(17)租税に関する法律に基づく
調査（犯則事件の調査を除く。）
により取得した特定個人情報
ファイル
3.特定個人情報の使用
リスク２
ユーザ認証の管理（具体的な
管理方法）

・ユーザIDに必要最低限の権限を付与し、事務処
理上必要のないデータへのアクセスを制限する。
・また、職員が離席する際には、パスワード設定さ
れたスクリーンセーバー及び画面ロックを利用す
るなど、情報漏えい、なりすまし等の不正行為を
防止する措置を講じる。

・国税総合管理システム（ＫＳＫ２）では、事務処理
を行う必要がある職員を特定し、当該職員に必要
最低限の権限を付与し、事務処理上必要のない
データへのアクセスを制限する。
・また、GSSパソコンでは、本人認証（顔認証等）
が必要となり、職員が離席する際には、パスワー
ド設定されたスクリーンセーバー及び画面ロックを
利用するなど、情報漏えい、なりすまし等の不正
行為を防止する措置を講じる。

事前 重要な変更

Ⅲ 特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策 ※（7.リスク1⑨を除く。）
(17)租税に関する法律に基づく
調査（犯則事件の調査を除く。）
により取得した特定個人情報
ファイル
3.特定個人情報の使用
その他のリスク及びそのリスク
に対する措置

（新規）

さらに、特定個人情報ファイルを庁舎外で使用す
る際の特定個人情報が漏えいするリスクへの対
策として、以下の措置を講じる。
・複数の認証方式の採用、VPN接続による通信の
暗号化、パソコンへのデータ保存の制限などのセ
キュリティ対策を講じる。
・のぞき見防止フィルタやカメラ検知機能などによ
り、GSSパソコン画面上の情報についての部外者
ののぞき見や撮影を防止する。
・GSSパソコンの公衆無線LANへの接続を運用上
禁止する。
・GSSパソコン紛失時には遠隔で情報を削除す
る。
・GSSパソコンに接続可能な機器をホワイトリスト
で管理し、アクセスを制限する。

事前 重要な変更

Ⅲ 特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策 ※（7.リスク1⑨を除く。）
(18)租税に関する法律に基づく
犯則事件の調査により取得した
特定個人情報ファイル
3.特定個人情報の使用
リスク１
その他の措置の内容

インターネットを扱う端末と業務システムを扱う端
末を分けており、業務システムで使用する端末に
ついては外部と接続していない。

（削除） 事前 重要な変更

Ⅲ 特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策 ※（7.リスク1⑨を除く。）
(17)租税に関する法律に基づく
調査（犯則事件の調査を除く。）
により取得した特定個人情報
ファイル
7.特定個人情報の保管・消去
リスク１
⑤物理的対策（具体的な対策
の内容）

（新規）
・GSSパソコンについては、セキュリティワイヤー
の取り付けや鍵のかかる場所での保管を行う。

事前 重要な変更

Ⅲ 特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策 ※（7.リスク1⑨を除く。）
(17)租税に関する法律に基づく
調査（犯則事件の調査を除く。）
により取得した特定個人情報
ファイル
7.特定個人情報の保管・消去
リスク１
⑥技術的対策（具体的な対策
の内容）

（新規）

・GSSパソコンにおけるインターネットとの接続対
策
　インターネット経由した外部とのメールについて
は、上長承認機能により制御（宛先制限、送信前
の内容確認）する。
　業務に不要なオンラインサービスへのアクセス
を制限する。
　ガバメントソリューションサービス（GSS）で実装さ
れている機能により、特定個人情報を含むデータ
を監視・検出し、USBへのデータ持ち出しなどの操
作を制御する。また、保存されたファイルに対し暗
号化などの保護を適用する。
　複数の認証方式の採用、VPN接続による通信
の暗号化を実施する。
　パソコン紛失時には遠隔で情報を削除する。
　パソコンに接続可能な機器をホワイトリストで管
理し、アクセスを制限する。
　パソコンに内蔵されているローカルディスクには
暗号化処理を施す。
　アクセス制御ポリシーに基づき評価・認可を行
い、リソースおよびアクセスの状況を継続的に観
測する。

事前 重要な変更
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（別添３）変更箇所
提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

（新規）
・GSSパソコンについては、セキュリティワイヤー
の取り付けや鍵のかかる場所での保管を行う。

事前 重要な変更

Ⅲ 特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策 ※（7.リスク1⑨を除く。）
(18)租税に関する法律に基づく
犯則事件の調査により取得した
特定個人情報ファイル
3.特定個人情報の使用
その他のリスク及びそのリスク
に対する措置

（新規）

さらに、特定個人情報ファイルを庁舎外で使用す
る際の特定個人情報が漏えいするリスクへの対
策として、以下の措置を講じる。
・複数の認証方式の採用、VPN接続による通信の
暗号化、パソコンへのデータ保存の制限などのセ
キュリティ対策を講じる。
・のぞき見防止フィルタやカメラ検知機能などによ
り、GSSパソコン画面上の情報についての部外者
ののぞき見や撮影を防止する。
・GSSパソコンの公衆無線LANへの接続を運用上
禁止する。
・GSSパソコン紛失時には遠隔で情報を削除す
る。
・GSSパソコンに接続可能な機器をホワイトリスト
で管理し、アクセスを制限する。

事前 重要な変更

Ⅲ 特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策 ※（7.リスク1⑨を除く。）
(18)租税に関する法律に基づく
犯則事件の調査により取得した
特定個人情報ファイル
3.特定個人情報の使用
リスク２
ユーザ認証の管理（具体的な
管理方法）

・事務処理を行う必要があるユーザを特定し、
ユーザＩＤに必要最低限の権限を付与し、事務処
理上必要のないデータへのアクセスを制限する。
・また、職員が離席する際には、パスワード設定さ
れたスクリーンセーバー及び画面ロックを利用す
るなど、情報漏えい、なりすまし等の不正行為を
防止する措置を講じる。

・国税総合管理システム（ＫＳＫ２）では、事務処理
を行う必要がある職員を特定し、当該職員に必要
最低限の権限を付与し、事務処理上必要のない
データへのアクセスを制限する。
・また、GSSパソコンでは、本人認証（顔認証等）
が必要となり、職員が離席する際には、パスワー
ド設定されたスクリーンセーバー及び画面ロックを
利用するなど、情報漏えい、なりすまし等の不正
行為を防止する措置を講じる。

事前 重要な変更

Ⅲ 特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策 ※（7.リスク1⑨を除く。）
(18)租税に関する法律に基づく
犯則事件の調査により取得した
特定個人情報ファイル
7.特定個人情報の保管・消去
リスク１
⑤物理的対策（具体的な対策
の内容）

Ⅲ 特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策 ※（7.リスク1⑨を除く。）
(18)租税に関する法律に基づく
犯則事件の調査により取得した
特定個人情報ファイル
7.特定個人情報の保管・消去
リスク１
⑥技術的対策（具体的な対策
の内容）

（新規）

・GSSパソコンにおけるインターネットとの接続対
策
　インターネット経由した外部とのメールについて
は、上長承認機能により制御（宛先制限、送信前
の内容確認）する。
　業務に不要なオンラインサービスへのアクセス
を制限する。
　ガバメントソリューションサービス（GSS）で実装さ
れている機能により、特定個人情報を含むデータ
を監視・検出し、USBへのデータ持ち出しなどの操
作を制御する。また、保存されたファイルに対し暗
号化などの保護を適用する。
　複数の認証方式の採用、VPN接続による通信
の暗号化を実施する。
　パソコン紛失時には遠隔で情報を削除する。
　パソコンに接続可能な機器をホワイトリストで管
理し、アクセスを制限する。
　パソコンに内蔵されているローカルディスクには
暗号化処理を施す。
　アクセス制御ポリシーに基づき評価・認可を行
い、リソースおよびアクセスの状況を継続的に観
測する。

事前 重要な変更

219



（別添３）変更箇所
提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

【公共サービスメッシュ機関間情報連携サービス
（中間サーバー相当機能）】
・中間サーバー相当機能の運用に携わる職員及
び事業者に対し、セキュリティ研修等を実施するこ
ととしている。
・中間サーバー相当機能の業務に就く場合は、運
用規則等について研修を行うこととしている。

１　「国税情報システムに係るセキュリティの確保
のための実施細則」に基づき、情報セキュリティ監
査及び関連規程等の順守状況の点検を定期的
又は必要に応じて随時実施する

（新規）

【国税総合管理システム（ＫＳＫ２）】
１　「国税情報システムに係るセキュリティの確保
のための実施細則」に基づき、情報セキュリティ監
査及び関連規程等の順守状況の点検を定期的
又は必要に応じて随時実施する

・インターネットアクセスの監査
　インターネットのアクセス状況について随時監査
を行っている。

【公共サービスメッシュ機関間情報連携サービス
（中間サーバー相当機能）】
運用規則等に基づき、中間サーバー相当機能に
ついて、デジタル庁が定期的に監査を行うこととし
ている。国税当局は、デジタル庁による中間サー
バー相当機能の運用に係る監査の結果を確認す
ることにより、中間サーバー相当機能の運用に問
題がないかを確認する。

【国税総合管理システム（ＫＳＫ２）】
「国税情報システムに係るセキュリティの確保の
ための実施細則」、「行政機関の保有する個人情
報の保護に関する法律」及び「行政手続における
特定の個人を識別するための番号の利用等に関
する法律」に基づき、次に掲げる方法により教育・
啓発を行っている。

Ⅳ その他のリスク対策
1.監査
①自己点検

・「国税庁で保有する情報の適切な管理のための
措置について」（平成19年国税庁事務運営指針）
に基づき、毎年10月の国税局が定める時期（国税
局が独自に追加点検を実施する場合には適宜の
時期）に自己点検を実施することとしており、各人
が情報管理体制に関する点検票を作成し、管理
者がその確認を行うことにより、訓令に基づいた
適切な情報管理体制が構築されていること、本評
価書どおりの運用がされていることを確認すると
ともに各人の自己点検結果を踏まえ、各国税局
等に設置される情報管理委員会による事務監査
（無予告監査を含む。）を実施することとしている。

【国税総合管理システム（ＫＳＫ２）】
・「国税庁で保有する情報の適切な管理のための
措置について」（平成19年国税庁事務運営指針）
に基づき、毎年10月の国税局が定める時期（国税
局が独自に追加点検を実施する場合には適宜の
時期）に自己点検を実施することとしており、各人
が情報管理体制に関する点検票を作成し、管理
者がその確認を行うことにより、訓令に基づいた
適切な情報管理体制が構築されていること、本評
価書どおりの運用がされていることを確認すると
ともに各人の自己点検結果を踏まえ、各国税局
等に設置される情報管理委員会による事務監査
（無予告監査を含む。）を実施することとしている。

事前 重要な変更

Ⅳ その他のリスク対策
1.監査
①自己点検

（新規）

【公共サービスメッシュ機関間情報連携サービス
（中間サーバー相当機能）】
運用規則等に基づき、中間サーバー相当機能の
運用に携わる職員及び事業者において、定期的
に自己点検を実施することとしている。

事前 重要な変更

「国税情報システムに係るセキュリティの確保の
ための実施細則」、「行政機関の保有する個人情
報の保護に関する法律」及び「行政手続における
特定の個人を識別するための番号の利用等に関
する法律」に基づき、次に掲げる方法により教育・
啓発を行っている。

（新規）

・納税者がマイナポータルへログインする際は、マ
イナンバーカード搭載の電子証明書と　マイナン
バーカード交付時に納税者が設定した暗証番号
により本人確認を行う。

（新規）

Ⅳ その他のリスク対策
1.監査
②監査（具体的な内容）

Ⅳ その他のリスク対策
2.従業員に対する教育・啓発
従業員に対する教育・啓発（具
体的な内容）

（新規）

Ⅳ その他のリスク対策
2.従業員に対する教育・啓発
従業員に対する教育・啓発（具
体的な内容）

Ⅳ その他のリスク対策
3.その他のリスク対策

Ⅳ その他のリスク対策
3.その他のリスク対策

Ⅳ その他のリスク対策
1.監査
②監査（具体的な内容）

Ⅳ その他のリスク対策
1.監査
②監査（具体的な内容）

事前 重要な変更

事前 重要な変更

事前 重要な変更

事前 重要な変更

事前 重要な変更

事前 重要な変更

事前 重要な変更

【国税総合管理システム（ＫＳＫ２）】
・納税者がマイナポータルへログインする際は、マ
イナンバーカード搭載の電子証明書と　マイナン
バーカード交付時に納税者が設定した暗証番号
により本人確認を行う。

【公共サービスメッシュ機関間情報連携サービス
（中間サーバー相当機能）】
中間サーバー相当機能はガバメントクラウドに設
置する。ガバメントクラウド上での業務データの取
扱いについては、当該業務データを保有する国税
当局及び国税当局が委託した事業者が責任を有
する。ガバメントクラウド上でデジタル庁が構築・
運用するアプリケーションの運用等に障害が発生
した場合等の対応については、原則としてガバメ
ントクラウドに起因する事象の場合は、デジタル
庁はクラウド事業者と契約する立場から、その契
約を履行させることで対応する。また、ガバメント
クラウドに起因しない事象の場合は、中間サー
バー相当機能の運用保守についてデジタル庁が
委託した事業者又はガバメントクラウド運用管理
補助者が対応するものとする。具体的な取り扱い
について、疑義が生じる場合は、国税当局とデジ
タル庁及び関係者で協議を行う。
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